
- 9 - 

令和６年１２月定例会会議録（第１号） 

 

 

令和６年１２月６日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 佐 藤 卓 也     副議長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   亀  井  博  人  議員 

  ３番   今  田  浩  徳  議員     ４番   鈴  木  啓  太  議員 

  ５番   坂  本  健 太 郎  議員     ６番   田  中     功  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   鈴  木  法  学  議員 

  ９番   辺  見  孝  太  議員    １０番   渡  部  正  七  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １３番   伊  藤  健  一  議員 

 １４番   山  科  正  仁  議員    １５番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １６番   佐  藤  卓  也  議員    １７番   小  野  周  一  議員 

 １８番   小  嶋  冨  弥  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １２番   八  鍬  長  一  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 科 朝 則  副 市 長 石 山 健 一 

総 務 課 長 西 田 裕 子  総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭 

財 政 課 長 小 関   孝  税 務 課 長 津 藤 隆 浩 

市 民 課 長 伊 藤 リ カ  環 境 課 長 岸     聡 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 横 山   浩  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 鈴 木 則 勝 

健 康 課 長 佐 藤 朋 子  農 林 課 長 柏 倉 敏 彦 

商 工 観 光 課 長 小 関 紀 夫  都 市 整 備 課 長 髙 橋   学 

上 下 水 道 課 長 阿 部 和 也  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 加 藤   功 

教 育 長 津 田   浩  教 育 次 長 
兼教育総務課長 渡 辺 政 紀 

学 校 教 育 課 長 杉 沼 一 史  社 会 教 育 課 長 今 田   新 

監 査 委 員 須 田 泰 博  監 査 委 員 
事 務 局 長 伊 藤 幸 枝 
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選挙管理委員会 
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会 

事 務 局 長 井 上   徹 

農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会 
事 務 局 長 大 江   周 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  局 長 補 佐 髙 橋 智 江 

主 事 小 野 一 樹  主 事 秋 葉 佑 太 

 

議 事 日 程 （第１号） 

令和６年１２月６日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第 ３ 議案第６６号督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例について 

日程第 ４ 議案第６７号新庄市市税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第６８号新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第６９号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第 ７ 議案第７０号新庄市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第７１号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第 ９ 議案第７２号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第７３号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第７４号新庄市民文化会館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１２ 議案第７５号雪の里情報館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１３ 議案第７６号新庄市入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例等を廃止する条例に

ついて 

日程第１４ 議案第７７号新庄市昭和活性化センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第１５ 議案第７８号新庄市エコロジーガーデン設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

日程第１６ 議案第７９号新庄市住みやすいまちづくり基金条例について 

日程第１７ 議案第８０号新庄市水道給水条例の一部を改正する条例について 
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日程第１８ 議案等の常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第１９ 議案第６０号令和６年度新庄市一般会計補正予算（第９号） 

日程第２０ 議案第６１号令和６年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２１ 議案第６２号令和６年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２２ 議案第６３号令和６年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２３ 議案第６４号令和６年度新庄市水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第２４ 議案第６５号令和６年度新庄市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

佐藤卓也議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名です。 

  欠席通告者は八鍬長一議員１名です。 

  これより令和６年12月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程第１号によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１会議録署名議員指名を行

います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において今田浩徳議員、山科正仁議

員のお二人を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

佐藤卓也議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営副委員長の報告を求めます。 

  議会運営副委員長山科正仁議員。 

   （山科正仁議会運営副委員長登壇） 

山科正仁議会運営副委員長 皆さん、おはようご

ざいます。 

  議会運営委員長が欠席しておりますので、副

委員長の私、山科が御報告いたします。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る11月29日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席の下、執行部から

副市長、関係課長の出席を求め、議会運営委員

会を開催し、本日招集されました令和６年12月

定例会の運営について協議いたしました。 

  初めに、執行部から招集日を含めて提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましては、お手元に配付しておりま

す令和６年12月定例会日程表のとおり、本日か

ら12月18日までの13日間と決定いたしました。

また、会期中の日程につきましても日程表のと

おり決定いたしましたので、よろしくお願いい

たします。 

  このたび提出されます案件は、補正予算６件、

議案15件の計21件であります。 

  案件の取扱いについて、議案第60号から議案

第65号までの補正予算６件につきましては、本

日は提案説明のみにとどめ、委員会への付託を

省略して、12月18日、最終日の本会議において

審議をお願いいたします。 

  次に、議案第66号から議案第80号までの議案

15件につきましては、本日、本会議に一括上程

し、提案説明の後、総括質疑を行い、所管の常

任委員会に付託し、審査していただきます。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は13名であります。よ

って、１日目５名、２日目４名、３日目４名で

行っていただきます。なお、質問時間は、質問、

答弁を含めて１人50分以内といたします。質問

者並びに答弁者の御協力を特にお願いいたしま

す。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営副委

員長から報告のありましたとおり、本日から12

月18日までの13日間にしたいと思います。これ
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に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は12月６日から12月18日までの13日間と決

しました。 

 

 

令 和 ６ 年 １ ２ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 12月６日 金 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

開会。議案（１５件）の一括上程、

提案説明、総括質疑。議案等の常任

委員会付託。補正予算（６件）の一

括上程、提案説明。 

第２日 12月７日 土 
休      会 

 

第３日 12月８日 日 

第４日 12月９日 月 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 渡部正七、山科正仁、田中 功、 

 鈴木啓太、鈴木法学の各議員 

第５日 12月10日 火 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 坂本健太郎、亀井博人、辺見孝太、 

 伊藤健一の各議員 

第６日 12月11日 水 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 山科春美、佐藤悦子、小嶋冨弥、 

 髙橋富美子の各議員 

第７日 12月12日 木 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案の審査 

第８日 12月13日 金 常任委員会 

産 業 厚 生 

（議員協議

会室） 

午前 1 0時 付託議案の審査 

第９日 12月14日 土 
休      会  

第10日 12月15日 日 

第11日 12月16日 月 
休      会 本会議準備のため 

第12日 12月17日 火 

第13日 12月18日 水 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

常任委員長報告、質疑、討論、採

決。補正予算（６件）の質疑、討

論、採決。 
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議案１５件一括上程 

 

 

佐藤卓也議長 日程第３議案第66号督促手数料の

廃止に伴う関係条例の整備に関する条例につい

てから日程第17議案第80号新庄市水道給水条例

の一部を改正する条例についてまでの議案15件

を会議規則第35条の規定により一括議題とした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号督促手数料の廃止に伴う関係条例の

整備に関する条例についてから議案第80号新庄

市水道給水条例の一部を改正する条例について

までの議案15件を一括議題とすることに決しま

した。 

  提出者の説明を求めます。 

  山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 皆さん、おはようございます。12

月議会、よろしくお願いいたします。 

  それでは、私から議案第66号督促手数料の廃

止に伴う関係条例の整備に関する条例について

御説明申し上げます。 

  本案は、本市の市税につきまして、令和７年

４月１日以降に発布する督促状に係る督促手数

料を廃止することに伴い、本市の歳入のうち、

督促手数料を徴収することとしているものにつ

いての市税の均衡を図り、督促手数料を廃止す

るため、必要な改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、市税外収入未

納金等徴収条例など関係する10条例につきまし

て督促手数料に関する規定を削るほか、条文の

整備を行うものであります。 

  施行日は令和７年４月１日とし、所要の経過

措置を設けることといたします。 

  次に、議案第67号新庄市市税条例の一部を改

正する条例について御説明申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律の公布され

たことに伴う新庄市市税条例の改正のうち、施

行期日が令和６年４月１日のものにつきまして

は、同日、専決処分を行い、６月定例会で御承

認をいただきました。本案は、同法の公布に伴

う市税条例の改正のうち、令和７年４月１日以

降に施行されるものについて御提案するととも

に、市税に係る督促手数料を廃止するため必要

な改正を行うものであります。 

  主な改正の内容でありますが、地方税法等の

一部を改正する法律の施行に伴う部分といたし

まして、公益信託制度の見直しに伴い、個人住

民税の寄附金税額控除に関する規定を改正する

とともに、必要な規定の整備を行うものであり

ます。 

  また、徴収事務の効率化、督促手数料の収納

に関する費用対効果等を考慮し、令和７年４月

１日以降に発布する督促状に係る督促手数料を

廃止するものであります。 

  これらの改正につきましては、施行期日が一

様でないため、附則においてそれぞれ規定する

とともに、所要の経過措置を設けることといた

します。 

  次に、議案第68号新庄市民文化会館設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て、議案第69号新庄市生涯学習センター設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、議案第70号新庄市公民館設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例について及び

議案第71号新庄市雪の里情報館設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例についての４

議案につきまして、一括して御説明申し上げま

す。 

  本案は、使用料の見直しに関するガイドライ

ンに基づき、施設管理に係る原価を基に使用料

の見直しを行うことにより、適正な受益者負担

と持続可能な施設の管理運営及び行政サービス

の提供を図ることを目的とし、市民文化会館を
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はじめとする生涯学習施設の使用料につきまし

て必要な改正を行うものであります。 

  新たな使用料につきましては、本市の生涯学

習の推進や市民の生活文化の振興、社会福祉の

増進を図るといった生涯学習施設の特性を考慮

し、利用者の負担が急激に増加することのない

よう設定したところであります。 

  施行日はいずれも令和７年４月１日とし、所

要の経過措置を設けることといたします。 

  次に、議案第72号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例について

及び議案第73号新庄市都市公園条例の一部を改

正する条例についての２議案につきまして、一

括して御説明申し上げます。 

  本案は、本市の体育施設及び都市公園内のス

ポーツに関連する有料公園施設につきまして、

さきに御説明いたしました生涯学習施設と同様

に、施設管理に係る原価を基にした使用料の見

直しを行うとともに、市民の方がより利用しや

すいよう使用区分を変更するため、必要な改正

を行うものであります。 

  体育施設及びスポーツ関連の有料公園施設の

新たな使用料につきましては、本市のスポーツ

振興の次世代を担うジュニア世代の育成と競技

力の向上を図るため、市内の小中学生の使用に

つきましては引き続き無料といたします。市外

の小中学生につきましては、高校生と同様の使

用料を設定することといたします。 

  また、使用料を時間帯ごとに区分しておりま

した山屋セミナーハウス、福田運動広場及び福

田テニスコートにつきましては、使用料を１時

間単位に改めるものであります。 

  施行日はいずれも令和７年４月１日とし、所

要の経過措置を設けることといたします。 

  次に、議案第74号新庄市民文化会館の管理を

行わせる指定管理者の指定について御説明申し

上げます。 

  本案は、令和７年３月31日をもって指定管理

の期間が満了する新庄市民文化会館の管理を行

わせる指定管理者を指定するため、議会の議決

を求めるものであります。 

  指定管理者の候補の選定に当たり公募を行っ

たところ、特定非営利活動法人芸術文化振興市

民ネット新庄の１団体から応募がございました。

市民から選出された委員を含む指定管理者候補

選定委員会における審議の結果、新庄市民文化

会館の役割を十分に認識し、施設の特性を生か

しながら市の芸術文化向上を推進する事業を展

開することができると判断をされたことに加え、

社会ニーズや地域ニーズに沿った良質なサービ

スの提供や事業運営を実施しようとする積極的

な姿勢が評価され、引き続き特定非営利活動法

人芸術文化振興市民ネット新庄が指定管理者候

補として選定されました。 

  指定の期間につきましては、令和７年４月１

日から令和12年３月31日までの５年間といたし

ます。 

  次に、議案第75号雪の里情報館の管理を行わ

せる指定管理者の指定について御説明申し上げ

ます。 

  本案は、令和７年３月31日をもって指定管理

期間が満了する雪の里情報館の管理を行わせる

指定管理者を指定するため、議会の議決を求め

るものであります。 

  指定管理者の候補の選定に当たり公募を行っ

たところ、一般社団法人とらいあの１団体から

応募がございました。市民から選出された委員

を含む指定管理者候補選定委員会における審議

の結果、雪の里情報館の設置目的や役割を十分

認識していることとともに、運営や事業に当た

っては、市民や関係団体、関係機関との協働の

中で実施していく姿勢が評価されたところであ

ります。これに加えて、幅広い世代への学びの

場の提供など、今後も利用者の立場に立った施

設運営が可能であることから、引き続き一般社

団法人とらいあが指定管理者候補として選定さ
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れました。 

  指定の期間につきましては、令和７年４月１

日から令和12年３月31日までの５年間といたし

ます。 

  次に、議案第76号新庄市入会林野等高度利用

促進対策事業分担金徴収条例等を廃止する条例

について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市入会林野等高度利用促進対策

事業分担金徴収条例など４件の条例を廃止する

ため提案するものであります。 

  いずれの条例も、過去に市が事業主体となっ

て事業を実施するに当たり、事業に要する経費

の一部について受益者から分担金として徴収す

る必要があったことから、それぞれ条例を制定

したものでありますが、既に事業が完了し、制

定所期の目的を達成していることから、廃止す

るものであります。 

  施行日は公布の日といたします。 

  次に、議案第77号新庄市昭和活性化センター

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について御説明申し上げます。 

  本案は、さきに御説明いたしました生涯学習

施設等の使用料の改正に関する議案と同様に、

使用料の見直しに関するガイドラインに基づき、

施設管理に係る原価を基に新庄市昭和活性化セ

ンターの使用料の見直しを行うため、必要な改

正を行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、昭和活性化セ

ンターの施設のうち、多目的ホールの使用料の

見直しを行うとともに、施設使用料とは別に定

めております暖房使用料を廃止するものであり

ます。 

  施行日は令和７年４月１日とし、所要の経過

措置を設けることといたします。 

  次に、議案第78号新庄市エコロジーガーデン

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について御説明申し上げます。 

  本案は、さきに御説明いたしました生涯学習

施設等の使用料の改正に関する議案と同様に、

使用料の見直しに関するガイドラインに基づき、

施設管理に係る原価を基に新庄市エコロジーガ

ーデン使用料の見直しを行うために必要な改正

を行うものであります。 

  主な改正の内容といたしましては、施設使用

料と別に定めております冷暖房使用料を廃止す

るとともに、収益事業を行う場合における売上

げに応じた加算使用料を廃止することといたし

ます。これに加え、時間区分に応じ設定してい

た使用料につきまして、１時間単位の額に変更

するとともに、使用時間を22時まで延長するも

のであります。 

  施行日は令和７年４月１日とし、所要の経過

措置を設けることといたします。 

  次に、議案第79号新庄市住みやすいまちづく

り基金条例について御説明申し上げます。 

  本案は、令和６年３月に解散した新庄市土地

開発公社の残余財産が市に帰属されることに伴

い、残余財産のうち現金部分の有効活用を図る

ため、新たに基金を設置することについて御提

案するものであります。 

  基金の名称は「新庄市住みやすいまちづくり

基金」とし、土地開発公社が地域の秩序ある整

備と市民福祉の増進に寄与することを目的とし

ていたことに鑑み、生活の利便性の向上を図る

ための施設の誘導の推進に関する事業、空き家

対策事業及び環境と人にやさしい住宅づくりの

推進に関する事業に活用し、本市における住み

やすいまちづくりに資することを目的とするも

のであります。 

  施行日は公布の日といたします。 

  次に、議案第80号新庄市水道給水条例の一部

を改正する条例について御説明申し上げます。 

  本案は、本市の水道事業における業務の効率

化を図るため、一部の水道メーターの点検を２

か月ごとに行うこととするとともに、市税等と

の均衡を図り、水道料金に係る督促手数料を廃
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止するため、必要な改正を行うものであります。 

  主な改正の内容といたしましては、２か月ご

とにメーターの点検を行うことに伴い、各月の

使用量及び水道料金の算定に関する規定を追加

するとともに、水道料金の督促手数料に関する

規定を削るものであります。 

  施行日は、督促手数料の廃止に関する部分に

つきましては令和７年４月１日とし、水道メー

ターの点検に関する部分につきましては令和７

年８月１日とするとともに、所要の経過措置を

設けることといたします。 

  以上、御審議いただき、御可決賜りますよう

お願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 これより、ただいま説明のありま

した議案15件について総括質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第68号、69号、70

号、71号、72号、73号、そして77号、78号につ

いてですが、生涯学習施設、スポーツ施設関連

の利用料の値上げということが提案されていま

す。この全体の値上げによる収入の見込みはど

のぐらいと見込んでおられるのかということと、

かえって値上げによって利用が減ることが見込

まれるのではないかという懸念がありますが、

それらについてどう考えているか、お願いしま

す。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 佐藤議員のただいまの御

質問についてお答えさせていただきたいと思い

ます。 

  今回御説明させていただきました各施設の使

用料の見直しにつきまして、原価計算によるフ

ルコストを基にした施設の使用料の設定根拠を

明確にするという作業の中から使用料を見直し

したところでございます。 

  各施設の個別の貸出しされる部屋や施設につ

きましては、結果として増額される部屋もござ

いますが、結果として減額される部屋もござい

ます。そのような中で、今回の見直しによって

の格差ということで見ますと、令和５年度の実

績に比べて、その利用の量を同等と見て計算し

ますと、社会教育施設で90万円弱、社会体育施

設で50万円ぐらいの増額が見込まれるというこ

とになります。このような中でできるだけ利用

者の負担にならないような設定をしております

ので、今まで同様の利用が見込まれると想定し

ておるところでございます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 社会教育あるいは生涯

学習教育という点で考えると、利用料はできる

だけ抑える。小中学生無料というのは大変よか

ったと思いますし、その部分を市内については

続けるという点ではいいと思いますが、できる

だけ抑えて、市民が子供も大人も高齢者も皆、

生涯学習に、自分を高めるというかそういうこ

とのできる施設として、できるだけ無料に近い

形で利用できるようにすることが目的達成にな

るだろうと私は思います。 

  そういう意味で、今回の僅かとはいえ値上げ

は、市民にとって利用しづらくなる。お金が心

配で、今、生活苦という方が６割にもなってい

る中で、利用料がある、高くなると聞くと使い

づらくなる、そういう市民の声が広がるような

気がいたしますが、市民の声などはお聞きした

でしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 今回の使用料の見直しに

ついてでございますけれども、生涯学習施設等

は施設サービスの必要性や公共性が高い特性を

持っているということで判断して、その評価基
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準を定めてまいりました。 

  この見直しによって、利用される方の利用し

ていただく部分の料金ということは、当然利用

されない方との違いが必要となりますので、そ

の辺のところをガイドラインによって定めたと

いうことでございます。そうした中で、御利用

いただく際には、社会教育の事業をしていただ

く団体など、様々な減免措置もございますので、

そのようなことを活用いただきながら御利用い

ただきたいと考えております。 

  このたび様々な団体からの申請もございまし

たとおり、私たちが進める生涯学習の内容はこ

ういうものなんだというふうなことをいただき

ますと、減免措置に該当するかどうかというこ

とも真摯に対応してまいりましたので、その辺

のところをよろしく御理解をお願いしたいと思

います。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 利用している団体の減

免措置があるというお話でした。それはそれで

大事なことだと私も思います。 

  しかし、ほかの方も含めて、市民の方々に前

もってこういうふうに値上げするけれどもいい

かとお聞きしているかというと、今のお答えで

は、お聞きすることもなく、いろいろ受益者負

担だという理由などから値上げをしようとして

いるように思います。全体で140万円ぐらいの

増額に抑えたということではありますが、市民

感情を考えますと、様々な物価高騰がある中で、

生涯学習あるいは生涯スポーツ、これらの利用

も抑えがちになっていくだろうということは目

に見えているわけです。 

  そういう意味では、減額する方向であれば大

いに結構なんですが、値上げする方向になる場

合には市民の活動が抑えられるという懸念が私

は、その施設のある施設の目的から考えて、そ

れは逆行する、使われなくなるという点で市民

にとってマイナスになると私は考えますが、そ

の点についてはどうでしょうか。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 このたびは値上げが前提では

ございません。使用料の適正な見直しを図ると

いうことが前提でございます。 

  それから、市民の皆さんの御意見を聞いたか

という御質問でございましたけれども、では、

施設を利用していない方の意見も聞かなければ

いけません。利用している方のほかに利用して

いない方の意見も聞かなければいけません。そ

れが公平性だと思います。 

  それから、もう一つが、値上げすると、結果

的には上がることになるんですが、値上げをす

ると利用者が少なくなるとございましたけれど

も、何も施設を、公共施設の料金、値上げしま

すと広報するわけではございません。幾らから

幾らに改定になりました、これは物価高騰です

とかコストによる計算でこのようになりました、

以上御協力お願いしますなどと広報いたします。

こうした形で、使っている方、使っていない方

に御理解を求めていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） 私のほうから、議案

第79号の新庄市住みやすいまちづくり基金条例

について御質問があります。 

  これは、土地開発公社の解散によって生まれ

た残金というものを、基金条例ということで基

金をもってだと思うんですが、間違いないです

かというところと、あと、第２条の３つの事業

があるわけですけれども、どのようにこれが選

定というかまとめられたのか、あとは例はどん
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な例があるのかというのも聞きたいなと思いま

す。 

  あと、来年度の事業からこれがスタートする

のかというか、使われるのは、基金が設置され

まして来年度からこの事業がスタートしていく

のかという、その見込みなどを教えていただけ

ればと思います。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 このたび上程させていた

だきますこの基金につきましては、今質問にご

ざいましたとおり、土地開発公社から新庄市に

帰属された残余財産２億1,189万4,746円を基金

に積むということで考えているところでござい

ます。 

  また、この基金を使って活用できる事業、条

例に挙げている３つでございます。公社が新庄

市のまちづくりにずっと寄与してきたというこ

とに鑑みまして、新庄市が住みやすいまちにな

るようにということで活用させていただければ

と考えている中で、今現在、立地適正化計画と

いうことで策定をしている最中でございますが、

この立地適正化計画に基づいた事業等々につい

てやることで新庄市の住みやすいまちづくりが

進むのだということで、まずはこの事業に当て

はまるもの、また、新庄市の課題である空き家

対策というところにも活用していきたいと思っ

ております。もう一つが環境と人にやさしい住

宅づくりということで、省エネルギー、高性能

な住宅を推し進めるような事業に使っていきた

いということで、今、新庄市でやっていこうと

いう事業の中で活用できればと思って、この３

事業を選定させていただいております。 

  具体的には、立地適正化計画の事業について

は、ほかの事業と調整をしながら今後検討して

いくことになろうかと思います。空き家対策に

ついては、やはり空き家の除却であったり流通

といったものへの支援というところを考えてい

きたいと思っております。環境にやさしい住宅

づくりに関しましては、ＣＯ２削減等々に関す

る事業に対する支援ということで今後考えてい

きたいと考えているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） 分かりました。それ

ぞれ重要な事業でありますので、効果的に使っ

ていただければと思っています。 

  もう一つ質問なんですけれども、この基金が

できて、基金を取り崩すということで事業化、

予算化というものをしていくと思うんですけれ

ども、国、県の補助金、交付金も、２分の１と

か３分の１とか裏負担を求めながらも推進して

いく。特に空き家対策などは、先ほどのＣＯ２

の削減に寄与するということでやさしい住宅づ

くりというところもあるんですが、そのような

活用をしてこの２億1,200万円近くのお金が有

効に使われるようにしてほしいという願いはあ

るんですけれども、そのような活用の方法はい

かがでしょうか。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 今後活用させていただく

事業について、国や県の補助事業等々がある場

合もあるかと思います。事業自体を進めていく

中で、国の補助があるものと、また、例えばハ

ード事業ではあるんですが、ソフト事業にはな

いということがあれば、事業全体を進めるため

にはそういったソフト事業、市単独の部分とな

ると思いますが、そういったところでより推し

進めるために、こういった基金を使って、活用

させていただいて進めるということもあるのか

なと今現在は考えているところでございますの

で、事業化決定する予算を提案していく際には

そういったところも御説明をさせていただけれ

ばと考えているところでございます。 
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佐藤卓也議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第１８議案等の常任委員会付

託 

 

 

佐藤卓也議長 日程第18議案等の常任委員会付託

を行います。 

  議案等の委員会付託につきましては、お手元

に配付しております令和６年12月定例会付託案

件表により、それぞれ所管の委員会に付託しま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

令 和 ６ 年 １ ２ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（１０件） 

請願（ １ 件） 

○議案第６６号督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条

例について 

○議案第６７号新庄市市税条例の一部を改正する条例について 

○議案第６８号新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について 

○議案第６９号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について 

○議案第７０号新庄市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

○議案第７１号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について 

○議案第７２号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について 

○議案第７３号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例について 

○議案第７４号新庄市民文化会館の管理を行わせる指定管理者の指

定について 

○議案第７５号雪の里情報館の管理を行わせる指定管理者の指定に

ついて 

○請願第４号学校給食の無償化を求める請願 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（ ５ 件） 

○議案第７６号新庄市入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収

条例等を廃止する条例について 

○議案第７７号新庄市昭和活性化センター設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について 

○議案第７８号新庄市エコロジーガーデン設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

○議案第７９号新庄市住みやすいまちづくり基金条例について 

○議案第８０号新庄市水道給水条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

議案６件一括上程 

 

 

佐藤卓也議長 日程第19議案第60号令和６年度新

庄市一般会計補正予算（第９号）から日程第24

議案第65号令和６年度新庄市下水道事業会計補

正予算（第２号）までの補正予算６件について、

会議規則第35条の規定により一括議題にしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号令和６年度新庄市一般会計補正予算

（第９号）から議案第65号令和６年度新庄市下

水道事業会計補正予算（第２号）までの補正予

算６件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 議案第60号から議案第65号までの

令和６年度新庄市一般会計及び特別会計並びに

水道及び下水道事業会計の補正予算について御

説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第60号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ５億

7,470万4,000円を追加し、補正後の予算総額を

216億1,431万2,000円とするものであります。 

  初めに、５ページの第２表の債務負担行為補

正につきましては、第５次ＬＧＷＡＮサーバ機

器構築業務委託事業を追加するものであります。 

  また、第３表の地方債補正につきましては、

市営住宅改修事業及び社会教育施設改修事業の

変更により補正するものであります。 

  次に、８ページからの歳入について主な内容

を御説明いたします。 

  15款国庫支出金では、障がい者自立支援給付

費負担金及び生活保護費等負担金を歳出の増額

に合わせて補正しております。 

  また、９ページの16款県支出金では、灯油購

入等の助成費に充てる低所得者世帯の冬の生活

応援事業費補助金を増額しております。 

  18款寄附金では、７月の大雨災害の復旧のた

めに頂いた一般寄附金及び企業版ふるさと納税

寄附金等を予算化しております。 

  次に、12ページからの歳出について主な内容

を御説明いたします。 

  ３款民生費では、16ページの児童福祉費にお

きまして、放課後児童クラブを開設する事業者

に対する補助金といたしまして、放課後児童健

全育成事業費補助金を計上しております。 

  また、17ページの災害救助費におきましては、

７月の大雨災害により被害を受けた世帯の生活

再建を支援するため、被災者生活再建支援金を

計上しております。 

  さらに、18ページの４款衛生費の清掃費にお

きましては、同様に大雨により被災し全壊とな

った家屋を解体する費用といたしまして被災家

屋解体業務委託料を計上しております。 

  ８款土木費では、21ページの雪対策費におき

まして道路除排雪業務費を増額補正しておりま

す。 

  最後に、10款教育費では、23ページから24ペ

ージの小学校費、中学校費及び義務教育学校費

におきまして、米価等物価高騰対策といたしま

して学校給食物価高騰対策支援事業費補助金を

新たに計上しております。 

  一般会計補正予算については以上となります
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が、27ページからの議案第61号国民健康保険事

業特別会計補正予算、議案第62号介護保険事業

特別会計補正予算及び議案第63号後期高齢者医

療事業特別会計補正予算並びに議案第64号水道

事業会計補正予算及び議案第65号下水道事業会

計補正予算につきましても、今年度それぞれの

事業執行に必要な予算の補正を行うものであり

ます。 

  各会計の詳細につきましては財政課長及び上

下水道課長に説明させますので、御審議いただ

き、御可決賜りますようお願いいたします。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 それでは、改めましておはよ

うございます。 

  私からは、議案第60号一般会計補正予算（第

９号）についてまずは御説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ５億

7,479万4,000円を追加しまして、補正後の予算

総額を216億1,431万2,000円とするものでござ

います。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額は、

２ページから４ページまでの第１表歳入歳出予

算補正を御確認いただきたいと思います。 

  ５ページをお開きください。 

  第２表の債務負担行為補正です。 

  第５次ＬＧＷＡＮサーバ機器構築業務委託事

業を追加してございます。 

  第３表の地方債補正は、市営住宅改修事業、

こちらは国庫補助金の内示額に合わせて増額、

それから社会教育施設改修事業につきましては

事業内容の変更に伴い減額としてございます。 

  ８ページからの歳入について御説明いたしま

す。 

  11款地方交付税ですけれども、このたびの補

正予算の財源としまして普通交付税１億5,216

万2,000円を増額としております。 

  15款国庫支出金は、１項１目民生費国庫負担

金におきまして、障がい者自立支援給付費負担

金と生活保護費等負担金を歳出の増額に合わせ

て補正してございます。 

  また、２項１目総務費国庫補助金におきまし

て、デジタル基盤改革支援補助金をこちらは事

業費の変更に合わせて減額としてございます。 

  次に、９ページ、16款県支出金２項２目民生

費県補助金、低所得者世帯の冬の生活応援事業

費補助金は、灯油購入費など助成費の財源とし

て増額としてございます。 

  ２項４目農林水産業費県補助金は、事業の採

択に伴いまして、農地利用効率化等支援事業費

補助金、産地生産基盤パワーアップ事業費補助

金を増額としております。 

  10ページをお開きください。 

  18款寄附金ですけれども、７月の大雨被害の

復旧のために頂戴いたしました一般寄附金と企

業版ふるさと納税寄附金を計上してございます。 

  11ページ、20款繰越金、こちらはこのたびの

補正予算に充てる一般財源としまして３億

6,482万5,000円を補正してございます。 

  続きまして、12ページからの歳出について御

説明いたします。 

  初めに、２款の総務費でございますけれども、

１項１目一般管理費の職員給与費、こちら増額

しておりますが、７月の大雨被害の復旧に当た

る職員の時間外手当、これが大きな割合を占め

ております。 

  また、１項７目企画費は、当市に移住された

世帯への支援金である移住支援金を増額として

ございます。 

  15ページをお開きください。 

  ３款民生費でございます。 

  １項１目社会福祉総務費、家庭用冷房機新規

購入補助金は熱中症緊急対策として実施したも

のでございますけれども、実績に合わせて減額

としてございます。 
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  また、１項４目障がい者自立支援費は、利用

者の増加に伴いまして扶助費を増額してござい

ます。 

  16ページの２項１目児童福祉総務費は、放課

後児童クラブを開設する事業者に対する補助金、

放課後児童健全育成事業費補助金を増額してご

ざいます。 

  17ページ、４項１目災害救助費、被災者生活

再建支援金は、７月の豪雨災害により中規模半

壊以上の被害を受けられた世帯の生活再建の支

援に充てるものでございます。 

  18ページの４款衛生費には、大雨災害により

全壊となった家屋の解体費用として被災家屋解

体業務委託料を計上してございます。 

  19ページの６款農林水産業費は、１項３目農

業振興費、土地利用型産地生産基盤パワーアッ

プ事業費補助金と農地利用効率化等支援交付金

を事業の採択により増額としてございます。 

  ７款商工費１項３目観光費は、今年の新庄ま

つりの経費の精算に伴いまして新庄まつり実行

委員会負担金を増額としてございます。 

  また、20ページ、４目企業誘致費、企業立地

等雇用促進奨励金は、工場等の新設、増設に伴

う新たな従業員の雇用に対してお支払いするも

のでございます。 

  21ページをお開きください。 

  ８款土木費６項１目除排雪費、こちらには道

路の除排雪業務費を増額してございます。 

  22ページの消防費１項２目非常備消防費は、

大雨被害の対応に当たった消防団員に対する消

防団員報酬を増額としてございます。 

  また、５目の災害対策費でございますが、こ

ちらは消防団員に支給するライフジャケットを

購入するための費用を備品購入費として計上し

てございます。 

  23ページから24ページの10款教育費の２項小

学校費、３項中学校費、それから４項義務教育

学校費におきまして、学校給食物価高騰対策支

援事業費補助金をそれぞれ計上しております。

こちらは学校給食に係る米などの物価高騰対策

とするものでございます。 

  25ページ、５項１目社会教育総務費、新庄開

府400年記念事業実行委員会負担金、11目の社

会体育費、新庄リレーマラソン大会実行委員会

負担金は社会教育寄附金を充てて増額としてご

ざいます。 

  ２項の市民プラザ費、照明ＬＥＤ化改修工事

と12目の体育施設の管理運営事業費における市

民球場投光器ＬＥＤ化工事につきましては、今

年度中の事業実施が困難であるとの判断により

工事請負費を減額としてございます。 

  最後に、26ページの11款災害復旧費は、１項

２目農業用施設災害復旧費、２項１目道路橋り

ょう災害復旧費に大雨被害の復旧に係る修繕費

を計上してございます。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計に

入らせていただきます。 

  27ページを御覧ください。 

  議案第61号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）でございます。 

  歳入歳出それぞれ5,702万7,000円を追加しま

して、補正後の予算総額を35億5,926万5,000円

とするものであります。 

  主な内容は、マイナ保険証の資格確認用端末

の導入に係る経費の増額と県返還金の予算化と

なってございます。 

  33ページを御覧ください。 

  議案第62号介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）でございます。 

  歳入歳出それぞれ１億1,948万8,000円を追加

しまして、補正後の予算総額を39億4,730万

2,000円とするものでございます。 

  給付費のうち、主に居宅介護サービス給付費、

それから施設介護サービス給付費を増額として

ございます。 

  最後に、45ページを御覧ください。 
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  議案第63号後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第２号）でございます。 

  歳入歳出それぞれ151万2,000円を追加しまし

て、補正後の予算総額を５億6,131万7,000円と

するものでございます。 

  こちらは健康診査事業費の増額に対応するた

めの補正となってございます。 

  以上で一般会計及び特別会計補正予算の説明

を終わります。 

  御審議いただきまして、御可決賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 阿部上下水道課長。 

   （阿部和也上下水道課長登壇） 

阿部和也上下水道課長 おはようございます。 

  それでは、私から議案第64号令和６年度新庄

市水道事業会計補正予算（第３号）及び議案第

65号令和６年度新庄市下水道事業会計補正予算

（第２号）につきまして、別冊の令和６年度新

庄市上下水道事業補正予算書により御説明申し

上げます。 

  初めに、１ページを御覧ください。 

  議案第64号令和６年度新庄市水道事業会計補

正予算（第３号）でございます。 

  第２条、業務の予定量の補正につきましては、

建設改良費について補正するため記載しており

ます。 

  第３条、収益的支出の補正につきましては、

第１款水道事業費用を41万8,000円増額し、計

10億4,368万7,000円とします。これは職員手当

等を増額するものです。 

  第４条、資本的支出の補正につきましては、

第１款資本的支出を60万1,000円増額し、計４

億3,387万6,000円とします。これは、災害時等

の情報連絡手段として使用しております防災簡

易無線機が老朽化のため更新する必要があるこ

とから、より通信網が広く、災害時にも通話で

きるＩＰ無線機に切り替えるものであります。 

  第５条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費の補正につきましては、職員

給与費を41万8,000円増額し、計5,371万円とし

ます。 

  なお、３ページには補正予算の実施計画を記

載しておりますので、後ほど御覧いただきまし

て、説明は省略させていただきます。 

  以上、議案第64号令和６年度新庄市水道事業

会計補正予算（第３号）について御説明申し上

げました。 

  続きまして、４ページを御覧ください。 

  議案第65号令和６年度新庄市下水道事業会計

補正予算（第２号）について御説明申し上げま

す。 

  第２条、業務の予定量の補正につきましては、

建設改良費について補正するため記載しており

ます。 

  第３条、収益的支出の補正につきましては、

公共下水道事業の支出第１款下水道事業費用を

49万円増額し、計８億9,245万9,000円とします。

次に、農業集落排水事業の支出第１款下水道事

業費用を６万円増額し、計8,617万7,000円とし

ます。いずれも主に職員手当等を増額するもの

であります。 

  第４条、資本的支出の補正につきましては、

公共下水道事業、第１款資本的支出を５万円増

額し、計６億9,073万9,000円とします。こちら

も主に職員手当を増額するものであります。 

  第５条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費の補正につきましては、職員

給与費を60万円増額し、計5,268万7,000円とし

ます。 

  なお、６ページには補正予算の実施計画を記

載しておりますので、後ほど御覧いただきまし

て、説明は省略させていただきます。 

  以上、議案第65号令和６年度新庄市下水道事

業会計補正予算（第２号）について御説明申し

上げました。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし
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くお願いいたします。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算６件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号から議案第65号までの補正予算６件

につきましては、委員会への付託を省略し、12

月18日水曜日、定例会最終日の本会議において

審議をいたします。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  12月９日月曜日午前10時より本会議を開きま

すので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

     午前１０時５９分 散会 
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令和６年１２月定例会会議録（第２号） 

 

 

令和６年１２月９日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 佐 藤 卓 也     副議長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   亀  井  博  人  議員 

  ３番   今  田  浩  徳  議員     ４番   鈴  木  啓  太  議員 

  ５番   坂  本  健 太 郎  議員     ６番   田  中     功  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   鈴  木  法  学  議員 

  ９番   辺  見  孝  太  議員    １０番   渡  部  正  七  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   八  鍬  長  一  議員 

 １３番   伊  藤  健  一  議員    １４番   山  科  正  仁  議員 

 １５番   髙  橋  富 美 子  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   小  野  周  一  議員    １８番   小  嶋  冨  弥  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 科 朝 則  副 市 長 石 山 健 一 

総 務 課 長 西 田 裕 子  総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭 

財 政 課 長 小 関   孝  税 務 課 長 津 藤 隆 浩 

市 民 課 長 伊 藤 リ カ  環 境 課 長 岸     聡 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 横 山   浩  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 鈴 木 則 勝 

健 康 課 長 佐 藤 朋 子  農 林 課 長 柏 倉 敏 彦 

商 工 観 光 課 長 小 関 紀 夫  都 市 整 備 課 長 髙 橋   学 

上 下 水 道 課 長 阿 部 和 也  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 加 藤   功 

教 育 長 津 田   浩  教 育 次 長 
兼教育総務課長 渡 辺 政 紀 

学 校 教 育 課 長 杉 沼 一 史  社 会 教 育 課 長 今 田   新 

監 査 委 員 須 田 泰 博  監 査 委 員 
事 務 局 長 長 伊 藤 幸 枝 

選挙管理委員会 
委 員 長 武 田 清 治  選挙管理委員会 

事 務 局 長 井 上   徹 
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農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会 
事 務 局 長 大 江   周 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  局 長 補 佐 髙 橋 智 江 

主 事 小 野 一 樹  主 事 秋 葉 佑 太 

 

議 事 日 程 （第２号） 

令和６年１２月９日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 渡 部 正 七  議員 

２番 山 科 正 仁  議員 

３番 田 中   功  議員 

４番 鈴 木 啓 太  議員 

５番 鈴 木 法 学  議員 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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令和６年１２月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 渡 部 正 七 

１．市政運営と市長選挙における公約の実現について 

２．指定管理者制度について 

３．新庁舎建設と公共施設の再編について 

市 長 

２ 山 科 正 仁 

１．豪雨被害への救済措置拡充の必要性と公平性確保につ

いて 

２．武道館における畳の常設化と利用団体間の公平な利用

調整について 

市 長 

教 育 長 

３ 田 中   功 

１．消防・防災車両等の整備について 

２．子育て支援体制の充実について 

３．健康いきいき人生を送るために 

市 長 

教 育 長 

４ 鈴 木 啓 太 
１．空家の対策について 

２．災害対策について 
市 長 

５ 鈴 木 法 学 
１．「部活動の地域連携や地域スポーツ・文化クラブ活動移

行に向けた環境の一体的な整備」について 
教 育 長 
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開      議 

 

 

佐藤卓也議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  欠席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は13名です。質問の

順序は、配付しております一般質問通告表のと

おり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名です。 

 

 

渡部正七議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 それでは最初に、渡部正七議員。 

   （１０番渡部正七議員登壇） 

１０番（渡部正七議員） おはようございます。 

  12月定例会、一番最初に一般質問いたします、

新政・結の会、議席番号10番の渡部正七です。

まずよろしくお願いします。 

  それでは、通告に従いまして質問に入ります。 

  大項目１番目、市政運営と市長選挙における

公約の実現についての質問となります。 

  山科市長が市長に就任して１年目が過ぎまし

た。今、令和７年度の予算編成に向けて、いろ

いろと考えながら取り組んでいる時期と思いま

す。 

  今年度の予算においては、なかなか山科市長

としての色を出せなかったように感じますが、

市長の政治姿勢として、公約の実現に向けて、

今後どのような視点に立ち、諸課題を整理しな

がら、財源確保の見通しの下、市政運営に取り

組んでいくのか。また、市民の皆様に市政への

関心を高めてもらうためにも、やはり公約の実

現の可能性を市民の皆様に分かりやすく示して

いく必要があると考えます。市長の見解をお伺

いしたいと思います。 

  次に、大項目２番目の指定管理者制度につい

ての質問に入ります。 

  本市における指定管理者制度の導入、平成17

年度より多分導入されたと思いますが、もうす

ぐ20年となります。この制度を活用した施策の

展開等についてお伺いします。 

  まず、初めに指定管理者制度導入前の旧管理

委託制度とは異なる施設管理運営の方法につい

て、成果と課題をどのように認識し、制度運用

を行っているのか、現状をお伺いします。また、

指定管理者とどのように考えを共有し、連携を

図っているのか、現在の対応等についてお伺い

します。 

  ２番目に、指定管理者制度は、施設に関する

広範な権限を指定管理者に委託して代行させる

ものであります。指定管理者は、施設の管理運

営に関し、極めて重要な責任とリスクを担うこ

とになるわけであります。指定管理者と市がそ

れぞれ担う責任とリスク分担を明確にしている

とは思いますが、これまでに双方の考え方、そ

れらにギャップを生じたり、トラブルや問題発

生時の対応、処理の遅れなど生じたことがない

かお伺いします。 

  ３番目に、指定管理者の指定は期間を定めて

行うものとすることになっていますが、指定管
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理期間は法令上特段の定めはなく、数年のもの

から十数年にわたるものまであり得るところで

あります。本市においては、基本５年間とし、

その他個別に判断していくことになっているよ

うですが、指定管理期間において、やはり毎年

評価がいい、連続して評価がいい、そのような

優良な団体等については、継続的な施策の実現

のためにも指定期間の延長を行うべきと考えま

すが、見解をお伺いしたいと思います。 

  ４番目に、人件費をはじめとした物価が非常

に上昇している現状におきまして、現在指定し

ている指定管理料の増額とか業務範囲の見直し

をしなければ、やはり施設で働く職員の給料の

削減とか、指定管理者が実施する事業の削減な

ど、そういうことをしなきゃやっぱりやってい

けないような状態になることも懸念されます。

それは、やはり結果として市民サービスが低下

するということにもつながると思います。物価

変動が非常に激しい中、指定管理料の積算根拠、

基準についてどのように考えているのかをお伺

いしたいと思います。 

  ５番目に、指定管理者が実施する軽微な施設

修繕、これは大体修繕１工事当たりの上限金額

を設定していることが多いんですが、今後老朽

化が進む施設においては、やはりこの修繕頻度

が非常に増してくると考えられます。指定管理

者が予算不足によりまして施設の修繕が行えず、

施設を市民が利用できなくなる、このようなこ

とがないような、当然対応が求められるわけで

すが、今後増加が予想される施設の修繕につい

て、市と指定管理者の間にどのような対応を行

うべきか、基本的な考えをお伺いしたいと思い

ます。 

  ６番目に、指定管理者は、災害発生時、避難

所等の開設及び運営に当たっては、市及びその

他の関係機関と情報を共有しながら、受入れ体

制の整備、運営支援を行うことになります。こ

の災害対応等によりまして、長期間にわたり施

設が使用できなくなった場合の補塡、人件費と

か光熱費等の費用負担について、どのような協

議を行っているのかお伺いしたいと思います。 

  以上、指定管理者制度の質問となりますので、

よろしくお願いします。 

  次に、大項目３番目の質問となります。新庁

舎建設と公共施設の再編についての質問となり

ます。 

  現庁舎は、建築から既に70年が経過し、大変

老朽化が進んでおります。市役所は、様々な行

政サービスを提供することで、日常における市

民の暮らしを支える役割を果たすとともに、一

たび災害が発生した際は速やかに市民の生命と

財産を守る防災・減災対応、そして復旧・復興

の支援の役割を果たすことが求められると思い

ます。市役所が果たす役割、機能、これは庁舎

が担ってきたことから、市民にとっては、市役

所といえば当然庁舎というイメージがあると思

います。 

  現在のこの老朽化している施設、また立地な

どのいろいろこの課題のある現庁舎については、

危機管理等の観点からも早期に新庁舎の機能要

件や建設に向けた構想を整理した基本構想の策

定などが望まれると思います。また、今後の財

政負担を考えますと、やはり現在の公共施設を

そのまま将来にわたって維持していく、これは

非常に困難であると思いますので、公共施設の

再編も必要になってくるのではないでしょうか。 

  新庁舎建設時期など今後の具体的な予定と、

新庁舎に集約する機能、また公共施設再編の方

針についてお伺いしたいと思います。 

  以上、大項目３つの質問となりますので、よ

ろしくお願いします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 おはようございます。 

  それでは、渡部議員の御質問にお答えします。 



- 32 - 

  初めに、市政運営と私の公約に関する御質問

でありますが、市長に就任して１年が経過し、

現在来年度の予算編成に取り組んでいるところ

でありますが、本市を取り巻く現状と課題を明

確にし、人口減少が進展する中、未来に向けて

持続可能な新庄市を目指す施策を着実に実行し

ていくことが重要と考えております。このため、

令和７年度予算編成方針において、若者活躍や

地元の定着、子ども・子育て支援、医療福祉の

推進、災害に強く住みやすいまちづくり、デジ

タルＤＸの推進、環境保全など施策を柱と定め、

進めてまいります。 

  そのために、国や県からの補助金などを積極

的に活用し、また民間企業との連携強化を図り

ながら、財政規律を確保し、優先順位をつけ、

限られた財政の中でも効果のある施策を展開し

てまいりたいと考えております。 

  また、まちづくりミーティングなどを継続的

に開催し、市民の皆様から直接意見を伺う機会

を設けることで、市政の関心を高めていただき

たいと考えております。あわせて、市ホームペ

ージや公式ＬＩＮＥなどのデジタルツールを活

用して情報発信を行うことで、多くの市民に関

心を持っていただけるよう努めてまいります。 

  私自身が市長として責任を持ち、持続可能な

まちづくりの実現に向けて全力で取り組む姿勢

を示すことが、市民の信頼を得るためには重要

であると考えておりますので、今後も透明性の

ある市政運営を心がけ、市民と共に新庄市の未

来を築いていく所存であります。 

  次に、指定管理者制度に関する御質問であり

ますが、本市においては平成17年度から指定管

理者制度を活用した公の施設の管理運営に取り

組んでおります。指定管理者制度は、公共団体

や地方公共団体が出資する団体のみならず、民

間の多様な主体による公の施設の管理運営を可

能とすることで、各主体の強みを生かし、より

効果的かつ効率的な施設の管理運営を行うこと

を目的とした制度であります。 

  本市においても、18の施設において指定管理

者が管理運営しており、それぞれの指定管理者

の特性を生かすことで、制度導入前と比べても

施設利用者に対するサービスの向上が図られて

いるものと捉えております。また、それぞれの

指定管理者とは、年１回指定管理者連絡会議を

実施する中で、施設の管理運営上の課題を共有

するとともに、その課題解決や運営の改善に向

けて、随時施設所管課との間で意見交換を行う

など、指定管理者との連携確保に努めていると

ころでございます。 

  また、指定管理者制度におきましては、施設

の使用許可をはじめとする広範な権限を指定管

理者に担っていただいております。こうした権

限の行使に伴う責任やリスクの分担につきまし

ては、それぞれの指定管理者と締結しておりま

す指定管理業務に関する基本協定書により定め

ております。近年、指定管理者制度を活用する

施設において大きなトラブルや問題が発生した

事案はないと認識しておりますが、問題が発生

した際には、指定管理者と十分情報を共有しな

がら、問題解決に向けた対応を行ってまいりま

す。 

  次に、指定管理者の指定の期間についての御

質問にお答えいたします。 

  本市においては、指定の期間を原則５年とし

て運用しておりますが、これは短期間の指定で

は、指定管理者が人材確保することが困難とな

るなどの課題がある一方で、長期間の指定をす

ることにより、他の主体の参入機会を阻害する

などの課題があることを考慮し、設定している

ものであります。議員御提案のとおり、期間延

長につきましては、他の事例を参考にしながら

慎重に判断してまいりたいと考えております。 

  次に、指定管理料の積算基準等に関する御質

問でありますが、人件費を含む物価の上昇が続

く中、指定管理料の積算基準につきましても見
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直しを図る必要があると考えております。特に、

指定管理料のうち人件費の基準につきましては、

指定管理者が雇用する人材の確保にも直結する

要素でありますので、今年度から見直しを図っ

ているところであります。具体的には、本市の

会計年度任用職員の給与水準と乖離を解消する

ことを主眼とし、また県人事委員会勧告による

給与改定の内容を反映することとした見直しを

行っているところでございます。 

  次に、指定管理者が管理運営を行う施設の修

繕に関する御質問でありますが、本市において

は、原則として１件につき10万円未満の軽微な

修繕は、指定管理者が自己の費用と責任におい

て実施することとしております。それ以外の修

繕につきましては、指定管理者と施設所管課と

の間で優先度、重要度等に関して十分な協議を

行い、計画的に修繕に取り組むこととしており、

必要な施設の修繕につきましては、今後も指定

管理者と十分情報を共有し、利用者への影響に

配慮して進めてまいりたいと考えております。 

  次に、指定管理者が指定管理運営する施設の

避難所が開設された場合の対応に関する御質問

にお答えします。 

  本年７月の豪雨災害に際しましても、市民プ

ラザ及びわくわく新庄に避難所を開設いたしま

したが、指定管理者におかれましては、施設の

開放、避難所の開設準備等につきまして大変御

協力いただいたところであります。災害の発生

に起因して、指定管理者に損失や増加費用が発

生した場合におきましては、基本協定書に基づ

き、市との協定により負担割合を決定すること

としておりますので、費用負担の在り方につき

ましては災害の様態、避難所の開設期間、施設

運営への影響など総合的に判断することとなり

ますが、指定管理者との協議を密にし、適正な

負担割合を決定してまいります。 

  指定管理者制度の運用につきましては、今後

もより効果的かつ効率的な施設の管理運営を図

るとともに、施設利用者のサービス向上に向け

た指定管理者の提案に柔軟に対応するなど、指

定管理者の皆様と十分な協議を行いながら適正

な運用に努めてまいります。 

  次に、新庁舎建設と公共施設の再編について

の御質問にお答えいたします。 

  現庁舎は、1954年に建築され、70年が経過し

ております。この市庁舎を含め、本市が保有す

る公共施設につきましては、新庄市公共施設等

総合管理計画において長寿命化を図りながら、

築後80年で更新することとしております。しか

しながら、市が抱える公共施設全体の老朽化や

維持管理費の増加など、市を取り巻く状況も時

代とともに変化していることから、新庁舎建設

をはじめとした公共施設の再編については総合

的に検討が必要と考えております。 

  新庁舎の建設を検討するに当たりましては、

少子高齢化や働き方の変化など社会情勢も大き

く変化しており、庁舎に求められる機能も変化

してきております。例えば、災害時の危機管理

機能や行政サービスのオンライン化に対応する

デジタル拠点機能、さらには他の施設との複合

化なども検討する必要があると考えております。 

  新庁舎の更新は、市民の皆様にとっても大変

重要な課題と捉えておりますので、建設に当た

りましては広く皆さんの御意見を聴取しながら、

よりよい市庁舎となるよう総合的に検討を進め

てまいります。 

  次に、公共施設の再編の方針についてであり

ますが、施設の老朽化は当然のことながら、少

子高齢化による人口減少問題や財政負担などの

課題に対応するため、施設総量の見直し、効率

的な維持管理の推進及び施設の有効活用の三つ

を基本的な方針として掲げて取り組むこととし

ております。公共施設の再編に当たっては、こ

の方針にのっとり、公共施設等を取り巻く現状

や将来にわたる課題等を客観的に整理するとと

もに、市民ニーズの変化に対応したサービスの
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充実に配慮しながら検討を進めてまいります。 

  現状として、人口減少に伴う施設の利用率の

低下や学校施設の老朽化、児童生徒数の減少に

よる学校の空き教室の増加など、様々な課題が

あると認識しております。一方で、人件費をは

じめとした施設管理に要する費用は増大し、人

口減少や少子高齢化の進展による市税の減収や

扶助費の増大が予想され、これまで以上に財政

状況の逼迫が懸念されます。このような課題に

対応するため、将来を見据えた公共施設の在り

方や提供するサービスの優先度や施設規模の検

証を行い、維持管理にかかる費用の低減を図り、

スピード感を持って積極的に公共施設の統廃合

を検討してまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） それでは、再質問させ

ていただきます。 

  まず、市政運営と市長選挙における公約の実

現について、一番最初質問しました。市長のほ

うからは、新年度の今予算編成の最中でもあり

まして、具体的な内容というのはなかなか話し

にくいところもあるんでしょうけれども、市長

の思いというものを十分お話しいただいたと思

います。 

  それから、市長は、市民の皆様と行政との強

い信頼関係構築を図ることが大切であり、その

ためにも行政に対する信頼を得るために、お互

いの双方の情報共有を重点に置いて、市民の皆

様に開かれた市政を提供していくということを

述べられておりました。その一つの取組として、

今年の７月に全国で12番目、県内初となる官民

連携型のシティプロモーションの特設サイト

「かむてんチャンネル」をオープンしたと思い

ます。オープンして、現在運用しているわけで

すが、これまでのこの情報発信の中での評価と

か、このサイト内の不具合等、どのような今こ

のサイトを捉えておるのかお聞きしたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 おはようございます。 

  今、渡部議員のほうから、７月１日にオープ

ンしましたかむてんチャンネルのサイトの評価

というふうな部分で御質問いただきました。 

  こちらにつきましては、サイトをオープンす

るまで、様々議員の皆様にも周知させていただ

いた、あと市民の皆様にも広くサイトの周知を

させていただいたおかげで、全国で12番目とい

うふうな中においては、オープン当初において

はかなり好調なサイトの閲覧数を維持していた

というふうなところであります。 

  しかしながら、ここに来まして、なかなかサ

イトの閲覧数とか利用率が低迷しているという

ふうなところで、やはり市民の皆様、企業の皆

様全体で書き込みをして成り立つサイトという

ふうなところがありますので、書き込み数が少

なくなることによって、サイト全体の効果とい

うふうなものもちょっと弱くなってきていると

いうふうに感じております。 

  このことにつきましては、やはり市民に対し

て、サイトが便利だというふうな部分を一層周

知に努めまして、市長の公約といたしましても、

ＳＮＳを活用した情報発信の強化というふうな

部分が一つありますので、このかむてんチャン

ネルに限らず、ほかの部分についてもデジタル、

ＳＮＳを活用した情報発信の強化により一層努

めていく必要があるというふうに評価しており

ます。 

  以上でございます。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） かむてんチャンネル、

非常にやはり便利なツールだと思いますので、

ぜひ市民のたくさんの皆様に、今課長のほうか
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ら答弁ありましたが、書き込みが少ないという

ことは、やっぱりもうちょっと増やすべきだと

思いますし、それが結局市民から市民へつなが

る、市民から市外の皆様へ、新庄が魅力あるま

ちだということを発信するツールになると思い

ますので、ぜひ期待しています。よろしくお願

いします。 

  そして、市長のほうには、やはり新年度予算

に向けて今いろいろ頑張っていると思いますの

で、今具体的な内容を話すことはなかなか楽で

ないと思いますが、３月の議会、新年度予算提

示されますので、しっかりと私どももその辺精

査させていただきます。ひとつよろしくお願い

します。 

  続きまして、指定管理者制度について再質問

させていただきます。 

  この指定管理者制度については、昨年私ども

新政・結の会として、公共施設の業務の内容と

委託料策定の方法を見直すとともに、施設管理

者等の意見交換を充実させ、雇用条件及び施設

の改善を図るように政策提言を要望しておりま

す。 

  まず、最初に指定管理期間の延長について、

先ほどいろいろ話がありましたが、この指定期

間、経済情勢の変化に対応できなくなるとか、

民間の参入の提供を阻害する、また施設の管理

の機械、見直しがなかなかできなくなるとか、

いろいろこう、だから５年間だという、十分そ

れは認識しています。やはり、それはそれで認

識はしているんですけれども、今やはりなかな

かこう人材の確保が難しい。５年間というと、

５年になったらもう保証ができない。雇用する

ほうも、５年間は保証できるけれども、その後

は保証できないんだみたいな感じになってしま

うんですね、実際。やはり、機器の、いろんな

機械とか、機械のリースとかも５年以上になる

と非常に安くなる。そういうことも非常にあり

ますので、やはりこれ基本５年としながらも、

各施設の特性を踏まえて個別に判断し、指定管

理期間の延長というのを本当に考えていただけ

ないかなと思いますが、再度お伺いします。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 西田総務課長。 

西田裕子総務課長 指定管理期間の期間の延長に

ついての御質問でございます。 

  指定管理者制度につきましての運用について

は、まず指定管理者制度の運用指針というもの

があります。そのほかに、指定管理者制度の事

務取扱要領、そのほか所管課と指定管理者を結

ぶ協定書がありまして、それらに基づいて行っ

ているところでございます。 

  期間の延長というところの御質問でございま

すが、指定管理者制度の運用指針の中で、こち

らについて、指定管理期間は基本５年間として

おるところでございますけれども、施設の特性

により個別に判断するものとしているというふ

うに記載しているところです。ただ、現状全て

の施設について５年間といったようなところを

現在運用しているところでございますけれども、

他市の事例等を参考にしながら個別に判断すべ

きというふうなことも考えておりますので、今

後検討したいと思います。 

  以上です。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） 今課長のほうから、期

間の延長、ちょっといろいろ考えていただきた

いということで、指定管理者制度の運用指針と

いうのは、私も見ていろいろ勉強していますが、

非常に難しいとは認識しているつもりです。や

はり、しかしながら人材の確保とかそういうこ

ともありますので、もう少し検討していただけ

ればなと思います。 

  それから、指定管理料の積算根拠についての

再質問になります。今年度、雪の里情報館と市

民文化会館、指定管理者の公募があり、議会初
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日、指定管理者として認定したということにな

ります。この指定管理者の募集要項の中に、指

定管理者業務に関わる経費の収支計画書を作成

し、それを募集するとき提出するわけですよね。

そのときに、この収支計画書を作る上で参考金

額、この前は令和６年度の予算、市のほうから

提示されて、指定管理者にこのような委託料と

かこのような人件費で積算してくださいみたい

な提示がなっています、参考金額ですけれども。

それを見ますと、例えば人件費、先ほど文化会

館の館長が15万2,000円、職員が15万2,000円、

雪の里情報館16万6,000円、職員が16万6,000円

です。 

  先ほど市長のほうから、今年度から見直しを

したいということでお話がありました。大変本

当に力強いお言葉をいただいております。しか

しながら、この人件費、やはりこれまで何年も

かかってずっと来たわけです。今、先週このハ

ローワークの求人情報持ってきました。ネット

でも全部調べられます、業種の今どのぐらいの

賃金もらっているか。指定管理者の提示された

額、どこもありませんでした、15万2,000円と

かって。ということは、やはり指定管理者は一

回人材辞めてしまうと、なかなか雇用する人を

探すのも大変だと。 

  もう現場では、いろんなノウハウとか持ち始

めて、これから指定管理者の施設を管理するわ

けで、一生懸命頑張っていただきたい、そう思

っている人材が、優秀な人ほど辞めていってし

まう。やはり、この金額では生活できない。そ

のようなことで、大変御苦労されていると思い

ます。 

  やはりこれ、職員の皆さんが少しでも人件費

上げていただいて、仕事へのやっぱり意欲とい

うかモチベーションのアップに、この人件費関

わってくると思います。結果として、やはりそ

れは市民サービスの向上につながりますし、施

設の管理の効率性とか有効性などにつながって

くると思いますので、ぜひ今年度は上げるとい

うことでありましたので、ひとつよろしくお願

いしたいと思います。 

  また、これ指定管理者の中で、各施設の人員

何名とか、例えば文化会館は３名とか、ちょっ

と３名だかはあれだったんですけれども、野球

場は２名とか、いろいろこう人員の適正な人数

というのはやっていると思うんですけれども、

これ各施設、今市が示している管理人員、適正

と捉えていますか。そしてまた、これまで他の

類似施設と人員の比較などをしたことがあるで

しょうか。再度お伺いします。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 西田総務課長。 

西田裕子総務課長 各施設の人員についての御質

問でございます。各施設の人員につきましては、

その業務の内容ですとか業務量、そういったと

ころで、主には所管課と指定管理者との間での

協議というふうにしているところではございま

す。ただ、もう一つ、人件費につきまして先ほ

ど御意見いただきましたけれども、今年度を含

め、来年度に向けても抜本的な見直しを図ると

いったところをしてございます。人員体制につ

いて、所管課ごとの協議もさることながら、総

務課も一緒に入りながら協議をしてまいるとこ

ろでございますので、今後必要な事業なども含

め、協議しながら検討してまいりたいと思いま

す。 

  以上です。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） 人件費は、今年と来年

にかけてずっと上げていただけるということで、

大変指定管理者の皆さんも喜んでいると思いま

す。 

  今、適正な人員管理ということで、例えばこ

れ、一つ野球場なんか一番比べやすいと思って、

私ちょっといろいろ調べました。建設の時期と
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か規模的にいくと、天童の野球場とか米沢の皆

川球場が一番新庄に近い。建設時期も近いし管

理規模も近いということで、聞いてみました。

新庄市の野球場、管理人員、指定管理料として

来ているのは２名です。そのほか、早朝夜間管

理ということで、シルバーさんの人件費があり

ます。天童とか米沢、２名なんですかって逆に

聞かれました、よくやっていますねって。 

  業務内容、例えば一番大切になってくる芝生

管理とか、野球場清掃とか、あれだけの広い面

積なので大変だと思うんですよね。ほかの施設

は業務委託していますよね、当然清掃なんかも

業務委託。当市の野球場は、全部その指定管理

者がやっていると、やはりそういう差が非常に

多いわけなんです。それだけ、これまでずっと

長年指定管理者の人たちが努力を重ねながら頑

張ってきたんでしょうが、やはり限界というも

のがありますので、その辺適正な人員配置とい

うものをもう一度考えていただきたいと思いま

す。 

  また、今回の質問に当たりまして、いろいろ

指定管理者にお聞きしたんですが、実際市のほ

うから示されている人数では対応できなくて、

パートとか嘱託職員を導入し、対応していると

いう施設がほとんどでありました。再度この人

員の適正化についてお伺いしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 ただいまの質問、市民球

場を例に規模感をお話しいただいたところでご

ざいますが、施設の適切な管理ということで、

社会体育施設への指定管理の委託の内容につい

て、今市民球場は２名換算なんだというふうな

お話をいただいたところでございます。 

  11の施設がございまして、その中で全てを含

めて指定管理業務を行っていただいているとい

うふうな中で、大変御苦労いただいているとこ

ろでございます。そのような中で、その社会体

育施設とその周辺の維持管理も含めた人数とい

うふうなことでございます、11名というような

ことになっておりますが、市民球場を拾ったと

ころ２名というふうな数字が出ているというふ

うなことでございます。その辺のところ、全体

の業務量もさることながら、受付業務やその施

設の維持管理業務、それぞれの業務工種を拾い

ながら、改めて人数換算、それも１施設に何人

というふうな枠ではないのかもしれませんけれ

ども、改めてこれから検討してまいりたいと考

えております。 

  ぜひ、業務の内容、それからもう少し確認し

ながら、その携わる、お願いする人数と、また

パートや嘱託職員というふうな雇用というよう

な部分がございました、その辺の活用部分も相

談しながら進めてまいりたいと思いますので、

まずは相談させてください。よろしくお願いし

ます。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） 課長のほうから、今新

庄の場合も11施設をいろいろ管理して、その中

でうまくやっているみたいな話ありましたけれ

ども、実際ほかの天童市なんかも、５施設を指

定管理者として請け負っているそうです、野球

場管理している施設。しかしながら、この指定

管理者分37名とかいました。だから、もう米沢

もそうなんですけれども、今いろんな施設を指

定管理者がやっているんですけれども、その人

員というのはすごい差があるんですよね、新庄

と。いかに今まで新庄の指定管理者が頑張って

くれたかというところもあるんでしょうけれど

も、やはりもう少し適正な人員ということを、

類似施設ともほかの市町村とも比べながら、も

う少し検討していただければなと思います。 

  それから、指定管理料の中で、事務手数料、

諸経費という部分もありますが、この根拠につ
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いて、どのようになっているのかお聞かせ願い

たいと思います。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 西田総務課長。 

西田裕子総務課長 事務手数料、こちらは事務運

営諸経費というような言い方をしております。

こちらにつきましては、先ほど申し上げました

事務取扱要領の中で定めているというものでご

ざいます。こちらについては、例えば人件費で

すとか設備等の管理費、事業費、研修費、あと

一般管理費などの総額の２％というふうなこと

で盛り込むこととしているものです。なお、図

書館などにつきましては、使用料が無料となっ

ておりますので、３％といったようなことで規

定しているところでございます。 

  その経緯ということでございますけれども、

定かではございませんが、当時の他自治体の先

進地事例であったり、県内の状況であったり、

そういったものを加味して設定したものという

ふうに思われます。 

  そうした状況の中なんですけれども、指定管

理者の方との意見交換会などでも、そういった

ことの御意見は要望として承っているところで

ございます。積算基準につきまして、そういっ

たところの見直しといったところも、現在人件

費に着手しているということもございますけれ

ども、また併せまして事務運営諸経費につきま

しても、今後適正な割合については検討してい

く必要があるかと思っているところです。 

  以上です。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） 事務手数料、多分２％、

これは指定管理者始まったときから多分２％だ

と思うんです。根拠、なかなか、私も前職、

２％の根拠って何なんでしょうねみたいな話も

したときあるんですけれども、誰も答えること

ができませんでした。もう十何年、20年、この

２％がずっと続いてきているわけですよね。 

  普通の業種だったら、市のほうでもいろいろ

契約とかあると思います、事務手数料とか諸経

費、２％なんていう数字は多分ないと思うんで

すけれども、２％で契約しているとかって実際

あるんでしょうかね。財政課長かな、誰か分か

る人がいればお願いします。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 ほかの指定管理の団体の事務

手数料については、財政課では把握してござい

ません。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） この２％も上げてほし

いとか、人件費も上げてほしいとか、都合のい

いことばかり言っていますが、非常にこれ事務

手数料というかこの使い道、さっき総務課長も

おっしゃいましたが、人件費に差をつけたり、

自主事業に回すとか、指定管理者から見れば、

この手数料、諸経費は非常に使い道があるんで

すよね。自主事業も、当然指定管理者の中でや

っていかなきゃいけないとき、財源確保といえ

ば、やっぱりこの財源を使っていろいろやらざ

るを得ないし、１年目の職員と十何年も勤めた

職員に同じ給料を与えるわけにはいかないので、

当然そこで差額をつけるというふうになれば、

この諸経費とかをうまく使ってやっていく、そ

ういうことしかないわけですから、ぜひこの辺、

何十年も変わっていない、今この物価が非常に

高騰している中で、その辺もぜひ御検討をお願

いしたいと思います。 

  次に、この指定管理者の安全管理について、

もう一度質問します。 

  指定管理者は、当然緊急対策とか防犯対策に

ついてマニュアルを作成しながら、職員に指導

を行うことになっていますし、また防火管理者

を置いて、そして消防計画なり作成し、消防訓
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練等を行うことにすることを市のほうからも指

示事項としてあります。当然、指定管理者はこ

れらに沿って訓練も行っていると思います。し

かしながら、その訓練の中で、情報の共有とか

問題等を担当課の職員も一緒に知っておく必要

があると思うのですが、これらの訓練等に担当

課の職員は参加しているのでしょうか、お伺い

したいと思います。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 御質問の防犯対策や消防

訓練など、訓練の情報共有というふうなお話だ

ったと思います。それぞれ指定管理団体が、そ

の施設に対して消防訓練などを行う際は、事前

に行う日取り、それからスケジュールなどを事

前に情報としていただいております。中には、

担当課に伝達する内容も含めて訓練の内容とさ

れているところもございます。それが、その場

所に実際出向いてというふうなことになります

と、なかなかそういう機会もなかったなという

ふうな感じをしておりますけれども、とにかく

この日のこの時間は訓練をしているんだと、伝

達をいただいているんだというふうなことで理

解しておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） 訓練しているのは把握

している、しかしながら現場には出向いていな

い。例えば、これ今、市民スキー場もうすぐ始

まるということで、大変今職員の皆さん準備始

まっています。スキー場がオープンすれば、当

然市内の子供たち、スキー場でスキー授業、郡

内の子供たちを含めていろいろスキー授業始ま

るわけですね。索道、リフトのほう、当然搬器

の不具合とか脱索、リフトからロープが外れる

ことですね、そういうことがあった場合、救助

というものが必要になります。この救助訓練、

当然スキー場の職員なんかは適時に訓練を行い、

不測の事態に備えている。広域の消防署等も前

に聞きましたら、一緒に合同の訓練を行ってい

る。しかしながら、市の職員はなかなか参加し

てくれない。実際、本当に助けようと思ったら、

積雪の状況とか、時間を非常に要するような場

面になるわけですよね。救助するほうも大変で

すが、救助されるほうも長時間待たされるわけ

ですから、短時間でそういう救助をしていただ

きたいと思うのは当然だと思います。ぜひこの

救助訓練、職員の方も参加していただいて、現

場を知るいい機会になると思いますので、参加

していただきたいと思うんですが、再度いかが

でしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 それでは、スキー場に関

する救助訓練というふうな御質問でございまし

た。大きな機械を使う、リフトの索道の取扱い

というふうな部分でもございます。議員からの

お話あった内容ですと、機械の仕組みも、事故

があったときの仕組みも認知しておく必要があ

ると考えられますので、できる限り訓練に携わ

っていきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） もう時間もなくなって

きましたが、市長、市長は県議のときからずっ

と現場に足を運び、現場の声、現場の意見、非

常に大切にした政治姿勢を見せられてきたと思

います。今、私いろいろ指定管理者について質

問をしましたが、市長はこれまでの指定管理の

現状、そういうものをお聞きになりまして、今

どのような認識なり、また今後、指定管理者の

職員の待遇とか業務内容の精査を望みますが、

市長、見解をもう一度お願いしたいと思います。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 
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佐藤卓也議長 山科市長。 

山科朝則市長 ただいま、いろいろ指定管理の詳

細について議員から御指摘をいただいたところ

であります。 

  おっしゃられるとおりに、給与の水準に関し

ましては、私どもの会計年度職員と乖離がない

ようにするということ、それで、県の人事委員

会勧告をしっかりと参考にしながら人件費の賃

上げをしなければならないということを前提と

して取組を進めているところでございます。そ

の他の経費に関しましても、皆様方が働きやす

い環境をつくるということは議員御指摘のとお

りでありますけれども、やはり反面で、待遇改

善は必要ではあるものの、私どももやはり運営

規律、財政の問題もございます。その辺のとこ

ろを、当然２人かかるところを１人にしていた

だくような効率性、そして３人かかるところを

どうするかという問題も含めて、詳細について

これから検討しながら、議員御指摘のとおりの

基準はあるものと思いますけれども、そこを上

手に工夫をしていただくのが経営であるという

ふうにも思っておりますので、いろんなことが

手つかずの状況であるという認識の下に、様々

なことをもう一回検討し直して、より利用しや

すい施設、そして働きやすい環境、そして私ど

ももしっかりと財政規律を守りながら運営ので

きるような施設の取組を進めてまいりたいと考

えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５１分 休憩 

     午前１１時０１分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山科正仁議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、山科正仁議員。 

   （１４番山科正仁議員登壇） 

１４番（山科正仁議員） おはようございます。 

  議席番号14番、新政・結の会会長の山科です。

よろしくお願いいたします。 

  発言事項及び要旨に従いまして質問させてい

ただきます。一問一答にて行いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  もう喉元過ぎればと申しますが、７月の豪雨

が過ぎましてから大分記憶が薄れてきたこの頃

でありますが、市内外では水稲をはじめとする

多くの農作物、これが被害を受けました。しか

し、この現行法の救済制度、これでは水稲関連

の支援というのが中心になっております。野菜

その他の作物についての救済が十分に行われて

いないということが現場の声として指摘されて

おります。そして、この不公平感から生産意欲

が低下、これが懸念されております。したがっ

て、以下のとおり３点につき具体的に市の見解

と今後の対応についてお伺いしたいと思います。 

  まず、１番です。被害状況と支援対象の実態

の把握等についてです。 

  小項目としまして一つにしておりますが、豪

雨災害による農作物被害について、市は水稲と

野菜、それぞれ被害面積と被害額をどの程度正

確に把握しているのかという点です。 

  ２番目としまして、救済措置の公平性の確保

という点です。これは２項目に分けております

が、まず１つ目は、農業従事者から寄せられた

この不満とか意見、これを市はどのように把握

して分析しているのか。２番目としまして、野

菜など水稲以外の農作物の救済措置が手薄だと

いうふうな生産者の声があります。その作物に

も救済措置を適用する場合、どのような制度や、

国、それから県の補助金が活用できる可能性が
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あるのか、これをお伺いしたいと思います。 

  ３番目としまして、意見交換の場の設置とい

うことです。これも２項目に分けておりますが、

１つ目、まず被災された農業者、この方々の声

を直接聞くために、意見交換会、それから説明

会などを開催する必要性について、市はどのよ

うに考えておられますか。２点目です。農業団

体や地域の生産者組織、その方々との被災状況

の共有についてどのように行っているのか、ま

た今後はどのように強化していくおつもりなの

かをお伺いしたいと思います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時０４分 休憩 

     午前１１時０５分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、山科議員の御質問にお

答えします。 

  初めに、豪雨災害による農作物の被害につい

ての被害面積と被害額についての御質問であり

ますが、今回の豪雨災害では、市内の農地が広

い範囲にわたって浸水し、水稲や野菜をはじめ

とする農作物に多大な被害が発生したところで

あります。 

  市といたしましては、被害状況を正確に把握

するため、現地調査の実施や、農業者からの被

害申告を受け付け、山形県農業関係団体と連携

し、被害状況の共有や情報交換などを行うなど、

水稲や野菜の被害面積や被害額について可能な

限り正確なデータを収集したところであり、現

時点での農地の浸水面積は、水稲・野菜合わせ

て5,000ヘクタールと推定しております。 

  農業関係の被害額につきましては、全体では

20億円以上、そのうち農作物被害は１億円以上

と推計しております。詳細な被害額につきまし

ては、現在精査中でありますが、作物の種類や

生育段階、栽培面積、単位当たりの収量等の要

素を総合的に勘案して積算しているところであ

ります。 

  次に、救済措置における農業従事者からの不

満や意見の把握、分析についてでありますが、

農業従事者の皆様からの御意見は、災害復旧の

支援策の改善に不可欠でありますので、被害状

況調査や支援策の説明会など様々な機会を通じ、

農家の方々と直接対話して伺っております。 

  また、いただいた御意見につきましては、公

平性に関するもの、支援策の有効性に関するも

の、手続に関するもの等を内容別に分類し分析

を行っており、今後も現場確認の際の聞き取り

や、事業ごとの説明会などを通じて、農業従事

者の皆様からの御意見をいただきながら、農業

の早期復旧に向けて必要な支援策の強化につな

げてまいります。 

  次に、野菜など水稲以外の農作物の救済措置

における国・県の補助金の活用についてであり

ますが、このたびの豪雨災害では、水稲以外の

野菜などの農作物への被害も深刻であり、市と

いたしましても、農家の皆様が安心して農業を

営めるよう、様々な角度から可能な限りの支援

を行ってまいりたいと考えております。 

  御質問の水稲以外の農作物の支援策といたし

ましては、国・県が実施している制度につきま

しては、経営所得安定化対策、災害復旧支援な

どの活用が考えられます。本市におきましては、

肥料農薬の補助へのかさ上げを行うなど、県と

協調しながら支援策を講じておりますが、今後

も継続して農業団体との連携をしながら、支援

対策の活用について周知を図ってまいります。 

  次に、意見交換の場の設置についての御質問

でありますが、被災された農家、農業者の皆様

との対話のための意見交換や説明会の開催につ
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きましては、農家の皆様のリアルな声の把握、

多様な意見の集約や行政では気づかない課題を

確認することができるなど、重要であると認識

しておりますが、今回の大雨被害におきまして

は、被害範囲が広範囲に及んでいることから、

山形県をはじめ県外からの派遣職員と共に被害

状況の把握を最優先として取り組んできたとこ

ろであります。 

  次に、農業団体や地域の生産組織との被害状

況の共有についてでありますが、災害時、本市

では各農業団体や地域の生産組織、さらには地

域保全会の代表者との間において、被災場所等

の連絡や状況報告をいただき、連携して現地調

査を実施し、被害状況の把握を行うなど情報の

共有化を図ったところであります。今後、より

一層農業団体や地域の生産組織、地域保全会の

関係者との連携を強化するため、情報共有シス

テム構築や専門家による支援体制の強化を図り、

取り組むことにより、迅速できめ細やかな支援

体制の整備を進めてまいります。 

  市といたしましては、農業団体や地域の生産

組織、地域の保全会と緊密に連携しながら、被

災された農家の皆様の支援とともに、私自身も

直接皆様の御意見を丁寧に伺いながら、被災状

況の共有の強化を図ってまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 

１４番（山科正仁議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  農業に関する知識、大変お持ちの市長なので、

大変ありがたく思いますが、再質問をさせてい

ただきますが、まず要旨の１番、被害状況の支

援対象の実態把握という点で、市長答弁の中に

は、被害額、それが精査が今現在進行中だとい

うことでした。現時点で、特に被害が大きいと

される地域の作物の種類とか、あと具体的な傾

向というのはどの程度関係課のほうは把握して

いるのか。また、これらの精査結果が出るまで

に、どうしても支援が遅れるというふうな懸念

があるかと思います。その点の考えをお伺いし

たいと思います。 

  また、農地の浸水面積、それから農作物の被

害額、市長答弁では5,000ヘクタールで、全体

で20億円、農作物合わせて約１億円という、１

億円以上と推定されるという答弁でございまし

た。被害額のうちに、この水稲と野菜、この割

合はどの程度なのでしょうか。また、支援して

いく配分というのをより充実させるためには、

市としてどのような計画を持っているのか。こ

の２点をお伺いいたします。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 再質問をいただきました。 

  被害額の精査中ということであります。現在、

水稲については、収穫が終わって出荷もほぼ終

わりで、生産金額も入ってくる生産者団体もい

ますが、出荷団体においては概算金のままとい

うところもあると。価格的な面で、ちょっと調

整が取れないという部分もあります。そのほか、

出荷中に被災を受けて、それを出荷できずにな

った金額、そういったものの積算も今後出てく

るだろうというふうに考えております。 

  地域的なものを言いますと、大体が河川流域

の被害が甚大であったというふうに見ておりま

す。特に新田川、升形川、それから新庄内川と

いった河川、こちらの河川の堤防が決壊したこ

とによる農地への浸水、それから土砂の流入と

いったこと、それから市内北部では農業ため池

の決壊による被害というようなことも見受けら

れております。 

  精査結果が出るまで支援が遅れる懸念はない

のかというような御質問でありますが、こちら

のほうは、そういった懸念も考えられるという

ふうに考えております。しかしながら、その結

果を基にどういった支援が必要なのかというこ
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とも考える必要がございますので、いましばら

くお時間をいただければというふうに思います。 

  それから、被害額のうち水稲と野菜の割合は

どれくらいなのかというふうな御質問でありま

す。現在、共済組合のほうに、水稲共済の支払

いの戸数、それから支払い金額どれぐらいなの

かというふうなことで御照会をかけさせていた

だいております。全ての共済金額の額的にはま

だ把握できておりませんが、水稲被害について

は約２割強、野菜のほうが多いのかなというふ

うに感じておるところです。野菜のほうが８割

ぐらいというようなことで見ております。 

  それから、その支援配分をより充実させるた

めの計画はあるのかということでありますけれ

ども、各種その収入保険なり農作物共済等々ご

ざいますが、それに該当しない作物というもの

も現在新庄市内の農家で作付がされておるとい

うことも鑑みますと、そういったことの作物に

対する支援というものも今後考える必要が出て

くるんだろうというふうに考えておりますので、

今後しかるべきタイミングで補正予算等を考え

ていきたいというふうに感じております。 

  以上でございます。 

佐藤卓也議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時１７分 休憩 

     午前１１時２０分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 

１４番（山科正仁議員） 課長の答弁ありがとう

ございました。 

  共済関係に該当しない農作物があるというの

を把握していただいているという点で、大変力

になります。実際そういうふうな話でありまし

て、今年に関していえば、米価が上がったとい

う点で、農作物、作物系の被害が忘れ去られて

いるというか、そういう声が非常に聞こえてお

りました。実際、あの豪雨によりまして、スイ

カとか全部浮かんでしまって、全て被災して駄

目になったという農家もありましたけれども、

米価が上がったおかげで何とか相殺されている

なということを言われて、それはまた別問題で

しょうというふうな話はしました。給料をもら

っている人からいえば、平均賃金上がったから

ボーナス要らないんでしょうという話なもので、

そういうことは農家の方々は非常に気にしてい

ることだったので、よろしく対応をお願いした

いと思います。 

  それから、質問の２番に入りますが、救済措

置の公平性の確保という点です。これも２点ほ

どありますけれども、市長答弁で農業従事者の

不満、意見の把握、それを説明会や現場での聞

き取りで行っていくというふうな意欲をお聞き

しましたが、具体的に今行ってきた状態で、何

件ぐらいの意見があったかという点と、その野

菜の生産者農家への支援が不足しているという

声、これは全体のどの程度あったのかという点

をお聞きしたいと思います。あわせて、野菜、

水稲以外の作物の救済措置として、市長答弁で

ありましたが、国・県の補助制度、具体的な採

用の可能性として、経済所得安定対策と災害復

旧支援と、その二つの項目が挙げられました。

これが、実際今までこの当市において有効に適

用されて、その事例、それからその実績という

のはあるんでしょうか。また、この該当しない

農家、もちろんあると思います。その農家に対

する対応策というのはどのように考えておられ

ますか。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 まず、何件の情報が、意見が

寄せられたかというふうなことでございますが、

今回の豪雨災害におきましては、約800件ほど

の被災地があったということで、それぞれの現
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場に職員が赴いて、その話を聞いているという

ことでございます。800か所あれば、800か所の

御意見があるというふうに認識していただけれ

ば、それでいいのかなというふうに考えており

ます。 

  それから、野菜生産農家の支援が不足してい

るというような声でありますが、特に先ほど議

員がおっしゃったスイカ農家、それからネギ農

家、それからニラの農家という方から、スイカ

については、１回は収穫して出荷したけれども、

途中で破裂して返されたと、あとは出荷しない

でくれと言われたというようなこととか、ネギ

については、畑の中で腐れてしまって、ほぼ捨

てなければならなくなったという声もお聞きし

ているところでございますし、ニラについても

出荷した後にとろけが出て廃棄処分で、１回の

刈り捨てをしたというような状況も確認させて

いただいております。そういった声を伺ってい

るところでございます。 

  それから、経営所得安定対策等での活用事例

があるかということでございますが、そちらに

ついては、今年もそうなんですけれども、収量

が減少した場合の対応として、そういった災害

対応でありますとか、収量が減った場合の対応

としまして、市の再生協議会が罹災証明を発行

して、その理由書を作るというふうなことで、

その経営所得安定対策に該当させるといった手

法もこれまでも取っておりますし、今年度も取

っております。若干支払いのほうが遅くなる可

能性もございますが、そういった対応もさせて

ございます。 

  それから、災害復旧の支援ということで、今

年度も実施しております農薬、それから肥料、

追肥等の補助制度については、これまでも実際

行っておりますし、今年度も実施しているとい

うことでございます。 

  該当しない農家への対応策というようなこと

で、どのように検討するのかということでござ

いますが、そういった様々な保険制度や共済制

度がある中で、全く何も該当しないということ

があるとするならば、そういった方の再精査、

持続的な農業を進めるための支援というものは

考えていかなければならないのだろうというふ

うに感じておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 

１４番（山科正仁議員） 御答弁ありがとうござ

います。大変細かい作物名も挙げてもらって、

まさしくなかなか被害が見えてこなかった作物

を作っている方々の救済も考えていただいてい

るんだなと思いました。なお、引き続きしっか

りした支援策を取っていただきたいと思います。 

  あと、３番目の意見交換の場の設置という点

についてです。こちらのほうも、市長より、こ

ういうふうな場をしっかりと設けていきたいと

いうふうな強い認識を持っているなと伺いまし

た。一方、この被害把握を優先した、していた

んだというふうな答弁ありましたが、今後具体

的にどのような形で意見交換会、これを実施す

る予定であるのかという点と、現在の被害状況、

この支援策については、市からその農業従事者

への情報提供というのはどのような形で行われ

るのかという点を再度具体的にお伺いしたいと

思います。情報共有の強化に向けて検討されて

いると、そういうシステム構築の内容があると

思いますので、その内容、それからそれを実現

する時期についてお伺いしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 被災農家との意見交換の場と

いうことでの御質問にまずは答えさせていただ

きます。 

  このたびの災害の場合ですと、令和２年のと

きみたいに、一堂に集めて説明会をするという

ことについてはちょっと難しかったというふう
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なことは御理解いただきたいというふうに思い

ます。箇所数が令和２年の災害よりも２倍以上

ということで、うちの農林課の職員だけではち

ょっと対応し切れず、山形県、それから県外の

県職員、それから農林水産省、農政局からの職

員等もいただきながら把握に努めたところでご

ざいます。現在も、山形県と青森県の職員の派

遣をいただきながら、実施しているところでご

ざいますが、うちの職員が意見交換の開催をし

て意見交換の場に行くとなると、その事業がち

ょっとストップしてしまうということも懸念さ

れますので、個別の事業ごとに説明会をさせて

いただいて、御意見を聴取するという機会につ

きましては今後も図っていきたいというふうに

感じておりますし、そのような形でさせていた

だければというふうなことで思っております。 

  それから、その時期ということでございます

が、11月中にも行ったわけですけれども、12月

中にも、今度は新庄市内の農家だけでない部分

もございますので、他の自治体の農業者とも合

同での説明会というものも開催を検討している

ということでございます。 

  それから、被害状況や支援策についての農業

従事者への情報提供の在り方ということでござ

いますが、こちらにつきましては、これまでも

農業だより等で毎月行っているわけですけれど

も、災害ですとか緊急性の高いものについては

臨時号を出して、農業協力員を通じて全戸配布

させていただいているところでございます。そ

れに加えまして、ホームページ、それからＬＩ

ＮＥ等々を使った情報提供も行っておりますの

で、そちらについては強化されてきているのか

なというふうに感じております。 

  加えて、農業だより等の情報につきましては、

農協等の生産組織にも情報共有を行わせていた

だいておりますので、農林課からの情報提供と、

農協からもこういうのは来ていないかというよ

うな話も農家のほうには行っているかというふ

うに思っておりますので、今後もそのような連

携を取りながら情報提供に努めたいというふう

に考えております。 

  以上、よろしくお願いします。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 

１４番（山科正仁議員） ありがとうございまし

た。 

  時間もちょっと配分が、私の配分ありますの

で、これ以上再質問しませんけれども、基本的

に農家というのは、今兼業が多いですから、ど

うしても専業の方だけでもっていくというのは

不可能だと思っていますし、農業に関する収入

だけでは暮らしていけないのもよく分かってお

ります、この現状は。今後のことも考えまして、

ぜひとも継続できる、来年に向けて意欲が、農

業者、生産者の意欲が持てるような、そういう

ような政策をしっかり取っていただけると思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、２番目になりますが、発言事項

及び要旨について、まず武道館における畳の常

設化と利用団体間の公平な利用調整についてと

いう点で、要旨としましては、令和６年３月定

例会にも私のほうから一般質問で、体育施設の

管理運営について、この質問を行いました。答

弁としましては、今後の検討課題とするとのこ

とでしたが、関連しまして、以下のとおり５点

につきまして、具体的に市の見解をお伺いした

いと思います。 

  まず、１番ですが、利用団体から寄せられた

要望について市の認識という点です。これは、

畳使用団体より、畳の敷設、それから片づけ作

業というのが、非常に時間的、労力的な負担と

なっていることの指摘がありました。常設化へ

の要望を受けております。市としてこの現状を

どのように認識しているのかをお伺いしたいと

思います。 

  ２番目としまして、畳の常設化における安全
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性と利便性向上と、この効果についてお伺いし

たいと思います。畳の敷設作業というのは、非

常にけがのリスクが伴います、そのリスク回避、

それから時間の削減、これによって利用団体の

安全な活動、競技環境の向上が非常に期待され

ると思います。これを市としてどのように捉え

ているのかをお伺いいたします。 

  ３番目としまして、コスト、予算措置の具体

策という点です。畳の常設化にかかる初期費用

とか、それから管理費、この見積りをどの程度

把握しておられるのか。また、この市の予算措

置、国や県の補助金なんかを活用した場合の具

体的な資金調達の方法というのをどのように検

討をなさっているのかをお伺いしたいと思いま

す。 

  ４番目につきましては、利用団体の公平な調

整に向けた具体策という点です。これは畳の常

設化、これがほかの団体が利用するときに及ぼ

す影響についてどのように考えていらっしゃる

のか。また、利用団体のニーズを調整して不公

平感をなくすために、市が主導的に協議の場を

設ける必要性についてどのように考えているの

かをお伺いしたいと思います。 

  最後、５番目ですが、ほかの自治体での事例、

それを踏まえて、当市における実現する可能性

という点です。他の自治体における武道館、そ

れから公共施設の畳常設事例を参考にして、当

市においても畳常設の実現に向けて検討すべき

と考えますが、いかがでしょうか。 

  以上、５点よろしくお願いいたします。 

津田 浩教育長 議長、津田 浩。 

佐藤卓也議長 津田教育長。 

津田 浩教育長 それでは、武道館における畳の

常設化と利用団体間の公平な利用調整について

の御質問にお答えいたします。 

  初めに、本市武道館につきましては、限られ

たスペースの中で多くの競技団体が利用できる

ように、各競技の必要に応じて畳を設置、撤去

して利用いただいているところでございます。

その畳の設置や撤去につきましては、畳を使用

する利用者において行っているため、重量物で

ある畳の設置時にけがをする危険性や、設置や

撤去に時間がかかるなどのことから、畳を使用

する競技団体から、畳の常設化についての御要

望を頂戴しているところでございます。 

  御質問のとおり、武道館の畳を常設化した場

合でございますが、畳の設置、撤去時における

けがの危険性がなくなるとともに、その設置や

撤去にかかる時間の必要もなくなることから、

畳使用団体の利用者の利便性が向上するという

ふうに考えてございます。また、畳の常設化、

このことのみにかかる経費につきましては、現

在使用している畳を常設して使用するために、

新たな経費は必要ございません。しかしながら、

畳の常設化によって、現在武道館を使用してい

る、例えば剣道や空手など、床で行う競技団体

が武道館を使用できなくなり、新たな競技場を

確保する必要があるというふうに考えられます。

この場合、既存の体育館の改修費や新たな武道

館の建設費など多額の費用の負担が生じるもの

と思われます。 

  このように、武道館の畳の常設化に関しまし

ては、武道館を利用できる競技が大きく制限さ

れることから、各競技団体の公共施設利用にお

ける公平性確保の面から、利用する競技団体と

の協議や調整が非常に難しくなることが考えら

れます。 

  他の自治体におきまして畳を常設している事

例では、武道館などの道場が複数設置されてい

ることが多く、現状においては新たな競技場の

確保や施設の利用の公平性の観点から、本市武

道館の畳の常設化については難しいというふう

に考えております。 

  以上でございます。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 
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１４番（山科正仁議員） 教育長、答弁ありがと

うございます。 

  １番の利用団体からは要望が寄せられている

という点が、認識なさっているということで理

解しました。この利用団体からどのような内容

の要望がなされていて、その要望の具体的な内

容と、それに対する対応というのをどのように

なさったのかお伺いします。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 利用団体からの要望とい

うふうなことで、実際お答えさせていただきた

いと思いますけれども、柔道に係る団体様から、

施設管理者である新庄市スポーツ協会のほうに、

畳の常設化、けがをするなどのリスクがあると

いうふうなお話をいただいているというふうに

認識しております、そのことを報告いただいて

いるというようなことでございます。 

  以上です。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 

１４番（山科正仁議員） それを踏まえてお伺い

しますが、けがによって競技ができなくなる、

これが一番のリスクであろうかと思います。市

側としましては、執行部としていつも答弁とし

て返ってくるのが、よくあるのが、この事業何

でできないんですかというと、いや優先順位が

あるからというふうな答弁よくいただきます。

優先順位というか、けがとかそういうふうな危

険性をはらんだものを放置しておくこと自体が、

これは優先順位が先に来るべきものではないか

と思うんです。思うというか当たり前のことだ

と思うんです。あわせて、先ほど教育長の答弁

ありましたが、武道館全部を畳常設するという

ふうな考えばかりではなくて、例えばそれを区

切って、真ん中から半分を畳、半分を床という

ふうな方法とかも、そういうふうな検討をなさ

ったのか。取りあえず、最初に申し上げたその

優先順位、けがのリスクを回避するために優先

順位を上げるというふうな意識はないのかとい

う点と、その区切って常設化した場合の試験的

に行うような検討はなされないのか、それをお

伺いしたいと思います。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 ただいまの御質問にお答

えします。 

  この武道館に関しましては、平成16年、新庄

市体育施設設置及び管理に関する条例に基づい

て設置されております。当時、新庄市勤労者体

育センターということで設置されたというふう

なことでございます。この当時から、体育施設

の設置及び管理に関する条例の中で、使用者は

体育館の使用を終わったとき、使用の許可を取

り消されたとき、これは別ですけれども、施設

を原状に復さなければならないというふうなこ

とに基づいて、言ってみれば市体育館などの屋

内施設と同様の使われ方をしてきたというふう

な経過がございます。そのようなことから、そ

の競技による備品なり競技用具に関しては、例

えばバドミントンであればボールやネット、陸

上競技であればハードルの設置など、それぞれ

にお願いしてきたというふうなことの流れにな

っております。 

  以前、コロナ禍になる前、一度双方の、畳を

使用する団体、あるいは床で使用する団体双方

の御意見を聞くというふうな機会を得たという

ふうなことも伺っております。その際、やはり

同じような問題があったというようなことで伺

いましたけれども、その際の双方の聞き取りに

よっても、現状今の使われ方に、まずは進んで

きたというふうなことで伺っているところでご

ざいます。 

  いずれにしても、けがのリスクというような

部分がございますが、その部分については、畳

の下に敷く滑り止めなどを用意して、畳の間が



- 48 - 

広がらないというふうなことを気をつけながら

進めているというふうなことでございますので、

御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 

１４番（山科正仁議員） おっしゃる内容は分か

りますし、基本的に使った人は原状復帰して、

そのまま戻して、使用後にお返しするという点

かと思います。しかし、名称武道館なわけなん

です。ほかの、ちょっと意地悪く言えば、じゃ

あ野球やった方は全て野球練習終わった後に地

ならししていくのか。テニス終わった人は、テ

ニスのほうがちょっとやるのかもしれませんけ

れども、いろんな地面というか荒れたところを

全て直して返すのかという点を考えれば、それ

はまたやっていないことが多いと思います。 

  もちろん、それは後で管理者のほうがしっか

り管理するんでしょうが、そういう点も考えれ

ば、武道館として考えた場合、武道としての、

床に対して直接背中、体を打ちつけるというふ

うな種目と、剣道、それから空手に関しては、

どうしても立ち技が多いという点があります。

それで、床等の身体に対する保護というのは必

要ないと判断して昔からやっているわけなので、

片や柔道、合気道、空手もそうなんですけれど

も、倒れる可能性があると、可能性というかま

るっきり倒れるのが柔道ですし、合気道ですし、

そういう団体も使用することを懸念すれば、や

はり今後としてしっかりすみ分けをしていくよ

うな方向が必要だと思うんです。安全面に関し

て、例えば予算面に関しても、先ほど教育長は

予算的にはほとんどかからないと思うと、まし

てやまた別建物を建ててとかすみ分けをした場

合は、ほとんどゼロになると、ましてや全面で

なければ半分で済むというふうな、負担は半分

で済むんじゃないかなという判断をするわけで、

その辺の検討というのを、利用者団体同士でし

っかり過去にやったのかどうか。「やってんだ

よ私」というか、こちらに「畳、直接していた

だきたいのよ」という話は来ないと思うんです。

その辺のしっかりした過去の打合せ状況という

のをお伺いしたいと思います。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 施設の利用というふうな

ことで、畳を常設化しておれば、そのまま常設

のまま使えるというふうな団体と、武道館にし

てみれば、どちらにしても２面利用ということ

で、全面利用と半面利用の使い方がございます。

全面利用の場合は、こちらが畳を撤去するのか

というふうな問題が出てくるというふうなこと

でございます。こちらというのは、使わない側

が撤去するのかというふうな、撤去というか片

づけるのかというふうな問題が出てくるのかと

いうふうなお話もございました。双方からの御

意見あるいは要望があったと伺っております。 

  そのような中で、現在の利用者がそのまま利

用される団体が備品を片づけるというふうなこ

とに、話合いの結果現状変わりないというふう

なことが、前回といいますか数年前に行われた

というふうなことを伺っております。このよう

なことで、議員からの、また利用者からの声と

いうようなことで、こうやって御質問いただい

ている内容でございますので、その辺のところ

を私としても、双方の意見というふうなことで

捉えて、調査はしたいと考えております。 

  施設に関する利用というふうなことですが、

既存の施設、２面ございますが、その中で全面

利用と半面利用とそれぞれの利用区分があると

いうふうなことから、全面利用の場合は全て敷

く、全て撤去する、どちらかになるというふう

なことから、判断が難しいというようなことに

なっているのだと思います。よろしくお願いし

ます。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 
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１４番（山科正仁議員） ありがとうございます。

まさしくそれです。別に全面利用の場合、私も

大変困難だと思っています。半面利用としてそ

のような方策があるのであれば、しっかりここ

でお願いしたい、それは利用団体間で話し合う

場をしっかり早急に持っていただきたい、そし

て、不公平感がないようにお互いに話し合って

もらいたい。片方の力関係だけで、床を絶対使

う、畳を絶対使うなんていう話ではなくて、し

っかりした調整を、所管する課とすれば、管理

者として立場として持っていただきたいと思い

ます。 

  その上で、不平不満感がないようなここに持

っていっていただきたいと思っておりますし、

ほかの自治体でもいろいろ常設しているところ

ありますが、これはやはり競技人口少なくて使

う人がいないからというふうな点が多いかと思

います。建てたのはいいんだけれども、余すの

がもったいないので、そこで畳常設して一つの

場所として使うと言っている自治体が多いみた

いな気がしますけれども、新庄市はもっともっ

と前進的に考えて、例えば武道人口を増やすと

か、競技人口を増やすとか、あらゆるスポーツ

の面でしっかり施策として持っているというふ

うなことを、何かしら前面に出すものがないと、

ただ単にほかの自治体と同じように、人を集め

て、団体に貸して、文句が来て、処理して、処

理し切れなかったものは保留して、みたいな形

で持っていくだけであれば進展がないと思いま

すので、先ほど来申し上げました、繰り返しま

すが、半面ずつを使うという試験的にでもいい

から行っていただいて、その前に協議していた

だいて、半面じゃあ試しに数か月やってみるか

というような、どういうふうな結果が出るかと

いうのを検証していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 御質問いただきました内

容としましては、畳を使用する柔道や合気道、

畳を使用しない剣道や空手といった柔術を行う

皆さんの双方の立場といいますか御意見がある

んだと思います。そして、この武道館をお使い

になるときに、必ず全面を使いたいという日が

あるんだろうなというふうな気もします。そう

した場合どうするかというふうなことで、やっ

ぱり疑問が出てくるんだろうなという気がして

いるんです。そのようなことも含めまして、双

方の御意見伺いながら、折り合いのつくところ

といいますか、試していけるところがあれば進

めてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  以上です。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 

１４番（山科正仁議員） その点に関しては、つ

い最近武道フェスティバルってやったじゃない

ですか。あれは会場どこでしたか、体育館です

よね。結局、大きな大会をやって全面使いたい

ときは体育館を使えばいいんじゃないですか。

わざわざ、だから柔道の方も合気道の方もみん

な畳、体育館まで運んだじゃないですか、あの

とき。結局、大きな大会のときに、別に全面敷

いていなければ、全面敷いていてそれで事足り

るのであれば、それはそこでやればいいんでし

ょうけれども、基本的に大きな大会の場合は体

育館使うとか、いろんな場所、これからは北辰

も今空いていますし、わくわくもあるわけです

し、使うところはいっぱいあるんですよ、体育

施設に関しては。あまり、だから武道だから武

道館とか、大きな大会あったらどうするんだな

んて、それはちょっといただけない御回答かな

と思います。 

  なお、検討をしっかりしていただいて、私が

言っているのは、けがをさせて、せっかく頑張

って今まで練習してきた子供たちが、たったそ
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の畳の１センチの隙間に指を挟んで大会出られ

なかったとか、成績を落としてしまったという

点が一番かわいそうだなと思いますので、なお

畳のこの常設に関するこの問題、課題は、私だ

けではなくて数名の議員も全て共有しています。

その点も踏まえて、対応をよろしくお願いいた

します。 

  以上で終わります。 

佐藤卓也議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５１分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  八鍬長一議員から、これより欠席の届けが出

ております。 

 

 

田中 功議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、田中 功議員。 

   （６番田中 功議員登壇） 

６ 番（田中 功議員） 本日３番目に一般質問

させていただきます、議席番号６番、共に創る

市民の会の田中 功でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  それでは、発言通告書に基づき、一括方式で

質問をさせていただきます。 

  発言事項１、消防・防災車両の整備について。 

  ７月の豪雨災害を受け、消防・防災関係の資

機材の不足や必要性が明らかになってきました。

消防団員の安全な活動のためにも、資機材の配

備は不可欠であると考えますので、お伺いいた

します。 

  ①現在、新庄市消防団に指令車が１台配備さ

れておりますが、それには照明器具やバッテリ

ーの充電機能がなく、このたびの豪雨災害のよ

うな夜間に及ぶ対応や長時間の対応に、機材の

不足から活動に支障を来した話を消防団のほう

からお聞きいたしました。このたびの災害の現

状を踏まえ、指令車等の導入に対する市長の考

えをお聞きいたします。 

  ②このたびの水害は、過去に類を見ないほど

の豪雨でございました。警察官２名が救助活動

の際に亡くなりましたが、それはライフジャケ

ットをつけずに活動したことも原因と言われて

おります。新庄市として、ライフジャケットの

装備を考えているようでございますが、今後の

災害に向けた配備計画をお伺いいたします。 

  発言事項２、子育て支援体制の充実について

でございます。 

  新中部保育所が、令和８年度に開所がずれ込

む状況となり、現在入所している保育児やこれ

から入所希望の保育児、保護者は落胆をしてい

るところです。開所が遅れることによる計画の

見直しや、待機児童の対応についてお伺いいた

します。 

  ①新庄市において、保育所待機児童の把握は

なされておりますか。 

  ②年度途中の入所希望者に対する保育所の紹

介や対応をどのようにされているのかお伺いい

たします。 

  ③保育所に受入れ余裕がない場合の対応につ

いて、どのような対応を取られているのかお伺

いいたします。 

  ④新中部保育所では、医療的ケア児の保育も

計画されておりますが、どの程度までの医療的

ケア児を受け入れる考えか、またどの程度のケ

ア児がどのくらいいるのか把握されております

か、お伺いいたします。 

  発言事項３でございます。健康いきいき人生

を送るために。 

  少子高齢化が進み、人口減少も歯止めがかか

らない状況で、健康年齢の維持が叫ばれており
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ます。このような中で、体を鍛えて健康寿命を

延ばすために、いろんな活動がなされておりま

すけれども、そこで新庄市の体制についてお伺

いいたします。 

  ①グラウンドゴルフ人口が年々増加し、新庄

市でも３団体、100名ほどの方が活動し、大会

も盛んに行われております。このような中で、

新庄市内に大会ができる会場がないことや、練

習会場も少ない状況にあります。エコロジーガ

ーデン内のスペースを利用した会場整備などの

考えはないかお伺いいたします。 

  ②新庄市で行っている新生かむてん健康チャ

レンジについて、登録者数の推移と現在の登録

者数をお伺いいたします。今後、参加者を増や

すための戦略をお伺いいたします。あわせて、

健康度チェックのため、体組成計を現在市民プ

ラザとわくわく新庄に固定されて備えつけてお

りますが、それだけで貸出し用の機材が用意さ

れておりません。配備する計画はないかお伺い

をいたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、田中議員の御質問にお

答えします。 

  グラウンドゴルフにつきましては、教育長が

答弁しますので、お願いします。 

  初めに、消防団における照明器具、バッテリ

ー充電器等の機能を有した車両の導入について

でありますが、消防団には現場指示を行う指揮

車が１台、広報を行う広報車を１台配備してお

ります。このたびの災害対応につきましては、

最上広域消防本部の依頼を受けて、同時多発す

る水害や火災現場の対応を消防団が行っており

ます。その際、速やかな現場指示や夜間の長時

間に及ぶ水害現場において、照明や電力不足に

よる現場対応に苦慮したと報告を受けておりま

す。 

  このたびの災害を教訓として、消防団におけ

る車両や各種資機材整備については、どのよう

に対応すべきか様々な角度から検討してまいり

ます。 

  次に、消防団におけるライフジャケットの配

備についてでありますが、このたびの補正予算

において30名分のライフジャケットの整備に係

る予算を上程させていただいておりますが、来

年度以降につきましては、消防団の二次災害防

止のための安全装備品の整備を検討し、対応を

進めてまいります。 

  次に、子育て支援体制の充実についての御質

問にお答えいたします。 

  初めに、保育所等の待機児童につきましては、

毎月入所状況の確認を併せて把握しており、12

月１日現在までの待機児童はおりません。 

  年度途中で入所を希望される方には、各施設

の空き状況をお知らせし、希望する施設に入所

できるように調整を行っております。認可保育

園、保育所が定員に達している場合は、認可外

保育所施設の利用を提案し、翌年度から認可保

育所への申込みについても御案内をしておりま

す。 

  新中部保育所においては、集団保育の可能な

医療的ケアを必要とする児童の受入れを検討し

ております。受入れを希望される方の把握はし

ておりませんが、将来的な受入れを想定し、医

療的ケアの内容や対象年齢などについて、小児

科医等医療関係者に御意見を聞きながらガイド

ラインの策定を進めているところでございます。 

  次に、かむてん健康チャレンジ事業について

は、令和３年度から新庄市の主体的な健康づく

りを推進するために開始しております。登録者

数は、令和３年度は136名でありましたが、

年々増加し、今年度の登録者数は451名となっ

ております。今年度、参加者を増やすための新

たな取組といたしましては、協賛企業より御寄

附いただいた商品を参加者に抽せんで贈呈した
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り、参加者に応援メッセージを定期的に配信す

るなど、楽しみながら参加が継続できる取組を

進めているところでございます。 

  また、体組成計の貸出しにつきましては、健

康づくりに向けた取組の一つとして認識してお

りますが、市民の皆様の希望をお聞きするとと

もに、効果的な活用方法について今後も研究し

てまいります。 

  今後も、健康寿命の延伸のため、本事業を含

めた効果的な健康づくり事業に取り組んでまい

ります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

津田 浩教育長 議長、津田 浩。 

佐藤卓也議長 津田教育長。 

津田 浩教育長 それでは、グラウンドゴルフに

関する御質問にお答えいたします。 

  グラウンドゴルフにつきましては、高齢者に

とって適度な運動を手軽にできるスポーツとし

て、本市においては新庄市グラウンドゴルフ協

会を中心に多数の愛好者がおり、協会主催の大

会のほか、市が主催するスポーツレクリエーシ

ョン祭へ参加していただくなど、健康の保持と

愛好者同士の交流を深めながら活動されている

と認識しております。このような中、専用のグ

ラウンドがないため、大会の開催や練習会場の

確保にも苦慮されていることも承知しておりま

す。 

  今後の新庄市エコロジーガーデンの整備につ

きましては、第５期エコロジーガーデン利用計

画に基づき、既存施設と道の駅の融合による相

乗効果の下、景観の保全と調和による憩いの場

として整備することとしておりますので、エコ

ロジーガーデン内のスペースに新たなグラウン

ドゴルフの会場を整備する考えはございません。 

  規格化されたコースを必要とせず、運動場や

河川敷、公園などにマットとホールポストを設

置するだけで自由にコースが設置できることが

グラウンドゴルフの特徴でありますので、現在

も利用いただいているかむてん公園や泉田河川

公園といった場所などで御対応いただきたいと

考えております。 

  以上です。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） それでは、内容に沿っ

て再質問をさせていただきたいと思います。 

  ただいまグラウンドゴルフの御回答を教育長

からいただきましたけれども、考えはないとい

う回答で、非常に驚きを隠せない状況でおりま

す。後でもう少し詳しく聞きたいと思いますの

で、お願いします。 

  最初に、発言事項１のほうですけれども、今

回の災害については、もう市役所、執行部、全

ての方々が予想だにしないような災害になりま

して、その復旧あるいは対応に追われたところ

でございます。 

  今回の災害は、過去の事例から見ても最大限

に大きいものだったということの認識はあるん

ですが、併せて今後ともないとは言い切れない

ような気候なのかなというふうに思っておりま

す。 

  そんな中で、消防団のほうからの話としては、

ある現場で指示対応しているんだけれども、指

揮系統は副団長とかに任せて、違う会場での展

開をしなければならない被災箇所が発生したと

いうようなことで、移動しなきゃならない。そ

のときの非常に不便だったというふうな状況か

ら、その配備の必要性を訴えていると思います。

確かに、費用のかさむ要件、あるいは費用の伴

う要件でございますので、今後の計画も含めて、

あるいはいろんな助成、補助制度を含めて、今

年言って来年というふうなことにならないかも

しれませんけれども、災害はいつ来るか分から

ない状況への対応としてはいかがお考えかお伺

いします。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 
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佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 議員御指摘のとおり、今回の災

害、大変大きいものでございました。消防団が

対応しなければならない、対応すべき現場も、

市内多数存在したというのは、市としても認識

しているところでございます。そういったとこ

ろで、直接団長なり副団長が赴いて現場指揮で

きれば、それは大変いいことだと思いますけれ

ども、なかなか難しい部分もあるのかなという

ふうに考えているところでございます。 

  また、車両につきましては、先ほど市長の答

弁にもありましたけれども、指令車、広報車と

いうことで、消防団には既に２台の車両を配備

してございます。そのほかに、消防団におきま

しては、それぞれの分団に消防ポンプ積載車、

こちらも市の予算で配備を計画的に進めておる

ところでございます。そういった部分もありま

すので、市としては車両だけをどんどん投入と

いうのもなかなか難しい部分もありますので、

そちらについては消防団とも十分協議の上、計

画的に配備していきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） 消防団からの要請、要

望でございますので、ぜひとも団との連携を密

にして、その必要性なりを検討し、不備のない

ようにしていただきたい。いろんな事情もある

と思いますが、よろしくお願いします。 

  次に、ライフジャケットについては、本年度

の補正等でも用意されるような計画であります

が、具体的にどのような数、あるいはその配置

方法についていかがお考えかお伺いします。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 ライフジャケットにつきまして

は、このたびの災害時におきましては、環境課

におきまして以前川辺で行った事業がございま

して、その際に10着購入した部分が倉庫に保管

されておりましたので、その10着で対応したと

いう経緯がございます。当然その10着では足り

ませんので、消防団と協議した上で、合わせて

今回30着で40着あれば、まずは喫緊の現場対応

には足りるであろうということで、今回補正予

算で計上させていただいたところでございます。 

  また、消防団全員でありますと1,000人弱の

団員数がございます。国のほうからは100％配

備という形では示されておりますけれども、県

内各市町村とも、なかなかそれには達していな

いという状況にございます。本市においても、

そういった配備率が低い状況にございますので、

なるべく早い形で配備率を上げたいというふう

には考えておりますけれども、数が多い、また

ほかにもいろいろと優先的に整備していかなけ

ればならない消防団資機材等々もありますので、

今現在担当課におきまして、配備計画を作成し

ているところでございます。 

  以上です。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） 当然、人命救助といい

ますか、人命第一番目という観点から、これに

ついても、基本的に災害が起きた段階で危険な

行動はしないようにという十分な周知が行われ

て消防・防災活動をやられていると思いますけ

れども、なお装備が不十分でそういう事故に遭

われたということのないように配慮し、計画も

進めていただきたいというふうに思います。 

  次に、子育て支援体制についてでございます

が、実は本年の10月ですか、ある保護者から、

新庄市の子育て支援について不十分じゃないか

という意見がありまして、それに基づいて、今

後も含めて質問をというふうなことでございま

す。あわせて、中部保育所についても、なかな

か事業が前に進まないということもあって、非
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常に歯がゆい中で今いるわけですけれども、実

際中部保育所ができるのが遅くなるということ

を踏まえれば、新庄市の対応としても、十分フ

ォローするというか、対応をそつなくするとい

うことが大事かなというふうに思います。 

  実は今年の３月に三つ子を産んだ保護者がお

りまして、その方から要望があって、８か月、

９か月たったものですから、自分の家庭の要件

も含めて就職をしたい、勤めたいということで、

新庄市のほうに年度途中に保育を希望されて御

相談に来たようです。ところが、年度途中につ

いては、先ほども待機児童はいないという認識

でございましたけれども、実際途中から入る

方々なんかは把握できない部分もありますので、

相談したと。ところが、入所箇所がなかったも

のですから、ありませんというふうに断られた

ようなんですね。そのような場合、案外若い保

護者ですので、新庄市は比較的面倒見がよくな

いといいますか、サポートしていただけないな

というふうなイメージを持たれたかとも思いま

す。そのような現状の中で、そういったような

場合、新庄市としてはどのように行われている

のか、あるいは説明をされているのかお伺いし

たいと思います。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

鈴木則勝。 

佐藤卓也議長 鈴木子育て推進課長兼福祉事務所

長。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 それで

は、田中議員からの御質問で、まず三つ子が生

まれた方がいらっしゃったということで、この

少子化の中で、やはりそういった多子世帯への

支援というのは大変大事なことかなと思ってお

ります。 

  待機児童の状況としましては、現在はいない

というような状況でございますが、この保育の

空きの状況を若干説明させていただきますと、

やはり年度当初というのは、各保育施設も若干

余裕というのはある状況ではございますが、や

はり最近ですと年度途中での入所を希望される

方というのが非常に増えてきております。恐ら

く、育児休業を１年取られて、その後職場に復

帰したいというような形での入所希望が増えて

いるというような状況かというふうに捉えてお

りますが、やはり年度後半になってきますと、

年度当初余裕があったところも児童入っていき

ますので、若干余裕がなくなってきている。現

在ですと、やはり各施設、空きがある施設でも

若干名、１人ぐらいがいいところなのかなとい

うふうな状況かと思います。 

  こういった状況の中で、やはり三つ子を途中

で入所希望されたというようなことでございま

したので、やはり３人を一つ同じ施設に同時に

入所するというようなことは、そういった施設

はなかったというようなことで、窓口での相談

ではそういった回答だったのかなというふうに

思っております。 

  年度途中でのやはり認可保育所の入所が難し

いといった場合のこちらの御案内の仕方としま

しては、認可外保育施設というところもござい

ますので、まずはそちらのほうの入所を御提案、

それもやはり御本人の判断とか出てきますので、

施設のほうと、内容等確認いただいてから決め

ていただくということになります。あわせて、

やはり年度当初ですと、保育のほう入りやすい

ところもありますので、翌年度４月からの入所

というようなところを御紹介させていただいて

いるというふうな状況でございます。 

  以上であります。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） その方はたまたまとい

いますか、先ほど課長が言われたように、認可

外保育の箇所になるのですかな、12月の中旬か

ら入れるように受入れがかなったというような

話をお聞きしました。それには、やはりいろん
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な情報が市のほうからの提供もあったかと思い

ますけれども、実際初めて出産される方でもあ

り、また、普通なら第１子、第２子というふう

な、双子というふうなところまでが考えられて、

３人の子供が生まれたと、非常に喜ばしいこと

ではあるんですけれども、同時の入所となった

場合、いろいろと障害も出てくるということも

あり、この件に関しても、今後もなくはないケ

ースかなというふうに想像します。 

  そんな中で、市の考え方、認可保育所と新庄

市の関わりは、実際は新庄市の子育て支援のほ

うで、保育所等については把握していると思っ

ておりますけれども、その連携体制といいます

か、いわゆるどのようにされているか、認可保

育所と新庄市の子育て支援課の中で連携はどの

ようにされているかお伺いしたいんですが。 

  すみません、認可外の保育所との連携です。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

鈴木則勝。 

佐藤卓也議長 鈴木子育て推進課長兼福祉事務所

長。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 認可外

保育所との連携というか関わり方というような

御質問かと思いますが、まず、認可外保育所に

つきましては県が所管になっておりまして、認

可外保育を始めるときは県のほうに届出を出し

て始めるような施設となっております。県と市

におきましては、施設の安定運営のためにとい

うことで、運営のための補助金を行っておりま

す。 

  また、併せて市のほうから多子世帯への保育

料の補助、認可外でも補助ということで、第３

子無料、第２子半額というような補助を行って

おりますが、こちら施設を通してそういった支

援を行っておりますので、そういった面で施設

とのやり取りは行っております。その補助を行

う上で、施設側との連絡を取りながら、認可外

保育施設の入所状況なども、認可外施設から連

絡を取って運営を図っているというような状況

でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） そうですね、現在市役

所のほうでも、行政のほうでも出生率、出生形

態は把握されていると思います。その中で、常

に何人生まれて、この子が保育所に来る、来な

いという判断にはならないかもしれないんです

けれども、今後いわゆるアンテナを張りながら、

対応についても、十分保護者に対する対応につ

いてもお願いしたいと思います。 

  次に、医療的ケア児についてでございますが、

新中部保育所の目玉といいますか、新しい保育

所については、こういうふうに医療的ケア児の

設備を備えるような方向性に指導されているよ

うですけれども、実際現在のところ施設もない

こともあって、ケア児の申込みというようなこ

とはないように思いますけれども、開所の遅れ

によって影響などどのように考えておるかお伺

いしたいと思います。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

鈴木則勝。 

佐藤卓也議長 鈴木子育て推進課長兼福祉事務所

長。 

鈴木則勝子育て推進課長兼福祉事務所長 医療的

ケア児の保育所への受入れにつきましては、ど

のようなケアの内容の子を受入れすることがで

きるか、あるいはどういった対象年齢にするか、

そういったところを含めまして、今まだ検討の

段階でございます。地域の小児科医など医療関

係者等協力を仰ぎながら、そういったガイドラ

インを定めているところでありますので、今後

中部保育所の完成に合わせて、そういった受入

れ体制が整えられるように頑張っていきたいと

思っております。 

  開所遅れに対する影響というようなことでご

ざいましたが、現在医療的ケアを受けられてい
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る方につきましては、障害児の通所施設のほう

に通われているかとは思いますので、現在の段

階では、まず開所が遅れて行き先がないような

面での影響はないものというふうに考えてござ

います。 

  以上であります。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） 同じことを繰り返しま

すけれども、新庄市として子育て支援、大事な

ことであり、また人口減少を踏まえて、今後ど

のように体制といいますかまちづくりをしてい

くかということでは、育てやすいあるいは生活

しやすいような環境が一番かなと思います。ハ

ード面だけでなくソフト面などへの、要するに

保護者への対応についても、今後とも配慮しな

がら進めていっていただきたいというふうに思

います。 

  次、３番目の発言事項ですけれども、まずグ

ラウンドゴルフについて、正直驚きの回答をい

ただいたというふうに思います。エコロジーガ

ーデンの施設の利用等ということで、いろんな

条件があるのかなということも今感じたところ

でございますけれども、現実的に、あそこは今

進めておりますエコロジーガーデン道の駅の開

設に向けて工事が行われておりまして、にぎわ

いとかあるいは人的交流を考えた最適な場所で

あり、また土地も使用が制限されるようなこと

があるのか、ちょっと理解していませんけれど

も、非常に市民側の目線で考えれば適地かなと。

いわゆるゴルフのために行けば、駐車場もあり、

あるいはトイレもありというふうな環境になっ

てくると思います。そんな中で、市民側の考え

としては、エコロジーガーデンの利用というよ

うなことは多く希望するようなことがあると思

うんですが、再度お伺いしますが、何か問題が

あるんでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 エコロジーガーデンのグ

ラウンドゴルフの、通常といいますか日常的な

会場の整備ということでございましたけれども、

先ほど教育長答弁でもございましたとおり、基

本的に第５期の利用計画に基づいてエコロジー

ガーデンのほうは整備してまいることにしてご

ざいます。 

  それから、以前の一般質問でも私のほうで発

言させていただきましたが、たしか山科春美議

員からも同じようなことを質問されたかと思う

んですが、その際も第一義的に景観等々のほう

の整備を進めていきたいという形で、グラウン

ドゴルフ場の整備は考えていないというような

発言をさせていただいたところでした。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） 最後のほうの聞き取り

にくかったんですが、第５次計画に基づいて進

めるということのようです。それはそういうこ

とで、今現在進められているのかもしれません

けれども、計画の見直しもあるじゃないかとい

うことと、景観と言われたんですか、景観の関

係で無理だと言われたんでしょうか。再度確認

します。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 景観の保全でございます。

第一義的に我々のほうで考えておるのがそこの

部分でございまして、ただ常設という形でなけ

れば、当然北側のほうの広場のところは、例え

ば目的外使用で使っていただけるという形も可

能かと思いますので、御検討いただければと思

います。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 
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６ 番（田中 功議員） 今私も考えているのは、

北側の敷地内での利用というようなことで、グ

ラウンドゴルフ場の常設、コースもどの程度の

ものがいいのか悪いのかというふうなことも、

私も詳しく存じ上げていないんですけれども、

景観の保全と言われても、今の景観を大きく変

化させるような、例えば普通一般のゴルフをや

るような山を作りホールを作りというふうな状

況ではないんですよね。むしろ、今北側にある

採石砂利の場所に、例えばやり方もあるんでし

ょうけれども、土を盛ってそこに、盛ってとい

うよりもそんなに山を作るような土じゃなくて、

芝を張るような姿を私としては考えるので、具

体的にはプレーをしている方々からの要望なん

かも聞いていただいてということになるんです

けれども、景観を損なうような要件は伴わない

んじゃないかなと思いますが、いかがでしょう

か。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 当然、景観のほうに配慮

して使用していただくというのが、我々のほう

でも希望する条件でございますけれども、先ほ

ど議員のほうからおっしゃられたとおり、特段

大きな造成等々は当然絡まないものと、こちら

のほうでも認識してございます。ただ、先ほど

申し上げましたとおり、常設という観点ではい

かがなものかというふうには考えてございます。

今現在の南側、北側も含めまして様々御助言い

ただいております工学院大学のほうからも、現

状の景観の保全がまず第一義的にすばらしいと

いう形に御助言もいただいてございますので、

そういった観点も含めまして、今常設という形

では考えていないという形で答弁させていただ

いたところでございました。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） 常設という言葉を使う

か、使わないかだけかなと。特段グラウンドゴ

ルフ場ですということで縄張りをして、それ以

外の人たちは利用できないというふうなイメー

ジを私は持っていない。実際、芝を張るなりす

れば、普通の子供たちも憩えるような場所にな

るであろうと。その一角が、例えば一角がとい

うかその場所がゴルフもできるというふうなイ

メージを持っているんですね。それは、むしろ

今の場所よりも、今の状況よりも特段と見た目

のいい、寝転がってもいられるような状況が、

イメージなんですけれども、なるなと思って質

問しています。 

  そこら辺を踏まえて、今後まるっきり、常設

は駄目だ、仮設ならいいというふうな考えなの

か、むしろ敷地を整理、整備することによって、

いろんな人たちがそこに行って憩えると。道の

駅造るんでしょう、造っていますよね、それと

一体的に北側も、誰も今の状況だとあそこに行

って何かしましょうかとか、ドッグランとかし

ていますけれども、憩えるような環境はないと

思います。ところが、例えば芝があったりすれ

ば、たかだかそんな感じをイメージしているん

ですけれども、そんな状況があれば、むしろい

ろんな人たちがそこに行くことがあって、まず

は時間を費やすということを思うんですけれど

も、いかがですか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 まず、芝ということでご

ざいましたが、管理、それから経費等々を考え

て、現状の草刈り、職員による整備をこのまま

継続していきたいというふうに考えてございま

す。 

  あと、常設という言葉を私使いましたが、例

えば北側のほうで、今草刈りをして、一面とし

ては広大な結構広い広場がございますので、そ

こを例えば目的外使用で１日、２日使っていた
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だいてグラウンドゴルフをしていただくという

のは全然やぶさかでないというふうに考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） そうですね、敷地利用

なり、使っていただくことについては問題ない

という話ですけれども、実際やはり造成とかな

った場合、管理も含めて非常に大変な要件が伴

うと思うんです。そこら辺は利用者側といいま

すか、施設を利用する方々からの協力も得なが

ら、ぜひとも現実的に土地の利用、あそこのス

ペースの利用などができればいいなというふう

に願っております。 

  ぜひとも、もう一つ、このグラウンドゴルフ

場についての要望、要請、過去に団体からか何

かしらあったかお伺いしておきます。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 グラウンドゴルフについ

ての、過去に団体からの要望、要請があったか

というふうな御質問でございます。 

  平成５年、平成４年と秋口、間違えました、

訂正します。令和５年、令和４年と、それぞれ

秋口にグラウンドゴルフの大会、それから練習

をするに当たって、それ専用のスペースの確保

をしたいんだという要望があったというような

ことで確認させていただいております。いいで

すか、お願いします。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） その後、移り変わりで

行政のほうでもいろいろと検討していただいた

と思いますが、その回答については、さきに山

科議員がお伺いして、なかなかその場所が特定

できなかったという経緯があります。ぜひとも

市長、今後生き生き人生を送るためにも、一つ

の手段かもしれませんけれども、市長の考えを

お聞きしたいんですが。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 それでは、私のほうから

お答えさせていただくのは、グラウンドゴルフ

につきましては、教育長のお話にもあったとお

り、軽スポーツとして、市のスポーツレクリエ

ーション祭の競技の一つとして御参加いただき、

60人ぐらいの参加をいただいて、この秋盛大に

にぎわったところでございます。 

  このたび、かむてん公園を予定していたとこ

ろ、泉田川の河川敷というようなことで、大変

移転、場所の変更について申し訳なかったこと

ですけれども、そのような活動の中で、ほかの

競技の皆さんも別に専用の場所を持っている競

技はなくて、競技団体のスポーツもしかり、レ

クリエーションスポーツもしかり、それぞれが

御利用いただける場所で御利用いただいて、そ

の日終了すれば撤収していただくというふうな

部分が体育施設としての約束事になっておりま

すので、そのようなことで使われ方をお願いし

たいと思います。ロケーションのある場所、あ

るいはいい場所、あるいはこのような使い勝手

がどうなのかというふうなことで、体育施設内

でも提案がございましたら御相談に伺っていき

たいと思います。よろしくお願いします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 今社会教育課長から答弁

ございましたことにつきまして、私のほうでも

若干補足させていただきたいのですが、先ほど

社会教育課長からは、使っていただいた後撤収

というお話も出ましたが、エコロジーガーデン

のほうにつきましても、先ほど来申し上げてお

りますとおり、目的外使用でその日使っていた

だいて、その日に撤収していただくというよう

な形は十分使用の許可には堪えますので、そう
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いった部分がございましたら、ぜひ商工観光課

までお問合せいただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） ちょっと時間がなくな

ってきて、いずれにしても団体からの要望もあ

りますし、また健康な体を作るという意味から

も、今後人気のあるグラウンドゴルフ、ぜひと

も多くの方々から参加していただきたいという

ふうな思いもしております。そんな中で、ぜひ

練習会場を含め、会場が整備されることを願っ

ております。よろしくお願いします。 

石山健一副市長 議長、石山健一。 

佐藤卓也議長 石山副市長。 

石山健一副市長 ただいまの件なんですけれども、

やはり健康、あるいは生き生きと暮らすにはど

うしたらいいかということの中で、こういうス

ポーツに親しむというのは大変重要なことだと

思っております。 

  一方、もう一つは、やはり先ほどから商工観

光課長が申し上げておりますが、道の駅エコロ

ジーガーデンとしてどういうふうな利活用をし

ていくのかというのがまずありますので、そち

らのそもそもの目的と照らし合わせて、私ども

様々な角度から検討させていただきたいと思っ

ています。 

  以上でございます。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） そうですね、道の駅の

利用の仕方も併せて、私は一緒にあのエリアを

利活用できたらなというふうな思いで質問をし

ております。 

  最後にですけれども、かむてん健康チャレン

ジについての要件で、具体的には体組成計が新

庄でなくて、これも使い方もいろいろとあると

は思うんですけれども、実際それを使うことに

よって、一人一人の健康を自分で管理できるよ

うな内容のデータが出てくるんですね。非常に

使っている方々からは、自分の健康を測れると、

いわゆるデータとして確認できるというふうな

ことがあって、私は非常に有効なものなのかな

というふうに認識しております。 

  そんな中で、今年の11月５日に、保険会社の

ほうから、健康増進への活用に使ってほしいと

いうことで寄附金があったと思いますが、過去

からどのぐらいの寄附金があって、併せてどの

ような使われ方をしているのかお伺いしたいと

思います。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 寄附金に関する御質問にお答

えいたします。 

  11月５日に、本市と健康増進に関しまして連

携協定を結んでおります明治安田生命様から、

91万1,100円の御寄附を頂きました。過去から

ということでありますが、明治安田生命様にお

かれましては、令和２年度から今年度まで５年

間にわたり、合計約310万円の累計で御寄附を

頂戴しております。 

  すみません、使われ方でございますが、これ

まで市保健センターの幼児に係る備品ですとか、

健康増進に係るグッズ、昨年度の御寄附に関し

ては、ウオーキングをしましょうという健康タ

オルなどに活用させていただいております。 

  以上です。 

６ 番（田中 功議員） 議長、田中 功。 

佐藤卓也議長 田中 功議員。 

６ 番（田中 功議員） 有効に使われているこ

とだと思うんですけれども、寄附自体について

は、あまり市民からの理解も得られていなく、

内容を聞きますと、従業員が寄附したことによ

って、その上乗せとして会社が増額して寄附を

するという、非常に一人一人の寄附金からなっ

ているようです。今後とも有効な利用の仕方と、
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例えば体組成計の準備とかにも使っていただけ

たらなというふうなことを思っております。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

鈴木啓太議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、鈴木啓太議員。 

   （４番鈴木啓太議員登壇） 

４ 番（鈴木啓太議員） 令和６年12月定例会一

般質問、本日４番目に質問いたします、議席番

号４番、新政・結の会の鈴木啓太です。 

  今回の質問事項は２項目で、空き家の対策に

ついて、そして災害対策について質問いたしま

す。一括方式で質問いたしますので、よろしく

お願いいたします。 

  初めに、空き家の対策についてです。 

  人口減少などにより、市内の空き家等が増加

しています。中には、管理が行き届かず、周囲

に悪影響を及ぼす可能性の高い危険な空き家も

増えており、対策が求められます。そのため、

周囲の住民に危害を加えるおそれのある空き家

については、空家等対策の推進に関する特別措

置法に基づく特定空家等に指定し、段階的に対

応していくことが必要と考えます。そこで、以

下の点について伺います。 

  まずは、現在の特定空家等の件数、そしてそ

の対応の経過について。２点目が、管理不全空

家等の件数について。３つ目が、市で把握して

いる空き家等の件数について。３点よろしくお

願いします。 

  続いて、災害対策についてです。 

  異常気象等による災害は日本全国どこにおい

ても発生する可能性があり、本市でも７月に発

生した豪雨災害では、家屋の浸水や土砂崩れな

ど大きな被害を受けました。今後も災害が発生

することを前提とした防災対策を推進する必要

があります。特に、避難所が開設された際には、

食料や日用品などの需要が高まり、一定数を自

治体が備蓄していくことが求められます。そこ

で、市ではどのように備蓄を進め、現在はどの

程度備蓄できているのか伺います。 

  以上、２項目につきまして、よろしくお願い

します。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、鈴木議員の御質問にお

答えします。 

  初めに、空き家対策についてでありますが、

少子高齢化による人口減少などにより、空き家

は増加しております。中には管理が行き届かず、

周囲に悪影響を及ぼす空き家も増えているもの

と認識しております。現状といたしましては、

市民の方から空き家に対する苦情や相談があっ

た場合は、その状況確認を行い、建築資材の飛

散や屋根からの落雪など、周辺への悪影響や市

民に危険が及ぶおそれがある場合には、飛散防

止ネットの設置や雪庇の除排雪などの緊急対応

を実施しております。 

  御質問の法律に基づく特定空家等についてで

ありますが、特定空家等の認定につきましては、

新庄市空き家等対策協議会での協議、答申を踏

まえて認定することとなっておりますが、本市

におきましては、これまで特定空家等に認定し

た空き家はございません。特定空家等の認定に

ついては、個人財産に対する措置となることか

ら慎重に対応する必要があると考えております。 

  また、管理不全空家等で所有者や管理者に対
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して改善を求める助言、指導などを行っている

件数につきまして、現在25件となっております。

また、現在市で把握している空き家等の件数に

ついてでありますが、平成30年に実施した実態

調査では560件となっております。 

  なお、国で実施しております住宅土地統計調

査、新庄市の空き家率は平成30年度で11.5％で

ありましたが、令和５年の調査では13.4％まで

増加している状況にありますので、新たに実態

を調査していく必要があると考えております。 

  本市の人口減少に伴い、市内に空き家が増加

していくものと考えられますので、将来の住み

よいまちづくりのために、さらに空き家対策を

推進していく必要があると考えております。 

  次に、災害における備蓄を進める進め方と現

在の備蓄状況についてお答えします。 

  災害時における食料、飲料水及び生活必需品

等の確保につきましては、市地域防災計画にお

いて定めておりますが、基本的な考え方として、

平時から各家庭、職場、自主防災組織などに食

料等を備蓄するよう啓発に努めております。そ

の上で、市は市民の備蓄の保管をするため、地

震被害等の想定を考慮して、避難所における生

活者数及び利用者数を予測し、必要な食料等を

備蓄することとしております。このため、山形

盆地断層帯地震の被害想定によるピーク時の避

難生活者を約3,900人と見込んでいることから、

4,000人分の避難生活者用の食料等を備蓄する

ことを目標として、家庭、職場、自主防災組織

などの自助、共助による備蓄と併せ、災害発生

時に必要となる食料等の確保に努めてまいりま

す。 

  また、市地域防災計画において、市は関係す

る事業者と協定を締結し、災害発生時に食料等

の優先供給を受けられるようにするとしており

ますので、避難生活に必要な生活必需品につい

ては今後も関係事業者との被害援助協定の締結

を積極的に進めてまいります。なお、現在の主

な備蓄品の状況につきましては、非常食が

2,278食、非常水が2,569本、簡易テント80張り、

簡易ベッド100台となっております。これらの

備蓄品の追加の整備や、様々な需要に対応でき

るような備蓄品目を考慮しながら、災害備蓄の

取組を進めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 空き家対策と備蓄につ

いて答弁いただきました。 

  まず、初めに特定空家のところから再質問さ

せていただきたいんですが、現状で特定空家の

指定件数はないというふうなお話でした。ただ、

客観的に見ても、明らかに危険な空き家だとか、

老朽化がすごく進んでいて、朽ちているような

そういった住宅などを市内で結構見かけるんで

すね。空き家の状態というのが、その建物の程

度によって大体３段階あると思っていて、一つ

は普通のすぐにでも入れる住宅のような空き家、

リフォームとか多少手を加えればすぐに流通に

乗せられるような状態で、そこから少し管理が

できていない管理不全な状態の空き家、そこか

らもっと放置されていると、いわゆる特定空家

というような状態になると、特措法空家の法律

にもそのように整理されているのかなと理解し

ているんですが、先ほど、相談があって緊急対

応して対処しているということでしたが、この

危険な空き家に対しては、その緊急対応という

のはどのような手段というか、どういうふうに

して緊急対応するというふうになっているのか、

そこをお伺いします。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 私のほうからお答えさせていた

だきます。 

  今議員からありましたとおり、空き家に関し

ましては、通常の空き家、次に管理不全空家、
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最終的には特定空家というような形で段階を踏

んでいくんだろうなというのは同じ認識でござ

います。そういった中で、新庄市におきまして

は特定空家はないということになりますので、

基本的には管理不全空家と呼ばれるものに該当

するのかなというふうに認識しているところで

す。 

  そういった中で、市のほうにおきましては、

今現在全体的な調査というのは行っていない状

況にございますので、正直なところ何件あると

いうのは、今段階は把握しておらないというの

が市長答弁にあるとおりでございます。 

  実際の対応につきましては、当課の環境課の

ほうに、市民の方でありますとか議員の皆様と

か地区の代表の方々から、こういった状況にあ

るので市で何とかしてほしいんだという御相談

をいただいているというのが現状等ございます。

御相談いただきましたら、市の職員が現地に赴

きまして状況を把握させていただき、しかるべ

く所有者の方に指導を行うと、こういう状況に

あるので皆さん御不便、危険を感じているので

対応してくださいとまずお願いするのが第一義

でございます。そういった中で、なかなか新庄

市内にいないですとか、所有者がなかなか分か

りづらい、もしくはすぐには対応できないとい

う場合に、市のほうで代わりに対応するような

形になろうかと思います。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 空き家に関しては、原

則としてやっぱり所有者が適切に管理するとい

うのは大原則で、前提としてあると思うんです

が、なかなかそうもいかないような物件もある

ということで、そういった場合は市のほうで対

応しているということでしたが、恐らく新庄市

空き家等の適正管理の促進に関する条例に基づ

いて、特定空家はないということでしたので、

管理不全な状態の空き家に対して応急措置をし

ているということだと思うんですけれども、こ

こでちょっと問題というか課題になってくるの

かなと思うのが、結局応急措置なので、それが

危険が迫らないと、そこに対応できないという

か、実際に何かが起こりそうとか起こる寸前で

ないと動けないんじゃないかなと思っているん

ですね。応急措置なので、必要最小限の措置し

かできないということで、一種のその場しのぎ

的な対応しかできなくて、また同じようなこと

が繰り返しこう起こる可能性が非常に高いのか

なと思っています。 

  さっき市長の答弁にもあって、個人の資産と

いう側面もあるんですが、やっぱり根本的にそ

の危険な、明らかに周囲の住民の方に危害を加

えるようなものについては、根本的な解決をし

ていくために段階的に進めていかなきゃいけな

いのかなと思うところがあって、その上でやっ

ぱり特定空家の指定というのは必要になってく

ると思うんです。 

  この特定空家の指定について、先ほどいろい

ろ検討しながらというお話もあったと思うんで

すが、実際指定に対してはどのように考えてい

るか、もう一度お伺いします。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 特定空家の認定について

ということですので、私のほうからお答えをさ

せていただきます。 

  まず、今前段でお話のありました管理不全の

状態にある空き家についてということで、必要

最小限な措置ということで、これはあくまでも

市の条例に基づいて対応しているというのは、

議員から今御指摘あったとおりであります。こ

れには、やはり限度があるというところも、確

かにそうなんだろうなというふうに思っている

ところでございます。 

  特定空家の認定につきましては、特定空家等
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に対する措置に関する適正なということでガイ

ドライン、国が定めるガイドラインに基づいて、

建物そのものの危険性というものをまずは判断

するということが一つにありまして、それにプ

ラスをしまして、公共の利益の観点からであり

ますとか、所有者の対応状況、住民による苦情

の有無、周辺への悪影響の度合い、危険度の緊

迫性など、その辺をトータル的に総合的に判断

をして、新庄市において新庄市空き家等対策協

議会の意見を踏まえて市長が認定するという手

続になってございますので、これまでそこまで

至っていないということで、管理不全の状態で

応急的な対応、また所有者との交渉ということ

で対応してきているということでございますが、

やはり増えてきた場合には、特措法に基づくそ

の特定空家の認定を進めるということも一つと

してはやはり必要だと思いますけれども、先ほ

ど市長答弁でありましたように、その所有者、

個人の財産というところも鑑みながら検討をし

ていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 所有者が基本的に管理

するというところで、個人の財産という側面も

ある部分ではあると思うんですが、実際にその

所有者がいないケースというのも多々あると思

うんです。相続がされずに何代もそのままにな

ってしまって、もう行方が追えないとか、あと

はもうシンプルに所有者が誰もいないというと

ころもあって、そういったところをまずは優先

的に進めていってはどうかなと思うんです。結

局、やっぱり所有者が原則だけれども、所有者

がいないということが問題なので、それはやっ

ぱり住む人にとっては、住む人の危険性などを

解決するためには、ある程度市で、行政のほう

で対応せざるを得ない案件になってくるのかな

と思います。 

  先ほど、空き家の協議会の答申をもらって決

定していくというふうな話、最終的には市長が

決定するという話だったと思うんですが、これ

実際に指定するまでの期間はどのぐらいかかる

かお伺いいたします。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 新庄市において、これま

で特定空家の認定をしてきておりませんと申し

上げておりましたので、実際にどのくらい本当

にかかるのかというところは正確なところはち

ょっと計り知れないところがございます。ただ、

他市の状況等を見ますと、やはり管理不全にな

って危険な状態であるというところから調査を

始めて、所有者が誰なのか、相続的なものはど

うなのかというところも含めて調査をして、認

定に至るまでということで、やはり複数年かか

る場合があるというふうなこともお聞きしてい

るところでございます。状況によって、それが

半年で認定がなるもの、１年かかるもの、２年

かかるものといろいろあるかとは思いますが、

それ相応の時間を要するものだというふうなこ

とで認識してございます。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 市では、先ほどゼロ件

でこれまでもなかったということなので、実際

にそれを認定するというふうに進んだとして、

他市で複数年かかるような事案だとすれば、初

めてするとなると、やっぱりそれ相応の時間が

かかると思います。ただ、そういう状態の空き

家というのは、実際に本当に住む周囲の人たち

にとっては非常に困っている部分だと思います

ので、ぜひ特定空家の指定、さっき言ったみた

いに、所有者がいるようなところは本人にやっ

てもらうようにというのは当然だと思うんです

が、まずは所有者がいないとか本当に分からな

い、そういう物件から優先的にやっていただき
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たいなと思うんですが、ぜひこの方針を早期に

どういうものをやるのかとか、どういう段取り

でやるのかという、そういったところをしっか

りとやってほしいと思うんですが、ちょっと繰

り返しになるんですが、この特定空家の指定に

向けて、次年度以降どのように考えていくのか

お伺いしたいと思います。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 やはり、新庄市の空き家、

これまでと比べてもやはり多くなってきている

なと。その中でも、危険なもの、周囲に影響を

及ぼすものというものも、やはりあちらこちら

で目立ってきているのではないかなと思ってお

ります。空き家対策ということで、今後やはり

新庄市のまちづくりにおいて大事な施策の一つ

であるんだろうというふうなことを考えており

ますので、空き家対策、管理不全、特定空家も

含めて、建物の流通であったり空き家バンク、

啓蒙活動等々も含めて、やはり強く進めていか

なきゃいけないんだろうなということでは考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思っ

ております。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 総合的に進めるという

ことで、まずは特定空家についても方針等を固

めていただきまして、ぜひ、時間がかかるよう

なことだと思うので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  今課長の話にも、空き家対策いろいろあると

いうふうにおっしゃっておりましたが、やっぱ

りこの危険空き家の対策というところが、実際

は非常に重い部分だと思います。対応する職員

の方もそうだし、何といってもやっぱり個人の

財産になるので、なのでここら辺については大

変な部分だと思うんですが、ぜひよろしくお願

いしたいと思います。 

  こういった状態にならない管理不全な状態の

うちに何とかしなければいけないのかなと思う

んですが、空き家対策の質問の２点目の管理不

全な状態の空き家についてですが、現在25件と

いうことでした。先ほど、相談が来て、環境課

のほうで対応してというふうなお話があったと

思うんですが、実際この管理不全というふうに

認定するというかラベルを貼るというか、そう

いったものというのはどういうふうな流れで指

定されるのかお伺いいたします。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 管理不全という用語の定

義も含めてということになろうかと思います。

これまで、先ほど環境課長が答弁したように、

空き家に対する情報を市民の方からいただいて、

現場を確認して、管理がなされていないものを

管理不全というふうな形でこれまで呼んできて

おります。相談があって、なかなか管理をきち

んとしていただけない、所有者のほうにお願い

をして、きちんと管理がされるということであ

れば、当然管理不全ではないということですの

で、なかなかその管理が行き届かないというと

ころに対して、周りからの苦情であったり情報

があるというものに関しては、やはり管理不全

というような言い回しで対応してきているとい

うのが、現状としての管理不全という定義にな

ろうかと思います。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 相談があって、職員が

目視で確認して、言っても直らないような状態

だと管理不全だというところだったと思うんで

すが、そうすると相談する人とかその担当者の

判断によるところが多いのかなと思います。そ

れ自体は悪いことではないと思うんですが、こ

こでちょっとこう指摘というか、課題だなと思

っているのが、新庄市行政組織規則を見ますと、
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都市整備課のほうでは空き家の利活用に関する

こととあって、環境課が空き家の適正管理に関

することということで、恐らくこの管理不全の

状態になると、環境課のほうで、さっきも対応

しているというふうなお話だったので、対応す

ることになると思います。ただ、その総合的な

窓口が都市整備課にあるので、都市整備課に行

く人もいれば環境課に直接行く人もいたりで、

なかなかどっちで対応していいのか分からない、

どっちに相談していいか分からないこととか、

あとそれぞれ対応したことが、しっかり情報共

有しにくいのかなと思うんですけれども、この

一つの空き家に対してそれぞれで対応すること

もあると思います、そういったときの情報共有

とか情報交換というのはうまくできているのか

というところと、その辺で何か課題として捉え

ている部分、あれば伺いたいなと思います。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 総合的な窓口ということ

で都市整備課になっております。その中でも、

やはり利活用ということで、空き家バンクであ

ったり空き家活用のための補助というようなこ

とを主にやっております。管理不全になってい

る空き家に関しては環境課ということで、この

辺は情報としては連絡を取りながら行っている

ということではございますけれども、そのデー

タの所有の仕方ということにつきましては、や

はりまだアナログ的なペーパーで保存しておく、

もしくはそれぞれの担当のパソコンの中にある

といったようなことで、何があったか、それぞ

れの担当、それぞれの課、別々の課の中でも一

元的に見られるという環境はちょっと今の段階

では構築されていないということで、常々の連

絡というところの中で共有を図っているという

ことでございます。 

  ただ、やはり業務が重なったりということで、

情報の連絡の遅れであったりというところは確

かにあるかと思います。その辺は共有化するた

めの課題ということで認識しておりますので、

今後につきましても、そのほか関係する空き店

舗が商工観光課ということで、いろんなところ、

関係機関にまたがりますので、そこら辺の情報

の共有化というところは一つ課題なんだなとい

うふうに今捉えているところでございます。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 今の話を聞くと、デー

タも一本化しづらい状況だし、対応する課も分

散されているということだったので、率直に感

じるのが、その空き家対策、推し進めたいとい

うふうなお話だったと思うので、その空き家対

策をするために、今環境課と都市整備課と商工

観光課と分かれているところを一本にまとめる

ことをしてはどうかなと思うんですけれども、

この空き家対策について、その主管課を一本化

するというのはいかがお考えですか。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 西田総務課長。 

西田裕子総務課長 議員おっしゃるような組織改

革というところになろうかと思いますけれども、

来年度に向けて、あるいは今後将来に向けてに

なりますけれども、やはり様々空き家対策に限

らず、各課を縦断したような事業ですとか、こ

ちらの課でやっていたものが、もしかしたらそ

ちらの課かもしれないというような、課の見直

しというところが必要だなと思っている事柄が

ありますので、今後に向けて、こちらのほうは

見直していきたいと思っております。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 課の見直しも今後進め

ていくというお話だったと思います。都市整備

課長が先ほど、データのほうもアナログで一元

化はできていないという話でしたが、すぐに課
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を一本化するというのは必要だとは思いつつも、

なかなか時間のかかることだと思うんですけれ

ども、このデータをもっと早く整備していくと、

情報だけでも一本化できるのかなと思うんです

が、新庄市の空家対策計画では、データベース

化を進めるというふうにあったと思います。そ

もそも空き家の母数が分からないと対策しにく

いので、そのデータベース化を進めるというふ

うにあったんですが、現状ではペーパーで保存

していたりとか、各職員のパソコンで管理して

いるということでしたけれども、そのデータベ

ース化というのは、来年度以降何か計画とか進

んでいるようなことはあるのでしょうか、お伺

いいたします。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 空き家の全体の総数とい

うところも、把握もなかなか進んでいないとい

うこともありますし、そのデータベース化とい

うところも、計画には載せてありますけれども、

進んでいないという状況にあります。こちらの

ほうは、空き家対策を進めていく上で、やはり

全数の把握であったり状況の把握といったもの、

またデータの共有化ということも非常に大切な

基礎的なものなのかなと考えてございますので、

これを進めるために費用的なもの、人材的なも

の、組織的なものということが様々課題あろう

かと思いますので、この辺を研究しながら実現

に向けて進めていければと考えているところで

ございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 財源とかそういったと

ころで課題があるという話でしたが、デジタル

田園都市国家構想交付金とか、何かこのあたり、

すごく当てはまりそうな内容なのかなと思うん

ですが、このあたりは調査とか、そういったと

ころ何かしているでしょうか。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 データベース化、デジタ

ル化ということで、デジ田交付金の活用という

ことになろうかと思いますが、こちらのほうも、

事業にどのくらいの費用がかかって、それがど

ういう内容で、それが国の交付金の対象になる

かということも含めて、歳入の確保ということ

になると思いますので、その辺は勉強しながら

やっていきたいと、歳入も併せて研究していき

たいというふうに考えているところでございま

す。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） やっぱり基本的なデー

タがないと、なかなか進めるというのは難しい

と思うので、対策を進めにくいと思うので、ま

ずはこのマスターデータのようなデータベース

をしっかり構築していただいて、あとはそれに

対して各課で更新できるような環境が整うとい

いのかなと思いますので、費用面とか含め、歳

入確保など総合的に検討して進めていただきた

いなと思います。 

  空き家については一旦以上で、次に備蓄のほ

うに進んでいきたいと思うんですが、先ほど市

長答弁で4,000人分の備蓄を検討というか計画

しているというふうにあったんですが、これは

4,000人分、4,000食ではなくて4,000人分だと

すると、どういうふうな計算の4,000人分にな

るのか伺います。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 今現在市のほうで備蓄している

食料等の数字でございますけれども、先ほど市

長答弁におきまして4,000人分というふうに答
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弁させていただいたところでありますが、市の

ほうで今考えている備蓄の内容につきましては、

政府においては３食３日分が望ましいというふ

うには述べられているところではありますが、

なかなかそこまでというのは難しい部分があり

まして、今現在については１食分ということで

4,000食というのを目標に整えているところで

ございます。お願いします。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 4,000人分で政府が言

っている３食３日分を用意すると３万6,000食

ということになりますので、まずはその１食分

4,000食ということでした。国のプッシュ型の

支援などもあるので、この4,000食というのは

現実味がある話なのかなと思う反面、年初に発

生した能登半島地震では、交通網が遮断される

ような事態もあったかと思います。そうした場

合、本来来るはずの国の支援が届かないことも

想定されると思うんです。なので、その地震を

踏まえて、それ以降市のほうでそういう対策と

いうか、何か検討した事項あればお伺いしたい

と思います。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 今年の正月に起きました能登半

島地震、あの被害、大変甚大なものでありまし

て、かつ道路網の寸断というものがありまして、

これまでにない状況であったと、非常に衝撃的

なものでありました。 

  これまで、議員おっしゃるとおり、国からの

プッシュ型という部分で、多少我慢すれば、ど

んどん全国から物資が届くんだという前提で各

市町村考えていたところですけれども、あれを

目の当たりにして、それが届かないという状況

があったというので、市としても非常に衝撃的

であったというのが正直なところです。ただ、

今のところ、市全体としての協議というところ

までは行ってはおらないんですが、災害対応の

環境課内におきましては、どういったものをこ

れから考えていかなきゃいけないかというのは

内部検討は始めているところでございます。 

  まずは、数は増やすのはなかなか難しいんで

すけれども、例えば今現在備蓄倉庫が１か所し

かないという部分があります。そこに至るまで

の道路が寸断されますと、その4,000食が取り

出せないということになりますので、そこをま

ずは分散備蓄ができないかというのを市として

は今検討しているところでございます。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 検討を始めたというこ

とでしたが、やっぱり備蓄をするにもお金がか

かるし、保存する保管場所なんかも非常に場所

を取るのでなかなか難しいし、いつどのぐらい

の規模で起きるのかというのも難しい中ではあ

ると思うんですが、ただ政府で提案している３

万6,000食に対して、実際市単独で準備してい

るもののギャップが３万2,000食あるというと

ころで、ここに対して何らかの対策を講じる必

要があるのかなと思っているんです。 

  なので、ちょっと提案があって、流通備蓄、

この考え方を取り入れて、備蓄の幅を広げては

いかがかなと思っています。流通備蓄は、一般

的、平時ではスーパーとかで並んでいる食品を、

災害時には優先的に備蓄として供給してもらう

ような考え方で、先ほど市長答弁にもそういっ

た内容の発言があったかと思うんですが、そう

すると食料品とか飲料水とか、そういったもの

の備蓄の当てというか頼む宛先が増えるので、

みなし備蓄というか、市では4,000食なんだけ

れども、頼む先がいっぱいあるというような状

態になると思うんです。なので、この流通備蓄

という考え方をもっと取り入れて、スーパーと

かそういうところと協定をどんどん結んでいた
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だきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 流通備蓄につきましては、地域

防災計画、こちらのほうにも、ひっそりではあ

りますが文言としては載ってございます。そう

いった部分で、重要な部分であるんだなという

のは認識しておるところでございます。 

  今週ですけれども、12月12日、実は県内スー

パーのヤマザワと災害協定を結ぶ予定でござい

ます。こういった中で、市としてもこういった

流通備蓄というのを積極的に取り組んでいきた

いなと考えているところでございます。 

  また、今回の災害でありますけれども、協定

は結んではおらなかったんですけれども、同じ

く市内にスーパーのあるヨークベニマル、こち

らから申出がございまして、食料、水などの供

給をいただいたということで、まさしく流通備

蓄であろうというふうに考えているところであ

ります。また、こういった部分につきましては、

今回戸沢村のほうから、蔵岡のほうからヘリで

着のみ着のまま避難された方もいらっしゃいま

して、併せて御相談申し上げたところ、衣料品

でありますとか、おむつでありますとか、ミル

クでありますとか、非常に細かいもの、多岐に

わたるものの寄附をいただいたところでありま

す。ですので、こういった部分については、今

後進めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） スーパーと近々協定を

結ぶということで、非常に心強く思っておりま

す。今、着のみ着のまま避難したという方がい

たというお話あったと思うんですが、本来自助

として備えをしている方でも、家にいないとき

に発災すれば、せっかく備蓄したものを持って

きたりすることはできないので、一定数自治体

のほうで準備するということはやっぱり必要な

ことで、ただその全員分ができるかというとこ

ろが非常に悩ましい問題なので、今言ったみた

いな流通備蓄という考え方を取り入れていただ

きまして、協定を結んでしっかり形にして、防

災計画の備蓄計画の中にもいろんな用意する品

目が挙がっていると思うので、その品目ごとに

頼る先を結びつけておくと、すごく心強い体制

になるのかなと思います。 

  総合計画では、建設土木事業者と協定締結を

目指すとあるんですが、これに限らずいろんな

事業者と協定を結んでいっていただきたいなと

思っております。 

  先ほど、分散備蓄も検討しているというお話

があったと思うんですが、実際９月議会に亀井

議員が質問したかと思うんですが、あれ以降何

か進んだこととかあれば伺いたいと思います。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 分散備蓄、本格的なものかどう

かちょっとあれなんですけれども、市内で市民

プラザでありますとか、わくわく新庄でありま

すとか、升形小学校とか本合海小学校、こうい

った大雨災害のときに開設する可能性が高い避

難所におきまして、そこの部分について食料と

か若干置くような形で分散備蓄というのを開始

したところでございます。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 分散備蓄のほうを進め

ていただいたということで、素早い対応であり

がたいなと思います。 

  あと、もう少し続けて質問したいと思うんで

すが、11月９日ぐらいに山形新聞で記事を見た

んですが、この備蓄に関する内容の報道があっ

て、全国の自治体に防災備蓄の導入費用を補助

するような方針を国が固めたみたいな記事があ
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ったんですけれども、これらについては、何か

次年度の予算とかで導入するものとか検討して

いることとかあれば伺いたいなと思います。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 議員のおっしゃった新聞報道に

つきましては、こちらでも把握してございます。

そういった部分で、県のほうにも照会したんで

すが、まだ山形県のほうにも国から情報が一切

下りてきていないという部分もありますので、

今現在情報収集にとどまっているところでござ

います。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 自分もいろいろ検索し

たりして探したんですが、なかなかその具体的

なものが見つけられなくてお聞きしたんですが、

せっかくこういう補助制度があるので、市で準

備する分はどういうものか、さっき言った流通

備蓄で頼る先はどのぐらいなのかというところ

をしっかり整理しておくと、どういうものをど

のぐらい買わなきゃいけないのかというのを検

討しやすくなるのかなと思い、ちょっと伺いま

した。 

  この報道の中に、トイレカーについても記載

があって、トイレカーを整備するのに補助も出

すみたいに私は受け取ったんですけれども、食

料とか飲料水に加えて、災害時のトイレ問題は

すごく難しい問題というか、避難した人にとっ

ては困る問題だと思うんですが、それぞれの避

難所にはトイレの対策みたいなものというのは、

さっきの分散備蓄のところで一緒に聞けばよか

ったんですけれども、トイレについては一緒に

配備しているのか、ちょっと伺います。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 すみません、そこまでは確認し

ておらなかったんですけれども、たしかトイレ

までは、それぞれの施設には搬入していなかっ

たと思います。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） トイレ問題というのは

結構大きい問題だと思うので、その用意する個

数にもよるんだろうと思うんですが、多少そう

いうところには用意していただけるといいのか

なと思っています。あわせて、移動式のトイレ

カーについては、例えばそこに用意していなか

ったとしても、トイレがそこに向かっていくと

いうことを考えると、対策の一つとしては非常

に有効な手段かなと思っています。ただ、さっ

きの補助制度が有利に整備できるというような

状況であれば非常にいいのかなと思うんですけ

れども、このトイレカーとか、そういったとこ

ろについてはどのようにお考えでしょうか。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 トイレカーにつきましては、

様々なタイプ、様式があろうかと思いますけれ

ども、正直なところ今現在は検討はしておりま

せんけれども、今後必要になる可能性もござい

ますので、まずは情報収集に努めたいと考えて

おります。 

  以上です。 

４ 番（鈴木啓太議員） 議長、鈴木啓太。 

佐藤卓也議長 鈴木啓太議員。 

４ 番（鈴木啓太議員） 補助制度の詳細が分か

らない中での質問だったので、なかなか答えに

くい部分もあったかと思うんですが、使えるか

どうかは別にして、平常時においても、例えば

イベントなんかでもそういうものがあると活用

することもできるというふうに考えると、それ

一つ検討してもいいのかなと思ったところです。 

  いつ起こるか分からない中で、災害対策、備
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蓄対策しなければいけないので、量とか種類と

か非常に難しいところではあると思うんですけ

れども、先ほどの民間企業と協定を結んで流通

備蓄量を増やしていただきまして、災害対策を

強化していただきたいなと思っております。 

  ということで、以上で私の12月一般質問を終

わります。ありがとうございました。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時４８分 休憩 

     午後２時５８分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

鈴木法学議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、鈴木法学議員。 

   （８番鈴木法学議員登壇） 

８ 番（鈴木法学議員） 本日５番目、最後に質

問いたします、議席番号８番、新政・結の会鈴

木法学です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、通告書に従いまして質問させてい

ただきます。 

  部活動の地域連携や地域スポーツ・文化クラ

ブ活動移行に向けた環境の一体的な整備につい

てです。 

  国のスポーツ庁、文化庁で示されている部活

動の地域連携や地域スポーツ・文化クラブ活動

移行に向けた環境の一体的な整備としての方向

性は、地域の実情に応じた持続可能な多様なス

ポーツ・文化芸術環境を整備し、多様な体験機

会を確保すること。少子化の中でも、将来にわ

たり我が国の子供たちがスポーツ・文化芸術に

継続して親しむことができる機会を確保するこ

と。学校の働き方改革を推進し、学校教育の質

も向上すること。自己表現、活力ある社会と絆

の強い社会づくりをすること。部活動の意義の

継承・発展、新しい価値の創出をすること。こ

のとおりであり、子供や大人、高齢者や障害者

の参加・交流を推進する地域スポーツ・文化芸

術活動の中に部活動を取り込むこと。ウエルビ

ーイングの実現、まちづくりの推進を行うこと。

「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育て

る」という意識の下、地域の実情に応じたスポ

ーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差

の解消を行うことを目指す姿としております。 

  そのための事業内容の大項目は、１、地域ク

ラブ活動への移行に向けた実証事業。内容とし

ては、指導者の質の保障と量の確保、参加費用

負担支援、学校体育教育施設と社会体育教育施

設の効果的な活用や管理方法、スクールバスの

活用など。 

  ２、中学校における教師に代わる部活動指導

員の配置支援。 

  ３、地域における新たなスポーツ環境の構築

等。内容としては、施策を支える新たなスポー

ツ環境の構築のための施設の整備・改修を支援

など。 

  これら大きく３項目あり、令和６年度の事業

費は総額32億円、前年度は28億円、予算額とし

て計上されています。 

  本市としては、休日の部活動の地域移行を、

令和８年度に完全移行を実施することとし、令

和５年度から７年度までの３年間を移行期間と

して整備をすると伺っております。また、本年

度令和６年度より、原則休日の部活動を行わな

いこととし、移行先の地域クラブがない場合に

限り、学校に運営主体を残した形での活動が行

われ、移行先の整備ができ次第、地域クラブに

移行すると、昨年度の一般質問の答弁で伺って

おります。 

  その上で質問ですが、（１）残り１年と期間

が迫る中で、休日の部活動の地域移行が予定ど
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おり完全移行実施できる見込みがあるのか、ま

ずはお伺いします。 

  （２）中学校・学園の既存の部活動の数と総

数を教えてください。 

  （３）休日の部活動の地域移行済みの部活動

の数と割合を伺います。 

  （４）地域クラブを市の登録制とし、ホーム

ページ等で情報を発信していますが、地域移行

済みでも市への登録をしていない部活動・クラ

ブの数と割合を教えてください。また、地域移

行済みでも市への登録をしていない理由を聞い

ておりますでしょうか。 

  （５）移行予定あるいは移行未定となってい

る部活動の数と割合を教えてください。また、

移行予定、移行未定となっている部活動の地域

移行がスムーズに進まない理由をどう捉えてお

りますでしょうか。 

  （６）休日の部活動の地域移行検討委員会の

中で、当事者の声をどのように取り入れて検討

や協議をしていますか。 

  （７）平日の部活動についても、地域クラブ

に移行する方針としながらも、当面は平日につ

いては移行期限を設けていないと伺っておりま

すが、当面とはどのくらいでしょうか。 

  （８）国の部活動の地域連携や地域スポー

ツ・文化クラブ活動移行に向けた環境の一体的

な整備の事業費、事業内容、前段で申しました

大項目１、２、３、それぞれ活用した市の施策

や費用負担の補助や支援は現在どのようになっ

ていますか。また、来年度に向け、活用する計

画はありますか。 

  （９）ただいま申しました（８）とは別の財

源の活用や、一般財源を利用した市の単独事業

や施策、費用負担の補助や支援のお考えもあれ

ばお願いいたします。 

  まずは以上でございます。お願いします。 

津田 浩教育長 議長、津田 浩。 

佐藤卓也議長 津田教育長。 

津田 浩教育長 それでは、鈴木法学議員の御質

問にお答えします。 

  初めに、休日の部活動の地域移行につきまし

ては、新庄市休日の部活動の地域移行方針を定

め、令和８年度の完全移行を目指し整備を進め

ているところでございます。現在の進捗状況と

いたしましては、中学校及び義務教育学校合わ

せて５校の部活動において、その８割以上が地

域クラブに既に移行済み、または今年度中に移

行の予定というふうになっており、令和７年度

中には全ての部活動が休日における地域移行が

実施できると見込んでいるところでございます。

既に地域移行がなった部活動につきましては、

中学校・義務教育学校合わせて50クラブ中35ク

ラブ、全体の７割が休日の部活動の地域移行が

実施されている状況でございます。 

  次に、地域クラブの市への登録についてでご

ざいますが、休日については、生徒自らが地域

クラブを選んで活動するということになること

から、市として地域クラブの情報を発信してご

ざいます。しかしながら、現在３クラブが市へ

の登録をしていないことから、市からの情報発

信を行っていない状況でございます。登録して

いない理由といたしましては、各中学校の部活

動単位でクラブ員を構成していることから、市

内全域から幅広く募集をする必要がないためと

いうふうに伺っているところでございます。 

  次に、まだ移行が進んでいない部活動につい

てですが、６つの部活動は、中学３年生が引退

して新チーム体制になるタイミングに合わせて

地域クラブへの移行をする予定となっておりま

す。 

  また、現在移行が未定である部活動が６つご

ざいます。理由としては、受皿となる団体がな

い、指導者がいない、また、学校合同チームと

なった場合の保護者会や他校との連絡手段など

の調整に時間を要するといった理由を伺ってい

るところでございます。そのほか、休日には部
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活動を行わない予定の文化部が３つございます。 

  また、休日の部活動の地域移行検討委員会の

場において、現在の地域移行の状況や課題など

を共有した上で協議を行っておりますが、体育

施設や学校体育館など、市全体での利用が増加

することも想定されることから、施設の一元管

理化やスクールバス使用についての意見もいた

だいているところでございます。 

  次に、平日の部活動の地域移行につきまして

は、国の方針の中で、地域の実情に応じて地域

移行を進めることとされております。本市では、

休日の部活動の地域移行検討委員会において、

平日においても地域移行を進めるとの方針を示

しておりますので、まずは現在その環境整備を

進めてまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  次の、国等の補助の活用についてでございま

すけれども、本市では国からの支援を受け、地

域スポーツクラブ活動体制整備事業を活用して

統括コーディネーターを配置し、検討委員会の

運営や学校との意見交換、各競技団体との協議、

地域クラブの設立補助等を行っております。部

活動と地域クラブをつなぐ役割を果たし、移行

が確実に進んでいる状況でございます。 

  最後に、市の単独事業や費用負担の補助に関

しての御質問ですが、現時点では市単独での補

助、助成についての考えはございませんが、国

や県の動向を引き続き注視しながら、生徒や保

護者、学校が円滑に令和８年度の完全移行を迎

えられるよう取り組むとともに、地域クラブが

持続可能に活動できるよう進めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） それでは、再質問をさ

せていただきます。 

  まずは、（１）の質問についてでございます

が、ただいま教育長より、休日の部活動の地域

移行は、来年度までの移行期間中に全て実施で

きる方向だというふうに御返答をいただきまし

た。また、（２）の質問から基本情報、現状を

確認させていただきました。市内５つの中学

校・学園に総数50クラブもあるということで、

本当に当事者・関係者の皆様の大変な御苦労ぶ

りをお察しいたします。お疲れさまです、本当

に。しかしながら、（３）の答弁を聞く限り、

現在15の部活がまだ地域移行できていない現状

であります。 

  そこで、（４）について再質問ですが、今後

ですが、ただいまの答弁の中の休日については、

生徒自らが地域クラブを選んで活動することと

なることから、市としては地域クラブの情報を

発信するとありました。今後、地域クラブの活

動イコール学校外活動になっても、市としては

学校生徒たちのための支援、こちらを継続して

行っていく体制であると認識をしてよろしいで

しょうか。というのも、地域移行することで、

学校教育から社会教育へ、また生涯スポーツや

生涯学習への行政対応のシフト化、柔軟性が求

められてくると思います。これについて、各担

当課での認識もあればお聞かせください。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、この部活動の

地域移行につきましては、令和４年度から、ま

ず学校教育課が主管となりましてスタートいた

しましたので、これまでの過程と考え方につい

て、私のほうから御説明申し上げます。 

  まず、休日の部活動の地域移行ということで、

令和４年に国・県から方向性が示されました。

本市といたしましては、先駆けていち早くこれ

らに取り組み、現在を迎えております。 

  そういった中で、１点確認しておかなければ

ならない点がございまして、それは休日の部活

動の地域への移行という言葉でございます。国

や県が移行という言葉を使っておりましたので、
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そのまま新庄市におきましても部活動の地域移

行という言葉を使っておりますが、基本的に土

曜・日曜日は部活動を廃止するという考え方で

ございます。ただし、そういった中で、部活動

と同様に、土曜・日曜も平日の活動を行ってい

きたいという生徒に対しましてはその受皿を、

また、アンケートの結果からも分かったことで

ございますが、自分の希望する部活動に入れな

かったというふうな児童、小学校段階の割合が

全体の３割ございました。そういったこともご

ざいまして、休日につきましては自分の好きな

活動ができるような、そういった他の競技の受

皿、また、この日は全く所属部活動・クラブに

は所属せずに、休日は自分の休日をしっかり過

ごしたいというふうなことも選択肢の一つだと

いうことで、子供たちが選択できるような環境

づくりというものを目指して行ってまいりまし

た。 

  しかしながら、なかなか部活動は土曜・日曜

も行ってきたものですので、その受皿として土

曜・日曜も部活動ができるようにしなければな

らないというような考え方が広まっていたこと

も事実でございました。 

  そこで、議員からもお話しございましたが、

こういった形がしっかりと地域や保護者、児童

生徒に伝わっているかという部分につきまして

は、令和４年度の３月に報告会、説明会を設け

ましたが、その段階での説明にとどまっており

ましたので、今現在としては、まだまだそうい

った部分が必ずしも地域全体には拾われていな

いというところが現状だというところを、まず

は現在の課題としても掲げているところでござ

いました。 

  そういった中、部活動が廃止となって、その

分生徒が休日の活動を地域の中で展開していく

という形になりますので、それらにつきまして

は、当然ながら施設の利用と様々な形での援助

は必要だと学校教育課では考えて取り組んでま

いりました。 

  以上でございます。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 それでは、社会教育課の

立場からしますと、地域移行に移行になった数

についての御質問ありましたけれども、今学校

教育課長お話しあった、気持ちが通じているか

というとちょっと疑問点がございまして、まず

年内中予定されているというふうな、６校と申

し上げたところが、これは今までの部活動の延

長線上で、指導者がそのまま継続するという自

校のみのクラブというふうな見受け方をしてお

ります。逆に、未定である６校というのは、こ

れは例えば野球部のように合同チーム、各校を

超えて構成される合同チームを目指していると

いうふうなこともあって、これは今進んでいる

から、これは今熟慮しているからどうだという

ふうな見てとれ方がございますので、そのよう

なことも含めて、これは今お話合いが進んでい

った中で、完全に土日の部活動はなくなってい

く方向でコーディネートをしているというふう

なことでお答えさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） ただいま答弁いただき

ました。この先に私が質問する内容を、先にち

ょっと答弁していただいた内容もございます。

ただいまありましたとおりでございますが、ぜ

ひ各課の対応と連携のほうをよろしくお願いい

たします。 

  あとは、今いろいろと、登録に関して登録し

ていないところ、移行ができていないところの

説明がございました。市へ登録する際なんです

けれども、申請する際の手順、条件等、必要な

点、どういったことがあるかなと思っておりま

す。一応ホームページ上などでも見ているんで
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すが、指導者資格や保険加入の有無などは任意

でしょうか。よろしくお願いします。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 市のクラブ登録というこ

とでお答えいたします。 

  部活動の受皿というような形で地域クラブと

いうふうな立ち上げをお願いしてまいり、その

際は、クラブを立ち上げた際に、ぜひ市への登

録をお願いしてまいりました。その条件の中に、

保険への加入、そしてそれぞれの活動の規約を

必ずつくること、そして指導者、責任の所在と

いうものを明らかにするというところをお願い

しております。 

  以上でございます。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） その上ですが、まだ登

録していないクラブ、クラブといいますか部活

動が15あります。あとは、クラブ化しているけ

れども市の登録をしていないところもあると思

います。そういったところというのが、実際保

険加入をしているかどうか、これからあと移行

するところも、保険加入するかしないかという

のは市の登録をすることで確認できると思うん

ですが、そういったところをこれから注視とい

うか、留意していただければと思っております。 

  あとは、移行未定の６つの部活動、理由は本

当に課題が山積しておりまして、かなりのてこ

入れが必要だと感じます。50の部活動が全て移

行できる方向だとは聞いていますが、この辺の

対応策、何かありますでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 議員15とおっしゃられま

したけれども、そのうち３については休日の部

活動がない部活でございますので、それを排除

して12ということになります。12の中で、６つ

が予定であると答えているところでありまして、

残り６つがまだ未定だと答えているところだと

いうふうなことになります。 

  そのような中で、先ほど申し上げたところは、

お願いする指導者がいないんだというふうなと

ころが一つございまして、そういった部分、い

ろんなその競技によって指導していただく人を

探す時間が必要だというふうなこともあって、

その学校を超えた活動の視野が必要になってく

るのかなというふうな気がしておりますし、ま

た合同チームと先ほど申し上げました、そのよ

うな中で合意制を取っていくことに難儀してい

るというようなお話もありました。その辺のと

ころ、話合いへの支援ということで、統括コー

ディネーターの活躍もお願いして進めていきた

いと感じております。 

  以上でございます。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） ぜひ、コーディネータ

ーの活動といいますか、しっかりとしていただ

きながら、来年までの移行期間中にできること

を全て集約していただければと思います。さら

なる対応をお願いいたします。 

  あと、今話に出ました、休日には部活を行う

予定の３つの文化部ですか、についてですが、

文化部の受皿となる地域クラブがないのかなと

いうところをちょっと感じますね。その辺をち

ょっとお聞きしたいかなと思っております。 

  あと、平日の移行になれば、なおさらそうい

った文化部の存続が難しくなるような気もしま

す。そうなりますと、スポーツを得意としてい

ない生徒のためのスポーツ以外の選択肢や、あ

るいは文化芸術系を望む生徒の行き先がないの

ではと考えます。スポーツ系の大会成績と同じ

ように、あるいはボランティアや課外活動を進

学のための内申点、活動評価等になりますが、

文化芸術系の活動成績を示す場がない場合、こ
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れは生徒にとって大変不利益だと思いますが、

この点に関してどうお考えでしょうか。よろし

くお願いします。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 ただいま議員から、文化

活動についての御質問を頂戴いたしました。 

  実際、部活動の文化活動と申しますと、吹奏

楽部、音楽部、また芸術部というような部活動

が考えられますが、現在音楽・吹奏楽に関しま

しては、新庄市の方式というような形で、他市

町村にも少し話が広がっているところがござい

ますが、全ての吹奏楽部の顧問に新庄市の吹奏

楽連盟に加入いただきまして、そこから派遣す

るというような形で、まず吹奏楽部については、

必要に応じて土曜・日曜もクラブ化された活動

が行われております。 

  そして、他の芸術等の文化部につきましては、

これまで土曜・日曜活動していないというとこ

ろもございましたが、議員おっしゃったように、

平日スポーツをしていた生徒も、土曜・日曜は

芸術的な文化的な活動をしたいというふうな生

徒もいると思われますので、そういった受皿も

必要でございます。こちらについては、今市で

様々行われております絵画教室ですとか、お花

教室ですとか、様々なそういった教室活動を行

われている団体様のほうに声かけをさせていた

だいて、中学生の活動という部分も入れていた

だけないかというところをお願いして、今了解

もいただきながら進めているところでございま

すので、そういった部分、文化的な部分もしっ

かりとお伝えしてまいりたいと思います。 

  最後に、文化活動等も含めた校外活動の内申

点ということがございました。基本的に、高校

進学入学試験につきましては、そういったまず

公立高校におきましては、部活動ですとかそう

いった課外活動が点数となって合否が決まると

いうところはございません。しかしながら、調

査書の中にそういった課外活動どんなことをし

ているかなどということを書く項目がございま

すので、そこについては生徒から聞き取りをし

ながら、例えばボランティア活動も含めて、ど

んなことをやっているか記載されている状況で

ございます。私立高校につきましては、それぞ

れの入試要項がございますので、全く公立高校

とは違いますが、まずは公立高校については今

のように御説明申し上げます。 

  以上です。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） ぜひ、いろいろな対応

をお願いします。 

  あと、御提案ですが、そういった文化系の新

しい地域クラブが設立しやすいように、文化芸

術系の活動となる場として、公共施設や学校施

設の会議室や空き教室の提供といいますか、例

えばですが、貸出しの減免や無料貸出しなども

あれば立ち上げやすいのかなと思いますので、

この辺もちょっと御検討いただければと思いま

す。 

  現在の地域移行の状況や課題などを共有、協

議していると（６）について答弁ありました。

検討委員会にない、今の流れで一通りお話も聞

いております。ただ、クラブ化や移行を進める

ような、市の地域の方々への声かけされている

んですけれども、実は現場の声、当事者の声を

もっと聞いてほしいとの要望を多く受けており

ます。検討委員会にクラブチームの全ての代表

者を組み入れるのは大変難しいと思いますが、

例えばですけれども、検討委員会とは別に指導

者セミナーとか意見交換する場を設けたり、

個々に地域クラブに出向いてお話を聞いている

と思うんですが、そういった対応をしていただ

きたいと思うんですが、どうでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 
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今田 新社会教育課長 ただいまの御質問ですけ

れども、指導者の皆様に具体的に聞き込みが、

話合いが進んでいないというようなお話があり

ましたが、私どもとしましては、説明会等の会

を開きながらお話を拾っているということもご

ざいます。また、一斉にアンケートを取らせて

いただいて、現状の課題なんかを拾わせていた

だいて、今日このような資料になっているとい

うことでございます。 

  今後、指導者がどう指導していくべきかなど

という指導者セミナーというお話もございまし

たので、それについては今後の検討ということ

で進めさせていただければと思います。よろし

くお願いします。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） 説明会等されていると

いうことで、分かりました。より一層、何かそ

ういった指導者セミナー等も視野に入れた検討

をお願いいたします。 

  体育施設や学校体育館など、市全体の利用増

加が想定されると答弁ございました。以前より

使用しているクラブと、これから使用したいク

ラブとの円滑な利用調整が必要だと感じます。

また、市へのクラブ登録をすることで施設利用

の調整会議に参加できるなど、メリットをつく

っていただければと思います。これにより、市

への登録をしていないクラブも登録するのでは

ないかと考えます。 

  あと、確認ですが、答弁にある体育施設とは、

東山の市体育館や陸上競技場など社会体育施設

を指すということでよろしいでしょうか。また、

学校体育館とは、中学校と学園のみを指すので

はなくて、小学校も含めた考えはどうでしょう

か。その場合、小学校のグラウンドも含めた考

えがよろしいかと思います。というのも、体育

館のみならず、グラウンドも利用増加が考えら

れると思いますが、どうでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 社会教育課からは、社会

教育施設ということでお答えさせていただきま

すけれども、それぞれ屋外のグラウンドあるい

は室内の体育館ということで御利用いただける

部分がございます。その中で、調整会議などに

参加していただくことになるんだろうと思いま

す。そのようなことについては、呼びかけをし

ながら、それぞれクラブチーム、クラブの皆さ

んの代表者の中に周知していきたいと考えてご

ざいます。よろしくお願いします。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 渡辺教育次長兼教育総務課長。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 学校施設の考

え方でございますけれども、児童生徒が通って

いる学校だけではなくて、市内の子供関係なく、

市内の９校、学校においては、体育館、グラウ

ンド、誰がどこを使っていただいても、学校で

支障がなければどなたが使っていただいても構

いませんので、違う学校の利用というのもあろ

うかと思っております。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） 了解いたしました。 

  あとは、答弁の中にスクールバスの使用につ

いての意見というものが出ました。スクールバ

スの現状の使用状況を簡単に教えていただきな

がら、その上で地域クラブへある程度限定的な

範囲でも使用できる基準が設けられないかなと

いうふうな声をいただいております。それにつ

いてはどうでしょうか。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 渡辺教育次長兼教育総務課長。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 スクールバス

の利用状況についての御質問でございます。 
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  スクールバスにつきましては、基本的に児童

生徒の通学に支障のない範囲で学校教育活動の

ために使用するということが大前提でございま

して、地域スポーツ活動というか、地域スポー

ツクラブにおける活動については学校教育外の

ものであるということで、小学生などが行って

いるスポーツ少年団と同様の考えの下で使って

いただいておりますので、地域スポーツクラブ

の活動において、スクールバスの利用は認めて

いないという状況でございます。 

  以上です。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） すみません、今の答弁

の中の、つまりはスポーツ少年団もバスは利用

できないということでよろしいですね。いいで

すか。はい、分かりました、ありがとうござい

ます。 

  それでは、引き続きですが、（７）の答弁に

ついてですが、やはり本番は平日の地域移行だ

と思っております。そのためには、休日の移行

の実情をもっと検証していかなければならない

と思います。また、平日についても地域移行を

進めるに当たり、当事者、関係者だけではなく

て、市民の皆様に広く部活動の地域移行につい

て知っていただくことが重要だと思いますが、

その点に関してはどうお考えでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 休日の地域移行のその先

に平日の地域移行ということで御質問いただき

ました。 

  平日の放課後にということで、大変難しいと

ころだという御認識をいただいているんだと思

います。議員おっしゃられるとおり、指導者と

してどのように関わっていただけるのか、それ

からどのような時間単位で活動することになる

のかという課題はあるんだろうなと感じており

ます。先ほど申し上げたとおり、部活動を行わ

ないといった形の中で、どうやって地域クラブ

へ移行されるのかという課題は、これからもう

少し話合いの中で検討してまいらなくてはいけ

ないと考えております。よろしくお願いします。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） ぜひ、地域移行をより

よくできるように、地域連携に結びつけていた

だければと思います。引き続きよろしくお願い

します。 

  ⑧と⑨の答弁に併せた見解をさせていただき

ます。先ほども学校教育課のほうでは御説明あ

ったと思うんですが、令和４年９月の総合教育

会議、休日の部活動の地域移行に向けてという

資料を見させていただきました。先ほど説明に

もありました様々なアンケート調査を何度も行

った経緯、スポーツ庁の支援事業、コーディネ

ーター配置支援等体制整備として、補助割合国

３分の１、県３分の１、市３分の１を用い、県

内の自治体の中でもいち早く準備、実施し、検

討委員会を構築していた取組を行ったことは大

変評価したいと思っております。実際、県内で

は一番先に先進的な取組を行っている自治体と

してとても注目されたと、方々の自治体から聞

いております。 

  残り１年となる中で、さらなる部活動の地域

連携や地域スポーツ・文化クラブ活動移行に向

けた環境の一体的な整備、いわゆる先ほどから

申しております国と県の補助割合を活用した市

の事業、施策ができないかと考えます。令和５

年、６年と予算つきましたので、令和７年も必

ずや国は予算をつけるとも推察しております。

また、令和４年度の当初は、運営団体、実施主

体の整備充実や指導者配置支援、どちらも補助

割合国３分の１、県３分の１、市３分の１の活

用や、参加費用負担の支援、補助割合が国２分

の１、市２分の１の地域スポーツ参加会費、支
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援の必要性をいち早く築かれていることが資料

からも読み取れます。 

  その上でのお願いなんですが、さきに申し上

げた大項目１の地域クラブ活動への移行に向け

た実証事業については、指導者の質の保障と量

の確保、参加費用負担支援、学校体育教育施設

と社会体育教育施設の効果的な活用や管理方法、

そしてスクールバスの活用など、いろんな実証

事例の案があるんですが、こちらを新庄市でこ

の地域移行期間中に、何とか実証して検証する

必要があると考えますが、どうでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 ただいま、国からの支援

に対する応募をというお話でございましたが、

今お話しいただいた支援の内容は、全て実証事

業ということで取り組まれる内容になります。

言ってみれば、今までしてこなかった部分につ

いて、これを試してみましょうよというふうな

ことの中身になると推察されますので、そのよ

うな例えば地域クラブへの補助、あるいは指導

者への補助といった部分に取り組むといったこ

とが、この１年間の補助でどう活用されて、ど

う記憶されるのかということは、ちょっと難し

いのかなという気がしております。もう少し、

新庄市としての地域クラブへの移行の中身につ

いて、本来あるべき姿を検討するということで

あって、実証事業のメニューに取り組むという

ことは、検討するにちょっと程遠いという部分

があるなと思っております。 

  なお、統括コーディネーターなどのこのよう

なメニューについて、ぜひ、これまでもうまく

機能してまいりましたので、進めてまいりたい

と思っております。 

  以上です。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） お話は分かりましたが、

一応私、今年度様々な関係者の声を聞いて、大

きく３つの必要性を問われました。ちょっとお

時間あまりないので細かく説明はできないんで

すが、大きく３つというのは、１つ目として保

護者への補助と支援の必要性です。２つ目は地

域クラブ自体への補助と支援の必要性です。そ

して３つ目が指導者への補助と支援の必要性で

す。 

  何を言わんとしているかといいますと、やは

り保護者の方々の負担が増えるというのが大前

提です。その上で、地域クラブ、今市へ登録し

ているクラブもございますが、まだ運営費は未

知数であります。予備費はなく、ぎりぎりの予

算組みをしながら、指導者はほぼボランティア

という状態でございます。この流れでいきます

と、平日の移行等をしていくと、どうしてもや

はり指導者への謝金等を運営費に組み入れてい

かなければいけないというふうになっていきま

す。現在、地域クラブの方々はボランティアと

して、指導者としてクラブに属している方が本

当に多いのですが、こちらのほう、何か補助で

きないかなと思うところでございます。まず、

市民の皆様から聞いた、関係者の皆様から聞い

た中で言えば、まずこの指導者への補助、支援

の必要性が成り立たなければ全てが機能しない

ということです。こちらのほう、ぜひお含みい

ただければと思います。 

  ちょっとお時間も迫っているので、まずは大

きな私のお願いとしては、今言った指導者の質

と量の確保、補助支援をどうするかということ

です。 

  もう一つです。やはりこれからそうなんです

けれども、夜間の練習が増えてきます。平日移

行してしまうと、全ての地域クラブが移行する

と、時間帯に置き換えますと18時30分から20時

30分のこの２時間の夜の練習時間となる、それ

がもともとやっているスポ少と全てが重なって

しまいます。また、新しい小中一貫校に集中し
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てしまうクラブ活動の拠点も多く聞いておりま

す。こういったことを考えると、先ほど市内９

校の体育館、グラウンド等は使えるというお話

をいただきましたので、もうそういった意味で

言いますと、中学校はもちろんなんですけれど

も、小学校の夜間照明、例えばグラウンドに関

しては整備が必要かと思いますが、どうでしょ

うか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 まず、私は指導者への謝

金についてお答えさせていただきますけれども、

実証事業でこのようなメニューもあるよという

ことで紹介されたお話がございますが、私ども

としましては、小学生には小学校なりのスポ少

の活動があって、中学校の部活動の移行につい

てもその流れをくむものと考えておりますので、

今のところは国からの支援というふうな動向が

ない限りは、今のところは考えはないというこ

とでお答えさせていただきたいと思います。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 渡辺教育次長兼教育総務課長。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 学校施設にお

きます屋外の施設におきます照明等の考え方に

ついてでございますけれども、やっぱり学校に

つきましては、基本的に学校教育活動をまず優

先に様々な整備を進めているところでございま

す。やっぱり教室へのエアコンとかＬＥＤなど

の対応、あとトイレの洋式化などへの対応をま

ず優先的に、学校については修繕等を施してお

ります。ただ、学校活動において、やはり子供

たちというか、子供の安全性に配慮することが

第一優先となりますので、そこがちょっと欠け

る部分があれば、その部分については手だても

考えていかなければいけないのかなと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） ただいま答弁いただき

ました。一つは指導者に対するものに対する答

弁、あとはやはり地域活動をしやすいような体

育館やグラウンドの整備というところで御返答

いただきました。ぜひ、今後ともそれに関して

協議をしていただきながら対応していただけれ

ばと思います。 

  あと、先日ですけれども、そういった意味で

いうと、ほかの自治体をちょっと視察に行って

まいりました。南陽市のほうに行きまして、特

徴として、国・県の補助を活用した事例が多い

ようでした。一つは検討委員会の開催というと

ころなんですけれども、こちらは新庄もやって

いるんですが、基本的に実証検証事業の推進と

評価、あとは検証を行っております。あとは、

モデル種目といいますか、10種目11団体に様々

な情報を共有しながら、指導者報酬、施設使用、

活動に関わる費用の一部を助成しています。助

成することで、費用どのくらいかかるのかとい

う検証を行っています。また、移行に際し初期

費用がかかる点を考慮した施策と聞いておりま

す。あとは、指導者育成研修会の実施を年間４

回行っております。様々やっております、熱中

症対策やコンディション、救命救急の方法等で

すね。また、地域や保護者対象説明会というの

をやっているんですけれども、保護者のみなら

ず広く市民に参加を呼びかけております。こち

ら、年間２回やっております。あとは、地域ク

ラブ、文化芸術活動の周知広報活動、これは新

庄もやっているので、ホームページに一覧を張

りつけなどしておりますが、実は内容のほうは、

スポーツ協会が事務的な作業を行っております。

この辺が、いろんな役割分担をしているのかな

と思っております。あとは、子供たちに夢を持

たせるために、トップアスリートの講演会の実

施なども行っております。 

  参考までですが、南陽市はこれらの令和６年
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度事業を、国・県からの補助金として300万円

超を用い、市の持ち出し150万円ほどと合わせ、

合計500万円弱で行っていると聞いております。 

  ほか、舟形町なども行きましたが、舟形町は

単独事業というのはすごくやっておりまして、

指導者の活動経費やユニフォーム購入経費、あ

とは活動の機材の修理や購入経費、運営経費、

もっと言うと保護者会のほうにも若干運営費の

補助をやっておりまして、土・日のスクールバ

スを運行しています。 

  そういったところでいうと、どの自治体にも

共通する悩みが、今やっていることの上で休日

への移行期間中の対策がこれからどうしたらい

いものかというふうに悩んでいるところが多い

ように思います。また、もう本当にこれは県内

だけの話ではなくて全国的な話でございます。

ただ、私が申したいのは、新庄市も残り１年、

来年度に何かしらの実証事業、施策を投じた結

果を検証した上で、平日の地域移行という山場

をどのように対応していくか協議をお願いした

いと思っております。再三言っておりますが、

この件に関してお願いします。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、国の補助を活

用した各自治体の様々な取組ということで、本

市も他市の活動等について注視しながらここま

で進めてまいりました。例えば、南陽市のほう

では、指導者の質の保障や量の確保ということ

で、人材の発掘や研修等を主に行うというよう

な実証事業を行っております。そういった中で

の様々な研修や、講習会なども企画していると

伺っておりました。 

  本市におきましては、体制整備ということで、

コーディネーターを配置し、とにかく全ての学

校の現状、また受皿となり得る地域団体の状況

を把握するといったところを、コーディネータ

ーを配置することによって進めていきたいとい

うことで、目的が違った形での実証事業という

ことで取り組んできたところでございます。 

  しかしながら、そういった中で、議員がおっ

しゃったように、実際にスタートし始めるとど

ういう点が課題となってくるのか、どういうと

ころが難しいのかというところが少しずつ見え

始めておりますので、そういった部分について

は、今後も検討委員会等でしっかりと検証して

いきながら進めていかなければならないと思い

ます。 

  また、来年度に向けての実証事業につきまし

ては、社会教育課中心とはなりますが、関係課

で連携しながら、相談しながら、ぜひ進めてま

いりたいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

８ 番（鈴木法学議員） 議長、鈴木法学。 

佐藤卓也議長 鈴木法学議員。 

８ 番（鈴木法学議員） ぜひ、よろしくお願い

いたします。 

  時間も長くないので、先ほど国の大項目３つ

あると申しました。２つ目は、時間上、割愛さ

せていただきます。 

  ３つ目です。地域における新たなスポーツ環

境の構築等です。こちらの施策を支える新たな

スポーツ環境の構築のための施設の整備改修の

支援を行っております。先ほどとはまた別枠の

予算でございます。 

  こちらのほう、クラブチーム、外部から持込

みの、例えばですけれども、用具保管の倉庫の

設置、あとは、いろんなところを借りるときに

鍵の貸し借り、結構不便だそうです。スマート

ロックという設置をすることによって、扉の、

いろいろ遮る扉などの改修作業をして、体育館

等単独で使えるような手法ですね。あとは、グ

ラウンドで活動しようが体育館で活動しようが

必要になってくるのはお手洗いですね、トイレ

です。こちらのほうは、やはり整備必要かなと

思っています。現在の新庄小学校の体育館が、
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単独施設として利用しやすいつくりとなってい

ると聞いております。ただ、やはり先ほど言っ

た貸し借り、返却の不便さもございます。あと

は、トイレに関しては、日新中学校をはじめと

するところが改善が必要だと聞いています。そ

ういったところ、細かなところもございますが、

未来ある子供たちのためにぜひ御検討、協議の

ほうよろしくお願いいたします。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  10日午前10時より本会議を開きますので、御

参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時４８分 散会 
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令和６年１２月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 坂 本 健太郎 

１．ひきこもり等の若者支援について 

２．新庄市総合計画における後期基本計画及び実施計画に

ついて 

３．協働の推進について 

市 長 

２ 亀 井 博 人 

１．歳入の壁について 

２．神室荘について 

３．観光について 

４．投票環境について 

市 長 

教 育 長 

選 挙 管 理 

委 員 会 

委 員 長 

３ 辺 見 孝 太 

１．新庄開府４００年記念事業について 

２．新庄まつり２７０年祭について 

３．統合型リゾート（IR）の誘致について 

市 長 

教 育 長 

４ 伊 藤 健 一 
１．新庄まつりの今後に向けた取り組みに関して 

２．新庄コミュニティ放送局の活用について 
市 長 
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開      議 

 

 

佐藤卓也議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  欠席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

  ここで石山副市長より発言の申出があります

ので、これを許可します。 

石山健一副市長 議長、石山健一。 

佐藤卓也議長 石山副市長。 

石山健一副市長 おはようございます。 

  私から、昨日、田中 功議員から、グラウン

ドゴルフのためのエコロジーガーデン内スペー

スの利活用についての御質問がございました。

教育長答弁の後の、その後の執行部側の答弁、

不統一な部分がございましたので、改めまして、

統一見解としての私から補足の答弁をさせてい

ただきたいと思います。 

  グラウンドゴルフのためのエコロジーガーデ

ン内のスペースの利活用についてでございます

が、エコロジーガーデン内のエリアにつきまし

ては、本来の道の駅の利活用として、今後どの

ようにしていくか検討していくべきものと考え

ております。 

  したがいまして、エコロジーガーデン内の、

昨日ございました北側の利活用につきましても、

エコロジーガーデンの第５期の利用計画に基づ

いて、今後具体化を検討していくこととしてお

りますので、グラウンドゴルフ場としての整備

や利活用は考えておりません。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１一般質問。 

  本日の一般質問者は４名です。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

 

 

坂本健太郎議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 それでは初めに、坂本健太郎議員。 

   （５番坂本健太郎議員登壇） 

５ 番（坂本健太郎議員） おはようございます。 

  12月議会一般質問２日目、１番目となります。

議席番号５番、共に創る市民の会、坂本健太郎

です。 

  通告に従って３点質問いたします。御回答を

よろしくお願いいたします。 

  初めに、ひきこもり等の若者支援についてで

す。 

  ９月定例会においても質問いたしましたが、

青年層のひきこもり対策まで質問ができなかっ

たため、再度質問させていただきます。 

  令和５年度児童生徒の問題行動・不登校等生

徒指導上の諸課題に関する調査結果が公表され

ました。小中学校における不登校児童生徒は34

万6,482人、前年度29万9,048人であり、前年度

から４万7,434人、率にして15.9％増加してお

ります。これは11年連続増加しており、過去最

多となりました。 

  本県の不登校は、小学校が785人、前年度比

100人増、率にして14.5％増、中学生は1,554人、

166人増、率にして11.9％の増となっており、

合計2,339人は過去最多となりました。 

  前回も申し上げたとおり、不登校がひきこも

りの引き金にもなっており、若者への早期の適
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切な支援が、長期化を防ぐ上で重要であると考

えております。 

  前回の一般質問では、不登校への支援をお聞

きしましたので、今回は義務教育を卒業後、青

年層、若者のひきこもりに対して、当市ではど

のような支援をしているのかお聞きいたします。 

  １、ひきこもり支援での関係各所との連携に

ついて、どのような体制となっていますでしょ

うか。 

  ２、ひきこもりの長期化を防ぐためには早期

の支援が必要と考えておりますが、支援のメニ

ュー、活用の実績などについてお聞かせくださ

い。 

  ３、若年無就業者の就業支援も重要と考えて

おりますが、当市における現状の認識と対応に

ついてお聞かせください。 

  続きまして、新庄市総合計画における後期基

本計画及び実施計画についてです。 

  令和２年度に策定された第５次新庄市総合計

画は、2020年度から2030年度までの10年間の計

画であります。2025年、令和７年度で前期の５

年間を終え、令和８年度から後期の基本計画実

施計画がスタートいたします。すなわち、来年

度が見直しの年となります。 

  しかしながら、コロナ禍を経て人々の行動は

変容し、社会システムの変化、ＤＸの推進等、

社会潮流は大きな変化がありました。 

  これらを踏まえ、後期の基本計画、実施計画

の策定に関してお伺いいたします。 

  １、社会情勢、社会潮流は大きく変化してお

ります。まちづくりの方針を示す基本構想の変

更は考えておりますでしょうか。 

  ２、総合計画は、当然、市長の思い、ビジョ

ンも反映されてしかるべきと考えております。

市長公約の実現のため、後期の計画に反映する

ことは考えておりますでしょうか。 

  ３、基本計画は５年ごとに見直し、市民ニー

ズの変化を取り込むこととされておりますが、

どのような手法で把握するのでしょうか。 

  ３点目、協働の推進についてです。 

  将来にわたって持続可能なまちを実現するた

めには、市民の協力が必要であり、協力関係か

らさらに進み、協働によってまちづくりを行う

ことが不可欠と考えております。 

  市民の協働意識の醸成、市民や市内事業者の

みならず、県内外の事業者との連携協定等、課

題解決のためには、様々な能力・資源を持った

関係者と一緒に取り組むことが必要と考えます。 

  当市における協働体制についてお伺いいたし

ます。 

  １、協働を推進するための地域活動の担い手

の育成の現在の取組について。 

  ２、地域の課題解決には新しい技術や新しい

サービス等の活用が必要であり、連携協定等の

方法があります。現在の当市と企業との連携状

況についてお伺いいたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 おはようございます。 

  それでは、坂本議員の御質問にお答えします。 

  ひきこもり等の若者支援につきましては、山

形県が中心となり、各保健所、医療機関、民間

支援団体、民生委員・児童委員、市町村等と連

携して進めているところであります。 

  本市のひきこもり支援での関係各所との連携

体制につきましては、庁内の福祉部局、教育部

局、住宅部局、税務部局等で構成する生活困窮

者自立支援庁内連絡会議において、各課の支援

内容等の情報共有を図っております。 

  また、アドバイザーとして、生活自立支援セ

ンターもがみの担当職員にも会議に御参加いた

だき、相談があった場合の対応などについての

アドバイスをいただいております。 

  次に、ひきこもりの長期化を防ぐための支援

メニューと活用実績についてでありますが、ひ
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きこもりに限らず、様々な原因で生活に困窮す

る方を支援するため、法制度に基づいた自立相

談支援事業や就労準備支援事業を行っておりま

す。令和５年度の自立相談支援事業の活用実績

につきましては、新規相談件数が40件、平成27

年度事業開始からの延べ相談件数は1,122件、

延べ就労者数は16名となっております。 

  就労準備支援事業につきましては、支援対象

者５名、延べ支援期間が46か月となっておりま

す。 

  また、市内に県が若者相談支援拠点として設

置しておりますフリースペースたまりばがござ

いますので、その活用についても広く周知して

いきたいと考えております。 

  次に、若者無就業者の現状認識と対応につい

てでありますが、令和５年度に県が実施した困

難を有する若者等に関するアンケートの調査結

果によると、最上地域の困難を有する若者等は、

県内平均出現率より僅かに高くなっております。

また、県内の年齢別の出現率は30代が最も高く、

困難を有する期間は10年以上が最も多い結果と

なっております。 

  ひきこもり状態となっている方は、原因も

様々であり長期化していることが多いことから、

社会参加や就業に結びつくまで長期の支援が必

要となりますが、一方で、年齢や精神状況等に

より相談対応窓口が異なるなど、多くの課題が

あると捉えております。今後、これらの課題解

決に向けまして、市関係課、ハローワーク、社

会福祉協議会等の外部団体で構成する生活困窮

者自立支援事業に基づく支援会議を設置し、ひ

きこもりを含めた支援について情報の共有、交

換を行い、継続的に支援できる体制や相談窓口

の一元化について取り組んでまいります。 

  次に、第５次総合計画における基本計画及び

実施計画の見直しについての御質問にお答えし

ます。 

  コロナ禍を経て、人々の行動変容、様式の変

化や急速なデジタル化などにより、社会情勢が

大きく、かつ目まぐるしく変化しております。

これらを的確に捉え、具体的なまちづくりの施

策に対応することが、今後、本市政運営をして

いく上で大変重要であると考えております。 

  基本構想につきましては、令和３年度から10

年計画として策定しており、本市の目指す将来

像の実現のため、８つのまちづくりの柱につい

ては、重要な指針として位置づけられていると

捉えております。 

  令和８年度からの５年間における基本計画等

を見直すに当たっては、社会情勢の変化や厳し

い財政状況など、本市を取り巻く課題を十分に

踏まえていく必要があると考えております。 

  次に、私の公約を基本計画等の見直しに反映

するのかという御質問でありますが、基本計画

は、基本構想に掲げる本市の将来像を実現する

ために定めた計画であります。私の公約も同様

に市の現状と課題を踏まえたものであり、基本

計画の政策と同じ方向性のものと捉えておりま

すが、しかし、時代の変化や社会情勢の変化に

新たな対応が必要と判断した場合、見直しも考

えなければなりません。 

  なお、実施計画の見直しに当たりましては、

当然、私の考えを反映していきたいと考えてお

ります。 

  次に、市民ニーズを把握する手法等につきま

しては、市民を対象としたまちづくり市民アン

ケート調査を実施する予定であり、あわせて、

各分野の個別計画に関して実施している各種ア

ンケートの調査結果を活用してまいります。 

  また、地域のニーズや課題を把握するために、

市民参加型の意見聴取の機会を設け、幅広い層

からより多くの御意見を頂戴し、実効性のある

施策へとつなげていきたいと考えております。 

  次に、協働推進についての御質問にお答えい

たします。 

  多様化する地域課題に対して、市民と共に解
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決を図っていくことが極めて重要と考えており、

そのためにも、今以上に協働を推進していく必

要があると考えております。 

  この対応といたしましては、令和４年３月に

協働の指針を策定し、本市の協働の在り方や今

後の協働の方向性について示すとともに、全庁

的に協働の取組を促進させるため、協働推進の

手引きも作成し、職員の意識の醸成を図ってい

るところであります。 

  地域活動の担い手は、市民個人だけではなく、

町内会などの地域住民組織や法人、大学など多

様な形態があり、協働の形も協議会や実行委員

会などをはじめ、後援や共催、市民の情報交換

など多岐にわたり、本市といたしましては、現

在も多様な担い手と共に協働の取組を進めてお

りますが、今後も様々な地域課題に対応すべく、

協働の取組をさらに推進してまいります。 

  次に、地域課題解決のための企業との連携に

ついての御質問でありますが、現在、本市で導

入しております指定管理者制度につきましては、

官民共通の課題を協力して解決していく協働の

代表的な形と捉えております。 

  また、このほか市内の企業と協定を結んでい

る事例といたしましては、移動スーパーとの地

域の見守りに関する協定や協会けんぽとの健康

づくりの推進に関する協定などがありますが、

このほかにも各部署の個別の事案に応じて、多

様な企業との連携や協定を締結して、様々な取

組を進めているところであります。 

  近年は、官民連携した課題解決に向けて、全

国的にデジタルを活用した新しいサービスを、

取組を企業と連携して進める自治体も大変多く

なってきておりますので、本市といたしまして

も、地域課題の解決に向けた企業との連携につ

いて積極的に検討してまいりたいと考えており

ます。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

  私がこの一般質問の項目を挙げた中での課題

の認識というものは、今の答弁の中で守られて

いたということで、安心したところでございま

す。ありがとうございます。 

  それでは、再質問に移らせていただきますが、

順番なんですけれども、総合計画のほうからさ

せていただきたいと思います。 

  2020年から2030年までという大きな総合計画

の中で、10年間というとても長い期間の中で計

画があるわけですけれども、５年５年でその見

直しということで、見直しのタイミングでこの

ような質問をさせていただいているところでご

ざいます。 

  市長からの答弁にもあったとおり、今までの

時代の流れ、これからの新技術ということで、

様々なものを取り入れて見直しをしていくとい

うことをおっしゃっておられたので、安心した

ところでございます。 

  その中で、例えば、公共交通機関とＤＸとか、

ＡＩを活用した業務効率化、数年前でも分から

なかったことが、どんどん新しい技術が開発さ

れてきております。最近のテレビ番組では、Ａ

Ｉを使った学校の学習支援、評価支援など、

様々なところで取組が図られておりますが、そ

れらの技術をどのようにして、計画そのものよ

りも、計画をつくっていく、実行する段階で反

映させていく、使っていくということが求めら

れると思いますが、その辺はどうでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 おはようございます。 

  それでは、坂本議員のただいまの御質問にお

答えしますけれども、総合計画の後期計画を策

定していく中で、ＤＸであるとかＡＩであると

か、様々な時代の流れに伴って、デジタルの進
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展なども含めて、様々な技術が発達してきてい

る部分について、計画に取り込むというよりは、

策定の段階でどうやって使っていくのかという

御質問かと思いますけれども、今現在、今、議

員おっしゃる部分については、確かにそのとお

りだなというふうに思っておりまして、特にＡ

Ｉにつきましては、本年度、外部の講師の方を

招いて、職員の研修などもする中で、各課のデ

ジタルツールを活用できるＤＸ人材の育成に努

めております。 

  各課でのデジタルを活用できる職員が増える

ことによりまして、様々、後期計画を立てる上

でも、課題をデジタルでどうやって解決してい

ったらいいかというような裾野が広がっていく

のではないかというところで、来年度もこれと

は別のデジタルの外部人材を非常勤として活用

することを今計画しておりまして、一気にＤＸ

関係の基本的な部分について、まずは職員の育

成のほうから進めていって、後期の計画の見直

しの中に生かしていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） ちょうど今のこの時

期に来年度からの動きが出てきたということで、

御答弁ありがとうございます。 

  やはりＡＩは使って何ぼだと思っております

ので、使える人材を増やして、何ができるのか

も含めて、これからの５年間、計画の中、実施

計画の中にも落とし込んでいっていただきたい

と思います。 

  ＡＩということで、デジタル化ということも

あるんですけれども、ＥＢＰＭという言葉がご

ざいます。エビデンス・ベースト・ポリシー・

メイキングの頭文字を取ったものでして、政策

の立案に、経験や直感ではなくデータや合理的

根拠に基づく手法を用いるということで、これ

からの施策においては、このＥＢＰＭというと

ころが非常に重要になってくると思っておりま

す。 

  今後ますますこのようなデータに基づいた客

観性をもって施策に取り組まなければならない

と考えておりますが、いかがお考えでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 今議員から御質問ありま

したＥＢＰＭにつきましては、以前から、おっ

しゃるとおり、客観的なデータに基づいた政策

立案というふうな部分については、非常に重要

というふうに認識しておりますけれども、やは

りそういうデータをきちんと扱う方であります

とか、そういった専門的な分野の助言・指導な

どをいただかないと、我々も勉強不足の部分も

ありまして、そういったところまで到達してい

ないというふうなところが正直なところであり

ますので、今後世の中の流れとして、そういう

客観的なデータに基づいた、特に公共交通なん

かもそうなんですけれども、そういった部分で

必要性というのは十分認識しておりますので、

今後さらに検討・研究を進めていきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） 重要だと思っており

ますので、データサイエンスということで、情

報の教科も高校生はもう当たり前のように習っ

ておりますので、ぜひこのデータを用いたＥＢ

ＰＭを取り入れていっていただけたらと思いま

す。外部講師ということもありますし、県のほ

うでも進めていると思いますので、ぜひその辺

は、先ほどのＡＩに関しても、外部講師を通し

て研修するということでしたので、データの活

用をどのようにしていくかということで、外部

の講師からの研修をするなど、そういうことも

考えられますので、どうぞよろしくお願いしま
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す。 

  次に、新庄市の計画策定の特徴としまして、

市民と共にまちづくりを行うことができる計画

と書いてあります。様々な方法で市民の参画の

機会を設け、町の将来像を共に検討すると記載

されておりました。 

  第５次新庄市総合計画策定時に、市民の参画

の機会として、新庄未来ワークショップを開催

いたしました。何度か私もこれに参加したとい

うことで、行っておりますが、市民の参画の機

会と思い、多くの方がこれに参加したと思いま

す。 

  しかしながら、どの部分が計画に反映された

のか、ちょっと分かりづらいという声も聞いて

おります。実際にワークショップに関わった市

民の方々からも同じような御意見がありました。

それはワークショップの目的、ワークショップ

から出たアウトプットの、どのようにそれを実

現するかなど、様々な要因はあると思うんです

が、ワークショップをしたということで、市民

の参画の機会から計画にどのように反映された

のかというのは、ちょっと分かりづらかったと

いうのはあると思います。 

  後期計画策定においては、市民の参画の機会

とはどのようなものを想定されておりますでし

ょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 市民と共につくる計画と

いうことで、今、坂本議員からは、総合計画策

定の際、どの部分が計画に反映されたか分かり

づらかったというところが、意見としてあると

いうところでございますけれども、その部分に

つきましては、確かに質問いただいています協

働の部分とも関わってまいりますけれども、政

策過程への市民の参加という部分で、協働とい

う位置づけにもなるかと思うんですが、様々市

民の意見を聞く機会が、計画とか様々ある中で、

ストレートに御意見を取り込めるものもあれば、

そうでないものも、いろいろ多種多様な部分で

あるのかなと思っております。 

  その中で、こちらの第５次の総合計画の際の

部分については、計画が取り込まれていないと

いうふうな、どこにかという、分かりづらいと

いう部分、御意見ある一方で、こちらのワーク

ショップというのは６回開催していただいて、

毎回70名近い市民の方に参加いただいたという

ことになっておりますが、このときのワークシ

ョップの視点といいますのは、新庄市が抱える

課題を、市民と行政の職員が一緒になって洗い

出しをしていくということで、市民の方にそれ

に参加していただくことによって、次のアクシ

ョンを生み出してもらうきっかけとしてもらう

というようなところが、まず前回のワークショ

ップのときにはあったと捉えております。 

  そういった部分で、直接的には出た結果を、

この計画のどこに位置づけたか分かりづらいと

いう点は、確かにこれについてあるかと思いま

すけれども、まずは協働の担い手の育成という

部分とも重なってくると思うんですけれども、

まずは市民の方に行政に興味を持ってもらって、

次の一歩を踏み出してもらうきっかけになった

ものなのかなと思っております。 

  その上で、後期計画にどのような市民の意見

の取り込み方をするのだという御質問ですけれ

ども、こちらについては、まだちょっと来年度、

計画策定というようなことで、今現在、具体的

な部分はありませんけれども、市長の公約でも

対話と決断というようなことで掲げている部分

もありますし、先ほど市長が御答弁申し上げま

したが、様々な多様な機会を捉えて意見を拾っ

ていくということもありますので、そういった

部分を含めて、策定の段階になりましたら、そ

ういった取り込み方法についても考えてまいり

たいと思っております。 

  以上でございます。 
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５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。計画に直で取り込むということができる、

できないというのは、それは私も参加していて

分かるんですが、どこに取り込まれたか、課題

の洗い出しということでしたので、課題は、こ

この課題がこの計画の課題に行っているとか、

ちょっと具体的に市民が参加したものが、やっ

ぱり市民の活動がどのように市政に反映されて

いるかというのは、計画のときだけでなくて、

様々な市民が入っている委員会なり、意見をも

らうときなど、様々な機会あると思うんですけ

れども、そのフィードバックがなかなかないと

いうことも御意見として聞いていますので、せ

っかく出ていただいた市民の方の御意見がここ

に反映されて、あなたの意見はここにあるので、

新庄市の未来はもっと明るくなるように動いて

いくんですよというぐらいまで言っていただけ

ると、市民は参加してよかったなという思いが

ありますので、ぜひ次期の計画ではお願いした

いところでございます。 

  続きまして、協働の推進について再質問させ

ていただきます。 

  令和３年度に協働の指針ということで策定し

ております。私のほうでもホームページにある

ので、見させていただきました。協働の必要性

の説明の中に、市民が主役のまちづくりを進め

ていくには、地域での支え合い・助け合いが大

切で、市民の自治意識の高まりに期待しつつ、

市民と行政が協働して地域の課題解決に取り組

むという仕組みづくりが重要となっていますと

いう説明がありました。 

  ちょっと気になったのが、自治意識の高まり

に期待しつつという部分でした。やっぱり協働

というものは、意識が高まっていくというのを

待っているだけではなかなか高まらないという

のが、私は持論としてありまして、協働で一番

大切なことは、協働のノウハウよりも、やり方

よりも、このまちを自分たちがつくっていくと

いう、そういう市民意識が大事だと思っており

ます。 

  気持ちを育てる、社会に出るきっかけをつく

る取組というものは、どのようなものがござい

ますでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 今、議員御質問の協働の

指針の一文の部分でありますけれども、確かに

おっしゃるとおり、自治意識の高まりに期待し

つつというのは、何ていうんでしょうか、市民

のほうに期待だけして何も、待っているという

ようなイメージに捉える文言に確かになってい

る部分については、そう取られても致し方ない

かなと思っております。 

  一方で、協働と申しますのは、先ほど市長も

御答弁申し上げましたけれども、様々多種多様

な活動、市民とか町内会、あるいはＰＴＡ、

様々な団体が、多種多様な形も様々ありまして、

それが総合政策課としては全体の協働の取りま

とめというふうなことで、位置づけといいます

か、そういった業務を担任しておりますけれど

も、その出口部分については、全課で市民の方

と関わりを持って、様々協働というツールを使

って、実際は取り組んでいるというのが実態で

ございます。 

  その中において、それぞれボランティア団体

だったり、活動団体だったりと連携しながら、

担い手といいますか、そういった盛り上げ、市

民の意識の醸成には取り組んでいることと思い

ますけれども、総合政策課といたしましては、

やはり町内会でありますとか、区長の業務のほ

うを管轄しておりますので、そういった部分に

つきましては、やはり各町内会についても、人

口減少に伴って子供の数が減ってきている、あ

るいは町内会の担い手が減ってきているという
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課題がありまして、非常にそこの部分というの

は市としても大きい問題だと捉えております。 

  ただ、やはり意識を高めていく方法というの

はなかなか難しい中で、それにのって来ていた

だける住民の方というのも、やはり少ないとい

うのが現実ではあるんですけれども、区長にお

きましては、全体研修でありますとか、役員研

修をして、何ていうんでしょうか、先進地のそ

ういうふうな事例なんかも視察しながら、そう

いった町内会の盛り上げをしようという方々が

増えていけるような意識の醸成に、取組を進め

ているところではあります。 

  まだまだ足らない部分とかございますけれど

も、今後どうやったらいいかという部分も含め

て課題と認識しておりますので、今後さらに他

市の事例なども調査しながら検討してまいりた

いと思っております。 

  以上でございます。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） 総合政策課だけの対

応ということになると、やっぱりちょっと狭ま

ってしまいますので、全庁的なところはそこの

課でやって、ほかのところはまたそれぞれの課

でやっているということでしたので、そこは理

解したいと思います。 

  一般の市民の方から、自分たちが協働という

か、自ら美化活動とか清掃活動とかされている

方から言われたことが、自分たちは好きで、ま

ちをきれいにするということでやっている活動

でも、やっぱり褒められるとうれしいというか、

モチベーションが上がるということでした。謝

金が欲しいとかお金がどうこうとかではなくて、

やっている活動に対して、除草剤がいいのかど

うか分かりませんけれども、除草剤を配布した

りとか、あと草刈り機の燃料とか、あとは何よ

り、市から、行政からというのは難しいかもし

れないんですが、感謝の気持ちを、団体があれ

ば、個人は難しいかもしれないんですけれども、

団体などに感謝するということを続けていけば、

その方のモチベーションが上がって続けられる

ということもおっしゃっていましたので、そこ

はちょっと伝えておきたいと思います。 

  先ほどの担い手を育成するという部分で、Ｎ

ＰＯなど、そういう社会貢献活動を行う団体も

ございます。こういう団体、ＮＰＯがいいわけ

ではなくて、社会貢献をするという、そういう

活動をする人材を増やしていくというのもすご

く大事だと思っております。 

  2005年10月、市民プラザに市民活動交流ひろ

ばぷらっとが開設されております。まさに市民

の協働推進のための拠点ということで、この人

口レベルの新庄市でこのような活動の拠点があ

るというのは本当に珍しいというか、よくぞつ

くってくれたというところではあるんですけれ

ども、ここでは市民活動への相談、補助金等の

紹介、スキル向上の市民講座などありましたが、

最近は、機器の貸出しということは一番大事な

ところではあるんですけれども、そこから人の

育成、あとは研修、人の社会貢献活動の心に火

をつけるなどの活動がちょっと弱まっているよ

うな気はするんですけれども、その辺はいかが

お考えでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 それでは、私のほうから

市民プラザにございますぷらっとの活動につい

てお答えさせていただきますけれども、活動が

弱まっているかというと、そうでもございませ

んで、指定管理事業者に対しての活動に１名分

の雇用をしてということで、活動をさらにお願

いしているわけですけれども、最近の事例とし

ましては、福宮に組織されていますチョウセン

アカシジミの県の環境大賞への申請に関して、

いろいろ御相談を受けながら、申請行動を支援

した中で、いろいろ携わっていく中で、活動へ
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の充足というか、深め方をしていたということ

で、事例としてはそのようなことがございます。 

  それぞれＮＰＯとしての活動もございますし、

具体的な支援というと、それぞれ多岐にわたる

んだろうと思いますけれども、まず一つ御紹介

したいのは、その辺の部分でということでお話

しさせていただきます。よろしくお願いします。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） 事例紹介ありがとう

ございます。そのような事例があるのであれば、

ぜひともぷらっとを使用していただいて、活用

していただいて、このような支援もできるとい

うことを周知していただければ、大変ありがた

いなと思います。 

  私が何度もというか、一般質問でも言ってい

るのが、やっぱりまちづくりは人づくりとよく

言われていますけれども、なぜ必要かというこ

とをちょっと再度申し上げたいと思うんですが、

皆さんが、最初から社会貢献意欲を持って活動

するという人が、どれだけいるんですかという

ことになると、ほぼほぼ難しいと思います。そ

れは、何をしたらいいのか、自分がこの社会活

動をできるのかどうかという、その最初の取っ

かかりというのがすごい大事かなと。それを促

すような仕組みとか、あとはそういう研修、講

座などがあってこそ、その人は自分のやるべき

ことがもう一つあるとか、自分だったらこれが、

今まで生きてきたスキルの中でこれが役に立つ

とかということで、新しく社会貢献に活動する

人も生まれてくるわけなんですが、その人たち

の背中を押すという部分で、先ほどの事例が、

県の申請の支援ということでありましたが、最

初の背中を押すということの支援などはどのよ

うにお考えでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 様々な活動を始めたいと

いう初期段階の支援ということなのかなと思っ

てお伺いしました。 

  それぞれの青少年の活動に関する支援という

ようなこともやってございますけれども、その

ような中で、他市、あるいは県内の情勢、ある

いは先進事例などを研修する場というようなこ

とで、御参加いただいているという部分もござ

います。そのような中で、それぞれの思いに合

った活動に寄与されるものであればいいなとい

うようなことではございますけれども、そのよ

うな機会を捉えて、ぜひきっかけをつくってい

ただければなと思っております。よろしくお願

いします。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） 質問は、今の再質は

ちょっとこれで以上にしたいと思うんですが、

もっと市民が出るという機会をつくって、講座

なり、人の心に火をつけるような講座をぜひと

もしてほしいと思っております。 

  最後になりますけれども、ひきこもり支援の

ほうの再質問をさせていただきたいと思います。 

  先ほど、庁舎内の連絡調整会議などを県のア

ドバイザーを使ってということで、様々取り組

んでいらっしゃるということでお話、御答弁あ

りましたが、課題としては、やっぱり相談機関、

そもそも認知不足、気軽に行けないというよう

なことがあると思います。 

  実際に引き籠もっていた子の経験がある御家

族の方から話を聞くと、役所に行くということ

が、電話でもそうですけれども、相談するとい

う最初のステップがなかなか難しいというお話

もありました。 

  新庄市にもひきこもり支援プラットフォーム

ということで名前ありますけれども、実績はあ

りますでしょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 
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佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 ひきこも

りプラットフォームの実績という御質問でござ

いますが、プラットフォームそのものに対して

の相談件数等は、今のところ実績としては上が

っておりません。 

  以上です。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） やはりというか、庁

内の連携した協議会、プラットフォームという

ところがあっても、なかなか相談ができにくい

ということがあるのかなと思います。 

  ただ、役所じゃなくても、民間団体がそれを

補っていると、活動しているというのが、他の

地域での活動だと思います。これからの行政運

営には、やっぱり民間団体との連携なくしては

成り立たないと思っております。 

  連携の前に、率直に意見交換、対話の場とい

うことで、お互いに胸襟を開いて現状の把握、

不足する支援などを確認して、その後の支援策

へと進んでいくのかなと思っておりますが、具

体的に市内の、先ほど話した困窮支援の団体な

り、若者支援の団体なりと、そのような市内の

業者とは、事業者とは話合いなどはしておりま

すでしょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 市独自で

そういう団体、ひきこもり支援につきましては、

現在県のほうが中心になって、たまりばのほう

に業務を委託しているということがございます

ので、そちらのほうと、直接市のほうで協議と

か意見交換会を、独自にやったということはご

ざいません。 

  ただ、市のほうで、生活困窮者自立支援事業

の関係で、自立支援センターもがみと委託契約

を結んでおりますが、そちらのほうとは逐一、

そういうひきこもりに関した特化した情報共有

ではございませんが、そういう意見交換等は随

時やっております。 

  以上でございます。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） 今の御答弁でも分か

ったのが、ひきこもりを中心とした意見交換な

どはしていないが、そのほかの、今までの既存

の困窮なり障害なりという、そういうところで

の連携しながらの話合いはしているという回答

だったと思うんですが、やはりひきこもりの支

援と、そこをどういうふうにするかという、や

っぱり一つ軸がないと、なかなかそういう話合

いができないなと思いました。ぜひちょっとひ

きこもりにしないためのということで、早期の

支援を考える上でも、実際やっている団体とお

話をしていただくことが、課題解決の最初の一

歩になるんじゃないかと思います。 

  ひきこもりのきっかけということで、どんな

きっかけでひきこもりになるのかという、そう

いう調査もございました。令和５年度、先ほど

市長も言った困難を有する若者等に関するアン

ケートがございます。困難を有する若者という

ことで、ひきこもりの実態として、不登校がき

っかけとしては16.7％でしたが、それ以上に、

就職できなかったが11.2％、就職したが失業し

たが18％、ひきこもりのきっかけですね、きっ

かけの実に３割が、就労時のつまずきがきっか

けとなっておりまして、そこからひきこもりの

最初へと続いているような結果になっておりま

す。したがって、私は若者の就労支援というこ

とが非常に重要と認識しております。 

  青年層に特化した就労支援、地域若者サポー

トステーション、通称サポステと言われておる

んですが、県内３か所あるんですが、最上地域

だけありません。サポステの説明書きには、サ
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ポステは、働くへの一歩を踏み出したい15歳か

ら49歳までの現在お仕事をされていない方や就

学中ではない方たちとじっくり向き合い、本人

や御家族の方々だけでは解決が難しい働き出す

力を引き出し、職場定着するまでを全面的にバ

ックアップする厚生労働省委託の支援機関との

説明がありました。最上地域に必要な支援機関

と思うんですが、いかがでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 就労支援ということの御

質問でございましたので、私のほうから御答弁

させていただきたいと思います。 

  ただいま坂本議員から、サポステ、サポート

ステーションの御説明がございましたとおり、

補足して説明させていただきますが、全国では

約180か所程度サポステが設置されているよう

でございます。県内におきましては、庄内、置

賜、それから村山、最上地域を包括する形で、

山形市に１か所というような設置状況になって

いるようでございました。 

  当然、若者の就労支援ということにつきまし

ては、いわゆるひきこもりの部分につきまして

は、市場経済におきまして、マクロ的に見れば、

その経済損失は少なからずあるものというふう

に考えてございます。そういった観点からも、

そうしたサポステ等々の協力を得ながらの就労

支援の重要性は認識してございます。 

  ただ、この地域にサポステが設置されていな

い理由は、こちらのほうでもちょっと定かでは

ございませんが、今後とも県・国等と、関係機

関とも連携しながら、サポステの在り方につい

ても認識を深めてまいりたいと考えてございま

す。 

  以上でございます。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） サポステは厚生労働

省の事業でありまして、入札となっております。 

  先ほどから何回も申しておるとおり、行政運

営には民間団体の力がますます必要不可欠とな

っておりますので、手を挙げてくれそうな事業

者への声がけ、入札までの伴走支援など、市と

しての対応を期待したいのですが、いかがでし

ょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 ただいま議員から御質問

のありました、伴走等々の支援でございますが、

当然行政のみでできる事業ではないことは十分

承知してございます。国のほうのまず指定があ

っての事業でございますし、それから、当然県

とも連携するという部分が重要だと考えてござ

います。そういった点も含めまして、総合的に

支援のほうを調査研究してまいりたいと考えて

ございます。 

  以上でございます。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） 国は様々なメニュー

を用意しております。一つ一つ活用しながら、

当市でもひきこもり支援を事業の一つとしてし

っかり捉えて取り組んでいくことを願っており

ます。 

  以上で質問を終わります。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５２分 休憩 

     午前１１時０２分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

亀井博人議員の質問 
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佐藤卓也議長 次に、亀井博人議員。 

   （２番亀井博人議員登壇） 

２ 番（亀井博人議員） 12月定例会２日目、一

般質問、２番目にさせていただきます議席番号

２番、亀井博人です。 

  発言事項は、１番、歳入の壁について、２番、

神室荘について、３番、観光について、４番、

投票環境についてとさせていただきます。 

  １番、歳入の課題について。 

  いわゆる103万円の壁により、来年度予算編

成に向け、市町村でも歳入の減少が心配されて

います。 

  １、減収見込額はどれくらいでしょうか。 

  ２、減収額により予算編成への影響は考えら

れますか。 

  ３、令和５年度分事務事業評価の公表予定は

いつですか。必要な事務事業に選択と集中をと

提案もされてきました。新規事業の取捨選択、

それを担う職員配置等の仕組みは十分に機能し

ていますか。 

  ２番、神室荘について。 

  養護老人ホーム神室荘は、平成27年度から社

会福祉法人が運営しています。施設の現状と建

て替えについて伺います。 

  １、養護老人ホームで８畳の２人部屋は一般

的ですか。 

  ２、入荘を希望する際、措置基準はどうなっ

ていますか。他の施設と比較してどのような特

徴がありますか。 

  ３、定員と入荘数のここ３年の推移は。 

  ４、毎年2,000万円を地域福祉基金に積立て

し、約２億円の積立額となっていますが、使い

道や増額の予定は。 

  ５、建て替えに向けて協議は進んでいますか。 

  ６、県内で同様の主な施設はどうなっていま

すか。 

  ３番、観光についてです。 

  新庄の魅力は何でしょうか。多くの市民は新

庄まつりと誇りを持って答えると思います。新

庄には何もないとの声もあります。総合計画で

は、人口減少の中、交流人口を拡大し、地域活

性化を図るとしていますが、進捗状況と次の項

目について伺います。 

  １、観光客の総数、場所やイベントの主な観

光客数は。 

  ２、新庄まつり以外の通年観光、新庄の魅力

として売り込んでいるもの、関係機関と連携し

た売り込み方法は。 

  ３、銀山温泉、酒田港に来るインバウンドの

受入れ体制は。 

  ４、食による誘客の取組、売り込むべき新庄

の食は。 

  ５、杢蔵山麓を生かした観光やスポーツ等の

可能性について。 

  ６、最上公園、あじさいの杜の再整備、駅東

西のロータリー付近等にシバザクラ等を植栽し、

受入れしてはどうか。 

  ７、インターチェンジ付近道の駅、子供の遊

び場など、新たな施設整備で誘客を図る見通し

は。 

  ８、観光拠点ふるさと歴史センターの再開の

見込みは。 

  ９、ゆめりあもがみ情報案内センター、最上

観光案内所にある２団体の配置と連携、観光ボ

ランティアガイドの活動状況は。 

  ４番、投票環境について。 

  10月、衆院選では、当日有権者数２万7,835

人、投票者数１万7,012人、うち期日前投票者

数9,526人となり、投票者の５割を超える56％

の方が期日前投票を利用しています。当日の投

票について、午後６時まで繰上げを検討されて

はいかがでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 
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   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、亀井議員の御質問にお

答えをいたします。 

  初めに、給与収入が年103万円を超えると所

得税が生じることになる、いわゆる103万円の

壁が見直されて、地方税についても同様の見直

しが行われた場合、本市の市民税の減収見込額

は、およそ６億円と試算しております。 

  予算編成への影響につきましては、市税の減

収額や地方交付税の動きにもよりますが、見直

しが図られた場合には、予算にも当然影響があ

るものと認識しております。 

  全国知事会、全国市長会など、地方６団体で

も、地方財政の影響がないよう、国の責任にお

いて措置するよう申し入れているところであり、

今後の国の動向を注意しながら適切に対応して

まいります。 

  次に、事務事業評価についての御質問にお答

えします。 

  本市の行政評価は、行政運営の透明性の確保

及び行財政の効率化の推進を目的に実施してお

ります。 

  今年度におきましては、令和５年度に実施し

た事務事業の実績や現状に基づき、達成度の分

析と課題の検証を行ったところであります。事

務事業評価によって明らかとなった事業の効果

や課題を、翌年度以降の業務改善につなげてい

くことに努めております。 

  令和５年度分の事務事業評価につきましては、

現在取りまとめ作業を行っており、今月中の公

表を予定しております。 

  事業のスクラップは、限られた財源と人的資

源の中で、新規事業に積極的に取り組むために

は重要な視点であると考えており、事務事業評

価による効果検証を踏まえ、予算編成作業の際

に、既存事業の見直しを行っております。 

  また、本市の現状や課題解決に向けた事業の

実施を踏まえた上で、適切な人員配置にも努め

てまいります。 

  次に、神室荘に関する御質問にお答えします。 

  神室荘につきましては、昭和27年に市営施設

として開設し、平成27年度より社会福祉法人新

寿会に経営移管しております。 

  初めに、居室に関する御質問についてであり

ますが、神室荘の場合、県が定める基準により、

居室の定員は４人以下、入所者１人当たりの床

面積を3.3平米、畳換算で約２畳以上とするこ

とが定められております。 

  神室荘の現状につきましては、4.5畳の１人

部屋が６室、８畳の２人部屋が47室となってお

り、入荘者の状況に応じて居室を使い分けてお

ります。 

  次に、入荘の基準及び施設の特徴についてで

ありますが、養護老人ホームは、おおむね65歳

以上の高齢者のうち、環境上の理由や経済事情

により在宅生活が困難な方について、市町村が

必要に応じ、老人福祉法に基づき入所措置する

施設となっております。また、介護保険制度に

より運営される各施設とは異なり、基本的には

自立生活ができる方の施設となっておりますが、

身体状況に応じ、神室荘で生活しながらデイサ

ービスなどの介護サービスを利用する入荘者も

おります。 

  次に、定員と入荘者数の推移についてであり

ますが、定員は100名、入荘者数は、ここ３年

は90名程度で推移しております。 

  なお、本市からの入荘者は、11月末現在で55

名となっており、毎年10名弱の新規入荘者がい

る一方で、介護施設への入所などに伴い、退去

者も同数程度発生している状況にあります。 

  次に、積立金と建て替えに関する御質問につ

きましては、将来的に施設の改築等に備え、平

成26年度より毎年2,000万円ずつの地域福祉基

金に積立てを行い、現在２億2,000万円の残高

となっております。 

  定期的に新寿会と施設運営等に関する協議を
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行っておりますが、現在のところ積立金の増額

の予定はございません。 

  なお、平成27年度から経営移管に当たり、大

規模改修を実施いたしましたが、築年数も経過

していることから、今後も新寿会と改築等につ

いて協議を継続してまいります。 

  最後に、県内同様の施設に関する御質問であ

りますが、養護老人ホームは、県が定める施設

の設置基準に基づき、居室や食堂、浴室などを

備え、生活相談員や支援員、栄養士などの職員

を配置し運営されているところであります。 

  本市からは、神室荘のほか、県内３施設に入

所者がおり、施設定員は50名または100名、新

しい施設には１人部屋のところもございますが、

居室は２人部屋、風呂やトイレは共同の施設が

多い現状となっております。 

  次に、観光についての御質問にお答えいたし

ます。 

  初めに、観光客数についてでありますが、令

和５年度の観光客総数は約88万人で、令和４年

度と比べて12％程度増加しており、コロナ禍前

の７割程度まで回復しております。そのうち38

万人が新庄まつりの観光客数となっております

が、祭りやイベント以外で本市を訪れた観光客

のうち６割程度が新庄城址、戸澤神社、ふるさ

と歴史センターなどの最上公園一帯を訪れてお

り、次いで３割程度がエコロジーガーデン周辺

を訪れていただいております。 

  次に、新庄まつり以外の通年観光についてで

ありますが、重要文化財の鳥越八幡神社や新庄

藩主戸沢家墓所をはじめとした新庄藩ゆかりの

歴史的建造物や本合海の最上川の景観、芭蕉乗

船の地、八向楯などの名所旧跡のほか、雪国な

らではの歴史や文化を本市固有の魅力として、

城下町新庄まちあるきマップの作成や新庄の歴

史紹介動画の配信など、ＳＮＳ等も活用しなが

ら、観光地の情報発信に努めております。 

  次に、インバウンドの受入れ体制につきまし

ては、昨年、国際友好交流協定を締結いたしま

した台湾草屯鎮との相互交流のほか、銀山温泉

や最上川舟下りなど周辺の観光地や、酒田港に

寄港する大型クルーズ船のオプショナルツアー

で来られたインバウンド客を対象として、ふる

さと歴史センターでの受入れやおもてなしなど

の取組も実施しております。 

  次に、食による誘客についてでありますが、

本市の伝統的な食文化や伝承野菜を活用したＳ

ＨＩＮＪＯ ｉｉ－ｎｙａ ＦＯＯＤのブラン

ディングのほか、新庄ならではの食の魅力を発

信するため、仙台や首都圏でのイベント出展な

どを通して、ＰＲに努めております。 

  次に、杢蔵山山麓を生かした観光につきまし

ては、神室山系登山会や、登山会の開催のトレ

イルマップの作成など、山岳団体や最上地域観

光協議会などと協力しながら、企画・実施して

いるところであります。 

  次に、公園等の再整備及び駅周辺の植栽等に

ついてでありますが、最上公園につきましては、

新庄市歴史的風致維持向上計画に基づき修景整

備を進めているところでありますが、あじさい

の杜の再整備や駅周辺のロータリー付近のシバ

ザクラ等の植栽に関しましては、現在のところ

計画はございません。 

  次に、新庄インターチェンジ付近道の駅の整

備による誘客については、新庄インターチェン

ジ付近道の駅検討会の再開に向けて勉強会を実

施し、８市町村の首長が、最上地域に必要な機

能は何か、各業界の専門家の話を伺いながら研

究しているところであります。 

  新たな道の駅の検討に当たっては、最上８市

町村全体に回遊を促すような仕組みが必要であ

ると考えておりますので、その実現のために何

が必要なのかを含め、さらに研究を進めてまい

ります。 

  また、子供の遊び場につきましては、天候に

左右されずに遊べる屋内施設の整備を望む声が
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多く、どのような施設が望ましいか調査研究し

ているところであります。 

  施設整備による誘客についても重要ではあり

ますが、多くの市民の方に御利用いただける施

設であることが最も重要であると考えておりま

す。 

  次に、ふるさと歴史センターの再開の見込み

についてでありますが、現在、仮設電源設備を

設置し、照明、空調などの設備について点検を

進めております。点検実施後、設備の復旧状況

により、新庄まつりの山車を展示するおまつり

ホールから順次公開することを検討しておりま

すが、再開の見込みについては、整備の進捗に

応じて、議員の皆様をはじめ、市ホームページ

や市報等で周知してまいります。 

  最後に、ゆめりあのもがみ情報案内センター

との新庄観光協会との連携、観光ボランティア

ガイドの活動についてでありますが、もがみ情

報案内センターと新庄観光協会の連携につきま

しては、新庄最上地域の観光の玄関口として、

既に連携して観光案内業務に当たっていただい

ていると認識しております。さらに、新庄観光

ガイド協議会では、16名の会員が活動を行って

おり、もがみ情報案内センターとの連携により

観光案内を実施していただいております。また、

新庄観光協会では、外国語対応が可能なスタッ

フを配置し、インバウンド観光客の案内窓口と

して対応しているほか、市内在住の諸外国出身

者を中心としたボランティアガイド、新庄おも

てなしレディースによる案内も実施し、案内体

制の充実に努めております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます

が、投票環境につきましては、選挙管理委員会

委員長が答弁しますのでよろしくお願いします。 

武田清治選挙管理委員会委員長 議長、武田清治。 

佐藤卓也議長 武田選挙管理委員会委員長。 

武田清治選挙管理委員会委員長 それでは、投票

環境についての御質問にお答えします。 

  このたびの選挙は、首相就任から解散総選挙

に至るまで戦後最短の期間で執行された選挙と

なりましたが、入場券の印刷及び発送に関し、

準備期間が短い中でも、関係機関と連携を取り

ながら、遅滞なく配送が完了し、問題なく期日

前投票に入ることができました。 

  また、市内の小中学校で、合唱祭などの学校

行事や各種イベント、秋の行楽シーズンも重な

ったこともあり、事前に期日前投票を済ませる

方が多かったと推察しております。 

  さらに、今回からＬＩＮＥによる選挙啓発を

行ったことも、期日前投票が伸びた一つの要因

ではないかと捉えております。 

  本市におきましては、平成27年の市議会議員

選挙から、全投票所で投票所の閉鎖時刻を１時

間繰り上げ、午後７時までとし、以降、全ての

選挙で継続実施しております。県内の自治体で

は、このたびの衆院選では、24市町村が全投票

所で１時間繰上げをしておりますが、そのうち

山間部等に設置している一部投票所では、地理

的要件から投票箱の送致が困難などの理由で２

時間の繰上げを実施しているという状況でござ

います。 

  今回の衆院選の当日、午後の時間帯における

１時間ごとの投票者数の状況を見てみますと、

午後６時から７時に投票した方が最も多かった

投票所が３か所で、比較的多かった投票所は５

か所ございました。また、午後６時から７時ま

での投票者数は405人で、当日投票された方の

5.5％に当たります。投票者総数に占める割合

にしますと2.38％で、この数字は、選挙管理委

員会といたしましては、決して小さい数字では

ないと捉えております。 

  期日前投票の利用が増加する中ではございま

すが、投票率への影響も懸念されますので、各

投票所それぞれの実態と、県内他市の状況も見

ながら、投票所の閉鎖時間の繰上げに関しまし

ては、慎重に調査と検討をしていかなければな
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らないと考えております。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） それでは、再質問させ

ていただきます。 

  最初に、１番の歳入の壁関係です。 

  新庄市は市制施行74年目となり、これまでも

様々な壁を乗り越え、今に至っていると思いま

す。現在、年収103万円の壁を178万円に引き上

げるということで、国会のほうで進められてい

るようですが、実施時期や具体的な内容は未定

のようです。 

  試算していただいた条件で、非課税となる対

象者は何人ぐらいで、納税義務者全体の何割ぐ

らいとなりますでしょうか。 

津藤隆浩税務課長 議長、津藤隆浩。 

佐藤卓也議長 津藤税務課長。 

津藤隆浩税務課長 試算につきましては、令和６

年度課税資料を基に行っております。試算した

対象者数は１万4,000人ほどになります。納税

義務者全体の約８割に当たります。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） 減収が約６億円という

ことであればかなり影響は大きいと思いますが、

来年度当初予算の要求状況を見ますと、28億円

の財源不足になるというような状況になってい

ると思います。市長、副市長等からの新規事業

の提案もあると思います。 

  この当初予算の査定、今後の査定において、

行政評価はどのように生かされていますでしょ

うか。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 お答え申し上げます。 

  行政評価につきましては、様々な形というか、

毎年行っておるところでございますけれども、

予算の編成に当たりましては、令和６年度は夏

と秋に政策のすり合わせ、サマーレビューとか

オータムレビューとかという形で進めたんです

けれども、そうやって新庄市のこれから将来に

向かってどんな事業が必要で、また、どんな事

業が効率よく費用面も含めて行えるかというこ

とを検証しまして、それを当初予算の要求時に

盛り込んでおるということでございます。 

  なお、これから、今一次査定中でございます

ので、これからどうなるかというのはちょっと

申し上げられない状況ですけれども、このよう

な形で予算編成に当たっております。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） 新庄市では、20年ほど

前からこの行政評価、事務事業評価に取り組ん

でいると思いますけれども、この中では評価分

析により明らかになった課題を、次年度の事務

事業や計画の進行管理などに反映させていくと

しております。 

  令和４年度においては、市の裁量等で実施し

ている322の事業について行政評価を行ってい

るようですけれども、行政評価そのものに対し

て、評価はどのようにしていますか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 行政評価自体の評価とい

う御質問でございますけれども、以前も議会の、

ちょっとどういった場面だか失念いたしました

けれども、その中でも行政評価につきましては、

その評価をすること自体が業務の一つになって

いることを課題として捉えておりますので、昨

年度、令和５年度から行政評価の仕組みについ

て簡素化をしていきたいということで、事中評

価という、要するに今やっている年度のことを、

今やっている年度中に評価するというところで、
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事中評価という仕組みがあったんですけれども、

こちらについては廃止する、あと施策の評価に

ついても廃止するということと、あと評価表の

シートについても、大幅な変更ではありません

けれども、職員が記入しやすいような仕組みで

変更してきているというところで。ただ、これ

につきましては、今年度以降についても、随時

見直しを図りながら、さらにブラッシュアップ

していきたいというふうな形で、内部では進め

ているところでございます。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） まちづくり市民アンケ

ートについては、以前、毎年実施していたもの

を、現在は何年か置きとか、実施されていると

思います。行政評価につきましても、先ほど坂

本議員からお話のありましたＥＢＰＭというの

が、全国的には割と始まっているようで、そう

した新たな取組の検討もされてはと思いますけ

れども、よろしくお願いいたします。 

  市政運営というのは、この行政評価のみなら

ず、予算、事務事業、担う職員があって成り立

つものだと思います。 

  職員の関係なんですけれども、今年度から係

長制を20年ぶりぐらいに導入したということで、

より業務分担が明確になり、成果というか効果

は上がっていると思いますけれども、いかがで

しょうか。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 西田総務課長。 

西田裕子総務課長 今年度から実施いたしました

係長制の評価といったところかと思いますけれ

ども、実際は係長制にして間もないということ

もありまして、そういったところのメリット、

デメリット、様々声が聞こえているところもご

ざいますが、具体的には、今後行います全職員

向けの調査、アンケート調査を行う予定でござ

いますので、その中で係長制への意見、あとは

改善といったところのアンケート調査をし、結

果を取りまとめ、また改善に向けて実施してい

こうというふうなつもりでございます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） 同じく職員を取り巻く

状況についての質問ですけれども、来年度の新

規採用職員の内定状況と、あと育児休暇や病休

等で休んでいる職員の人数等、可能な範囲で教

えていただきたいと思います。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 西田総務課長。 

西田裕子総務課長 内定している職員の数という

ことでございますけれども、先日、12月１日に

追加募集を行い、一次試験を行ったばかりとい

うこともございます。その前段で前期試験と後

期試験を行ったところでございますけれども、

その中では、全体で今のところ５名といったと

ころでございます。内諾というところもござい

ますので、ちょっと詳細については控えさせて

いただきたいと思います。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） 次に、神室荘の関係に

ついて再質問させていただきます。 

  １つ目です。昨年12月の議会で、田中議員か

ら神室荘について質問がありましたけれども、

その後の新寿会との協議の主な経過と内容等に

ついて教えていただきたいと思います。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 新寿会と

の協議の内容ということでございますが、昨年

度実施した内容でございますが、昨年度に関し
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ましては、今後の入荘者の推移を考えまして、

今後、現在100名の定員数のところの変更につ

いての考えを共有させていただきました。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） 神室荘の古い建物で、

昭和47年ということで、その後増築もされてい

るようですけれども、50年が経過して、平成27

年に新寿会への移管に当たり、建て替え時期に

ついての協議・提案等はありましたでしょうか。

また、建物の老朽化などによる建て替え時期の

めどといったものはありますでしょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 移管に関

しての建て替えの時期、めどについての御質問

でございますが、具体的にいつ頃というふうな

協議等はしておりません。 

  ただ、移管に関しまして、市のほうから、現

施設において今後大規模な修繕、もしくは改築

等が行われるような場合におきましては、市の

ほうでも誠意を持って新寿会と協議していくと

いうふうな考えについての取決めじゃないです

けれども、考えを示しております。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） 新庄市内にある神室荘

に、新庄市の方のみならず、他市町村からの入

荘されている方もいらっしゃるようですけれど

も、これの根拠のようなものはありますでしょ

うか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 入荘に関

する根拠ということでございますが、老人福祉

法に基づきまして、養護老人ホームでございま

すので、経済的な事情や身体的な事情、その他

様々な事情により住む場所がなくなった高齢者

の方を措置する場所でございますので、特に根

拠というのは、法律上で定められているものに

沿って入荘させているところでございます。 

  以上です。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） 平成12年に介護保険制

度が始まり、新庄市市内でも様々な施設ができ

ていると思います。その中では、入所施設とい

うのが６施設、有料老人ホームが19施設ほどあ

るようです。 

  こうした中で、市内の独り暮らし老人世帯は

1,648世帯ほどあるようなんですけれども、今

後、養護老人ホームに対するニーズというか、

その辺はどうでしょうか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 養護老人

ホームのニーズという御質問でございますが、

確かに新庄市内、高齢者世帯、高齢者の独居世

帯が、議員おっしゃるとおりの数でございます

が、今後年金のみで生活されている高齢者、ま

た、本当に身寄りがなくて、誰からの支援も受

けられないような独り暮らしの方でしたり、そ

ういう方をやはり保護する施設として、どうし

ても必要な施設と市では認識しておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） 次に、３番の観光につ

いてお願いしたいと思います。 

  総合計画等では、山形県内全体の観光者数は

増加傾向にあるものの、本市の観光者数、先ほ
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ど88万人という数字ありましたけれども、これ

は県内で５％ぐらいということで、伸び悩んで

いるという状況があるようです。 

  こうした中、最上公園やふるさと歴史センタ

ー、名所旧跡等の磨き上げを行うとともに、地

域資源を生かした観光コンテンツの充実が求め

られているといったことが計画にあります。 

  私、あらゆるものに予算かけて、手かけてと

いうよりは、ポイントを絞ってというか、箇所

を決めてやっていくことが重要だと思いますけ

れども、この名所旧跡等の磨き上げについて、

どのように考えておりますか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 観光資源の磨き上げとい

う御質問でございますが、当然それぞれの名所

旧跡、それから様々な観光コンテンツにおきま

しては、各コンテンツの状況、それから様々な

特徴がございますので、それに沿った形の磨き

上げが必要というふうに感じてございます。 

  ただ、議員今おっしゃられたとおり、全ての

ものに財源をかけるという形にはいかないのか

なと思ってございまして、社会情勢、経済情勢

等々を勘案しながら、その時々の情勢に応じた

形の磨き上げが必要なのかなと感じておるとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） 次に、４番の関係です。 

  令和５年１月発行の新庄市観光ガイドブック

「にゃー」というのがありますが、これはコン

パクトながら新庄市の観光が網羅され、整理さ

れて、見やすいガイドブックだなと思います。

表紙を開くと、もつラーメン、パスタ、海鮮丼

などの食が掲載されております。また、最近で

は山形県が多様なラーメンとそばの魅力を国内

外へ強力に発信し、知名度の向上を図るためと

いうことで、ラーメン県そば王国やまがたとい

うのをスタートしております。12月７日には山

形市でイベントも開催され、とりもつラーメン

も出展されたようです。 

  なお、15日には新庄そばまつりも開催される

予定となっておりますけれども、以前ありまし

た、現在も継続していると思いますけれども、

愛をとりもつラーメン、新庄・もがみそば街道

の現状はどうなっていますでしょうか。また、

これから新庄市のどのような食を主に売り出し

ていく予定ですか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 食に関しては、観光資源

という形の御質問だと思いますけれども、まず、

とりもつラーメン、それから、そばに関しては、

現状、組合等々で、今までどおりに様々な取組

を行っていただいているところでございます。 

  また、食の特産部分につきましては、先ほど

市長答弁にありましたとおり、ｉｉ－ｎｙａ 

ＦＯＯＤというブランディングを、我々と、そ

れから農林課のほうと共同して行っているとこ

ろでございます。 

  当然、先ほど議員からおっしゃられたとおり、

ラーメンであったり、そばといった取組に関し

ましては、今後も継続して取り組むべき課題で

あろうと考えてございます。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） ③の関係です。インバ

ウンドの受入れ体制の主な施設ということで、

ふるさと歴史センターに大分観覧というか見学

に来ていただいていたようなんですけれども、

今後、酒田港等に来る場合の案内先は、どのよ

うなことになりますでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 
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小関紀夫商工観光課長 例えば、酒田からのクル

ーズ船によるオプショナルツアーで、歴史セン

ターのほうに観覧に来ていただいているインバ

ウンドの方々、かなり多いようでございますが、

基本的に、こちらのほうでオプショナルツアー

の提案をしておりますが、県のほうでオプショ

ナルツアーの造成を行っていただいているとい

うような現状でございます。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） ５番の関係です。今年、

杢蔵山山屋セミナー付近などでオフロードバイ

クの大会が開催されたようです。コースの今後

の共同活用を含め、大会は来年も開催したいと

の意向があるようです。こうした民間の動きを

理解し、支援していくことも必要ではないかと

思います。 

  また、山という地形を生かしたクロスカント

リーやスキー、ウオーキング、自転車など様々

考えられますけれども、そういったことはどう

でしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 先ほどのオフロードバイ

ク、それからスポーツに関連したツーリズムと

いう御質問だと捉えてございますが、当然スポ

ーツツーリズムといったようなものは、非常に

大きなコンテンツだと捉えてございます。例え

ば、こういったオフロードバイクのイベント、

大会だけではなく、学生スポーツ、それから企

業のスポーツ団体等の合宿とかのスポーツツー

リズムも、かなり大きな経済効果をもたらして

いただけるものとは考えてございますが、そう

いった部分も含めまして、今後、研究調査も図

ってまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） ⑨の関係です。山形市

では、市長の選挙公約であった山形駅東口周辺

に整備を目指す日本一の観光案内所というのを、

今後整備するというニュースを見ました。新庄

駅に降り立って、新庄には新幹線で来る方と自

家用車で来る方と、大きく２つに分かれると思

いますけれども、やはりゆめりあの観光案内所

の役割というのはすごく大きいと思っておりま

す。 

  日本一を目指して山形市はすごいなと思いま

すけれども、案内所の機能というか、役割とい

うか、その辺を随時見直し、検討していくとい

うことはどうでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 ゆめりあの情報案内セン

ターの部分につきましては、基本的に広域のほ

うで、情報発信のための施設というところで、

かつ新庄観光協会、それからボランティアガイ

ド協等々の協力を得ながら運営されているもの

と認識してございます。 

  当然、今、議員おっしゃられたように、ＪＲ

新庄駅からの直結された観光案内窓口でもござ

いますので、今後とも、市といたしましても、

関係機関と協力しながら、できる限りの支援を

行ってまいりたいというふうに考えてございま

す。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） ②の関係ですけれども、

令和４年度のまちづくり市民アンケート、22ペ

ージのニーズ度というところにおいて、そのニ

ーズが高い順に、１つ目が魅力ある雇用の場が

確保されている、２番目に活力がある企業や商

店が増えている、３番目に多くの観光客が新庄

を訪れているとありまして、いずれも地域経済
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の活性化への市民の思いが、このアンケート結

果には現れているのではないかと思います。 

  こうした中、先週、新庄古口道路の延長６キ

ロが開通ということで、山科市長は、開通を起

爆剤に地方創生に取り組むとコメントをされて

いるようです。また、12月４日には、25周年と

なった山形新幹線の新庄延伸、その効果をさら

に高めるため、道路網と併せて、観光で新庄に

来ていただき、地域をより活性化するため、今

後、主にどのような対策をしていきますか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 観光により交流人口の拡

大といった御質問になるかというふうに考えま

すが、当然、定住人口が年々少なくなる本市に

おきまして、この地域、それから県全体におき

ましてもそういう状況にあるわけですけれども、

そういったものを補完する部分の交流人口の拡

大、それから関係人口の拡大というふうな部分

については、非常に大切な部分だというふうに

捉えてございます。 

  具体的なそういったものの取組につきまして

は、今後とも調査研究していくと同時に、そこ

の部分、２つの部分、鉄道であったり、それか

ら高速交通網であったり、そういった部分も活

用しつつ、稼げるような観光産業のシフトが非

常に大切だというふうに考えてございます。そ

ういった部分について、今後も調査研究等々を

進めてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

  以上でございます。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） ６番の関係です。新幹

線が開通して、平成14年に、やまがた花咲かフ

ェアというのを寒河江市と共催で開催したとい

うことが、以前ありました。やっぱり寒河江市

の市役所前通りにたまたま行ったときに、すご

いきれいだなと。寒河江市はその当時のことを

まだ生かしてやっているなと思いました。 

  今回シバザクラの植栽とあじさいの杜のとこ

ろの再整備は、予定はないということで、非常

に残念なんですけれども、今後もこういった方

面でよろしくお願いをしたいと思います。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  会議録署名議員に指名しております今田浩徳

議員が本日早退しましたので、会議録署名議員

の追加を行います。 

  会議録署名議員に鈴木啓太議員を追加いたし

ます。 

  税務課長より発言の申出がありましたので、

これを許可いたします。 

津藤隆浩税務課長 議長、津藤隆浩。 

佐藤卓也議長 津藤税務課長。 

津藤隆浩税務課長 亀井議員から再質問のありま

した答弁について訂正いたします。 

  いわゆる103万円の壁が見直され、地方税に

ついても同様の見直しが行われた場合ですが、

納税義務者全体の約８割が影響があるものと試

算しております。 

  その中で、個人住民税の非課税者はおよそ

4,000人増加するものと見込んでおり、その

4,000人は納税義務者全体の25％程度になるも

のです。 

  以上、訂正よろしくお願いいたします。 

 

 

辺見孝太議員の質問 
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佐藤卓也議長 次に、辺見孝太議員。 

   （９番辺見孝太議員登壇） 

９ 番（辺見孝太議員） 本日３番目に質問に立

ちます、議席番号９番、新政・結の会の辺見孝

太です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、通告に従い質問させていただきま

す。 

  初めに、新庄開府400年記念事業についてお

伺いします。 

  初代新庄藩主戸沢政盛公が1625年に新庄城を

築城し領内を開いてから、2025年で400年を迎

えます。市では、これまでキャッチフレーズと

ロゴマークの制定を行い、各種キックオフイベ

ントの実施やふるさと学習の支援などを通じて、

開府400年の意識の醸成を行ってきました。 

  市民への周知や、機運の醸成の進み具合につ

いてお伺いします。 

  また、事業本番年である令和７年度に実施す

る事業についてもお伺いします。 

  本市の冬の代表的なイベントである新庄雪ま

つりと連携したＰＲを考えているかお伺いしま

す。 

  次に、新庄まつり270年祭についてお伺いし

ます。 

  ユネスコ無形文化遺産である新庄まつりは、

2025年で270年を迎えます。新庄開府400年の節

目とも重なることから、新庄まつりにおいても

記念事業を行うべきと考えますが、いかがお考

えでしょうか。 

  有料観覧席について、新庄駅前ふれあい広場

アビエスに設置している有料観覧席の本まつり

25日の際の売行きが課題となっています。 

  新たに設置したオンライン限定枡席観覧席の

質の改善と席数の拡充や、有料観覧席を宵まつ

り24日に絞って販売をしていくお考えはないか

お伺いします。 

  ふるさと納税と有料観覧席をもっと結びつけ

るべきだと思いますが、現在実施している取組

についてお伺いします。 

  次に、統合型リゾートの誘致についてお伺い

します。 

  新庄市や最上郡の若手経営者たちが中心とな

り、統合型リゾートの誘致を目指している新庄

市ＩＲ誘致委員会から、新庄市に対して、計画

案とともに、ＩＲ整備法に基づくＩＲ区域整備

計画の認定申請を山形県に要請するよう要望す

る内容の要望書が提出されたとお聞きしました。

これについて、新庄市のお考えをお伺いします。 

  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、辺見議員の御質問にお

答えいたします。 

  初めに、新庄開府400年記念事業についてで

ありますが、本市では、初代新庄藩主戸沢政盛

公が1625年に新庄城を築城し領内を開いてから、

来年で400年を迎えることから、これまでの歴

史や文化、まちづくりを振り返るとともに、郷

土への愛着と誇りを高め、次代を担う子供たち

と共に、さらなる発展につなげることを目的と

に、新庄開府400年記念事業を実施するもので

あります。 

  新庄開府400年記念事業の市民への周知や機

運醸成につきましては、今年度の新たな取組と

して、新庄開府400年記念事業アンバサダーを

任命し、現在様々な広報活動を行っていただい

ております。 

  また今年の新・ＢＳ日本のうたの新庄開催に

おきましては、新庄出身歌手の林部智史さんか

ら、全国に向けて新庄開府400年記念について

ＰＲしていただいたところであります。 

  このほかの啓発活動といたしまして、新庄開

府400年記念ののぼり旗の市内各所への設置を

はじめ、市のホームページやゆめりあのデジタ
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ルサイネージなども活用してＰＲに努めており

ます。 

  また、広報紙では、新庄開府400年記念事業

の特集記事を複数回にわたり掲載したほか、記

念ポロシャツや缶バッジを制作し、市職員や議

員の皆様にも着用いただきながら、周知や機運

醸成を図っているところであります。 

  今後は、新庄開府400年のＰＲ用マグネット

シートの車両への装飾をはじめ、関係機関や市

内事業者とも連携しながら、さらなる新庄開府

400年記念の知名度向上と機運醸成を図ってま

いります。 

  次に、新庄開府400年の本番となります令和

７年度の事業につきましては、本市の歴史や文

化を再認識し、郷土新庄への愛着と誇りを高め

られるような内容で企画してまいります。 

  特に９月28日に実施いたします記念式典にお

きましては、今年度から取り組んでおります総

合アドバイザーの今村翔吾氏のプロデュースに

よるダンスプロジェクト羽州ぼろ鳶組のダンス

披露をはじめ、子供たちによる未来に向けたビ

ジョンの宣言など、市民の皆様が次の100年に

向けた新庄の未来に夢や希望を想像できるよう

な内容にしていきたいと考えております。 

  そのほか、藩祖政盛公に関わる自治体による

戸沢サミットの開催や、市民が主体となり、自

ら企画提案する市民提案事業実施のほか、市内

小中学生によるふるさと探究コンテストなどを

計画しております。 

  また、名誉市民であります奥山峰石氏の特別

企画展を東京都北区と連携して行うことや、新

庄藩の歴史や文化を親子で学ぶ親子ふるさと歴

史探訪、新庄藩ゆかりの収蔵品などを展示する

宝物展なども開催する予定としております。 

  また新庄雪まつりと連携したＰＲについてで

ありますが、今後、青年会議所と共に検討して

まいりたいと考えております。 

  次に、新庄まつり270年祭の記念行事につい

てでありますが、これについては、新庄まつり

実行委員会において、事業計画を検討していく

こととしております。 

  市といたしましても、ユネスコ無形文化遺産

に登録されている伝統ある新庄まつりを次世代

へと受け継いでいくため、記念事業の実施に向

けて、新庄まつり実行委員会と連携して取組を

進めてまいります。 

  この新庄まつり270年祭記念事業の具体的な

事業計画の予算につきましては、今後開催され

ます第３回新庄まつり実行委員会において協議

される予定となっておりますので、新庄開府

400年記念事業と連携して相乗効果を高められ

るよう事業を推進してまいります。 

  次に、25日本まつりの有料観覧席の販売につ

きましては、時間帯や会場の暑さなどの理由か

ら、売行きが振るわないことが課題となってお

ります。 

  また、オンライン限定の桝席観覧席につきま

しては、試験的に今年初めて導入したもので、

こちらも改善の余地があるものと認識しており

ますので、いずれも新庄まつり実行委員会にお

いて十分に検証を行い、購入者からの意見も参

考にしながら、来年度以降の方向性を協議して

まいります。 

  また、ふるさと納税と有料観覧席の結びつき

についてでありますが、令和５年度から、24日

の宵まつりと25日の本まつりの有料観覧席を、

ふるさと納税の返礼品として、提携ポータルサ

イトで試験的に取り扱っているところでありま

す。昨年の販売実績はございませんが、今年度

は25日の有料観覧席について、２席の販売実績

がございました。 

  今後も新庄まつり実行委員会と協力し、返礼

品のさらなる魅力向上や周知に努めてまいりま

す。 

  次に、統合型リゾートＩＲの誘致についての

御質問にお答えいたします。 
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  先般、新庄市ＩＲ誘致委員会より要望書とと

もに御提出いただきました計画案を拝見させて

いただいたところであります。このたび御提案

いただいた計画案につきましては、観光誘客事

業のみならず、本市の産業や文化の振興、安全

安心なまちづくりなど多岐にわたる内容となっ

ており、市としてのまちづくりの方向性にも大

きく影響するものと捉えたところであります。 

  御質問のとおり、ＩＲ整備法では、県が民間

事業者と共同で国に対して認定申請を行うこと

とされているとともに、それに先立ち、県がＩ

Ｒ区域を整備しようとするときは、ＩＲ区域の

整備に関する実施方針を定めることとなってお

りますが、県においては、当該実施方針を定め

ていない状況にあります。 

  このような段階でありますので、民間におけ

る統合型リゾートの誘致活動に当たりましては、

こうした状況も勘案しながら、誘致委員会とし

ても市民の理解を広げていただくことが重要と

考えております。 

  市といたしましては、まちづくりの指針であ

る新庄市総合計画に描いた本市の将来像を踏ま

え、今後、情報収集・分析に努めていくことが

必要と考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） それでは、統合型リゾ

ートの誘致についてから再質問させていただき

ます。 

  まず、インバウンドの現状の話をさせていた

だきますと、日本政府観光局の推計によると、

10月の訪日外国人旅行者数は331万2,000人で、

前年同月比では32.7％増と、過去最高であった

2024年７月の329万2,600人を上回り、単月最高

を記録しました。また、10月までの累計は

3,019万2,600人となり、1964年の統計開始以来、

過去最速で3,000万人を突破しました。一方で、

観光庁の宿泊者統計第２次速報値によると、外

国人延べ宿泊者数は、東京、大阪、京都をはじ

めとする三大都市圏へ集中しており、東北地方

全体で見ても、宿泊者数は他の地域に比べて少

なく、政府としてもインバウンドの地方分散へ

の決め手を欠く状況です。こうしたことから、

地方それぞれのさらなる魅力の創出やアピール

が必要かと思います。 

  今後、インバウンドの地方分散や、統合型リ

ゾート誘致をはじめとする様々な魅力の創出の

方策について、こうした誘致委員会などのグル

ープと意見交換などを行っていくお考えはあり

ますでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 ただいま辺見議員からの

インバウンドの状況も含めた形での御質問をい

ただきましたが、当然、インバウンドを含めた

形での観光振興の必要性は十分担当課としても

認識してございます。 

  誘致委員会との協議の場ということでの御回

答でございますが、現時点でそのテーブルに着

くのは時期尚早かというふうに考えてございま

すので、よろしくお願いいたします。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） 統合型リゾートについ

て、ちょっと私の通告書の書き方が分かりにく

かったかなと思っているんですが、特定複合観

光施設区域整備法、いわゆるＩＲ整備法により、

市長からもありましたとおり、市ではなく、県

が国に対してＩＲ区域整備計画の認定申請を行

うことと定められておりますので、新庄市ＩＲ

誘致委員会から新庄市に、新庄市に統合型リゾ

ートを誘致するために、山形県に対し認定申請

を行うよう要請してほしいという要望書が提出

されました。 

  以前議場でも申し上げましたが、統合型リゾ
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ートを単純にカジノ施設のみと誤解している方

もまだまだいるかと思いますが、法令で定めら

れたカジノエリアの床面積は、統合型リゾート

全体の３％以下であり、97％以上はエンターテ

イメント施設やホテル、飲食店などで構成され

ます。一般的に言われている統合型リゾートイ

コールカジノと捉えるのはとてももったいない

誤解です。 

  日本では、世界の統合型リゾートの成功事例

や失敗例を踏まえて制度がつくられており、ギ

ャンブル依存症対策も世界最高水準の規制がか

けられております。適切な規制と対策を行うこ

とで、よい影響だけを残し、単に経済的なメリ

ットだけではなく、若者の定着や、統合型リゾ

ートを中心に、市役所や病院などを巡回する電

気自動車のミニバスの運行など、交通インフラ

の整備などを通して、高齢者の暮らしの足の問

題など、地域課題の解決につながることを期待

しております。 

  こうしたいいことがあると私は思っているん

ですが、市長答弁でもありましたように、まち

の形が大きく変わる可能性があることでもあり

ますので、市民の理解が進むことが重要だとい

う答弁をいただいております。 

  誘致委員会としてもそこは頑張ると思うんで

すが、市としては、市民に対して意見を求める

お考えはありますでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 ＩＲにつきましての理解

度の深化というお話でございますが、まず先ほ

ど市長答弁にもございましたとおり、まずは、

今、議員がおっしゃられたようなメリットも含

めまして、誘致委員会として、まず市民の皆様

方にその理解度を深めていただくことが、まず

先決かというふうに考えてございます。その後、

様々な状況を判断した後、市としての対応等々

を協議できればというふうに考えてございます。 

  第一義的には、市長の答弁のとおり、あくま

でも誘致委員会の方々で、市民の方々に丁寧な

御説明等をお願いしたいというふうに考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） 行政主導ではなく、市

民の民間から生まれた活動ですので、おっしゃ

ったとおりかと思うんですが、こういう活動自

体を尊重していただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

  続いて、新庄開府400年記念事業について再

質問させていただきます。 

  様々な取組で開府400年記念事業を盛り上げ

てきたということかと思いますが、現在の、現

時点での市民の盛り上がりはどうでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 ただいまの御質問、盛り

上がりはどうでしょうかといった御質問をいた

だきました。盛り上がっていないんじゃないか

というふうな御質問の趣旨かと思っております

が、そうでしょうか。そうでもないですか。

（「どう捉えているか」の声あり）どう捉えて

いるか。分かりました。 

  市長、先ほど答弁しましたけれども、今年度

の行動といいますか、事業内容を御紹介させて

いただきました。いずれにしても、いろいろな

方々から多方面な関わりを持っていただくとい

う趣旨で、変わりはないわけでございますけれ

ども、こちらの事務局としての動き出しが遅か

ったというのは、年度当初、いろいろなところ

で議会の皆様にちょっとお示しさせていただい

たところでございますが、先ほど申し上げまし

た広報活動や、それからその手段、それからア

ンバサダーなどの取組を皆さんに投げかけて、

賛同いただいている時点では、徐々に盛り上が
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ってきたのではないかという感じをしておりま

す。何すんなだっけ来年という言葉も出てき始

めているということも含めて、そうではないか

と感じております。よろしくお願いします。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） 私も課長がおっしゃっ

たような雰囲気かなと感じております。 

  「受けつぐ想いが、未来をつくる。」のキャ

ッチフレーズの下、400年の歴史・伝統・文化

を受け継ぎ、新たなまちづくりをコンセプトに

事業を実施しておりますが、開府400年記念事

業を行うことで得られる効果はどんなことが考

えられますでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 議員がおっしゃったとお

り、このスローガン、「受けつぐ想いが、未来

をつくる。」というふうなことで、当時募集し

た中で、大変いい言葉、文句を投稿いただいた

んだなと思ってございます。 

  この400年の記念をする年に、この新庄の歴

史を振り返り、振り返った中で、何か感じるも

のがあるとすれば、それが今後の未来をつくる

ものなんだろうなというふうな期待をして実施

していくわけでございますので、この事業メニ

ューの中でどのような関わりを持って、大きく

ても少なくても小さくてもいいんですけれども、

どのような関わりを持って、振り返ったところ

で、御自身の未来にどうつなげていただくかと

いうことが、少しでもそれぞれに伝わるのであ

れば、大変うれしいことかなと思って考えてお

ります。よろしくお願いします。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） 新庄市民一人一人の未

来につなげるということで、それが合わさって

新庄市の未来ができていくという話だったかと

思います。大変そういう効果が出ればいいなと

思います。 

  記念の年を盛大にお祝いすることと同時に、

事業実施後の検証も大事ではないかと思います。

先ほど市長答弁にもありました、郷土への愛着

が深まったかについて、これはアンケートを実

施してもよいかと思いますが、少し長い目で客

観的に事業の効果を検証することも必要かと思

います。 

  例えば、開府400年事業を実施したことによ

って、その後、地域行事やまちづくり事業へ積

極的に関わる大人や子供が増えたかどうかなど、

郷土への愛着は、まちづくりへの参画意識を育

てる重要な資源であると考えますので、事業そ

のものにこうした効果を求めてみてはどうでし

ょうか。そして、どういう取組に効果があった

のかを分析し、効果があって継続できるものは

継続する、あるいは何年かごとに実施していた

だき、地域への愛着やまちづくりへの参画意識

を引き続き育てていければ、地域コミュニティ

ーの衰退や伝統文化の後継者不足の問題にも、

いずれ効果が出てくるのではないかと思います

が、いかがお考えでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 ただいま辺見議員から御

発言あったとおり、大変参考にさせていただき

たいと思います。直後のアンケートを募集する

となれば、そのときそのときの感情や成果を見

られるということでございますので、その後の

成果を知る上でも、少し時間を置いたまちづく

りへの取組に関する検証をするというのは、大

変効果的なものかと、今伺いました。大変あり

がとうございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） 開府400年事業を通じ

て、やはり我々がたくさんのものを先人から受
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け継いでいることに気づく、伝統や歴史や文化

ですね、そういったものを受け継いでいるとい

うことに気づく機会になればいいなと思ってお

ります。そして、受け継いだものを次につなげ

る、そういうことが大事なんだよということを

伝えていければいいのかなと思います。 

  何をやるのかについて、もう少し詳しく聞い

ていきたいと思うのですが、今村先生のダンス

プロジェクトは、子供たちがとても熱心に練習

に励んでいると保護者の方々からお聞きしてい

ます。このダンスは来年１年限りのものでしょ

うか。また、お披露目は、先ほどの話だと９月

という話でしたが、９月にお披露目ということ

なんでしょうか、お伺いします。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 この400年記念の事業メ

ニューの一つであります今村翔吾先生のダンス

プロジェクトぼろ鳶組の活動でございます。８

月からの練習開始によって、毎月の土日の、毎

月２回と申しますかね、練習を開始しておりま

す。70名ほど、小中高合わせて70名ほどの生

徒・児童が練習をしているところです。覚えが

早くて大変立派に踊れるようになったんですけ

れども、この踊りの中身というのが大変難しい

部類のダンスの形状になっておりまして、その

辺のところ、今年度いっぱい、来春も含めて積

み重ねていかなくちゃいけないんだろうなとい

う感じがしています。 

  踊りの披露する場ということで、９月28日を

記念する日と、記念式典の日ということで設定

して、そこを日付を固定したわけですけれども、

その日に向けて、必ず披露する場ができるとい

うようなことに変わりはございません。その前

に、ぜひこの成果を見せたいという場をつくっ

ていくという部分につきましては、関係者の皆

さんと相談しながら進めてまいりたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） 楽しみにしております。 

  開府400年という言葉自体は大分周知されて

いると感じますが、開府400年の開府って何で

すかと私も聞かれたりします。開府という言葉

の意味や、どういった事業を行うのかを、ふる

さと学習や各種キックオフイベントに参加でき

なかった方にもできるだけ伝えていく必要があ

るのかなと思います。 

  そういった点で、新庄雪まつりは、新庄最上

地域の子供や親子連れを中心に、２日間で約１

万人の人出があり、こうした場でＰＲをするこ

とで開府400年事業の周知につながると考えま

すが、いかがでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 ただいまの御質問でござ

います。まず前段で開府400年と、新庄開府400

年記念事業とした開府の意味というふうなこと

で、浸透していないというお話でございました。 

  全国にも400年を迎える城を持つ、あるいは

入部とか、あるいは入城とかというような選択

をしている市町村もあるわけですけれども、新

庄としましては、1622年にお国替えが決まって、

鮭延城に一時居城をして、1625年に新庄のお城

とともに城下町のまちづくりができた、そこに

産業振興として鉱山の開発、あるいは新田開発

を行われたというまちづくりの起源の年だとい

う説明をしてきたところでございますので、そ

のようなことを皆様に知っていただく機会とい

うのは、当然今までも広報でしてきたわけです

けれども、機会を捉えてしていきたいなという

ことでございます。 

  それから、議員おっしゃいました、新庄雪ま

つりには大勢の方が参加されるんだということ

でございますし、新年明けて2025年となるわけ

ですので、ぜひ連携した取組を、開府400年事
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業のＰＲの場としても、ぜひ御協力いただきた

いと思って考えております。よろしくお願いし

ます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） 開府の意味というのは、

できれば一言でぱっというものがあれば、もっ

と分かりやすいのかなと。もっと深く知れば、

様々1622年からのというところもあるのかと思

います。 

  新庄雪まつりでのＰＲというのを、連携とい

うことを、これから御検討いただきたいと思い

ます。楽しみながら学んだり、知ったり、そう

いった面があればいいのかなと思っております。 

  もう少し開府の事業についてなんですが、フ

ラッグの設置というのは、先ほど答弁であった

かと思うんですが、これは市内商店街に設置す

るという、ロゴフラッグ等の設置をするという

ことなのでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 この場では、フラッグと

いう言葉でもないんですけれども、のぼり旗の

設置などを、商店だったり、あるいは施設だっ

たりというようなことでお願いしてまいるとい

うことでございます。 

  これから、実は冬を迎えて雪が降って、外で

のぼり旗がなかなか難しいなんていうことにな

ってきますので、その辺のところも、ポスター

なども考えながら配布していきたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） 令和７年度というと４

月からですが、市民には、年が明ければ2025年

は開府400年の記念の年だという感覚もありま

すので、１月、２月から大いに盛り上げていた

だければと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  続いて、新庄まつり270年祭について再質問

させていただきます。 

  2025年は新庄まつり270年祭と開府400年が重

なり、さらに昭和元年から数えて100年を迎え

る年でもあります。昭和、平成、令和と歴史を

紡いできた新庄まつりですが、昭和の時代には

戦争によって、そして令和では新型コロナウイ

ルス感染症の影響によって中断を経験しながら

も、粘り強く継続されてきた地域の宝です。 

  こうしたものでありますので、記念事業を何

かという、御検討いただきたいということなん

ですが、できること、できないことあるかと思

いますが、現在、25日本まつりの際、一番山車

が戸澤神社から出発しております。二番山車以

降は歴史センター前に集結し、交差点から一番

山車に続いて出発していますが、例えば、来年

に限り、20台全ての山車が戸澤神社から出発す

る、そういったことは可能でしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 25日本まつりの山車の出

発式の御質問でございますが、当然、今のとこ

ろは、現在１台のみ、一番山車のみ、祭りの出

発式に参加していただいて、お城のほうから出

発していただいておるわけでございますが、今、

辺見議員のほうから御提案ありました全20台の

山車も全てお城のほうから出発してはどうかと

いう御提案でございますが、実行委員会の専門

部会等々でも、そういうお話が出たということ

はお伺いしてございます。ただ、いかんせん、

やはり様々な諸事情もございますし、当然待機

場所が一番やはり懸念事項だという形で聞いて

おりまして、そういうお話も、確かに専門部会

の中では検討されたというお話は聞いてござい

ますが、今のところとしては、そういうお話も

ちょっと難しいのではないかという形でお伺い
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してございます。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） 難しいのではないかと

いうお話ですが、もしそういったことができれ

ば、戸沢家の歴史と新庄まつりの関係を山車若

連や囃子若連、そして引き手である子若連が改

めて考えるきっかけにもなるかと思います。記

念事業を何かということになりましたら、少し

検討していただければありがたいと思います。 

  続いて、観覧席についてお伺いします。 

  ９月定例会でちょっと時間がなくて聞けなか

った分を再度お聞きしたいと思うんですが、今

年はオンライン限定で枡席観覧席を販売しまし

たが、この特別な観覧席にはどういった狙いが

あったのでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 枡席の観覧席の部分でご

ざいますが、やはり一番は、一般席より高額な

席としてプレミア感を醸し出したいというふう

に考えまして、まず試験的に販売をさせていた

だいたという形になってございます。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） 有料観覧席の赤字を何

とか解消したいなと私も思っているんですが、

今回この枡席観覧席を２席購入した購入者にお

話を伺ってきたのですが、今までなかったもの

を、ゼロから１をつくり出したということを非

常に評価しておりました。今後についても期待

していますと言っていただきました。 

  ただ、この方は２席購入したので、10万円を

支払い、御家族７名で、滞在時間は約１時間10

分だったとのことですが、金額に見合う価値が

あったかというと、正直まだまだ金額とサービ

スが見合っていないのではともおっしゃってお

りました。 

  具体的には、広さや設置場所に関してはとて

もよいが、会場に入ってから席までの案内が不

親切だったと。家族がちょっとばらばらに入っ

た際の案内が、遅れてきた家族に対する案内が

なかったということで、特別なパスをつけてい

るのだから配慮してほしいということでした。

また、お弁当が出たが、手元に明かりがなく何

を食べているか分からなかった。また、新庄ま

つりのラベルの日本酒が出たが、コップが紙コ

ップで写真映えしないと。若い女性の御家族が

いらっしゃったということで、何でもＳＮＳに

アップする今どきの若い女性の御家族がＳＮＳ

にアップしていなかったので、どうしてＳＮＳ

にアップしないのと聞いたところ、紙コップじ

ゃ映えないから上げられないと言われたという

ことでした。紙コップであっても、新庄まつり

のロゴの印刷などをしてほしかったということ

です。会場アナウンスがちょっと聞こえなかっ

たということです。 

  よかった点としては、高齢者でも、高齢者の

御家族もいらっしゃったんですが、かなりリラ

ックスした体勢で祭りを見られると。４人で５

万円の設定ですので、食事つきで１人当たり１

万2,500円と考えると、そこまで高くないので

はないかと、接待需要などあるのではないかと

いうことでした。 

  こういった意見を受けて、充電用のコンセン

トや手元の明かり、可能であれば扇風機などの

設置ができないかなと思います。また、今後、

席数を増やして、専用のコンシェルジュをつけ

てドリンクのサービスをしたりできないでしょ

うか。また、どなたかに監修してもらう、ある

いは新庄藩のものを出すなど、そういったこと

ができないかお伺いします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 
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小関紀夫商工観光課長 枡席の販売についての御

質問でございましたが、先ほど市長答弁にもご

ざいましたとおり、やはり初めての試みという

ことで、当然我々としても改善すべき事項はた

くさんあったものと考えてございます。また、

今、議員のほうから様々御指摘ありました点に

つきましても、そういったものも参考にしなが

ら、来年度以降にもつなげてまいりたいと考え

てございますので、よろしくお願いいたします。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） もう１点、有料観覧席

について、ちょっと私が気になったことをお伺

いしたいんですが、チケットに宵まつりは午後

６時頃まで入場、本まつりは午前９時30分頃ま

で入場という記載がありまして、山車が来るよ

りちょっと早く座ってもらうような取組かと思

うのですが、これは大体何分、30分前とかの入

場になっているんですかね。この30分間という

のは、ちょっと私なかなか当日の観覧席の様子

見ることができないのでお伺いするんですが、

何か観客を楽しませるものだとか、あるいはふ

るさと納税のＰＲだとか、そういったこととい

うのは何か行っているんでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 まずアビエスへの入場の

時間につきましては、今議員おっしゃられたと

おり、大体30分程度早めに来ていただきたいと

いうふうな、観客の皆さんには御案内を申し上

げてございます。当然、特に24日のアビエスに

関しましてはかなり混み合いますので、まず観

客の方の安全の確保が第一優先として、まず御

着席いただいた上で、山車の運行をスムーズに

図るために、そういう御案内をしてございます。 

  早めに来ていただいたときの何か特別なもの

がないかというお話でございましたが、24日に

つきましては、オープニングの前に各囃子のほ

うで寄せ笛をしていただいてございます。その

後に隊列が、祭りの隊列の入場を迎えるという

ような運びになってございます。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 

９ 番（辺見孝太議員） 30分前に宵まつり、全

員とは言わないまでも８割方座っているのかな

というイメージで、そこで貪欲に何か宣伝でき

ないかなという考えでした。 

  ふるさと納税と有料観覧席をもっと結びつけ

るべきではないかと通告書に書かせていただい

たんですが、ふるさと納税の返礼品というやり

方もあると思うんですが、実際、枡席観覧席な

どでお米や牛肉などを食べてもらって、おいし

いなと思ったら、カタログだとかＱＲコードか

ら、そのまま帰ってからでもお取り寄せができ

るというような、そういったことができないか

なという意味で書いたんでした。そのあたりは

どうでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 ふるさと納税で枡席のお

客様に食べたものをカタログ等で取り寄せする

などの結びつきというふうな御質問ですけれど

も、こちらにつきましては、以前にも御提案と

いいますか、ふるさと納税と新庄まつりの結び

つきについて、議員のほうから御提案いただい

ている部分でもありますので、これも含めまし

て、例えば本部へのパンフレットやチラシの設

置など、すぐできることも当然あるなと考えて

おりますので、新庄まつり、県外からも多数の

お客様来られる場面でもありますので、この機

会を捉えて、ふるさと納税のＰＲに、今いろい

ろな部分で努めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

９ 番（辺見孝太議員） 議長、辺見孝太。 

佐藤卓也議長 辺見孝太議員。 
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９ 番（辺見孝太議員） 大分観覧席も工夫して

いただいて、いい方向に行くのではないかなと

いうような気がしています。いい商品つくれば

自動的に売れるという時代でもなくて、やはり

宣伝など、しっかり売るための努力をしなけれ

ば、なかなかいいものであっても売れないとい

うこともあるかと思います。そういった意味で、

まず自信持って勧められる観覧席をつくって、

自信持ってＰＲしていただければいいのではな

いかなと思います。 

  今回、枡席観覧席を購入してくださった方は、

次回も購入したいと言っておりました。ぜひ来

年度も継続していただき、より魅力を高めた観

覧席の開発と、席数も増やしていただければと

思います。 

  以上で一般質問を終わります。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４６分 休憩 

     午後１時５６分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

伊藤健一議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、伊藤健一議員。 

   （１３番伊藤健一議員登壇） 

１３番（伊藤健一議員） 令和６年12月議会一般

質問２日目、議席番号13番、共に創る市民の会

の伊藤健一でございます。よろしくお願いしま

す。 

  発言通告書に従って、一括方式にて２点質問

いたします。特に本日の質問事項は、以前にも

私なりに、また、他の同僚議員も質問が出たり

している項目であります。つまり大変市民にと

っても関心の高いテーマでもあることから、そ

の後の進捗状況などを多くの市民の皆様も気に

かけ、心配、期待、いろいろなものを皆さん持

っていらっしゃるようでございますので、改め

て、最新の今現在の方向性を伺うということで

ございます。 

  質問事項１、新庄まつりの今後に向けた取組

に関して。 

  新庄市は、令和５年３月に第４期計画、新庄

まつり百年の大計を策定しました。この計画で

は、来年270年を迎えるに当たり、270年祭は新

たな歴史の始まりへというテーマで、市民総参

加の体制を築き、100年後を目指し新たな歴史

を刻むという目標が示されております。そして、

それに伴い、様々な記念事業などを検討なされ

ていることかと思います。 

  ユネスコ無形文化遺産、国重要無形民俗文化

財として世界に認められた新庄まつりとなった

今、この市民の郷土愛の根幹たる貴重な財産で

あります。 

  しかしながら、近年では担い手不足や運営面

での財政的な負担など様々な課題も抱えており

ます。 

  また、今年は直前で人形の手配ができず、大

変大きな問題となり、先月も今後の進展具合に

ついて、テレビ、新聞等でも報道があり、多く

の市民の皆様も心配して見守っているような状

態といえます。このようなことを踏まえて、現

在の新庄市の考えを伺います。 

  ①人形の確保について大きな課題が残りまし

た。来年に向けて確実に人形を確保できる体制

づくりが必要と考えますが、市としての方向性

を伺います。 

  ②270年記念の事業は、具体的な行事案や予

算など、どのように予定していらっしゃるのか

伺います。 

  続きまして、質問事項２です。 

  ２、新庄コミュニティ放送局の活用について。 
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  新庄コミュニティ放送局あすラジは開局４年

目を迎え、市民からの認知度も向上し、地域に

密着した放送内容に評価が高まり、リスナーも

増えているようです。また、特にこのたびの豪

雨災害時の緊急24時間臨時放送や、タイムリー

で細かな災害関連情報の提供に、とても便利で

あった、ありがたかったとの声が多く寄せられ

ているとのことです。 

  このように地元の貴重な財産であるこの新庄

コミュニティ放送局の有効活用に対して、新庄

市の今現在の取組の方向性、お考えを伺います。 

  ①主に災害時において。災害時・緊急時は、

Ｊアラートと連動した行政からの割り込み放送、

また、防災行政無線とラジオの併用による情報

の伝達手段を広げる自治体が多くあります。市

としても、せっかくあるこのラジオを活用して、

幅広い伝達手段を備えてはいかがかと思い、市

の考えを伺います。 

  ②次に、日常の行政情報発信について。紙や

ウェブの媒体、つまりホームページとかＳＮＳ

とか、回覧板とかのみならず、ラジオからの情

報発信など、より多くの市民の属性に沿った情

報伝達があれば、より有効・効果的かと思われ

ます。全国約340の放送局のうち、ほとんど多

くがコミュニティ放送局との有料契約により行

政情報の発信を行っており、市としても、せっ

かくあるこの貴重な地域の財産を有効に活用す

べきと思いますが、市の考えを伺います。 

  以上、質問でございます。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、伊藤議員の御質問にお

答えします。 

  初めに、人形確保の体制づくりについての御

質問でありますが、９月定例会でも御答弁申し

上げましたが、基本的に新庄まつりの人形の確

保につきましては、山車連盟と人形師との契約

によって進められてきたところであります。本

年の新庄まつり直前に人形師と連絡が取れなく

なる事態となりましたが、山車連盟では、来年

度もこれまでと同様に人形師と協力して山車制

作に取り組んでいくとお聞きしているところで

あります。 

  市といたしましても、引き続き、新庄まつり

実行委員会や山車連盟、各若連の考えを尊重し

ながら、新庄まつりの伝統を絶やすことなく後

世に引き継いでいくための体制づくりを支援し

てまいります。 

  次に、新庄まつり270年祭の記念行事につい

てでありますが、これにつきましては、新庄ま

つり実行委員会において事業計画等を検討して

いくこととしております。 

  市といたしましても、ユネスコ無形文化遺産

に登録されている伝統ある新庄まつりを次世代

へと受け継いでいくため、記念事業の実施に向

けて、新庄まつり実行委員会と連携して取組を

進めてまいります。 

  この新庄まつり270年祭記念行事の具体的な

事業計画や予算につきましては、今後開催され

る第３回新庄まつり実行委員会において協議さ

れる予定となっておりますので、新庄開府400

年記念事業と連携して、相乗効果を高められる

よう事業を推進してまいります。 

  次に、新庄コミュニティ放送局の活用につい

ての御質問にお答えいたします。 

  初めに、災害時におけるＪアラートや防災行

政無線のコミュニティ放送局との連携につきま

しては、３月議会でも御答弁申し上げましたが、

災害時における災害情報等の放送に関しまして、

協定の締結の上、地域の必要な災害情報を放送

していただいております。市の避難情報につき

ましては、防災行政無線をはじめ、テレビ放送

におけるテロップ表示や携帯電話を活用したエ

リアメール、さらには市のホームページや公式

ＬＩＮＥなど、様々な方法で伝達しているとこ
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ろであります。 

  Ｊアラートや防災行政無線につきましては、

主に国民保護に関することなど、緊急的に市内

全域に情報を伝達する必要があるため、エリア

メールなどを併用することで、瞬時に情報を提

供できると考えております。そのため、防災行

政無線との連携した割り込み放送を実施するこ

とにつきましては、市と放送局それぞれの設備

投資が必要となることから、現在のところ考え

ておりませんが、今後も市民の安全を守る観点

から、より災害情報の伝達に向けて情報収集を

進めてまいります。 

  次に、コミュニティ放送局との有料契約に基

づく情報発信についての御質問についてお答え

いたします。 

  伊藤議員には、本年３月議会においても同様

の御質問をいただいておりますが、本市では現

在、新聞社やテレビ局宛てに直接メールをお送

りして、様々な行政情報の提供を行っており、

地元コミュニティラジオ放送局に対しましても、

同じタイミングで行政情報を提供しているとこ

ろであります。 

  マスコミ各社におかれましては、その提供し

た行政情報に基づきまして、随時、本市の行政

情報を発信していただいているところでありま

す。 

  現在のところ、メディアの種類を問わず、特

定の媒体と本市が有料契約を結んで番組や紙面

を企画しているような取組は実施しておりませ

んが、今後につきましては、個別の事案ごとに、

必要に応じて検討してまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一議員。 

１３番（伊藤健一議員） いずれも９月に祭りは

聞いた、ＦＭは３月聞いた、そのとおりでござ

いますが、さらに私のほうでも少し深めて、い

ろいろな新しいことを調べた上で、もう一度今

日伺っているという前提になります。 

  さて、新庄まつりの人形の問題に関してです

けれども、前にもお答えいただきましたとおり、

やはり新庄まつり、自分の整理で違っていたら

少し修正願いたいのですが、祭り、人形に関し

ては、新庄山車連盟が中心となって、その連盟

というのは今現在20町内で構成されており、お

のおのの町内が個別に人形を契約しているとい

うふうに理解しました。おおむねそのようなこ

とであろうかと思います。ですから、人形に関

して掘り下げていけば、連盟のところが決定権

というか、その組織が責任を持って催行をなさ

ると、そのようなことだと思います。 

  そこで、その前に、そこに伴ってですか、前

というか、参考までに、新庄まつりというのは、

やはり270年の時を経て、今これだけのものに

成り立っているわけですから、新しくつくった、

最初に趣旨や目的や組織図があって、それで成

り立つようなイベントと違いまして、その長い

歴史の中で時間をかけて、いろいろなものを経

ながら現在に至っているという歴史と伝統のも

のだと思っております。今現在の、この祭りを

運営するに当たっての新庄まつり実行委員会、

あとまつり山車行事保存会、神輿渡御行列実行

委員会、新庄山車連盟、新庄囃子連盟、このよ

うなところが中心となって、おのおのの部門を

束ねるといいますか、代表して責任を持って、

それで寄り集まるというとおかしいんですけれ

ども、集合体として新庄まつり催行ということ

で、理解としてはいかがなものなんでしょうか。

教えていただきたいです。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 新庄まつり実行委員会の

組織体制といいますか、そういった御質問と捉

えておりますが、今、議員おっしゃられたとお

りのほかに、まつり実行委員会のほうには、そ

のほか関係機関、関係団体、それから各企業
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等々も加わってございます。 

  基本的に、実行委員会の下部のほうには、各

専門部会というものがございまして、そこのと

ころで各関係団体のほうから推薦された方々に

よって、祭りの運営であったり、行事のやり方

であったり、それから様々観覧席、それから警

備、運行等々の協議をしていただいた上で、そ

れを実行委員会のほうにお諮りして、決定して

いただくというような流れになってございます。 

  以上でございます。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一議員。 

１３番（伊藤健一議員） やはり説明いただいて、

大変丁寧な説明いただいてありがたいのですが、

あまりにも組織、祭りが大きくて、おのおの歴

史も違って、実行委員会というものが一番後か

ら総括するような、事務機能も有するような組

織として出来上がったのかということと、その

新庄まつり実行委員会は、各専門の部局の上と

か下ではないにしても、ある程度事務方とか運

営を催行するに当たって、側面的にサポートし

ていくような機能を有しているのか。その辺の

ところ、まつり実行委員会の役割どころを教え

ていただきたいと思います。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 まつり実行委員会のまず

組織体制につきましては、先ほど私のほうで御

答弁申し上げたとおりでございまして、基本的

に祭りの主催団体はという形になりますと、ま

つり実行委員会が責任を負うというような形に

なってございます。 

  先ほど、各祭りの団体、例えば神輿、それか

ら山車、囃子とかございますが、そういった

方々からの代表者を募って、各専門部会のほう

で、その年の課題であったり、最近であれば熱

中症も含めてですが、そういったものの対処に

対する部分を協議いただいた上で、その協議内

容を実行委員会のほうにお諮りして、議決をい

ただいて、祭りの実施につなげているというよ

うな形になってございます。 

  以上でございます。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一議員。 

１３番（伊藤健一議員） という御答弁のとおり

ということですので、今、私が新庄市に、その

後、その先をどうなってんのというふうな質問

を申し上げても、自分のところが最初から最後

まで把握して答えるという立ち位置にないとい

うようなお立場でもございますので、答えられ

る範囲になろうかと思います。 

  ただしですね、９月にも質問で伺いましたが、

新庄まつりというものは、来年取りあえずは同

じような体制でもう一回やるということになり

そうだということだとすれば、当時の９月の説

明の中で、各町内とも１月頃にはその次の演目

を寄り合って相談したり、いろいろな細かな次

の祭りの全体像を調整を図るぎりぎりの時期に

なるようなお話をいただいたと理解しています。 

  そういう意味で、今まさに12月になったとき

に、新庄市まつり実行委員会の事務方として構

成している立場としては、主務者ではないにせ

よ、どこら辺までが進捗しているのか。最初に

聞きましたが、市民の人たちも我が事としてす

ごく心配したり気にしたりしていらっしゃる中

で、答えられる部分とまだ決まっていなくて言

えない部分あろうかと思いますが、精いっぱい、

市民の皆様も聞いておりますので、許されると

ころまで方向性をお示しいただければありがた

いと思いますが。 

  いいですか。引き続き、もう少しはっきり言

いますか。答えられるところまで教えていただ

きたいなということなんですが。意味が通じま

せんか。人形師の問題についてです。座ります。 

佐藤卓也議長 暫時休憩いたします。 
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     午後２時１６分 休憩 

     午後２時１７分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一議員。 

１３番（伊藤健一議員） それでは、人形の問題

につきまして、改めて伺いたいと思います。 

  今現在、12月になっており、１月にはいろい

ろなものが各町内寄り集まって、具体的な出し

物とか、いろいろ相談する時期と前に伺ってお

りますが、この人形に関しては、進捗状況は、

実行委員会のメンバーである新庄市として、ど

こら辺まで、どのように把握しているか教えて

いただきたいと思います。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 人形の確保の御質問でご

ざいますが、先ほど市長答弁にもありましたと

おり、今年の新庄まつりの直前で人形師のほう

とは音信不通になったということで、様々苦労

した各若連でございましたが、来年につきまし

ては、これまでどおりというような形で、連盟

のほうともお話をしたとお伺いしてございます

ので、通常どおりの形で来年のお祭りは催行さ

れるものと考えてございます。 

  あと、すみません、先ほど実行委員会の形式

の中で、私のほうで少し足らない部分がござい

ましたので、付け足させていただきますけれど

も、実行委員会のほうには、当然、我々新庄市、

それから商工会議所、それから観光協会も御加

入いただいてございますので、付け加えさせて

いただきます。すみません。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一議員。 

１３番（伊藤健一議員） そのようなことで、来

年も同じようにまずなるということは、さっき

最初に申し上げましたが、マスコミの報道等が

先にあり、その内容について、そんなにおおむ

ね違っていないものが多いような印象を受けて

おります。 

  来年は、まず取りあえず、こういう言い方は

角が立ってはなんなんですけれども、来年は予

定どおり進めば開催されるであろうけれども、

このたび本当に予定外のことが降りかかったと

いうことは、今後のリスク管理という意味では、

持続可能性に向けた祭りの再考という意味で、

例えば、組織であっても、代表がいて、副代表

がいる、行政でも民間でもそうだと思います。

任意団体でもそうだと思います。この祭りに関

しては、歴史と伝統ということで、個別の契約

であって、その個別の貸す側のほうの幅広い支

援体制がなくて、このたびは危機を迎えたと。

その反省を踏まえると、いろいろ周りが支えて

いくようなサポート体制というものが、今後の

祭りの人形の体制について、とても大事なこと

なんじゃないかなと思うわけでございます。そ

の辺のお考えを教えていただきます。 

佐藤卓也議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時２１分 休憩 

     午後２時２２分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 人形の契約という御質問

と捉えてございますけれども、それはあくまで

も先ほども申しましたとおり、市長答弁にもあ

りましたとおり、基本はあくまでも各若連と人

形師の契約で成り立っているものと考えてござ

います。 

  当然、今、議員おっしゃられた様々な心配事

は多々あろうかと思いますけれども、そういっ

た面につきましても、各若連、山車連盟、それ

から実行委員会等々と協議しながら進めてまい
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りたいと考えてございますので、よろしくお願

いいたします。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一議員。 

１３番（伊藤健一議員） あくまでも人形に関し

ては山車連盟にありながらも、様々なことに対

して一緒に打合せの中に入っていきたいと、こ

のようなことでよろしかったでしょうか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 市といたしましては、実

行委員会の一員でございますし、あと事務局も

仰せつかってございます。そういう立場で様々

相談しながら、その体制づくり、協議内容等々、

これからも実行委員会、それから様々な関係機

関と一緒になりながら、なるたけ皆さん、御心

配等々を少しでも取り除けるように、関係機関

と協力しながら進めてまいりたいと考えてござ

います。よろしくお願いします。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一議員。 

１３番（伊藤健一議員） 実行委員会として、こ

の件に関しては様々な協力をするものはしなが

ら進めていくと、お手伝いをしていくというよ

うなニュアンスと受け止めました。御答弁あり

がとうございます。 

  もう一つは、この新庄まつり270年に向けて

の、先ほど辺見議員も多少同じような質問にな

りましたが、具体的な特別イベントとかのお考

え、また、それに伴う特別な予算措置とか、今

のところ示してもらえるものがおありですか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 先ほどの市長答弁にもご

ざいましたとおり、今後開催されます第３回の

祭り実行委員会の中で協議する内容となってご

ざいますので、私のほうからの御答弁は差し控

えさせていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一議員。 

１３番（伊藤健一議員） 市長から先ほどいただ

いた総論の中から切り出したつもりでございま

すが、そのような同じ質問になるということで

あれば、後でもう一回再確認してみたいと思い

ます。 

  これだけ前から銘打って、名前を先に上げて、

中身を一生懸命伴っている祭祀だと思うので、

職員の皆様も負担はかけますけれども、私ども

も市民としても協力できるものはできます、や

らせていただきますので、市民総出の祭りづく

りに向けて、本当によかったなというようなも

のになるように、いろいろぜひとも、そのため

には分かってきたような情報を、都度都度我々

市民に開示していただいて、機運醸成を、盛り

上がりをつくっていくと、このようなことがと

ても大事だと思うんです。そのような意味では、

決まったものから出してもらう、あとは出すも

のを早く決めると、そういうこともぜひお願い

したいなと思います。 

  祭りは終わります。 

  次に、ＦＭ地域コミュニティ局について、質

問になります。 

  新庄コミュニティ局の放送について。 

  コミュニティ局あすラジは４年目を迎えます。 

  １、主にこのたびの災害時において、災害

時・緊急時はＪアラートと連動した仕組みとい

うことで、行政からの割り込み放送、防災行政

無線とのラジオの併用による情報の伝達を広げ

て、そういう自治体がとても多くあるようです。

新庄市としても、先ほど答弁の中で出てしまい

ましたが、今のところ既存のマスコミ等と協定

を交わしており、それと何ら変わりないという

ことで、それ以上のものは答えがなかったので、

再質問もなんなんですけれども、あえて少しそ

れでも聞いてほしいという意味で伺います。 
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  新庄市には、幸い地域のコミュニティＦＭ局

がございます。これは欲しくても、ラジオ局が

総務省に届出をして認可にならなければ、その

機能はないということで、山形県では５都市だ

けしかございません。その中で、新庄市以外の

ところは、その成り立ちとか背景が違うから仕

方がないのですが、全部が大なり小なり行政と

本当に、緊急時も一般放送、住民サービス情報

提供も、これは有料契約放送とかも含んでとい

うことなんですが、活用してございました。現

に酒田以外の長井、米沢、山形も、実際に局と

行政と伺って話を聞いてまいりました。 

  なぜじゃあ新庄市じゃなくて、置いておきま

すが、よそのところはそうやってタイアップで

きているのか。背景も違うんですけれども、お

おむね、多くは東日本大震災のときに、やっぱ

り私たちも思い出してほしいんですが、新庄市

においても、本当に一定の期間停電で、信号も

つかなければテレビもないと、何も情報がない

なという経験をいたしました。他地域も同じよ

うに、それが背景で、臨時放送局の申請がすご

くせっぱ詰まって必要とされて、開局の理由に

なったようです。そのような背景があって、そ

の後、年数がたって、急にできたところは大体

平和になったらばなくなっちゃったり、経営的

にですね、出たり入ったりはしているようであ

りますが、今の３局は、酒田も含めて４局は、

現在も活躍していると、そのような状況のよう

です。 

  それで、活躍ということは、行政も有効に活

用していると、有効的だということですね。さ

らに言えば、行政のほうが主導権を持って、主

体となってやっている放送局は、主には指定管

理者だったり、委託業者だったり、どちらかと

いうと行政からこれやってくれよと言われて、

そこに職員が募集になったりしてやっているよ

うな。どちらが先にやるといったら、やはり行

政側がいろいろな情報伝達手段の拡大というこ

とで立ち上げてきて、今も支えていると、その

ような場合が多いようでございます。 

  そこにいきますと、新庄市はそのような背景

がそんなにないままで今に至っているものです

から、先ほどのような御答弁にもなってしまう

のかなというのは、私だけでなく、答えを聞い

ている側の者にとりましては、そういうふうな

感じをちょっと受けたところであります。 

  そこで、もう一度確認なんですけれども、確

かに先ほどのお答えの中で、Ｊアラートとか

云々、そういう設備関係に関しては、機材や設

備投資、予算も経費もかかるということでござ

いますので、そこは十二分に理解してございま

す。この財政をどうやって乗り切るんだと。新

市長も本当に一つ一つに心血を注いで見直して

いるという状況の中で、お金かかっても必要だ

よというだけでは心に届かないのかなと思うん

ですけれども、そうではなくて、逆にそこは十

分理解しますので。先日の石破首相の所信表明

でもありましたが、ＤＸ構想、または地方創生、

それを手厚く持っていくよというふうな政府の

方針を示していただきました。そのような中で、

新庄市の一般会計の予算から割いてくださいと

いうふうなお願いをするものでは決してなくて、

ＤＸや地方創生の今政府が積極活用、２倍にす

るとか、本当に２倍になるか分かりませんが、

積極活用してほしいというふうにおっしゃって

くださっているものを、新庄市は率先して調べ

て、いろいろなものを調べて、ぜひ積極的に取

りに行っていただいて。それは、例えばＪアラ

ートとかの災害関連とか、いろいろテーマもあ

ろうかと思います。そのような努力をして、必

要性を、認識をまず伺って、そのような必要性

が、予算は置いておきまして、あれば必要だよ

ね、大事だよねというようなお考えがあるか。

あれば、予算取りとかに一生懸命アンテナを立

てていただきたいなと思うのでありますが、い

かがでしょうか。 
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岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 あすラジ関連で御質問いただき

ましたけれども、私のほうから防災面というこ

とでお答えさせていただきたいと思います。 

  議員御指摘のとおり、災害時におけるラジオ

の有用性というのはあろうかと思います。当然、

停電時でありましても乾電池等、場合によって

は手回しラジオ等ありますので、災害時に情報

収集するツールとしては、大変有効であるとは

認識してございます。 

  そのラジオの活用でありますけれども、今現

在もあすラジとは災害協定を結ばせていただい

て、市のほうから積極的に様々な情報提供をさ

せていただき、その都度放送はしていただいて

おります。今回のような大きな災害時におきま

しては、あすラジの記者といいますか社員の方

も市役所環境課のほうに詰められて、自ら情報

収集し、ラジオで発信していただいたという実

績がございます。 

  そうなりますと、特段機会があろうがなかろ

うが、今現在では、もう既に放送としては成り

立っているわけですので、まずはこの体制で維

持していきたいと考えております。よろしくお

願いします。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一議員。 

１３番（伊藤健一議員） 今のお話のとおり、最

低限の災害時における対応については、あすラ

ジの、さっき情報を取りにきたものに対して、

災害対策本部のほうも理解を示して、利用して、

情報提供して、お互いにお互いをフルに利活用

していたということは、私なりにも、あすラジ

のほうにも聞いており、その確認がありました。

ありがとうございます。 

  機材のＪアラート、そんなに食い下がるもの

ではございません。ですから、今は金をかけな

いという意味では、十分そのような災害時はや

ったということであり、可能性としてさっき申

し上げましたのをもう一回言えば、追加で特別

な交付金なんかを求めていくとすれば、そのよ

うな設備投資が可能なんですけれども。認可が

下りればですね。そのようなところまで目指す

ことはないのかなという質問でございました。 

  では、次に、平時、災害時ではなくて平時の

ラジオの活用ということに対して、行政サービ

スの提供ということは、一応川又課長のほうか

ら、総論として一応伺ったんですが、もう一度

いろいろ、おのおのラジオにはラジオのいいと

ころもあるよと。ＳＮＳはＳＮＳのいいところ

もあるよと。そのようなことがあって、例えば、

ラジオのいいところ、例えばですよ、停電時に

も情報が取れる。あと非常時にも携行、持ち運

びできると。あとは逐次最新の情報、特定の地

域ごとの細かな情報、例えば通行止めになって

いるとか、水上がりになっているとか、そのよ

うなことは、やっぱり大手の画一的な放送では

なかなかできないところ、ローカルだからこそ

の地域情報という意味で申し上げております。

そのようなところでは存在価値が十分にあると

認識しておりますが。だから予算とかまで発展

させるとお答えも難しくなるのかと思いますが、

そのようなメリットがあるということの認識は

していただいておりますか。予算とか関係なく

て結構です。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 ただいま伊藤議員からの

質問の中で、ラジオの部分のいいところはいい

ところとしての認識はあるかというような御質

問ですけれども、これについては、もちろんラ

ジオについては、ラジオとしてのメリットとい

うのは十分あるというふうには捉えてはおりま

す。 

  以上でございます。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 
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佐藤卓也議長 伊藤健一議員。 

１３番（伊藤健一議員） あまりぎゅうぎゅうぎ

ゅうぎゅう一方的なつもりで質問に至っており

ません。構えられてよろいを閉じ込められたの

ではお互いに何の未来も描けませんので、胸襟

を開いて質問しております。 

  ただ、御参考までに申し上げれば、そのよう

な便利だったなという思いの市民の方々が、実

に増えてきております。 

  例えば、どのようなことをやっているのか。

知っているよと言われるかもしれませんが、ち

ょっとだけ御紹介申し上げますと、例えば、平

時はどんなことやっているの、市民がどんなこ

とを喜んでいるの、例えば「今日のしんじょっ

こ」という番組では、小学校２年生を対象に、

インタビューに出向いて、子供たちへの言葉を

拾ってきております。あと地元の各界のいろい

ろな人方を招いて、30分とか１時間にわたりト

ーク番組をつくっている。または、地元の年配

の方の、女性の語り部による昔話なども、方言

が入って、こんな方言今使うのかなみたいなと

ころまで温かい話になっております。あとは町

なかインタビューも、不定期にいろいろなとこ

ろに行って、マイクを向けているようでござい

ます。あと、今後、中高生や若者、あと一般対

象の方々に自主コーナーを提供して、自分たち

でこのような番組を持ちたいと、そのようなこ

とも考えております。つまり、本当に自由闊達

な市民参加型の情報コーナーを目指していると

ころでございます。インターンシップなども、

これから受入れも兼ねて、若い人たちもぜひと

も直接関わっていただいて、一旦地元を離れる

人もおろうかと思いますが、まずは地域愛、一

端に具体的に触れるという体験をしてもらうこ

とによって、新庄を深いものに、思い出深いも

のに、いいものだと認識してもらうという活動

もしていると。本当にそのような努力を一生懸

命やっているところなんだよということを申し

上げたいと思います。 

  例えば、いろいろ申し上げましたが、平成28

年の８月２日付で、各都道府県知事と各市長・

区長殿に向けて、総務省の総務省情報流通行政

庁のお名前で、コミュニティ放送のさらなる活

用についてという文書の控えを私も手にしまし

た。これについて、当時の方々と、残念ながら

人事異動があったり、人も入れ替わっておりま

す。そのような流れの中で、今のこの紙を知っ

ているよということですかね。知らなかったと

いうことになりますか。いかがでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 今、伊藤議員、タイトル

読み上げました文書については承知してござい

ません。 

１３番（伊藤健一議員） 議長、伊藤健一。 

佐藤卓也議長 伊藤健一議員。 

１３番（伊藤健一議員） これは総務省の方針、

提案ということなんでしょうか。タイトルはち

ょっと少し抜粋して御紹介します。 

  コミュニティ放送のさらなる活用について。

コミュニティ放送は、市区町村内の一部の地域

において、地域に密着した情報を提供するため、

平成４年１月に制度化され、超短波放送、ＦＭ

放送です。この放送は、地域の活性化のために、

地域の話題や行政、観光、交通、医療、地域に

密着した細かな情報などを提供するとともに、

避難所等の災害情報をリアルタイムで提供する

ことも可能となっており、災害時の情報伝達体

制の多重化に大いに資するものですとあります。

ですから、これはこれですごく役立つんだよと

いうことです。コミュニティ放送に対する支援

制度の拡充が図られています。各地方公共団体

においては、これらの取組を、ちょっと飛ばし

ますが、支援制度を活用しながら、地域の実情

に応じて、コミュニティ放送のさらなる活用を

図っていただきますようお願いしますというふ
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うに、首長さんのほうに、方針をお願いの文書

が来ていると。 

  このようなことをお伝えしまして、当時はこ

の文書を誰かが頂いたんですけれども、今現在、

それから時間もたっているし、時代も変わって

きている、人も変わっている中で、今ＦＭ局を

新庄においてどうだという話をやり合っている

ときですから、その背景、あとは新庄市以外の、

県内でも東北でも、ほとんど多くのところが行

政と情報共有、情報提供を連携を取りながら進

めていますよということが実態としてあります

ので、今現在で、これ以上、だから新庄市やる

の、やらないのとか、そういうところに踏み込

んじゃうと、答えは、答える側も困ります。だ

と思います。 

  このような背景を踏まえて、今後、先ほど言

ったような補助金の使い方等も新しいものがあ

るやもしれません。そのような中で、せっかく

ある地域の財産を有効活用するとしたら、どう

なんだろうと。よその事例をもう一度調べ直し

て、新庄は本当に使わなくていいのか、少しは

活用してもいいんじゃないのか、その辺のとこ

ろを、お忙しい中とは存じますが、考えるだけ

はただだと思うんですね。ぜひともかたくなに

閉めっ放しではなくて、時代も変わっている中

で、お考えを見詰め直し、再考をお願いできれ

ばと思って、私の質問を終わります。 

  以上です。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  11日午前10時より本会議を開きますので、御

参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時４６分 散会 
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上 下 水 道 課 長 阿 部 和 也  会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 加 藤   功 
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農業委員会会長 浅 沼 玲 子  農 業 委 員 会 
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令和６年１２月１１日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 
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２番 佐 藤 悦 子  議員 
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令和６年１２月定例会一般質問通告表（３日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 山 科 春 美 

１．空き家対策と新庄市立地適正化計画の推進について 

２．脱炭素対策について 

３．新庄開府４００年記念事業について 

市 長 
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２ 佐 藤 悦 子 

１． 新庄まつり山車の人形の安定的な確保支援について 

２． 高齢者タクシー券の復活と市内循環バスの梨ノ木地域

への延伸 

３． デジタル利用の問題点及び対策として必要な教職員の

確保 

４． 農家への災害対策補助が、転作を条件とすることは撤

回し、米の増産に転じるべきではないか 

市 長 
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３ 小 嶋 冨 弥 
１．持続可能な市政運営について 

２．５歳児健診について 
市 長 

４ 髙 橋 富美子 

１． 子宮頸がん撲滅に向けた取り組みについて 

２． プレコンセプション（妊娠前）ケアについて 

３． 学校でのいじめ対策の強化について 

市 長 

教 育 長 
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開      議 

 

 

佐藤卓也議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  欠席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は４名です。 

  これより３日目の一般質問を行います。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

 

 

山科春美議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 それでは、最初に山科春美議員。 

   （７番山科春美議員登壇） 

７ 番（山科春美議員） おはようございます。 

  12月定例会３日目の一番最初に質問させてい

ただきます、議員番号７番、新政・結の会の山

科春美でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  それでは、通告に従い質問をさせていただき

ます。 

  大きな１つ目ですけれども、空き家対策と新

庄市立地適正化計画の推進についてということ

です。 

  現在、人口減少や少子高齢化等などが背景に

あり、当市においても、住宅需要の低下に伴う

空き家・空き地も増加している状況です。平成

30年に新庄市空家等対策計画が策定されていま

すが、現状の課題や今後の取組についてお伺い

いたします。 

  また、新庄市立地適正化計画（案）が示され、

市街化区域内において人口密度を維持し、生活

サービスやコミュニティーが持続的に確保でき

るよう居住を誘導する区域（居住誘導区域）と、

また、医療、福祉、商業等のサービス機能施設

を適切に誘導し、各種サービスの効率的な提供

を図る区域（都市機能誘導区域）を定め、計画

的に誘導を図ることとされていますが、その取

組についての推進についてお伺いいたします。 

  細かい内容としまして、空き家の現状把握を

行う予定ですか。平成30年度、560棟というこ

とで市独自の調査があったと聞いております。 

  次に、昨年度から始まった施策として空き家

等除却支援制度がありましたが、その実績、課

題について伺います。 

  県の取組として、エリアマネージャー、空き

家対策の担い手制度を創設されましたが、市、

県、民間事業者が連携し、民間主導による空き

家の利活用の促進をどのように考えていますか。

今後、空き家の発生予防、適正管理、利活用促

進、除去等の取組について、考えていることが

あればお聞かせください。 

  新庄市立地適正化計画（案）における「コン

パクトシティ・プラス・ネットワーク」のまち

づくりはどういうものなのか。都市機能誘導区

域や居住誘導区域への誘導のための施策として、

今考えている具体的な取組を伺います。 

  立地適正化計画の目標年次である2040年、令

和22年に目指したい将来像について伺います。 

  ２つ目の大きな質問ですけれども、脱炭素対

策についてということです。 

  山形県をはじめ、県内他市町村でもゼロカー

ボンシティ宣言が続々と行われていますが、本
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市におきましても、今年12月23日にゼロカーボ

ンシティ宣言式が行われることとなりました。 

  また、その計画についても、新庄市環境審議

会におきまして、新庄市地球温暖化対策実行計

画の素案が示されたと聞いております。 

  また、完成された計画ではないということで

すけれども、2050年までにカーボンニュートラ

ルの実現に向けて、脱炭素対策についてどのよ

うにお考えかをお伺いいたします。 

  細かい質問ですけれども、政府は2030年まで

に、エネルギーの供給元として、石油、石炭等

の火力発電を大幅に削減し、原子力発電や再生

可能エネルギーを大幅に増やそうとしています。

しかし、当市のような特別豪雪地帯におきまし

て、冬期間の日照時間も少ない中、再生可能エ

ネルギーとしての太陽光発電などが推奨されて

いくのか、お伺いいたします。 

  脱炭素化に向けて取組を行うことにより、個

人や企業の負担も増えてくると思われます。利

点や課題について、市の認識を伺います。 

  大きな３つ目の質問です。 

  新庄開府400年記念事業についてということ

で、令和７年は新庄開府400年という節目の記

念すべき年に当たり、数年前から実行委員会を

立ち上げ、様々な企画を検討されてこられたと

思います。キャッチフレーズも、事業コンセプ

トも決まり、事業計画も進んでいると思います

が、市民の方から、記念事業はいつ頃、どうい

ったことを行うのか、ぜひ参加してみたいとい

った来年を楽しみにしている声を数多く聞きま

す。 

  そこで、市民の皆様への記念事業についての

広報はいつ頃になりますか。記念事業の内容に

ついて、市民の方が参加できる事業も実施すべ

きと思いますが、市の考えを伺います。 

  以上です。よろしくお願いします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 おはようございます。 

  それでは、山科春美議員の御質問にお答えし

ます。 

  初めに、空き家対策についてでありますが、

人口減少などにより空き家・空き地は増加して

おり、今後さらに増加するものと捉えておりま

す。 

  この空き家の現状把握についてでありますが、

平成30年度調査以降、市全体の調査は実施して

おりません。空き家の軒数や所有者、管理者の

情報、空き家の状態などは対策を進める上で基

礎となるものでありますので、改めて空き家の

実態調査を実施していく必要があると考えてお

ります。 

  次に、昨年度から実施しております除却支援

制度の実績につきましては、空き家等除却事業

の申請件数が、昨年度は６件、今年度は２件と

なっており、不良住宅空き家等除却事業が昨年

度１件、今年度はゼロ件となっております。 

  申請件数がなかなか増えないことが課題であ

りまして、今年度の相談件数は10件あるものの、

相談のみで申請には至っていない状況でありま

すので、より利用しやすい制度にするため、支

援内容や制度の周知の再検討が必要と考えてお

ります。 

  最上８市町村と山形県、さらには県が認定し

ております山形県空き家対策エリアマネージ

ャーがメンバーとなります、最上地域空き家協

議会も設置されたところであります。これにお

きましては、特に空き家の利活用を中心に連携

を図っていきたいと考えております。将来は民

間事業者による事業化が活発になることを期待

しているところでございます。 

  今後、空き家対策の取組につきましては、除

却支援、利活用の促進に加え、空き家の発生予

防も重要になってくるものと捉えておりますの

で、住まいの終活、管理責任の重要性など、発
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生防止のための啓発や、転居や相続時における

空き家の管理に関する周知にも力を入れていき

たいと考えております。 

  次に、新庄市立地適正化計画についての御質

問にお答えをいたします。 

  現在、策定を進めております新庄市立地適正

化計画でありますが、計画にある「コンパクト

シティ・プラス・ネットワーク」とは、住宅や

商業施設、医療、福祉施設などの都市機能を一

定のエリアに誘導しつつ、市街地と周辺地域を

公共交通で結ぶことにより、コンパクトで自立

的なまちづくりを目指すものであります。 

  立地適正化計画は、まちづくりの大きな方向

性を示すものであり、居住や都市機能を誘導す

るための具体的な取組につきましては、他の計

画と整合を図りながら、今後検討してまいりま

す。 

  また、立地適正化計画での目指す将来像につ

きましては、「四季を通じて住みやすいまち 

新庄」を掲げております。少子高齢化や人口減

少が進行する中でも、市民の皆様が安心して住

み続けることのできるよう、必要な都市の機能

と市民のにぎわいがコンパクトに集約化された、

持続可能で住みやすいまちづくりの実現に向け

て、さらに取組を進めてまいります。 

  次に、脱炭素対策についての御質問にお答え

いたします。 

  再生可能エネルギーについては、化石燃料に

依存しないエネルギー源であり、環境の負荷が

少なく、国が推奨している温室効果ガス削減策

の一つであります。 

  太陽光発電につきましては、パネルへの降雪

や日照時間の短さによる発電量の低下、さらに

は降雪による破損が生じる可能性が指摘されて

おります。その一方で、パネルの設置場所や設

置角度の工夫、その他積雪対策により積雪地特

有の条件が不利な点の軽減を図ることが可能と

言われております。また、地域には太陽光発電

以外のバイオマスや小水力発電に取り組んでい

る事業者もいらっしゃいます。 

  この太陽光発電をはじめとした多様な再生エ

ネルギーの生成や利用については、脱炭素化の

推進に当たり非常に重要となる取組であること

から、市といたしましても、地域特性に応じた

再生エネルギーの生成手法や利用の在り方につ

いて研究するとともに、必要となる取組を支援

してまいります。 

  次に、脱炭素化に向けた取組に関する認識に

ついてでありますが、二酸化炭素排出量の削減

のみにとどまらず、家庭や企業経営におけるコ

スト削減、市民の健康や生活の質の向上、さら

にはエネルギー生成による収益獲得や雇用の創

出など、まちづくりに幅広く好影響を及ぼすも

のと認識しております。 

  次に、脱炭素化に向けた企業や家庭の課題に

ついてでありますが、脱炭素化を進めるために

は、まず市民や企業の意識を高めること、そし

て初期投資が必要な設備導入に対する資金確保

が課題と捉えております。 

  また、市におきましては、新庄市として地球

温暖化対策実行計画を策定に向けて検討してい

るところであり、環境審議会や地球温暖化対策

協議会などの御意見を伺いながら、地域特性に

応じた実効性のある取組を具体的に検討してま

いりたいと考えております。 

  次に、新庄開府400年記念事業についての御

質問にお答えをいたします。 

  本市では、初代藩主戸沢政盛公が1625年に新

庄城を築城し、領内を開いてから来年で400年

を迎えます。これを契機に令和７年を新たなま

ちづくりのスタートと掲げ、これまでの歴史や

文化、まちづくりを振り返るとともに、郷土へ

の愛着と誇りを高め、次代を担う子供たちと共

にさらなる発展につなげることを目的に、新庄

開府400年記念事業を実施するものであります。 

  新庄開府400年記念事業の市民への周知につ
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きましては、今年度、新たな取組として新庄開

府400年記念事業アンバサダーを任命し、現在、

様々な広報活動を行っていただいております。 

  また、今年の「新・ＢＳ日本のうた」の新庄

開催におきましては、新庄出身歌手の林部智史

さんから全国に向けて、新庄開府400年記念に

ついてＰＲしていただいたところであります。 

  そのほかの啓発活動といたしましては、新庄

開府400年記念ののぼり旗を市内各所に設置を

始め、市ホームページやゆめりあのデジタルサ

イネージなども活用してＰＲに努めております。 

  また、市の広報紙を通して、これまでの取組

や今年度予定している事業について、特集記事

と共に、新庄の貴重な文化財や歴史的認識を深

めていただく紹介記事を連載してまいりました。 

  このほか、記念ポロシャツや缶バッジを製作

し、市職員や議員の皆さんにも着用いただきな

がら周知、機運の醸成を図っているところであ

ります。 

  今後は、新庄開府400年のＰＲ用マグネット

シートの車両への装飾をはじめ、関係機関や市

内事業者とも連携しながら、さらなる新庄開府

400年記念の認知度向上と機運醸成を図ってま

いります。 

  令和７年度に実施予定の事業につきましては、

９月28日における記念式典をはじめ、藩祖政盛

公に関わる自治体による戸沢サミットの開催や、

市内小中学生による「ふるさと探究コンテス

ト」、市内の子供たちによる「ダンスプロジェ

クト羽州ぼろ鳶組」のダンス披露などを考えて

おります。 

  そのほか、名誉市民であります奥山峰石氏の

特別企画展を東京都北区と連携して行うことや、

新庄藩の歴史や文化を親子で学ぶ「親子ふるさ

と歴史探訪」、新庄藩ゆかりの収蔵品などを展

示する宝物展の開催を予定となっております。 

  ほかにも検討している事業もございますので、

事業内容が決定次第、議員の皆様をはじめ、広

報紙やホームページ、かむてんチャンネルなど

様々なメディアを活用しながら周知活動に努め、

市全体の機運醸成を図ってまいります。 

  次に、市民の方が参加できる事業の実施につ

いてでありますが、それぞれの事業により多く

の方々が関わっていただきたいと考えておりま

すが、特に市民が主体となり自ら企画提案をし

ていただく市民提案事業の実施や、新庄藩ゆか

りの収蔵品や展示品については一般募集を予定

しているところであります。 

  新庄開府400年記念事業につきましては、関

係機関と連携しながら、市民の方はもちろん、

市外など多くの方々に参加いただけるよう、効

果的な事業の実施と周知に努めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美議員。 

７ 番（山科春美議員） 御答弁いただき、あり

がとうございます。 

  まず最初に、空き家対策と新庄市立地適正化

計画の推進についてというところで再質問をさ

せていただきます。 

  最初の空き家の現状把握ということで、改め

てやっていくということで御回答いただきまし

た。 

  そこでなんですけれども、本12月議会にも上

程されている新庄市の住みよいまちづくり基金

の条例ということで、これから、あさって、産

業のほうでも話合いして、最終日に決まるわけ

ですけれども、その中で、新庄市土地開発公社

の解散後の残金、大体２億円を活用するという

ことで、生活の利便性の向上を図るための機能

を有する施設、新庄市立地適正化計画に定める

都市機能誘導区域内への誘導に関する事業、ま

た、空き家対策に関する事業、環境に優しい住

宅づくりを推進する事業ということで挙げられ

ておりまして、こちらが可決されればそういっ

た方向に使われていくと思うんですけれども、



- 134 - 

この２番目の空き家対策に関する事業というと

ころなんですけれども、空き家の増加に伴う市

内の社会的不経済の解消を進めることで、遊休

不動産の再利用による固定資産税の増収の増加、

地域の活性化の増加、エリア価値向上を目指す

ということで、それと一緒に立地適正化計画も

推進しているということであると思うんですけ

れども、空き家の除去への補助とか空き家・空

き地の流通促進の支援ということを具体的にし

ていくんだと思いますけれども、この事業を行

うに当たりまして、やっぱり空き家の実態調査

が本当に必要になると思いますけれども、具体

的にどのようなことを考えているんでしょうか。 

  現在、山形県でも取り組んでいるんですけれ

ども、空き家には複数の種類があると思います

けれども、適正管理がされているのかとか、利

活用できる空き家であるのか、管理不十分であ

るものなのかとか、いろいろと種類があると思

うんですけれども、そういったことも把握しな

ければいけないと思うんですが、そういったと

ころをどのように考えているのか教えてくださ

い。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 それでは、空き家の実態

把握ということでの御質問をいただきました。 

  先ほど市長答弁にもありましたように、やは

り空き家の対策を進めていく上では、実態調査

は非常に大切な基礎となるものと認識しており

ます。 

  この実態調査につきましては、軒数、また所

有者、管理者というところもそうですが、空き

家の状態、活用が可能なのかどうか、管理が適

正に現在行われているか行われていないか、ま

た、建物そのものが危険であるかどうかといっ

た情報もやはり必要なんだろうと思っておりま

す。その情報を含めて、やはりそれぞれの適正

管理、利活用、除却、また先日、鈴木議員より

ありました特定空家等の認定というところも含

めてその対応が考えられるということで、こう

いったものも当然、情報として必要なものだと

認識してございます。 

  また、空き家になった理由など、そういった

ものも確認できれば、今後の発生予防に対して

も様々な対応ができるのではないかと考えてい

るところでございます。 

  いずれにしましても、その情報を集めまして、

空き家対策については一長一短で、なかなかで

きないと、これといったものはなかなか難しい

という認識もしてございますので、根気強くし

ていく必要があるなと考えているところでござ

います。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美議員。 

７ 番（山科春美議員） ありがとうございます。

本当にやっぱりそのいろんな、分けて、この空

き家の状態がどういうものなのかということを

実態調査、今後される予定だということで、じ

ゃ、今回の住みよいまちづくりを目的とした基

金が可決されれば、そういった方向に向かって

いくということで、それを実際の実態調査をや

っていくということですか。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 空き家対策につきまして、

そのコストというか歳入部分で、今回上程して

おります基金をどのように活用していくかとい

うことにつきましては、今後、様々な状況を踏

まえながら、案を出しながら提示させていただ

ければと考えているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美議員。 

７ 番（山科春美議員） はい、分かりました。

ぜひ、やっぱり空き家対策を行うためには、そ
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の前の調査が本当に一番大事だと思いますので、

よりよい形でその調査をしていって、把握をし

ていっていただきたいと思います。 

  あとまた、昨年度から行われた空き家等除却

支援制度では、何かあまり解体につながらなか

ったというふうに判断されていたような気がす

るんですけれども、管理不全空家など、解体に

つながるためにはどのようにしたらいいのか、

どのようにすればいいのか、お考えをお聞かせ

ください。例えば、補助を上げるとかそういっ

た、どのように考えているのかお聞かせくださ

い。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 昨年度より始めました除

却支援事業、なかなか申請件数が増えないとい

うところが一つの課題だということでございま

す。その理由の中には、解体の事業費が、建設

事業者の働き方改革等々において人件費の上昇

や、産業廃棄物、アスベストの対応といったも

のでの非常に厳格になってきている中での価格

の上昇といったようなこともあろうかと思いま

す。 

  また、除却するに当たって、支援制度、補助

制度を活用するに当たりましては、その空き家

の所有権、相続というところが大きいかと思い

ます。相続ができていない、または登記がきち

んとされていないといったような事案もあった

ということを考えております。 

  これらの原因ということも含めまして鑑みま

して、今後、その除却支援が金銭的なものが適

正なのかどうか、また、こちらからの様々な情

報提供、所有権、相続登記といったような手続

に関するような情報も含めて提供しながら、よ

り除却がやりやすい状況をつくっていくという

ことも必要なんだろうと今考えているところで

ございますので、今後、その中身はさらに検討

していきたいと考えております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美議員。 

７ 番（山科春美議員） ぜひ、空き家の解体、

管理不全の場合の空き家の解体につながるよう

に、よろしくお願いいたします。 

  空き家・空き地の流通促進への支援というこ

とで、山形県では市町村と連携して、空き家を

リノベーションして子育て世帯向けに分譲した

り、利活用できない空き家を解体して解体跡地

を宅地として分譲したり、様々な取組を行って

いると思うんですが、空き家対策エリアマネー

ジャー認定制度というのが県のほうでありまし

て、その推進を今まで行ってきましたが、当地

域でもそのエリアマネージャーという方が、認

定されている方がいるということです。 

  山形県では２地区の中で、１地区のエリアマ

ネージャーが当地域にいるということでしたけ

れども、そういった事業者と共に空き家対策を

具体的にどのように行っていきたいのか、考え

ているのか、お聞かせください。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 県が認定しております山

形県空き家対策エリアマネージャーということ

で、県内では米沢市と新庄市で、２つ認定があ

るということになっております。このエリアマ

ネージャーと連携しながらということで、最上

８市町村を含めまして、最上地域空き家協議会

というところを今年度設置してございます。 

  この中で、空き家の利活用というところに特

に力を入れていくと。各市町村が持っている空

き家バンク、これらの情報をやはり一括的に見

ていくとか、今議員おっしゃったようにリノ

ベーションをしたり、空き家というか田舎暮ら

しをしたい人とのマッチングとか、そういった

行政だけではなかなかでき得ないものについて、

エリアマネージャーのアイデアであったり努力
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であったりというところを活用させていただき

ながら、利活用の部分、こちらについては力を

入れていきたいというふうに考えて、今、計画

をつくり、来年度、具体的に進めていきたいと

考えているところでございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美議員。 

７ 番（山科春美議員） ぜひそういった、山形

県で米沢と新庄、２団体ということでエリアマ

ネージャーになっているということですので、

新庄には本当にそういった住宅というか、リノ

ベーションとかそういったことを頑張ってやっ

ているほかの方たちもいっぱいいるので、すご

く最新的なこともやれるのではないかと思いま

すので、最上８市町村でぜひいろいろ計画して、

よい方向に進めていっていただきたいなと思い

ます。 

  あと、先ほどから何回か課長もおっしゃって

おるんですけれども、空き家の発生予防の取組

がすごく大切だともおっしゃっておりました。

県では高齢者や相続人を対象とした終活セミ

ナーを行っているようですが、やっぱり元気な

うちに持家をどうするかを考えてもらうことも

すごく大切だと思います。 

  高齢化や核家族化の進行で空き家ができやす

い状況にあるために、発生を抑制する対策が大

切になってきましたけれども、そういったこと

の周知、啓蒙とかについて、考えていることが

あったら教えてください。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 発生予防ということで、

これまで県のほうで住まいの終活といったよう

なセミナーを開いたりということで、積極的に

この辺を広報活動したり、参加したりというこ

とは、まずはこれまでも行ってきておりますし、

今後もしていきたいと思っております。 

  また、地域の宅建協会と連携しながら、空き

家相談会ということもこれまで続けてきており

ます。この空き家相談会の中において、今現在

空き家であるということの相談、この空き家を

どうしようという相談もありますけれども、今

後空き家になっていく、自分が亡くなったらと

か、相続人がなかなかいなくてというような話

も最近多くなってきております。 

  現状の空き家、今後空き家になるというよう

なことも含めて、こういった相談、悩み事も多

いんだろうと思いますので、こういった相談会

なんかを通じながら、今後の空き家対策、今後

空き家になるであろうものについての相談もさ

らに強めていくというか、数多く相談をさせて

いただきながら、その啓蒙活動というところも

一緒にやっていきたいなと考えているところで

ございます。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美議員。 

７ 番（山科春美議員） ぜひ本当に、やっぱり

この予防、健康でも何でもやっぱり予防が大事

だということなので、前もって発生予防の取組

をぜひ頑張っていただきたいと思います。 

  立地適正化計画については、今、案というこ

とで、パブリックコメントも行っているかと思

うんですけれども、居住を誘導するとか、また

町なかにいろんな、商店街、医療、老人施設と

かも集めるということで、やっぱりすごく巨大

な事業なんじゃないかなと思っております。 

  市民の皆様は、今後、行政はどういうまちづ

くりをしていきたいと思っているのかというの

にすごく興味関心を示していることと思います。

やっぱりそれが分かったならば、市はこういう

ふうに考えているんだなと分かったら、民間で

もその市の立地計画に合わせて、いろいろ立地

していこうと思ったりしてくるんじゃないかな

と思います。 

  それに併せて、道路の整理とか、区画整理と
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か、あとまた今現在行っている歴史的風致維持

向上計画、また最上公園内には新庄城址の整備

基本計画もありますし、防災計画、また地域公

共交通網形成計画、いろいろあると思うんです

けれども、そういったことも全部含めて整合性

を取る方向で、この立地適正化計画というのは

進んでいくんでしょうか。 

  これだけ大きな計画を実行していくために、

また、市民の皆様への周知というのもどのよう

にしていくのか、お聞かせください。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 現在策定しております新

庄市立地適正化計画についてでございます。 

  この計画については、この計画の中で具体的

にこういった事業をするというところはまだ記

載されてございません。大きな方向性というも

のを示しているということでございます。 

  「コンパクトシティ・プラス・ネットワー

ク」という言葉も掲げてございます。人口が減

少していく中で、町なかに人が少なくなってい

くということになりますと、やはり商業施設、

医療、福祉といったような都市的機能というの

がなかなか持続できなくなる、サービスが提供

できなくなるというような事態も発生するかと

思いますので、まずはこういった機能を今後も

維持できるようにということで、一定のエリア

に住まいを誘導する、また都市的機能を誘導す

るといったことで、まずは持続可能なまちづく

りを、中心市街地になろうかとは思いますけれ

ども、しながら、また、周辺部に関しては環境

と調和、景観を守りながら生活環境を維持して

いくといったところで、これらを公共交通機関

であったり道路ネットワークといったところで、

ネットワークで結ぶといったまちづくりだとい

うことで掲げてございます。 

  確かに、大きな計画でございますので、新庄

市、それ以外の様々な、このほかにもいろいろ

な計画がございますので、これらと整合を取り

ながら事業化を一歩一歩進めていくといったこ

とで、将来の新庄市をつくっていくということ

で考えてございます。 

  なかなか、目指すものというか、具体的にイ

メージということで、なかなか共有、表示でき

ない部分があるのかなとは思いますけれども、

このイメージづくりも含めて、市民の皆様にも、

広報活動を含め、様々な事業を計画して実施し

ていく段階においてもお知らせをするというこ

とで周知を図っていきたいと考えております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美議員。 

７ 番（山科春美議員） ぜひよろしくお願いし

ます。本当にそうなるように、いろいろこれか

らやっていかれると思うんですけれども、市内

見てもやっぱり空き家というのもすごく多くあ

ると思います。その空き家の除去に対しても、

管理不全空家の対応についても、やっぱり今後

行っていかなければいけないと思います。 

  この場で何度もお話もさせていただいている

んですけれども、北部のほうにある管理不全空

家の対応についても、もう何度も質問させてい

ただいているんですが、危険空き家の近隣に住

む住民にとっては、倒壊とか通学路の安全など

の不安も抱えながら、この問題が早く解決して

地域の安全・安心が確保されることをやっぱり

強く望んでいるところもあります。 

  建物の所有者に対しての助言、指導、勧告と

か、また危険な状態になったときの応急措置を

行うというのは、市の条例のほうで本当にして

いただいてありがたいんですけれども、やっぱ

り本当にどうしようもないときなんですけれど

も、略式代執行とか、国の法律になってくるん

ですが財産管理人制度とか、様々あるんですけ

れども、やっぱり本当にどちらかの方向で解体

をしてもらいたいという思いもあります。 
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  そういう現状も、北部のところもあるんです

けれども、そういった事例もこれからたくさん

出てくると思います。環境課の職員はじめ、皆

さん本当に一生懸命頑張って、空き家対策、都

市整備課の方々も頑張っているんですけれども、

そういった空き家対策に関しましては、もうす

ごく切なる願いでもありますので、管理不全空

家とかに対してなんですけれども、ぜひ進めて

いっていただきたいなと思います。 

  次は、脱炭素化についてのところです。 

  新庄市に合った形で、様々な脱炭素化に向け

ての政策を研究していくというお話をいただき

ました。また、実効性のある取組もしていきた

いとおっしゃっておりました。 

  こちらは、やっぱり世界的なことであります

ので、国のまず法律、温対法という法律があっ

て、2022年に2050年カーボンニュートラル宣言

が行われたということでありまして、それに向

かって、日本としては脱炭素対策に今、がーっ

と一生懸命取り組んで頑張っている形になって

いると思います。 

  ですけれども、世界を見てみると、それがち

ょっとばらばらで、他国は法定化、法律までに

せずに表明した国が全世界の63％ということで

あるんですけれども、また、地球温暖化のいろ

いろな対策なんですけれども、いろんな説もあ

りまして、何かアメリカでもパリ協定から離脱

するみたいな話もあるので、何か統一感がない

ような感じがします。 

  この温暖化の対策なんですけれども、日本は

もう法律化、法定化されているので、やっぱり

法律による行政でありますので、それに従わざ

るを得ないところもあるんですが、世界の動き

とかその内容に変化がありましたら、新庄市の

この計画の内容も変化していくのかどうか、お

聞かせください。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 地球温暖化対策関係の御質問で

ありますけれども、議員からいろいろありまし

たとおり、日本を取り巻く世界の情勢、刻々と

変わっております。当然、それに即した形で国

のほうの施策も展開されるでしょうし、市にお

きましても、それに沿った形で進んでいくとい

うことになりますので、そういった場合におい

ては適正に対応したいと考えております。 

  以上です。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美議員。 

７ 番（山科春美議員） ぜひ、23日に宣言され

るということで、宣言されることはとてもいい

ことだと思いますので、先ほど市長の答弁でも、

車を使うところを歩いてやるとか、本当に健康

にもつながるみたいなお話もありましたので、

よいところはよいこととして、また、あまりに

もちょっと市民とか企業の負担になるようなこ

とは、ぜひいろんな支援もしていただきたいな

と思っております。 

  それでは、最後の400年事業というところで

すけれども、結構本当に市民の皆さんで言われ

るんですけれども、まだこう、いろんな広報を

しているということでお話しいただいたんです

けれども、お話を聞いたらすごく盛り上がって

いるんだなと思いました。でも、市民の皆さん

にちょっと届いていない感じがするなと思って

います。各車にマグネット貼って、もう400年

という感じでやったら相当盛り上がるんだろう

なと思っております。 

  市内の、私たちの北部の方なんですけれども、

プロの歌手の方とか、ぜひぜひ本当に盛り上げ

てね、無償で歌、歌ったり何したりしますので

盛り上げてくださいとか、あとほかに市民の方

からもそういうふうに、楽しみだという声がよ

く聞かれるんですよね。ですので、何か周知が

ちょっとまだ行っていないのかなと思っており

ます。 
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  あと、すごいこういうファイルとか作って、

新庄城下まちあるき絵図ということで子供たち

に回っていただいたとかという、そういうお話

も聞くんですけれども、やっぱり子供たち、郷

土愛を持って頑張っていこうね、これから頑張

っていこうという子供たちもいるんですけれど

も、やっぱり大人も楽しみたいみたいなところ

もあると思うんですけれども、そういった活躍

の場というか、何かそういった場というのがあ

ればいいなと思っているんですけれども、ちょ

っとそのあたり、もう一つお願いします。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 ありがとうございます。 

  開府400年記念事業の、来年度、来年の事業

の内容につきましては、先ほど市長答弁にあっ

たとおりのこのような事業メニューで進めてい

きますということをお話しさせていただきまし

た。そのような中で、事業を実施する方々、主

役となる方々というのは、市民の方全てなんだ

ろうなという実感を持っております。 

  そのような中で、参加型の、あるいは提案型

のメニューも御紹介させていただきましたけれ

ども、何よりもこの400年間の、400年をしのん

で、振り返ってですか、心に留めといいますか、

そしゃくしながら、今後の新庄市のことを思う

年であってほしいなという部分では、子供たち

の学習ということ以上に大人の皆さんも、子供

たちに伝える意味でも考えていただく年になる

んだろうなと思いますし、そのような事業の内

容にしていきたいなと考えております。 

  歌手の皆さんも参加したいということでお話

を伺いましたので……（「無償でやるそうで

す」の声あり）無償で、はい。そのようなこと

も含めまして御提案いただければと思います。 

  いろんな形で、市民提案事業、あるいは式典

内容も、式典イベントとしてその辺の盛り上が

りをつくっていくというようなこともございま

すし、それから新庄藩のゆかりの収蔵品展とい

うのも、市民の方々に「ないべかや」と探して

いただくようなきっかけづくりのものというよ

うなことで考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。ありがとうございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美議員。 

７ 番（山科春美議員） 本当に、新庄市のため

なら無償で、ボランティアで参加したいと、盛

り上げたいと言ってくださっている方も中には

いらっしゃいますので、そういった市民の方々

の発表の場にもなるような形でも、ぜひ実施し

ていただきたいなと思います。 

  昨日の辺見議員の答弁のところで、「開府と

いうのは新たなまちづくりのスタートだ」とい

うお話があって、すごくいい言葉だなと思いま

した。新庄のまちづくりの起源の年が、まず来

年になるんだなと、起源の年を400年たった今

にまた思いをはせる年なんだなと思いました。 

  また、最初に立地適正化計画についても話を

させていただきましたけれども、やっぱりこれ

からの未来に対して、新庄がまたよりよくなる

ような形で、新庄のよさを集約してまちづくり

がこれから行われていくんだなと思いました。

よりよい形で、新庄市を未来につないでいって

いただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 



- 140 - 

 

佐藤卓也議長 次に、佐藤悦子議員。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 初めに、今年、衆議院

選挙で自民・公明の与党が過半数割れしました。

原因は、自民党の派閥パーティーを利用した裏

金問題への国民の不信でした。裏金の原資は、

企業・団体献金です。 

  自民党は、企業・団体献金によって、大企業

の利益最優先の政策を進めてきました。その結

果、この９月期、大企業の内部留保は553兆円

と過去最大となりました。 

  国民の手取りを増やすための財源は、大企業

と大金持ちのもうけに応じた増税、そして大軍

拡ストップではないかと思います。 

  さて、本題に入り、一般質問を４点から質問

いたします。 

  第１ですが、新庄まつり山車の人形の安定的

な確保支援について質問します。 

  今年、新庄まつりができるのかと、市民は大

変心配しました。関係者の御尽力によりまして、

無事開催できたことに感謝申し上げたいと思い

ます。 

  今後において、祭りが持続できるように、人

形の確保のため、人形師の育成、安定的な供給

体制づくり、人形代１つ５万円から７万円もか

かるというお話もありました。若連のこの負担

軽減などについての見解を伺います。 

  第２の質問は、高齢者タクシー券の復活と市

内循環バスの梨ノ木地域への延伸について質問

します。 

  ①として、移動手段の確保は、高齢者の自立

した生活を支える重要課題だと思います。運転

免許返納によるバス・タクシー券の補助は１回

限りです。運転免許を持たない高齢者にタク

シー券の補助の制度が必要ではないかと考えま

すが、いかがでしょうか。 

  ②として、市内循環バスについてですが、梨

ノ木地域に１か所バス停を増やして利用拡大を

図ってはどうかという要望がありましたが、そ

れについてどう考えているでしょうか。 

  ３つ目の質問は、デジタル利用の問題点及び

対策として必要な教職員や職員の確保について

お聞きします。 

  ①マイナ保険証は、普及率は高いようですが、

個人情報の流出の心配などから、利用率は10月

時点で15.67％と低迷をしています。マイナ保

険証は高齢者・障害者施設では預からないとい

う方針の施設も出ています。 

  ５年で期限切れになり、自分で再発行手続が

必要になります。紙の保険証は毎年自動的に送

付されております。マイナ保険証の強要ではな

くて、紙の保険証を残すべきと考えますが、市

の見解はいかがでしょうか。 

  ②として、母子手帳や保育行政の分野でデジ

タル化が進んでいます。個人情報の利用につい

て、子供の成長を支えるための保育者と保護者

の情報共有という目的の利用に限るべきではな

いでしょうか。 

  民間企業が行う業務は、民間企業の利益が優

先されます。そこで、市が契約を結ぶときは、

民間企業の利用規約の内容に問題があるときは

規約の改正について民間企業と協議が必要では

ないでしょうか。契約時の注意点を示す条例の

制定が必要ではないかと考えますが、いかがで

しょうか。 

  ③として、学校教育において、子供のデジタ

ル利用時間が多いほど学力が下がると言われて

います。デジタル利用は１日１時間以内の子供

の学力が高いようです。読み書き計算、考える

力をつけるには、アナログ教育のほうが効果が

あると言われています。子供の脳の発育を阻害

するデジタルツールの安易な利用はやめるべき

ではないかと考えますが、どうでしょうか。 

  ④として、教員の使用するパソコンが古いま

まで、立ち上がりが遅く、仕事しづらいという
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現場の声がありましたが、どう見ているでしょ

うか。 

  ⑤として、教職員を増やして、教員１人当た

りの授業時間数を、小学校は週20時間以下、中

学校は15時間以下にできるようにして、授業の

準備ができるゆとりのある学校にすべきではな

いかと考えますが、どうでしょうか。 

  ⑥として、産休・育休・病休などを補償する

教員を主として10人程度確保して採用し、補充

できる体制が学校現場から求められていると思

うのですが、どうでしょうか。 

  ４つ目の質問は、農家への災害対策補助につ

いて、転作を条件とすることは撤回し、米の増

産に転じるべきではないかということです。 

  ①は、災害に遭って困った人には、平等に救

い上げるべきではないでしょうか。２月28日締

切りの市の小規模農地等災害復旧事業費補助金

の申請受付に当たって、個々の農家には生産調

整達成、または達成の契約を条件とするとのこ

とですが、これは国や県の指導があってのこと

でしょうか。最上郡内町村の中で同じ条件をつ

けているところがあるでしょうか。減反を行っ

ていない団体には、この申請を受け付けている

のではないですか。 

  ②として、米の価格が高騰しています。これ

は明らかな米不足からではないでしょうか。消

費者には安く、そして生産者には再生産を保障

する価格保障をし、備蓄を増やすための米増産

に切り替えることが必要ではないかと思います

が、どうでしょうか。 

  ③として、担い手の高齢化もあり、機械や肥

料などの生産資材が高騰しており、離農が増え

て、耕作放棄地もこれから増えていくことが予

想されます。５年ごとの水張りを求める減反補

助政策は畑作できなくさせるものです。転作を

強制しなくても、米を生産する農家が激減して

おります。無理に生産調整を推進することはや

めるべきではないかと考えますが、いかがでし

ょうか。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、佐藤議員の御質問にお

答えします。 

  初めに、新庄まつりの山車の人形の安定的な

確保支援についての御質問でありますが、昨日

の伊藤議員の一般質問でも御答弁申し上げまし

たが、基本的に、新庄まつりの人形の確保につ

きましては、山車若連と人形師との契約によっ

て進められてきたところであります。 

  本年の新庄まつり直前に、人形師と連絡が取

れなくなった事態となりましたが、山車連盟で

は来年度もこれまでと同様に、人形師と協力し

て山車制作に取り組んでいくとお聞きしている

ところであります。 

  若連の負担軽減につきましては、新庄まつり

実行委員会を通して、山車制作を担う若連への

負担金をコロナ禍前の50万円から100万円に増

額しております。 

  今後は、金銭的な支援のみならず、若連の負

担軽減につながる手法について検討し、人形の

安定的な供給体制づくりの支援とともに、新庄

まつり実行委員会や山車連盟、各若連の考え方

を尊重しながら、新庄まつりの伝統を絶やすこ

となく後世に引き継いでいくための体制づくり

を支援してまいります。 

  次に、タクシー券についてお答えいたします。 

  高齢の方のタクシー券につきましては、６月

定例会でもお答えしておりますが、平成16年度

まで、80歳以上の高齢者の方を対象として通院

用のタクシー券を交付しておりましたが、事業

効果などの検証の結果、現在は制度を廃止して

おります。 

  今後、地域公共交通の方向性を検討していく

中で、高齢者を含めた住民の移動手段の確保を

図ることが重要な課題であると捉えており、地
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域事情に合わせた地域公共交通のサービスの在

り方を検討してまいります。 

  次に、市営バスまちなか循環線の梨ノ木地区

への路線拡大についてお答えをいたします。 

  市営バスまちなか循環線につきましては、主

に高齢者や高校生が、通院、通学、買物などに

利用していただくこと等を想定し、駅や病院な

どの拠点施設を中心に巡回する路線を設定して

おります。 

  現在、車両１台での運行を行っているため、

現段階では梨ノ木地区への延伸をすることは難

しいと考えております。他の地区からも同様の

要望がありますので、今後、車両２台運行化や

ダイヤ改正、路線変更について、想定される利

用者を考慮しながら検討していきたいと考えて

おります。 

  次に、デジタル利用の問題点と対策に関する

御質問にお答えをいたします。 

  学校教育に関する質問につきましては、教育

長が答弁しますのでお願いをいたします。 

  初めに、マイナ保険証の利用についてであり

ますが、12月２日から現行の健康保険証の新規

発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組

みに移行しております。 

  マイナ保険証のメリットといたしましては、

医療情報や薬剤情報を本人の同意を得て治療に

役立てることができることや、高額療養費制度

の適用について事前申請が不要となるなど、市

民の利便性が向上するものであります。 

  また、施設入所される方など配慮を必要とす

る方に対しましては、マイナ保険証をお持ちで

あっても申請により資格確認書を交付できるこ

ととされており、後期高齢者医療制度の被保険

者の方につきましては、マイナ保険証の有無に

かかわらず、資格確認書の交付をする等の配慮

がなされております。 

  本市におきましては、マイナ保険証の利用に

ついて市民の皆様に御理解をいただくため、利

用方法やメリットを掲載したリーフレットを国

民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者に

送付したほか、市報、ホームページで周知を図

っております。 

  今後も、国や関係機関と連携し、市民の皆様

にとって利便性の向上が図られ、必要な医療を

切れ目なく受けることのできるよう、国民健康

保険事業に取り組んでまいります。 

  次に、母子手帳や保育行政の分野におけるデ

ジタル化についてでありますが、本市におきま

しては、民間立保育施設において、登園管理や

保護者へのお知らせの手段としてＩＣＴを活用

した保育業務支援システムが導入されており、

公立保育園においても保育環境の向上のため、

同様のシステムの導入に向けて運用準備を進め

ております。 

  保護者からの同意を得て、子供に関する情報

を登録し、運用することとなりますが、利用す

る個人情報の取扱いにつきましては、目的外の

利用をされることのないよう、十分注意が必要

であると考えております。 

  システムの利用契約の際に、情報の秘密保持

のほか、不正アクセスの対策として外部からの

アクセス制限も定めております。また、個人情

報の保護に関する法律により、個人情報取扱事

業者が取得した個人情報を利用目的以外に利用

することはないものと考えております。 

  次に、農家の災害対策補助、米の増産に関す

る御質問にお答えします。 

  初めに、７月の豪雨災害を受けて制定した小

規模農地等災害緊急復旧事業費補助金につきま

しては、申請の際に申請者の生産目安の達成状

況を確認しているところであります。生産目安

が未達成の場合でも、今後の達成に対して誓約

をしていただける場合には、過去に例のない災

害でもあることから、補助金交付の対象として

いるところであります。 

  最上管内で条件を付しているところはないと
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認識しておりますが、本市の生産目安の達成に

向けた取組の一つであると考えております。 

  次に、米価高騰に対する、米の増産をすべき

ではとの御質問でありますが、全国的に米価の

高止まりが報道されており、価格高騰は様々な

要因によるものと認識しておりますが、単なる

増産では翌年の米価が大きく下落することも想

定されます。 

  このため、本市における米生産につきまして

は、国の需要に応じた米生産の考え方や、県の

農業再生協議会が提示する生産目安を基に、本

市における生産目安を市農業再生協議会におい

て設定することとしております。 

  営農者の高齢化などによる離農、耕作放棄地

の増加は全国的な課題であると捉えております。

生産調整の御質問につきましては、先日開催さ

れた県の農業再生協議会におきましても、米の

増産の方向性が示されているわけでありますが、

今後も国県の農業政策を注視しながら、本市の

農業振興に資する施策を推進してまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

津田 浩教育長 議長、津田 浩。 

佐藤卓也議長 津田教育長。 

津田 浩教育長 それでは、学校教育におけるデ

ジタル利用と教員に関する御質問にお答えいた

します。 

  初めに、子供のデジタル機器の利用時間につ

いてでございますけれども、国のＧＩＧＡス

クール構想では、ＩＣＴ環境を整備し、子供た

ち一人一人が力を最大限に伸ばす、個別最適な

学びの実現を目指しており、学習指導要領にお

きましても、情報活用能力の育成が示され、現

在、市内の学校では、従来の学習をより効果的

に行うために、授業や家庭学習の中で効果的に

タブレット等のＩＣＴ機器を活用しております。

発達段階や場面に応じた学習様式を選択しなが

ら、児童生徒の資質能力育成に向けて取り組ん

でいるところでございます。 

  一方で、ＳＮＳなどの過度な利用によって生

活リズムが崩れ、学習に影響が出ていると考え

られる児童生徒が増えてきていることも認識し

ております。ＳＮＳの利用につきましては、学

校教育だけでなく、家庭や地域での指導も大切

と考えておりますので、保護者や地域の方々が

参加する会議におきましても話題にしていると

ころでございます。 

  次に、教職員の使用するパソコンには、一部

に型の古いものがある状況でありますが、今後、

パソコンやタブレットの更新を行っていく予定

でおりますので、スムーズな端末の交換が配置

できるように準備を進めてまいります。 

  次に、教員の増員についての御質問にお答え

します。 

  現在、学校の教員につきましては、法の基準

に基づいた教員数を配置しておりますが、小学

校では担任外の教員が特定の教科を受け持つこ

とで担任の空き時間を確保する工夫をしたり、

中学校では時間割の作成の仕方を工夫し、教員

が授業の準備に充てる時間を確保する方策を講

じているところであります。 

  今後も、各校において、このような工夫を進

めながら、生徒に向き合う時間や授業の準備が

できるよう取り組んでまいります。 

  次に、長期休暇を取得する教員の補充につい

ての御質問でありますが、本市におきましては、

現在、代替の教員については必要な配置ができ

ている状況であります。また、市として代替教

員を常時確保しておくことは、人材確保の面か

ら困難であると考えております。 

  教員の確保につきましては、今後も県教育委

員会と連絡を密にしながら進めてまいります。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 御答弁、いろいろあり

がとうございました。 
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  それでは、１番について質問いたします。 

  今年の新庄まつりの人形確保のために、人形

代は誰に、どのくらい支払ったのでしょうか。 

  そして、市民は今年、人形師の不在により、

不安という初めてのことに遭遇しました。その

怒りが各若連にいっぱいあります。謝るべきだ

という声があります。市民に対して、人形師か

ら謝罪してもらうべきではないかと考えますが、

いかがですか。（「違うね」「暫時休憩」の声あ

り） 

佐藤卓也議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２２分 休憩 

     午前１１時２３分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 まず、人形代の件でござ

いますが、こちらのほうでは、人形に対しての

対価の部分については把握してございません。 

  あと、人形師の謝罪といった件につきまして

も、答弁のほうは差し控えさせていただきたい

と思います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 先ほどの市長のお答え

に、基本的に若連と人形師との契約であるとい

うお答えでありました。 

  そうですけれども、新庄まつりの開催に当た

って、最終的に誰が責任取ることになるんでし

ょうか。実行委員会の会長は市長ではないです

か。市長として、人形確保についても、他人事

のように人任せではなくて、リーダーシップを

発揮して、今後の方向性を示すべきではないで

すか。 

佐藤卓也議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２４分 休憩 

     午前１１時２５分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 市長の実行委員会での立

場でございますけれども、実行委員会の会長で

はなく、名誉会長という立場になってございま

すので、よろしくお願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 新庄まつり開催に、最

終的に誰が責任を取るということになるんです

か。（「実行委員会だな」の声あり） 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 主催者でございます新庄

まつり実行委員会が、最終的にはお祭りの主催

者という形になってございます。 

  ただ、そちらの実行委員会の各委員は、それ

ぞれの関係する団体が実行委員として加入して

ございますし、それの事務局として新庄市、そ

れから商工会議所、それから観光協会という組

織体制になってございます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 市長が名誉会長という

ことは、この祭りが開かれるかどうかは誰が責

任取るかと考えると、名誉会長そのものがやっ

ぱり責任あると私は思います。 

  そういう意味で、市長として責任を取るとい

う立場で、人形確保については人任せでなく、

名誉会長として責任を取るという、そういう姿

勢が私は新庄まつりを持続するために必要だと

思いますが、どうですか、市長。（「伝統行事全
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部に、市長謝んねんにゃなるぞ」の声あり） 

佐藤卓也議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２７分 休憩 

     午前１１時２８分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 市長は名誉会長という立

場でございますし、それから祭り全体に我々も

当然、事務局、それから実行委員会の一員、構

成団体として関わっております。 

  新庄まつりそのものは、当然、市民皆さんで

つくり上げるものだと考えてございますので、

市長が責任を負うとかそういうものでなくて、

実行委員会全体で取り組むべき課題であろうと

考えてございます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 市民としては、若連も、

皆さんから、今回の人形師の不在については、

次もやりますからというふうには決まったもの

の、どうしても納得いかないと、もしかしたら

また来年、再来年とあるかもしれないというこ

とで、震えるような思いで、不安な思いでいる

わけです。これに対して持続できるように最大

限努力するというか、そういう姿勢が市長とし

て必要だと思います。たった１人の人形師では

不安です。そうじゃないですか。そういうこと

も含めて、市長は真剣に考えていただきたいと

いうことを要望して、次に行きます。 

  次に、高齢者タクシー券の復活についてです

が、障害者福祉タクシー券というのがあります

が、利用状況はどうですか。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 障害者の

タクシー券の利用状況ということでございます

が、まず、12月９日現在の数字でございますの

で御了承ください。 

  まず、タクシー券の利用ですけれども、枚数

で9,270枚、人数で309名、使用枚数が4,114枚、

使用率で44.4％となっております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。 

  高齢者で介護認定がされても、障害者手帳の

認定が下りるとは限らない、されない方がおら

れます。車の運転免許のない方、車を持たない

高齢者に、障害者福祉タクシー券と同じように

タクシー券の補助が必要ではないでしょうか。

通院や買物などに使えるように、そしてひきこ

もりにならないようにする意味でも必要だと思

いますが、どうでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 タクシー券の復活という

ことでの御質問ですけれども、市長答弁の中で

も、地域公共交通の全体の中で検討していくと

御答弁申し上げました。 

  例えば、タクシー券復活する場合に、仮に高

齢者の方が5,000名いらっしゃったとすれば、

１万円ずつのタクシー券を交付したとしても

5,000万円の経費がかかることになります。一

方で、市内循環バス、あるいは土内・芦沢線の

かむてんバスの決算額といたしましては2,500

万円、そのうちフィーダー系統の補助金という

ふうな歳入もありますし、特別交付税の措置も

ありまして、一般財源の持ち出しとしてはもっ

と少なく済んでいるというふうな中であっても、

２台運行が、全体の予算の中で優先順位をきち

んと決めていく中で、２台運行にまでまだ至っ



- 146 - 

ていないということになっております。 

  そういった中で、単純計算で１人１万円ずつ

のタクシー券を高齢者全員に配ったとしても、

5,000万円というふうな経費の割には１人当た

りの１万円というのもあっという間になくなっ

てしまうという、そういうふうなことを、全体

を考えれば、今後、市長が答弁申し上げました

とおり、公共交通全体の中での、あとは政策全

体の優先順位の中で検討してまいりたいと考え

ておりますので、御理解をお願いしたいと思い

ます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 高齢者が元気でいてほ

しいとみんな願っていると思います。そういう

意味で、出かけやすいようにしていく、これが

私は大事なことだと思います。 

  そういう意味で、後期高齢者の皆さんを中心

にですけれども、80歳以上でいいと思うんです

が、そういう方々に、全員でなくてもいいと思

います、必要な方が、必要なタクシー券が使え

る、また、バスも利用できるようにバスの券の

補助もつけてもいいと思います。そうすること

で公共交通の利用も増えるということもあると

思います。再度検討が必要と思いますが、どう

でしょうか。 

  それから、②の梨ノ木のほうには行かないと

いう、難しいという残念なお話がありました。

梨ノ木周辺からヤマザワなどへの買物に行く高

齢者の方からですけれども、国道を歩いて渡る

のがとても困難だという声でした。東山十字路

から梨ノ木十字路まで約800メートルあります。

高齢者にとって大変遠いものです。 

  道は広いので、バスのＵターンもできるので

はないかと考えました。そういう意味でも、利

便性を考えて、梨ノ木への延伸、もう一度、ど

うでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 タクシー券と公共交通の

関係ですけれども、まず80歳以上とか、あとは

全員でなくてもいいのでというお話であります

けれども、そういった部分を制度として検討す

るに際しても、やはりかなり、１人当たりの枚

数からいいましても経費はかさむというふうに

捉えておりますし、また、希望する方だけでい

いというふうな部分の曖昧な線引きというもの

も、制度設計をしていく中で、毎年そういった

線引きでどういうふうにして把握していくのか

という、こまいことを申し上げればそういう課

題もございますので、こちらについては、先ほ

ど申し上げました、全体の中での高齢者の利便

性ということで検討してまいりたいと、公共交

通の中で考えていきたいというふうに考えてお

ります。 

  あわせまして、梨ノ木の部分で、そういった

国道を渡らなければいけない、800メートル、

スーパーまでかかるというふうな不便がある方

というのはいるんだろうなと認識しております

けれども、やはり先ほど市長も答弁申し上げま

したとおり、今現在の１台運行で様々そういっ

た要望で遠回りでしていくということを考えて

みましたら、やっぱりダイヤの改正であります

とか、今現在回っている部分の買物支援、病院

へ通う部分のダイヤの流れからいいましても、

そういった個別具体的な部分で遠回りをしてい

くところが今後も増え続けることも予想されま

すので、やはり先ほど申し上げましたとおり、

２台運行化でありますとか、そういった部分を

今後、全体的な流れの中で検討する中で、こう

いった課題も解決していきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 
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１ 番（佐藤悦子議員） 次に、４番を先にです。 

  農業だよりの令和６年10月４日発行によりま

すと、小規模災害補助の交付対象者についての

部分で、生産調整達成、または達成の契約を条

件にするのは個々の農家だけになっているので

はないですか。ほかの団体については、この条

件になっていないのではないですか。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 小規模農地災害復旧事業補助

金に際しては、構成する団体の中に農家がいら

っしゃる場合、その農家全ての達成状況につい

て確認をしておるところでございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） ある団体については、

中には、減反を達成していないんだけれども、

自分たち団体としてはこの補助をもらえたよと

いう声もありました。 

  そういう意味では、国や県の指導については

先ほどお答えありませんでしたが、国や県の指

導はないんじゃないんですか。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 平成30年産までは国の指導が

ありましたけれども、現在は地域で目標を達成

するというようなことで決定しているところで

ございますので、国や県の指導はございません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 国や県の指導はない、

さらに、最上郡内の町村でもこんなことをつけ

てやっていないという中で、なぜ新庄市だけが

こういう不平等なやり方をなさっているのでし

ょうか。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 他の市町村におきましては、

生産の目安を全員が達成しているという状況で

す。ましてや、新庄市の場合、30％に近い農家

の方が達成していない、この状況なんです。 

  実際、そのほかの農家の方が生産目安を達成

して、多くの生産調整をしている状況であるか

らこそ、新庄市はその条件を付したということ

で御理解いただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 新庄市は、30％を達成

してない農家があるんだというお話でしたけれ

ども、市全体としては達成しているんじゃない

んですか。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 先ほども申し上げましたが、

達成していない農家の分を、達成している人が

肩代わりしている状況だということです。それ

で、全体的には達成しているんですけれども、

そういった不平等な状況を現在起こしていると

いう状況を理解していただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 農家でお話伺った方が

いたんですけれども、自分は目標よりもかなり

多く生産調整というか、減反をやっているとお

話しの方もおられました。それは、個々の農家

の事情でそういうふうにやっているんだなとい

うふうに私は伺いました。それを含めて達成し

ているわけですから、こうした不平等な扱いは

私はやめるべきだと思うんです。 

  国の指導もない、県の指導もない、最上郡内

の町村ではやっていない、新庄市だけがこのよ

うに条件をつけて無理無理補助を、本当は水害

対策で補助してもらいたい方に諦めさせるとい

う、こういう冷たいやり方をやっているのは、

私は不平等なやり方だし、米が今、実は不足し
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ているわけですから、不足している中で全くお

かしいやり方をしているような気がいたします。

考え直すべきでないかと思うんですが、どうで

すか。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 補助金の要綱を制定して執行

している段階でございますので、見直す考えは

ございません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 残念です。国のほうで

は、この間、飼料用米助成を廃止するという財

務省の農業予算についての報告がありました。

新庄市の農業に与える影響をどのように見てお

られるか、お聞きしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 飼料用米の生産者につきまし

ては、数多くいらっしゃいます。ただ、今年度

の状況を見ましても、目標数量に達成していな

い方も数十名いることは承知しております。そ

の基準収量に満たすようにしていただくための

生産管理、それをしていただかなければならな

いのかなと思っております。 

  財務省の指導では、その収量目標に達してい

ない場合については減額を考えるというような

ことでありますので、国の動向を注視したいと

考えております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 飼料用米生産というの

は、自給率向上にとっても、畜産農家にとって

も重要ではないかと思います。さらに、水田が

守られ、多面的機能維持に貢献する公益性の高

いものではないかと思います。 

  農林省の試算によりますと、飼料米の利用可

能量は1,110万トンにもなると言われています。

これは、輸入飼料の８割、９割を代替できる水

準です。これは、農水省の資料で言われており

ます。 

  飼料穀物の自給率は、僅か13％です。この飼

料米こそ、自給率向上の最大の決め手ではない

かと考えます。助成廃止となれば、水田、米政

策が大きく揺らぐことになるのではないかと考

えますが、どうですか。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 その交付単価とかの助成金額

につきましては、国の動向を注視しながら、必

要とあれば要望活動をしていきたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） よろしくお願いします。 

  次に、学校教育におけるデジタル関係のこと

に関してですが、朝日新聞デジタル2021年５月

27日、東大名誉教授佐藤 学さんによりますと、

学校でコンピューターを使う時間が長過ぎると、

読解力も数学の学力の点数も下がっています。

これが、ＰＩＳＡの調査の結果を資料にされた

ものです。学校にコンピューターの数が多い国

ほど数学の成績が下がる、それから学校でコン

ピューターを閲覧する時間が長いほど読解力の

成績が下がる、これはＰＩＳＡの調査から明ら

かになっています。 

  プレジデントオンライン2021年９月25日によ

りますと、脳科学者の東北大学の川島隆太教授

は、５歳から18歳の子供たち、３年間の脳の発

達の様子をＭＲＩを使って観察しました。する

と、インターネットを毎日利用する子供の大脳

皮質の増加に著しい遅れが見られたと言われて

います。 

  子供の体に合わせて考えてみますと、小学校

６年の子が中学３年になった時点で、身長、体
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重が小学校６年のままだったということになっ

たら異常事態です。これが、実はインターネッ

トの利用によって子供の脳に起きていると言わ

れています。そういう意味では、デジタル端末

利用が学力を下げることになっていると、脳の

発達を阻害していると川島教授は言っています。 

  脳が働くのは、読書、音読、紙に文字を書い

たとき、そして人と対面したときだそうです。

脳が未発達な小中学生の使用は慎重にするべき

だと言っておりますが、これについての見解は

どうですか。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 ただいまの御質問にお答

えいたします。 

  今、佐藤議員からお話がありました内容につ

いては、ＯＥＣＤのＰＩＳＡの報告に基づく内

容だと存じ上げます。そういった中、学校でコ

ンピューターの使用時間が長過ぎると読解力が

落ちてしまうというような結果についても存じ

上げております。 

  しかしながら、こちらのデータにつきまして

は、ＰＩＳＡの2015年の報告のものでございま

した。日本におきましては、ＧＩＧＡスクール

構想はその当時はまだ行われておらず、学校に

おいても今の１人１台端末のようなＩＣＴの活

用も進んでおりませんでした。国におきまして

は、これらＯＥＣＤのＰＩＳＡの報告、2015年

の報告を基に、日本版のＩＣＴの在り方という

ことで、ＧＩＧＡスクール構想の実現を今まで

進めてきていると捉えております。 

  そういった中で、議員が心配されているよう

な脳に与える影響ということにおきましては、

最新のＰＩＳＡ報告、2022年の報告におきまし

ては、こちらの脳に与える影響については、Ｓ

ＮＳやデジタルゲームに費やす時間が長くなれ

ば長くなるほど、先ほどの読解能力や数学や科

学のリテラシーの力が落ちるというような報告

に変わっております。 

  そういったことからも、今、学校におけるＩ

ＣＴの活用につきましては、全て紙媒体をなく

すものではなく、紙媒体の強み、デジタルの強

みというところをしっかり活用させながら行っ

ていきたいと考えております。 

  また、東北大学の川島先生、脳トレで有名な

先生でございますが、川島先生の見解におきま

しても、やはりデジタルのＳＮＳやデジタル

ゲームの使用が長くなるほど、脳への影響があ

るというふうに捉えております。よろしくお願

いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） そういう意味では、慎

重に考えながらやっていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

  次に、母子手帳、また保育、それから学校教

育、デジタルの利用のときの教育者と、また保

護者、これをつなぐアプリの業者の利用規約を

職員として、新庄市として、よく見る必要があ

るんじゃないかという提案です。 

  というのは、母子手帳アプリは母子モという

ところが扱っているし、保育についてはコドモ

ンがアプリとして多く利用されているようです。

その利用契約をよく見ますと、そこで得た情報

を第三者に提供するということも書いてありま

す。また、その会社のマーケティング分析など

にも使っていくということも書いてあります。

そういう内容が保護者に伝わっているでしょう

か。また、その利用のやり方は目的に沿った内

容でしょうか。 

  市として、どのような目的にそれらを使うの

か明らかにすべきだと考えます。総合政策課が

一番担当のようですけれども、目的を明らかに

させる、それから利用目的とともにデータの収

集範囲を設定させる、そして３つ目は、保護者

に説明会、利用者に説明会を開催し、企業の
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ホームページに個人情報保護方針を明示させる

べきではないかと思います。 

  ４つ目には、保護者の同意は重要項目ごとに

チェックボックス形式の仕組みをつくらせるこ

とはどうでしょうか。 

  また、５つ目に、保育者、あるいは教育者に

向けた個人情報保護に関する学習機会の提供は

どうでしょうか。 

  それから、目的外使用と商業利用の禁止を求

めるべきではないかと思うんですが、どうでし

ょうか。 

佐藤卓也議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時５２分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  午後より、八鍬長一議員から欠席届が届いて

おります。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、小嶋冨弥議員。 

   （１８番小嶋冨弥議員登壇） 

１８番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。 

  今年も、はや12月、残すところあと僅かとな

りました。ここに御参集の皆様も、異常気象の

今年、年末になり、いろんなことが去来されて

おるのではないでしょうか。 

  さて、それでは、令和６年12月定例議会の３

日目、12番目の一般質問をさせていただきます。

議席番号18番、新政・結の会の小嶋冨弥であり

ます。 

  今般、私の通告質問事項は２点でありますの

で、それらに従いましてお尋ねしたいと思いま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

  事項の１点目は、「まつりと雪のふるさと」

新庄市の持続可能な市政運営についてでありま

す。 

  そこで、１つ目にお伺いいたしますのは、国

の会計検査院が11月６日に、2023年度決算検査

報告の公表を行いました。国費の不適切な経費、

国費の無駄遣いとされるのは345件で648億円、

また、新型コロナウイルス対策としての2020年

度から2022年度に国が地方に配った地方創生臨

時交付金（コロナ交付金）総額18兆3,000億円

のうち、約２割の３兆2,000億円が不用となっ

ていると報道がありました。 

  マスコミによりますと、山形県内では３件、

約1,605万円を指摘しておるのであります。交

付金の過多、不当の３件の中に当新庄市が含ま

れておる報道がありました。それらの内容と、

なぜそれが発生したのか、今後のそれらによる

国からのペナルティーはあるのかないのか、あ

るとすれば、今後の当市の財政運営への影響の

有無についてお伺いいたすものであります。 

  ２つ目の質問は、さきの国政選挙後に議論の

高まっておる103万円の壁についてであります。 

  私たち国民の三大義務の一つに納税がありま

す。その税金は、申し上げるまでもなく、公

平・中立・簡素と言われております。 

  さきの衆議院選挙後、政策の一環として年収

103万円の壁を引き上げる方針が出されました。

個人に係る所得税、住民税が2020年度から減税

される見通しでありますが、その壁を170万円

に引き上げた場合について、地方自治体の税の

減収が危惧されておるのであります。 

  国会で議論中でありますが、試算によります

と山形県は、令和５年度の課税状況に関する

データを基に、納税者を年収175万円以下と年

収175万円超に区別し、個々の以下の考えに基

づき減収額を機械的に試算した結果、県120億

円、市町村180億円の合わせて300億円の減収と

見込んだと、12月３日更新の県のホームページ、
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総務部税務課の取組状況をホームページに載せ

てありました。 

  そこでであります。新庄市における影響予算

額の金額はどのくらいでしょうか、それらによ

って来年度の事業執行はどうなるのでしょうか、

お聞きするわけでありますけれども、昨日の亀

井議員の質問とかぶっておりますが、それらに

ついての見解をお伺いいたします。 

  次に、発言事項の市政運営の３番目について

質問いたします。 

  今、我が国は、少子高齢化の問題に直面して

おります。この問題の解決は、持続的、長期的

に取り組むテーマとしながらも、国も地方自治

体も決め手がなく、見いだせないのが現実だと

思います。新庄市もこの課題に直面しておるの

であります。 

  持続可能なまちづくりに向けた取組の一つと

して、私は若い人の雇用の場の確保が必須では

ないかと思います。そのために、働く場の企業

誘致確保、企業受入れの工業団地の整備を市民

の方々は強く求められておるのであります。 

  この企業誘致に関しても、ただ団地を造れば

企業が全てすぐ張りつく時代でもありませんが、

しかし、今を生き、行政に携わっておる立場の

議員として、安心して暮らしていける新庄市を

将来的に持続可能な地域に引き継ぐ責任を負っ

ているのであります。 

  そこで伺いますのは、新工業団地整備に関し、

市長はさきの議会で、一度立ち止まって精査、

検証するとの御答弁がございました。また、今

年度の６月定例補正予算で、この事業の調査委

託料の予算措置を行いました。それらについて、

多くの議員も質問しておりましたが、その経過

の今日までの進捗と経過についてお尋ねいたす

とともに、これからのこれらに関する見通しの

見解をお聞かせください。 

  市民の皆さんは、新庄市の働く場、企業誘致

の確保について、山科市長に期待しておるので

あります。 

  次に、発言事項の５歳児健診についてお伺い

いたします。 

  乳幼児を対象にした健康診断は、子供たちを

心身ともに健やかに育む上で、とても大事であ

ります。 

  申すまでもなく、国の宝とされる子供の数の

少ない、少子化が顕著に進んでおります。当市

においては、令和元年から子供の年間出生者数

は200人を割り、令和５年では159人で、10年前

の平成26年の295人の約半分に落ち込んでいる

のであります。 

  その子供たちの健診は、１歳半と３歳での実

施が法律で市町村に義務づけられております。

このほかに小学校入学時に自治体の就学健診が

行われておりますが、こども家庭庁がこれに加

え、５歳児健診の普及を目指している自治体へ

の補助金を手厚くする方針を打ち出しました。 

  このことは、私の聞くところによりますと、

文書、報道からするところの内容は、子供の発

達障害の早い段階での発見で、適切な支援や育

児指導につながると聞いております。発達障害

の認知は、３歳では幼過ぎ、障害を認知しにく

く、入学前では学校生活を円滑に送れるための

準備期間が足りなく、５歳児のときが適してお

ると伺っておるのであります。健診の結果は、

一人一人の就学の在り方にも関わる、とても大

事なことだと思います。 

  また、５歳児健診では体の発育だけでなく、

こだわりが強い子、また、かんしゃくを起こし

やすい子といった情緒や行動の傾向を見て、発

達障害が早く分かれば、日常生活や学校での子

供の特性に配慮した教育やサポートができる体

制が築けるものと思います。 

  これらにつきまして、次世代を担う地域の子

供のため、当市の実施状況と課題につきまして

お伺いいたすものであります。 

  以上で私が通告いたしました質問であります
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ので、御答弁のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、小嶋議員の御質問にお

答えします。 

  初めに、国の会計検査院の決算検査報告につ

いてでありますが、今回指摘事項となりました

のは、令和４年度及び令和５年度の特別交付税

において、655万円過大に交付を受けたもので

あります。 

  この原因は、特別交付税を算定するために必

要な基礎数値を報告する際、国及び県からの補

助金を控除していなかったことによるものであ

ります。 

  今後、財政運営への影響につきましては、過

大に交付された655万円について、今年度の特

別交付税の交付額から差し引かれる予定となっ

ております。 

  このようなことが二度とないように、複数の

職員で確認するなど、これまで以上に十分に精

査した上で報告事務を執行してまいります。 

  次に、いわゆる103万円の壁の見直しされた

場合の本市の減収額及び事業執行への影響につ

きましては、所得税と同様の見直しが地方税に

おいても行われた場合、本市の市民税の減収見

込みはおよそ６億円と試算しております。 

  市税の減収額や地方交付税の動きにもよりま

すが、この見直しが行われた場合には業務執行

に当然影響があるものと認識しておりますので、

全国知事会や全国市長会など地方６団体でも、

地方財政への影響がないよう、国の責任におい

て措置をするよう申入れをしているところでご

ざいます。今後、国の動向を注視しながら適切

に対応してまいります。 

  次に、雇用の場の確保についての御質問にお

答えをいたします。 

  昨今の社会経済情勢において、デジタル化の

急速な進展や新たな産業の創出、物価高騰、さ

らには深刻な人手不足など課題が顕在化してい

る一方で、東北農林専門職大学や、東北中央自

動車道の延伸など、本市の地域経済や産業構造

は新たな局面を迎えております。 

  このような、本市を取り巻く社会経済が大き

く変化していく状況下においては、これまでの

取組や新たな産業構造の変化を勘案した上で、

時代の変化に適応した産業振興の形を早急に見

いだしていく必要があると考えており、産業、

雇用づくりセミナーの開催や企業立地アンケー

トの調査を実施しているところでございます。 

  企業立地アンケートにつきましては、現在、

集計中でありますが、専門業者により多方面か

らの視点で調査結果を分析し、さらに各企業へ

のヒアリングを実施した上で、今年度中に分析

結果を議員の皆様に報告する予定となっており

ます。 

  少子高齢化による人口減少により各自治体の

将来的な存続が懸念される中、このたびの企業

立地アンケートで示される現状と課題を的確に

把握し、検証した上で、本市の産業振興ビジョ

ンをお示ししていきたいと考えております。 

  次に、５歳児健診についての御質問にお答え

します。 

  ５歳児健診は、子供の身体的・社会的発達状

況を就学前に観察し、フォローアップ体制を構

築するため、国において実施を推奨しておりま

す。 

  現在、本市におきましては、１歳６か月と３

歳児の保健診査をそれぞれ月１回、市の保健セ

ンターで実施しております。身体発育状況、栄

養状態、精神発達の状況や予防接種の実施状況

などを診査しております。 

  また、３歳児健診以降の発達特性のある児童

に対する切れ目のない支援として、子育て世代

包括支援センターによる支援プランの作成や、
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児童相談所の精密検査、教育委員会で行ってい

る巡回相談の活用、こども医療療育センターへ

の同行受診など、関係機関と連携した支援を行

っております。 

  御質問の５歳児健診についてでありますが、

実施に当たりましては、医師会との協力関係を

構築し、保健師やフォロー体制において必要な

心理士等の人材確保の課題があるものの、就学

前の心身発達の早期支援につながることから、

本人はもちろん、保護者の方とも、大変に実効

性のある健診であると考えております。 

  そのために、市といたしましては、人材確保、

体制整備に努めるとともに、令和８年度から実

施できるよう取組を進めてまいります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） 御答弁いただきました。

ありがとうございます。 

  それでは、最初のことに関してお伺いしたい

と思います。 

  会計検査院の指摘で、前回も萩野学園の件が

ございました。萩野学園つくるときに、違法だ

と、違法といってチェックされて、億の金を頂

いたことがございました。聞くところによりま

すと、市単独でなくて県に相談して、県もオー

ケー、さらに文科省のほうに行ってこれでいい

ですよと言われて提出した結果が、会計検査院

からこれはそぐわないというような結果、ござ

いましたね。記憶にある方、課長でかなりおる

と思うんですけれども、そういうことをまた指

摘されればお返しだと。今回もこれ、新聞で見

て知ったんです。 

  そこで、最初から過剰にもらうなんていう策

略はなかったと思うんですけれども、この申請

の内容は今言ったように、原油ですか、原油高

騰対策に、要するに経費関連で特別交付税655

万円が過大とされたと。この場合、県とかその

辺あたりの、まあ、御指導という言葉、いいか

悪いかしゃねっとも、県のあたりにもやって、

それでいいですよというようなことはなかった

んですか、あったんですか。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 まずは、マスコミ報道、新聞

を御覧になった方々に大変な御心配をおかけし

たと思っているところでございます。 

  県の確認等ですけれども、申請のほうは県に

上がっていきまして、県の疑義照会を経て国に

上がっていくという流れになっております。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） 恐らく、山形県全部で

しょうね、この申請するのは。そのとき、何で

我が市だけ。やられたながって、やられたとい

うか、分かりませんけれども、県も責任あるん

じゃないの、これは、と私は思うのよ。その辺、

県に言わんねえべな、でも。問えねえべ。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 県には確かに言えませんけれ

ども、原因は基礎数値の算定を誤った新庄市に

あるというふうにまずは考えてございます。そ

のように会計検査院にも御報告申し上げており

ますので。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） 私も含めて一般市民も、

こういうやりくりのあれというのは理解なかな

か難しいと思うんだけれども、やっぱりマスコ

ミ報道、各紙、山形新聞はじめ地方紙、新庄市

と酒田市、過大な国庫支出なんていうと、いか

にも何か作為的なことで、やっぱりよくないで

すね。一生懸命皆さんやっていると思うんだけ

れども、その辺をやはり、今市長もおっしゃっ

たけれどもチェックしながら、職員の皆さん大
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変多忙だと思うんだけれども、やはりもう一度

ですね、再発の防止につけて不明な点は県に問

い合わせるなど確認を徹底するというようなこ

とで、これ以上あとは言うことないですので、

これ守っていただければ結構なんですけれども、

655万円、これ、直ちにしても新庄市の財政に

は大きく響かないかなと思うんだけれども、こ

ういうようなことの積み重ねがやはり欠損にな

るわけですので、ひとつ新聞に出ないようにと

いうか、出る出ないの問題じゃなくて、やっぱ

りある程度緊張性を持っていただきたいと思う

んですけれども、もう一度その辺、決意なり考

え、いかがなんでしょうか。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 それでは、まずは新聞の記事

の内容について、ちょっと申し上げたいと思い

ます。 

  これ、私が取材を受けまして、山形新聞です

よね、山形新聞の記事の内容は全くこのとおり

なんですけれども、私が言ったとおりのことが

書かれています。 

  その中でどうかは、財政のことですけれども、

「職員の認識不足が原因として」と書かれてい

ます。これ、職員の中に私も入っているんです。

一応、私も職員ですよね、いい悪いは別にして。

（「いい悪いはわららね」の声あり）ありがと

うございます。 

  それで、その再発防止に向けては、不明な点

は県に問い合わせるなど確認を徹底するとなっ

ていますが、そのときの取材のやり取りで、再

発防止につきましては、省令、算定資料を十分

に把握すること、それから不明な点は県に問い

合わせること、それと申請に当たっては職員が

複数で精査を行いますとお答えしてございます。

その複数の職員の中にも当然、最後に確認して、

決裁の判こを押して、県に出していいよという

ふうな私も入っているんです。 

  市長の答弁の中にも、本日の答弁にも、複数

の職員で確認するなど、これまで以上に十分に

精査した上で事務を執行してまいりますと市長

からも申し上げておるんですが、このようなこ

とでしっかりと今後取り組んでいきたいと考え

ていますので、よろしく御理解いただきたいと

思います。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） ありがとうございます。

丁寧にお答えいただきましたけれども、なるべ

くきちっとしたような新庄市政をしていってい

ただきたいと、市民が期待しておるわけですの

で、よろしくお願い申し上げます。 

  次に、103万円の云々、昨日も亀井議員がし

たんだけれども、再度課長にお尋ねしたいんだ

けれども、今、103万円の中で非課税の市民は

どのぐらいおるか。また、もし改正になった場

合にはどのぐらいの方が課税を逃れる、課税な

くなるか。これは返せば、収入が増えて働く、

もらう人はいいんだけれども、地方税とか所得

税、税金の場合で困るということで、上げても

らえば市民の方々は懐が豊かになっていいと思

うんだけれども、今、新庄市の税収がどのぐら

い減るかというのを心配しているわけですので、

いずれ交付税で来るみたいなこと、これもはっ

きり分からないし、この６億円というと一般的

には、一般会計で約200億円ぐらいの中でもか

なり大きなウエートで、今までやっていた事業

執行がかなり窮屈になるんでないかなという思

いでお聞きしましたので、今、非課税がどのぐ

らいになるか、もしこの壁がなくなったら何人

になるかということ、単純に、人数でいいです

から、教えていただきたいと思います。 

津藤隆浩税務課長 議長、津藤隆浩。 

佐藤卓也議長 津藤税務課長。 

津藤隆浩税務課長 まずは、本市の市民税の減収
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見込みを算定するに当たっては、令和６年度の

課税資料を基に行っているところです。 

  市民税の非課税者につきましては、現在、お

よそ8,000人となっておりますが、見直しが行

われて非課税基準額が変わった場合につきまし

ては、4,000人ほど増える見込みというふうに

試算しております。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） 4,000人ぐらい、撤廃

になれば課税がなくなるということでいいんで

すね。はい、分かりました。ありがとうござい

ます。 

  直ちにこの、まあ、今国会で議論になって、

決算なりませんけれども、来年度、今ヒアリン

グ、市長査定にまでいっているか分かりません

けれども、これらに対してもし、もしですよ、

やったときに、この予算編成に及ぼす、及ぼす

というか、直ちに今までのヒアリング、積み重

ねを変えるというようなことになるの、それと

も今内部でやっている意向のものを来年度執行

に向けてやるということをまずお聞きしたいと

思います。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 仮に、仮にこの６億円の減収

がそのまま市の歳入に響いてきた場合は、やは

り事業を、今現在査定を行っている事業の見直

しですとか、あるいは例えば基金を充てるです

とか、そういった措置が、財源確保の措置が必

要になってきます。 

  仮に、６億円そのまま減収になればという形

で今お答えさせていただいています、あくまで

も。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） 仮の話をして申し訳な

いんだけれども、今問題になっていることで、

でも、これからのやりくり、予算編成の中で、

やはり知恵を出しながらですね、支障のないよ

うなことをぜひやってもらいたいなと思います。 

  ３月に入ると、我々もまた皆さんと共に議論

を闘わせていただく場面になると思うんだけれ

ども、やはりいろんなやりくりというか、財政

基金を取り崩すとかということでひとつ配慮し

て、やはり市民生活の安全・安心のためにひと

つ御尽力願いたいと思います。いかがでしょう、

課長、もう一度。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 今現在は、国の方針というか

方向がまだ決まっていないですし、おとといか

さきおとといの報道で、この所得税控除の引上

げに関しては、令和７年度に制度設計を行って、

令和８年度から実施して、その令和８年度の課

税分が市の財政に影響してくるのが令和９年度

という報道がございました。 

  その折に、国でまずは交付税措置ということ

になるんでしょうけれども、交付税措置に一定

のルールがございます。そのルールの１つ目が、

一般財源の総額実質同一水準ルールでございま

す。地方税、地方交付税などによって確保され

る地方一般財源の総額が、前の年と実質的に同

水準となるように調整しなさいという指針でご

ざいます。 

  なので、今はこの指針に従って、もう一つな

んですけれども、今現在、総務省と財務省が先

般行った審議会、これ、内容長いのでかいつま

んでお読みしますと、先般、国民の安心・安全

と持続的な成長に向けた総合対策については、

令和７年度税制改正の中で議論し引き上げる。

地方の財政に与える影響に十分配慮した上で、

地方団体の声も聞きながら丁寧な議論を行うこ

とが必要である。一般財源の総額については、

令和６年度地方財政計画の水準を下回らないよ
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う実質的に同水準を確保すべきであり、適切に

地方財政計画の歳出に、これは国の予算の歳出

です、歳出に計上して、必要な一般財源総額を

確保することが不可欠であるというふうなので

審議されているんです。 

  なので、このような形で行われることを国に

強く要望するものであります。そうした上で、

やっぱり必要な、新庄市にとって本当に必要な

事業というものを優先順位つけながら、行政

サービスを落とすことなく、予算編成に当たっ

ていきたいと考えてございます。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） ぜひ、ひとつ御尽力、

力を発揮して、明るい新庄市のためによろしく

お願いしたいと思います。 

  それでは、企業誘致の件でお聞きしました。

いろいろ時代も変わる、ニーズを、動向を見な

がらするというお答えでした。もちろん産業構

造の変化もございますし、それに合わせて変化

に適したものだというようなお考えですけれど

も、まずそれに向けてアンケートを実施したと、

集計中だと。 

  もう少し具体的に、このアンケートの中身を、

どういうようなことでアンケートを取っている

んだかというようなことを教えていただきたい

なと思いますけれども、よろしくお願いします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 ただいま実施してござい

ます企業立地アンケートの概要について、説明

させていただきたいと思います。 

  こちらの対象は、市内製造業、それから情報

サービス関係の企業で、市内に本社機能を有す

る、もしくは事業所を有する、全部で88社を対

象にアンケート調査を行ってございます。こち

らのほうは、外部機関に業務をお願いしまして、

９月下旬から今月いっぱいをめどに業務を委託

しているものでございます。 

  アンケートの実際の内容でございますけれど

も、大きくは５点ほどに分けてお伺いしてござ

います。 

  １つ目が、まず、昨今の一番課題となってご

ざいます、人材についてでございます。人材不

足、それから各企業でどういった人材を確保し

たいか、それからそれに対応する人材確保の方

法等をお伺いしてございます。 

  ２点目が、新たな分野へのチャレンジという

形で、新規事業の傾向等々をつかみたいという

ような形で設問を設定してございます。こちら

のほうは、例えば、当然、昨今のＤＸを絡めた

ような事業、それからＳＤＧｓ関係のやつで再

生可能エネルギー、それからバイオテクノロ

ジー関係等々が新分野というふうな御例示をし

た上で、こういった部分についてはどのような

お考えかということでお伺いしてございます。 

  ３点目が、企業間連携についてでございます。

こちらのほうは、各企業間同士で手を携えて新

たな事業の展開とか、そういったものの考え方

について設問を設定したところでございました。 

  ４点目につきましては、産学連携についてで

ございます。こちらのほうは、当然、専門職大

学も意識したものでございますが、市内の企業

においては、もう既にほかの大学と連携して製

品開発を行っておる企業もございます。そうい

う観点から、今後の産学連携についての御質問

を設定させていただいたところです。 

  最後には、本市の事業環境に対する評価につ

いてという形で、様々、総合計画に基づきまし

て事務事業を政策展開してございますが、新庄

市に対する評価も併せてお伺いしたところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 
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１８番（小嶋冨弥議員） 前回の課長答弁の中で

言っているのと同じですね。やはり前回、アン

ケートの調査等の具体的な項目についてはとい

う中で、１つ目は人手不足、人材不足の現状と

今後の見通しについて併せて把握したいという

ようなことで。 

  あと、気になるのが、気になるというかね、

全国的でしょう、若者の回帰定着ですね。これ、

全国的で、今、少子化の問題でやっていますと、

若年女性が都会に出ていったら戻ってこないと

いうのが全国的なことで、今、第２次で、消滅

都市というようなことで第２弾を出しています

けれども、その中で提案しているのは、やっぱ

り若い女性、二十歳から27歳ぐらいまでの方が

なかなか帰ってこないと。 

  その原因は様々あるみたいです。大変、若い

女性が今の地域のなじみにちょっと抵抗あるみ

たいな感じで遅れていまして、聞くところによ

りますと、新庄市も含めて地方は、もちろん働

く場所もそう、いろんな業種によるんでしょう

けれども、遊ぶところがないというような傾向

と伺っています。 

  そこで、いろんな大きな企業を出してくるの

もいいんでしょうけれども、あるところでは、

大企業を持ってくるよりも、例えば100人の企

業、工場を持ってくるよりも、10人ぐらいずつ

の企業を張りつけたほうがいいというような考

えなんです。なぜかといいますと、大きい企業

は景気の左右によって、ばたんと倒産、撤退す

るというときはもう100人がなくなるんだけれ

ども、小さい10人ぐらいの規模の１つ、もし倒

産しても、あとの90人は残ると、そういうやり

方もあるそうです。 

  今、アンケートによって、それを調査しなが

ら進めていくと思うんですけれども、それと併

せてね、大きい企業誘致も含めてですけれども、

例えばアウトドアの総合メーカーのモンベルと

いう企業がございます。そういった企業を張り

つけるとか、あとはもう一つ、課長は詳しいと

思うんだけれども、私はあんまりちょっと分か

らないんだけれども、ラウンドワンというよう

な、スポーツからリラクゼーションまでの総合

エンターテインメントの空間の施設があるそう

なんですけれども、地域密着型の屋内総合レジ

ャー施設だそうですけれども、ただ製造の企業

だけじゃなくて、そういったものを持ってくる

というのも私は一つの企業誘致だと思うんです。 

  そこに雇用の場も当然発するわけですので、

そういったお考えはどうなんでしょうか。ひと

つ、もし分かる範囲内あれば、そういったこと

の思案もいただきたいなと思うんだけれども、

お考えをお尋ねするわけです。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 今、議員おっしゃられま

したとおり、若い女性の方々の回帰が一番非常

に楽でないという現状が各自治体のところであ

るとお伺いしてございます。 

  当然、本市におきましても、そういう現状は

該当するものでありまして、そういったところ

を庁内全庁的に様々、まちづくりを含めまして

これから取り組むべき課題であろうと捉えてご

ざいます。その中で、企業誘致も含めまして働

く場所の確保という部分については、我々商工

観光課のほうで担当させていただいているとい

うような形でございます。 

  今回、アンケート調査の部分につきましては、

先ほど申し上げましたとおり、市内の製造業、

それから情報サービス関係の会社を対象にして

ございますので、先ほど議員のほうから言って

いただきましたアミューズメント系の企業は今

回のアンケート調査の対象にはなってございま

せんが、今おっしゃられたような生活する部分

での娯楽とか、そういった部分も当然考えてい

かなければならないというふうには考えてござ

います。 
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  今後のそういった企業の誘致の部分につきま

しては、今実施しておりますアンケートを中心

に、これからどういった産業振興の形づくりを

していくべきなのかという基礎材料にしていく

と同時に、今議員のほうからおっしゃっていた

だいた、そういったアミューズメント系の企業

の誘致等々も参考にさせていただきながら、今

後の指針の作成について取り組んでまいりたい

と考えてございます。 

  以上でございます。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） ありがとうございます。

取り上げないと言われるかなと思ったら、取り

上げるというから、ひとつ前向きにお願いする

わけであります。 

  それで、もう一つですね、アウトドアが今非

常にブーム、はやっていますね。これから道の

駅、エコロジーガーデンの駐車場できて、何と

かあそこへ呼びましょうというようなことで、

これから冬のソロキャンプなんていうのはとて

もブームみたいにはやって、あそこはロケーシ

ョンいいから、あそこ辺りがその場所にいいん

でないかなと思うんです。何ぼ冬の雪のキャン

プといっても、とんでもない山の中に行って明

かりの見えないところではしないそうなんです。

やっぱり少しは明かりの見えるところで、夜、

一人キャンプとかするのがとてもはやるそうで

す。そういう意味で、あそこのエコロジーガー

デン、あの辺りは適しているんじゃないかなと

いう思いもあるんです。 

  実は、そういった意味で、私、企業のＰＲす

るわけじゃないですけれども、モンベルという

企業がございました。アウトドアで、もう全国

展開、すごいですね。そして、私たちも２月の

会派の政務調査で行ってまいりました。道の駅

を兼ねて飯山に行ってまいりました。そのとき、

私の同僚の議員も、ふるさと納税の自動販売機

もあったよというようなことで提案しているわ

けですけれども、そのところにもモンベルある

んですね。秋田県、秋田の美郷でもありますよ。

結構ブームなんです。そして、やっぱりこれを

皆さん、出店を望んでいるんです、今現在。 

  これを何で私、申しますかというと、日本経

済新聞の「私の履歴書」ということで、このモ

ンベルの社長の辰野 勇さんというのが１か月

やっているんだけれども、その中で記事を見ま

すと、出店計画は現在、秋田県北秋田市、福島

県三春町、只見町、茨城県太子町、岡山県、ま

たは北海道では留萌市や芽室町などからも引き

合い出していると。そういうことをやはりまち

づくりの一環として行政でやっているわけです。

まねしろというわけではないんですけれども、

やっぱりそういった意味で、そういったものが

どうかなということで提案させてもらうんです。 

  ただ、ただ、聞くところによりますと、大阪

ですから、大阪商人だからかなり厳しいと、条

件面でも厳しいというようなことです。逆に厳

しいところのほうがやりやすいんじゃないかな

と思うんですけれども、そういうところもある

んだよというようなことを一つ御提案させてい

ただきますので、ひとつ検討していただきたい

と思いますけれども、検討する余地あるか、な

いのかなというようなことで、駄目だと言えば

しようがないけれども、どげだべ。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 ただいま、エコロジー

ガーデンも絡めてのアウトドア系の企業の誘致

という御提案でございましたが、当然、御存じ

のとおり、エコロジーガーデンのほうではお試

しキャンプなど、社会的実験な要素も含めまし

て一昨年から始めてございます。当然、コロナ

禍ということでソロキャンプとか様々ブームに

なったわけですけれども、コロナ禍を経まして

ちょっと下火だという形も聞いてございます。 
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  ただ、今議員のほうから御提案ありました部

分につきましては、当然、そういった企業誘致

という方法もあるかと思いますので、そういっ

た意見も参考にさせていただきながら調査研究

を進めていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） いろんな選択肢あると

思いますので、そういうことも一つの思案の中

で入れていただければありがたいなと思ってい

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、５歳児の健診についてお尋ねいた

します。 

  大変だと思うんだけれども、これ、令和８年

度から市長は、方向性、やりたいというような

ことですので、その辺もう少し具体的に、その

方法とかを教えてもらえばありがたいなと思う

んですけれども。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 ５歳児健診に関する御質問に

お答えします。 

  方向性としましては、市長答弁で申し上げた

とおり、来年度は人材確保とフォローアップ体

制が何より大切だと思っておりますので、体制

整備に努めてまいりたいと考えております。 

  方法につきましては、何より小児科医の先生

の協力が必要になりますので、例えば４歳児健

診と組み合わせた同じ日に行うなど、そういっ

たところを考えているところでございます。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） ぜひやはり、よろしく

お願いしたいと思います。 

  ところで、１点伺いますけれども、今、新庄

市、現在、５歳児健診の人数は御承知なんでし

ょうか。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 ５歳児健診の人数でございま

す。 

  すみません、１点、先ほどの御質問の在り方

が、４か月児健診と一緒にしてはどうかと考え

ているところです。 

  ５歳児健診の対象となる人口は、住民基本台

帳では、４月１日現在、212名となっておりま

す。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） これもだんだん少なく、

もちろん赤ちゃんが少ないから少なくなってく

るんだけれども、健診の場合のことをお聞きし

ますけれども、個々の健診ですか、それとも集

団で５歳児健診を、心理士とか保健師とかお医

者さんとかっていろいろ抱えながらやるんでし

ょうけれども、方向としてはどのような健診の

方法をお取りになるんでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 ５歳児健診の在り方につきま

しては、国からは全員健診、または希望者等、

徐々に実行することも可能とされておりますが、

実施の在り方につきましては、ぜひ医師会の皆

様の、先生の御意見を承りながら、また保育現

場のほうにもフィードバックしてほしいという

意見もいただいていますので、そうした関係機

関の御意見もいただきながら構築してまいりた

いと考えております。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） ここでお伺いしますの

は、問題は、発達障害の方を早く見つけて、就
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学前にしたほうがいいというんだけれども、現

在、発達障害の方は、保護者の意見で普通教室、

特別支援学級、特別学校と入るわけですけれど

も、聞くところによりますと、授業のブザーが

鳴って、さあ勉強しましょうというと、そうい

う多動性のあるお子さんがなかなか席に着けな

くて、５分ぐらい落ち着かせてから授業始まる

というようなことで、それがずっと続くという

と教育時間がロスで、例えば大変だなというよ

うなことで、現実的にそういう多動性のお子様

の現状は、教育委員会としてはどのぐらい掌握、

どのようなことの現状か、教えてもらえばあり

がたいなと思います。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 現在、学校における特別

な支援を必要とする児童生徒ということで、個

別の計画を立てながらということも含めて行っ

ております。 

  そういった中で、実際、国としては小学校で

クラスに約10％程度、中学校で５％、６％程度

といっておりますが、本市におきましては、そ

ういった部分を積極的に少し認知しながら保護

者との相談等を行っておりますので、大体、小

学校で約20％程度、中学校におきましても19％

程度、各クラスにはいると思いまして、保護者

と面談等を行いながら、また、年度年度、就学

のほうの支援委員会を行いながら、適正就学に

努めているところでございます。よろしくお願

いいたします。（「ありがとうございました」の

声あり） 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５１分 休憩 

     午後２時０１分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

佐藤卓也議長 次に、髙橋富美子議員。 

   （１５番髙橋富美子議員登壇） 

１５番（髙橋富美子議員） 一般質問３日目、最

後となります。新政・結の会の髙橋富美子でご

ざいます。 

  通告に従いまして、３点について、一般質問

をさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  １点目に、子宮頸がん撲滅に向けた取組につ

いてです。 

  本市の将来に向けた子宮頸がん予防の仕組み

づくりとして、ＨＰＶワクチンの本年度定期接

種及びキャッチアップ接種の対応と、令和７年

度以降、定期接種対象者への接種率向上への取

組について質問いたします。 

  令和６年度は、高校１年生及びキャッチアッ

プ接種対象者、平成９年から平成19年度生まれ

の方全員が無料接種を終了するため、国、医師、

マスコミなど多方面から接種の呼びかけがあり、

期限間近になった夏頃には駆け込み接種がかな

り増えているという報道が出ておりました。 

  しかし、エムスリー総合研究所が発表した国

内の接種率データによると、2024年８月時点に

おいて、勧奨差し控え前に接種した世代の25歳

から27歳の接種率は84.1％と高い一方、積極的

勧奨が中止になった世代、17歳から24歳は約

35％にとどまっており、約320万人が未接種の

状況であると公表されておりました。 

  そこで、本市の今年度、令和６年度の接種期

限を迎える高校１年生とキャッチアップ接種対

象者の接種率と周知方法についてお伺いいたし

ます。 

  １、キャッチアップ接種の開始から直近まで
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の令和６年度の高校１年生とキャッチアップ接

種者の接種率をお教えください。 

  ２、令和６年度の高校１年生及びキャッチア

ップ接種対象者への郵送通知などによる周知は、

いつ、どのように行われたのでしょうか。 

  次に、令和７年度高校１年生、16歳相当です

が、令和７年度末に無料で接種できる機会を失

います。その後は自己負担となり、９価ワクチ

ンを３回接種すると最大約10万円かかります。

定期接種最終学年の高校１年生への周知は特に

重要になると考えます。 

  そこで、今後の対応についてお伺いいたしま

す。令和７年度に高校１年生となる対象者、令

和６年度の中学３年生の現在の接種率を教えて

ください。 

  ４、令和７年度に定期接種の最終学年となる

高校１年生の対象者には、４月と８月などのよ

うに年度内に２度の個別勧奨と再勧奨を行うべ

きと考えますが、いかがでしょうか。また、は

がきで個別勧奨と再勧奨を行った場合にかかる

通知費用についてお答えください。 

  ５、子宮頸がんは、全国で年間約１万1,000

人が罹患し、そのうち約2,900人が亡くなって

おり、30歳から40歳で最も発症すると言われて

います。子宮頸がんワクチンの正しい知識と情

報を得るためにも、子宮頸がんについて学ぶ出

前講座を各学校で実施してはいかがでしょうか。 

  ２点目に、プレコンセプション（妊娠前）の

ケアについてお伺いいたします。 

  若い女性やカップルに対し、妊娠、出産に関

する知識などを伝え、健康意識を高めてもらう

プレコンセプションケアの取組を政府や自治体

が行っています。妊娠する前から若い世代の健

康管理を促し、望む人には将来の妊娠へ備える

情報を伝え、人生設計に役立ててもらうのが目

的となっています。 

  プレコンセプションケアとは、ＷＨＯでは、

妊娠前の女性とカップルに医学的・行動学的・

社会的な保健介入を行うことと定義しています。

広い意味では、若いうちから男女ともに将来の

妊娠等も意識し、自分の心身の健康管理を行う

ことを指しています。 

  本市でも、プレコンセプションケアに取り組

むべきと考えますが、市の見解はいかがでしょ

うか。 

  ３点目に、学校でのいじめ対策の強化につい

てお伺いいたします。 

  全国の小中学校や高校などで2023年度に認知

されたいじめは73万2,568件に上り、過去最多

を更新しました。いじめによる自殺や不登校な

どの重大事態は1,306件で、前年度に比べて４

割以上増加しているとの報道もありました。 

  また、11月30日付の山形新聞に、今年の４月

から７月の県内公立学校のいじめの認知件数は

7,012件、前年同期比27件増、また認知件数の

内訳は小学校5,689件、同10件減、中学校1,206

件、同39件増、高校82件、同９件減、特別支援

学校35件、同７件増、高校は14年度以降で最少

だったとの掲載がありました。 

  そこで、本市においてのいじめ対策の強化に

ついての取組をお伺いいたします。 

  １、本市におけるいじめの認知件数とその対

応について。 

  ２、１人１台端末を活用して、児童生徒の心

や体調の変化を把握し、メンタルヘルスの悪化

や児童生徒が発するＳＯＳの早期発見、早期支

援につなげる心の健康観察の導入推進に取り組

むべきと考えますが、市の見解はいかがでしょ

うか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

山科朝則市長 議長、山科朝則。 

佐藤卓也議長 山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 それでは、髙橋議員の御質問にお

答えします。 

  初めに、子宮頸がん撲滅に向けた取組につい
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ての御質問でありますが、本市では、国による

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した

方を対象に実施するキャッチアップ接種を、令

和４年度から接種推進期間として、無料接種の

できる施策を推進してまいりました。キャッチ

アップ接種事業の最終年度となる今年度は、接

種率向上のための勧奨周知に努めているところ

であります。 

  接種率につきましては、国から接種率の積算

方法について示されていないため、あくまでも

参考数値になりますが、キャッチアップ接種開

始から令和６年10月末までの令和６年度高校１

年生の接種率は14.8％、キャッチアップ接種対

象者の接種率は13.4％となっております。 

  次に、令和６年度高校１年生とキャッチアッ

プ接種対象者の子宮頸がんワクチン接種に関す

る周知についてでありますが、今年５月にはが

きによる個別勧奨を行うとともに、６月と８月

に市報に特集記事を掲載し、ＬＩＮＥなどでも

接種率向上につながる周知を行ってまいりまし

た。また、市独自のポスターやチラシを作成し、

医療機関に対しても周知の協力を依頼しており

ます。 

  次に、令和７年度高校１年生相当となる方の

令和６年10月末現在での接種率は13.5％となっ

ておりますが、来年度、定期接種の最終学年と

なることから、個別通知による勧奨を行い、接

種状況により再度勧奨も検討してまいります。 

  また、令和７年度高校１年生の未接種者に対

して、はがきによる個別勧奨を２回行った場合

の通知費用は、およそ２万円と見込んでおりま

す。 

  次に、学校における、子宮頸がんについて学

ぶ出前講座の提案についてでありますが、本市

では心の教育などの学校と連携した取組も行っ

ておりますので、他の事業と組み合わせて子宮

頸がんについて学んでいただける取組を検討し

てまいります。 

  次に、プレコンセプションケアについての御

質問にお答えをいたします。 

  プレコンセプションケアは、妊娠前からの健

康づくりを推進するため、成育基本法に基づく

成育基本方針において、女性やカップルを対象

として将来の妊娠のための健康管理を促す取組

とされております。 

  また、妊娠のためばかりではなく、若い世代

の健康を増進し、より質の高い生活を実現して

もらうことや、若い世代が将来にわたって健康

を維持していくことによって、健やかな妊娠・

出産の機会を増やし、次世代の子供たちをより

健康にするための取組でもあります。 

  現在、本市では、プレコンセプションケアに

該当する取組として、自分の健康状態を確認す

るため、特定健診や若年者健診、子宮頸がん、

乳がんなどのがん検診、病気を予防するための

子宮頸がんワクチン接種などの事業を実施して

おります。 

  若い世代の男女が、将来の妊娠を考え、自分

のライフプランに適した心身の健康管理を行う

ことを支援するため、正しい知識や相談窓口の

情報発信に取り組んでまいります。 

  以上、壇上からの答弁といたしますが、学校

のいじめにつきましては、教育長が答弁します

ので、お願いいたします。 

津田 浩教育長 議長、津田 浩。 

佐藤卓也議長 津田教育長。 

津田 浩教育長 それでは、学校でのいじめ対策

の強化についての御質問にお答えいたします。 

  初めに、本市におけるいじめの認知件数と対

応についてでありますが、令和５年度の認知件

数は小中・義務教育学校合わせて314件となっ

ており、令和４年度の認知件数と比べて増加し

ております。 

  認知件数が増加した理由といたしましては、

いじめの定義について、各学校が再認識し、今

まで見逃しがちだった小さな事案もいじめとし
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て積極的に認知したことによるものと考えてお

ります。そして、そのそれぞれに対して適切な

対応を行ったことで、いじめの解消率は昨年度

末の時点で約86％となっており、早期発見・早

期対応の効果だと捉えております。 

  いじめの防止対策として、各学校において発

達段階に応じた具体的な指導や、学校での子供

の居場所づくりの促進を行うことにより、いじ

めの未然防止について進めているとともに、ス

クールカウンセラーを配置することで、市内全

ての学校において様々な児童生徒の悩みに対し

て相談活動ができるようにしております。さら

に、教育委員会において、本年６月からオンラ

イン悩み相談の運用を開始して、多様な形で相

談できるよう努めているところであります。 

  今後も、このような取組のほか、関係機関や

専門家の方々からの御意見をいただきながら、

いじめ防止に取り組んでまいります。 

  次に、１人１台端末を活用した心の健康観察

の導入についてお答えいたします。 

  今年度、県の委託を受けて、１人１台端末等

を活用した心の健康観察の導入に向けた調査研

究を、升形小学校、本合海小学校、日新中学校、

八向中学校の４校をモデル校として実施を予定

しているところでございます。この心の健康観

察の効果を検証した上で、市内全校への導入に

ついて検討してまいります。 

  以上でございます。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  初めに、子宮頸がん撲滅に向けた定期接種対

象者の接種率向上の取組についてです。 

  今年度末で無料接種期間が終了する高校１年

生、またキャッチアップ対象者に対しては、接

種期限をお知らせする郵送通知、はがきでとお

聞きしたんですけれども、実施をしていただき、

ありがとうございました。また、市報、様々な

ホームページとかでも周知徹底を図っていただ

いたことに感謝を申し上げます。ただ、御答弁

いただいたとおり、高校１年生の接種率はまだ

まだ低く、過去の接種世代に比べると低いと言

わざるを得ない状況です。 

  そのような中、この質問を通告した日の夜で

したっけか、11月27日なんですが、子宮頸がん

ワクチンキャッチアップ接種、期間延長へとの

ニュースがありました。子宮頸がんなどを防ぐ

ワクチンの接種機会を逃した人に対するキャッ

チアップ接種で、ワクチンの供給不足から今年

度の期限内に接種を終えられない人が出てくる

可能性があるため、厚労省は条件つきで期限を

来年度まで延長する方針を決めたとのことでし

た。 

  経過措置の内容について、情報提供が重要だ

と考えますが、この点どのように対応されるの

か、分かる範囲でお伺いしたいと思います。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 ＨＰＶワクチンキャッチアッ

プ接種に関する国からの通知についてでござい

ます。 

  11月25日現在では、県からちょっと情報がな

いというふうな中で、本市におきましても、11

月29日付で厚労省から通知が発出されました。

内容としましては、議員おっしゃるとおり、一

部都心部等では本年秋に接種したいという方が

殺到したということでワクチンの供給不足が発

生したことも起因とし、本年度中に１回以上接

種した方については、令和７年３月31日までで

すね、１回以上接種されている方は、公費で３

回まで無料で接種することができるような経過

措置を設けることとされたものでございます。 

  経過措置の期間につきましては、期間終了後

１年間というふうに示されておりますが、対象
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者について、キャッチアップ接種の対象者と、

さらに加えまして令和６年度が定期接種の最終

年度である平成20年度生まれの方と示されてお

ります。 

  なお、今月、12月中に厚労省から自治体説明

会が開催されるということでございますので、

そうした内容を踏まえまして、情報提供という

部分に努めてまいりたいと考えておりますが、

こちらの経過措置に関しましては、予防接種法

施行例を令和７年４月１日に改正する予定とい

うことでございますので、実際の事業が令和７

年４月１日以降になろうかと思われますけれど

も、事前にできることはスピード感を持って今

後対応してまいりたいと考えておりますので、

情報提供につきましても、そういったところに

努めてまいりたいと考えております。よろしく

お願いします。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） これからいろいろな

取組がされるということで、ただ、本当にこう

いった期限が延びるということに対しては大変

うれしく思っています。 

  その経過措置、これからいろいろされると思

うんですけれども、そのときは経過措置の内容

と併せて、ワクチンの有効性であったり、安全

性についても情報提供をお願いしたいと思いま

す。 

  宮崎県では、令和５年12月から令和６年３月

にかけて、県内の被接種者に接種のきっかけを

調査したところ、「市町村からの通知はがき・

文書を見て」と回答した割合が最も多くあった

そうです。ＳＮＳなどの取組と比較して、個別

通知でのコール・リコールは接種率の向上に有

効であるという結果が出ていました。 

  本当に、市民の皆様、やっぱり市からの情報

とかそういった広報であるということがすごく

しっかり読まれますし、これからも徹底をよろ

しくお願いしたいと思います。 

  次に、子宮頸がんについて学ぶ出前講座の実

施についてです。 

  先ほど、教育長から答弁ありましたように、

いろんなところで様々ながんに対して、子宮頸

がんだけでなく、いろんな取組をしていただい

ているということです。 

  ただ、これもやっぱり宮崎県がすごい取組を

やっているところなんですけれども、宮崎市で

は子宮頸がんなどを予防するＨＰＶワクチン定

期接種の重要性を知ってもらおうと、市内の全

中学校で１年生と保護者を対象に、産婦人科医

による出前講座を昨年６月からスタートしてい

ます。 

  出前講座では、子宮頸がんによって27歳の若

さで亡くなられた女性の闘病生活や遺族の言葉

などを記録した動画を上映されたと伺っており

ます。その後に、宮崎県産婦人科医会の川越会

長が講演をされました。参加した女子生徒は、

「子宮頸がんの怖さが学べたので、積極的にワ

クチンを接種したい」と話し、また保護者から

は、「親が正しい知識と情報を得ることで大切

な子供の命を守ることができる」との感想があ

ったようです。 

  そして、今年９月末時点で、中学１、２年生

は４割近くの女子生徒が接種を終えているとい

うことで、この出前講座による効果が現れてい

ると思われます。 

  本市においても、自分の命を守るため、そし

て未来の子供たちの命を守るためにも、ぜひ、

どんな形でもいいですので、出前講座の検討を

お願いしたいと思うのですが、再度お願いしま

す。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 子宮頸がんに係る出前講座に

ついての御質問にお答えいたします。 

  議員御質問のとおり、そうした取組は大変重



- 165 - 

要であると認識しているところでございます。

県においては、ワクチン普及促進セミナーとい

うことで、オンラインセミナーなども今年度開

催されているところでございます。 

  本市におきましては、学校との連携という部

分での取組としまして、市長が申し上げたとお

り、心の教育というところを強く連携させてい

ただいているところです。 

  今年度は、ＳＯＳの出し方教育ということで

市内の中学校から実施いただき、来年度は複数

の学校から共同で実施することというふうにお

話を伺っているところです。例えば、そうした

心の教育、心身の教育という部分で、組み合わ

せた実施ができないかというところを考えてま

いりたいと考えております。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。 

  続きまして、プレコンセプションケアについ

てです。 

  様々な啓発をされていることは分かりました。

日本は妊産婦や新生児の死亡率が諸外国と比べ

低いが、晩婚化や、肥満・痩せの増加、子宮頸

がんの検診率の低迷など課題が多いと言われて

います。プレコンセプションケアを、母子保健

だけでなく、教育や医療など幅広い分野で進め

ることが重要だと、国立成育医療研究センター

の責任者を務めた方が指摘をされておりました。 

  そこで、プレコンセプションケアへの取組は

されていると思うんですが、名前自体が多分周

知されていないんだと思います。その点、この

言葉の周知とか広報が必要だと感じますが、い

かがでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 プレコンセプションケアにつ

きましては、まだまだ本市でも広報周知が不足

しているなと考えているところでございます。 

  特に、女性の健康につきましては、このたび

国の計画においても新たに項目立てて強化する

よう求めており、本市の計画、現在策定してお

ります「いきいき健康づくり新庄21」におきま

しても、女性の健康を推進していきたいと掲げ

ているところでございます。 

  御質問のありましたように、実施しているこ

とも加えまして、プレコンセプクションケアと

いうところを広く周知していただくように、広

報周知、努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） 広報について、これ

からしっかり周知をされるということで、期待

をしております。 

  プレコンセプションケアのチェックシートと

いうのがありました。こういった感じなんです

が、これ、女性用ですけれども、もっとすてき

な自分に、そして未来の家族のためにというこ

とで、女性用、男性用があり、できることから

始めて、１つずつチェック項目を増やしていき

ましょうとあります。 

  女性では、例えば「適正体重をキープしよ

う」とか「禁煙する。受動喫煙を避ける」「ア

ルコールを控える。妊娠したら禁酒する」、そ

ういった内容の項目がずらっとチェックするよ

うにあるんです。 

  また、男性用もありまして、「バランスの良

い食事をこころがけ、適正体重をキープしよ

う」「たばこや危険ドラッグ、過度の飲酒はや

めよう」「ストレスをためこまない」「パート

ナーも一緒に健康管理をしよう」とかというこ

ういった項目があって、プレコン・チェック

シートというものです。 

  提案なんですけれども、こういったチェック
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シートを新庄市の二十歳を祝う会とかで配布し

ていただいてはどうかなと思うのですが、いか

がでしょうか。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 プレコンセプションケアに係

るチェックシート、男性用、女性用というとこ

ろを、自治体によってはホームページで公表し

ているところもございました。 

  議員御質問のとおり、そうした取組は大変重

要であると考えておりますが、そうしたチェッ

クシート、本市においてもホームページ上で周

知広報もできると思いますし、御提案のあった

二十歳を祝う会、また、本市で11月に、健康づ

くりに関する包括的な連携協定を協会けんぽと

結ばせていただいております。職域の部分とい

うところでは、若い世代の方、男女ともに包括

的に周知していただくことも重要かと考えてお

りますので、そうした様々な場面で情報提供、

周知できるように、こうしたチェックシートを

ぜひ活用してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） プレコンセプション

ケアって、本当に様々な健康に対することが示

されておりまして、私の前に質問された小嶋議

員の中に出生数の話がありました。この10年間

のあたりにもう140名ぐらい減少しているとい

うことがあったんですけれども、やっぱりこう

いったプレコンセプションケアの取組をするこ

とによって、自分の健康を守り、本当に出生数

も増える可能性もあるかなと思います。 

  人生100年時代と言われておりまして、健康

は年を取ってから気をつけるものではなくて、

若いときからのよい健康生活の積み重ねで培わ

れていきますとありますように、プレコンセプ

ションケアの周知を含め、対象世代に向けた市

の取組、まさに今、課長から様々な取組を御提

示いただきましたので、期待をしておりますの

でよろしくお願いします。 

  最後に、学校でのいじめ対策の強化について

再質問いたします。 

  いじめの内容は、冷やかしやからかいとか、

悪口や脅し文句、嫌なことを言われるというこ

とが、先日の山形新聞にあったように、最多で

4,466件、パソコンや携帯電話を介した誹謗・

中傷などは14年度以降で２番目に多い184件と

ありました。 

  先ほど、教育長から答弁もあったんですけれ

ども、本市のいじめの内容について、差し支え

ない範囲で教えていただきたいと思います。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 ただいまの御質問にお答

えいたします。 

  本市における昨年度のいじめの件数について

は、教育長から答弁させていただきました。そ

の中で、小学校は特に低学年において数が多く

なっております。これにつきましては、例年同

じように、低学年がどうしてもクラスの中での

いじめの案件が増えてしまうというところがあ

り、そのほとんどが、県の新聞報道にあります

ように、悪口を言われた、嫌なことを言われた

というような口頭による嫌な思いをしたという

ものでございます。 

  それが、年代がだんだん上がってきますと、

小学校の高学年から中学校課程になってくると、

例えばインターネット、ＳＮＳの中で悪口を言

われたとか、仲間から外されたとか、そういっ

た内容も入ってまいります。 

  しかしながら、やはり一番多いのは、嫌なこ

とを言われたり、または中にはわざと体をぶつ

けられたというような、そういった案件もござ

います。 

  以上でございます。 



- 167 - 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） 低学年に多いという

お話でした。 

  それを受けて、教育委員会としてはどういっ

た対処をされているのか、再度お伺いしたいと

思います。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 いじめの基本方針という

ものを本市でしっかりとつくっております。そ

れに基づきまして、各学校におきましても基本

方針をつくりながら、それにのっとった対応を

行っています。 

  そういった中で、やはり解決、解消という部

分がもちろん望まれるわけでございますが、教

員が一方的に解消というところを判断するので

はなく、解消と見られた後も３か月しっかりと

見守りながら、本人の話を聞きながら、解消に

至るかというところをチェックするというとこ

ろをまずは大事にしています。 

  ほかに、本人の話を聞くことはもちろんです

けれども、保護者の理解も必要でございますの

で、保護者にも状況をお話をしながら対応する

ということを行ってまいりました。 

  また、先ほど申し上げたＳＮＳとかそういっ

たものにつきましては、学校だけでは対応でき

ないということも考えられます。そういった場

合には、関係機関に相談をするとか、そういっ

たことも必要になってくると思って対応してお

ります。 

  以上でございます。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。新庄市のいじめ防止基本方針にのっとって

というお話がありました。 

  関係機関との連携という面で、例えば今まで

にどういった、事例とかもしあれば、警察であ

ったりいろいろあると思うんですけれども、そ

の辺のところをお知らせ願いたいと思います。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 関係機関との連携という

ことで、例えば未然防止に向けた形を、消費生

活センターへの要請を行いまして、実際に様々

なそういったいじめや、またネット環境を通じ

た問題などを各学校でお話をしていただくとい

うような未然防止に向けた連携もございます。 

  ほかに、実際に学校によっては、ちょっと問

題が大きくなりそうだという判断の下、警察へ

通報ではなく相談という形で、どのような対応

や、またはネット上におきましては、誰が何を

したというところが判断が難しいところもあり、

学校では対応できない部分がございますので、

警察に相談をするというようなところもござい

ます。 

  そういった中で、やっぱり一番大事にしてい

るのは、教育委員会のほうへしっかりと報告い

ただいて、委員会が必要に応じて関係機関へ照

会をしたり、相談をしたりするということを行

っております。 

  また、福祉のほうとも、不登校も併せながら、

そういった部分の連携も強化しているところで

ございます。よろしくお願いいたします。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） よろしくお願いしま

す。 

  また、先日の山形新聞に、年２回のいじめア

ンケートということで山形県のほうで実施され

ているということで、そのアンケートがいじめ

の早期発見につながっている一方で、対応する

教員の負担を懸念する声があると、県教委のほ

うですかね、そういうふうにあったんですけれ

ども、この点について、本市ではいかがでしょ
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うか。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 ただいまの御質問にお答

えいたします。 

  実際、いじめの発見の一番多くは、アンケー

ト調査によるものが、例年一番多い状況でござ

います。 

  そういった中で、このアンケート調査につき

ましては、県の調査は年間２回でございますが、

各学校においては、学期末に行うアンケート調

査はもちろんですが、生活アンケートというこ

とで毎月行っている学校が中学校等ではほとん

どでございます。 

  そのような形で、いろいろな場面で、いじめ

についてに特化せずに様々な生活アンケート調

査を行う中で、今いじめについてはどうですか

というような、いつでも相談できるような、そ

んなアンケートを取らせていただいています。 

  また、教員の業務負担が増えるのではないか

というお話もいただきましたが、これにつきま

しては、当然ながら最優先事項でございますの

で、全く業務負担とは学校は考えておりません。 

  ただ、先ほども申し上げましたように、なか

なか解決に至らない場合などは、非常に学校だ

けでは解決が難しい場合がございますので、関

係機関に相談させていただくというところも大

事にしております。 

  以上でございます。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。 

  そういえば、回覧とかでよく、私は日新学区

なんですけれども、日新小学校、日新中学校の

ほうから、そういったアンケートもいつも拝見

させていただいております。これからもしっか

りと取り組んでいただきたいと思います。 

  それで、いじめの防止等の基本施策の未然防

止の中に、「子ども自らが主体的にいじめにつ

いて考え、活動する取組の推進」とありました

が、具体的な事例等をお伺いしたいと思います。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 子供の主体的な、いじめ

に対する考え方を持たせるというような部分に

つきましては、全ての学校におきまして、子供

たちが主体的に話し合う場面を設けております。 

  特に、中学校におきましては、生徒会が中心

となりまして、いじめ防止に向けた取組という

ものを生徒が自ら話し合って、全体で共有する

ということを行ってきました。そして、その後、

中学校で考えたものを学区内の小学校に生徒会

が持っていきながら、児童会の主担当のほうに、

中学校としてはこういうふうなことを考えてい

るので、小学校でもぜひやったらどうだという

ことをこれまで継続してやってまいりました。 

  そういった中で、現在は、小学校、中学校、

義務教育学校において、それぞれの児童会、生

徒会で話し合うことができています。 

  また、義務教育学校におきましては、小学校、

中学校が一緒の活動を行いますので、小中が一

緒になって話し合うということもできておりま

す。 

  以上でございます。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） しっかりと小中学校

で共有して、いじめに対しての、子供たち自身

が主体的にやっているんだなということがよく

分かりました。これからもよろしくお願いした

いと思います。 

  心の健康観察については、夏休み後ですか、

４校で推進、これからされるんでしょうか、推

進されているのでしょうか、もう一度お願いし

ます。 
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杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 １人１台の端末を活用し

た心の健康観察の事業につきましては、県の委

託を受けまして、今年度始めているものでござ

います。 

  実際の活動につきましては、予算の執行の関

係もございまして夏休み以降になってしまいま

した。本来であれば、早くこのタブレットを活

用して心の健康観察を行いたいところではござ

いましたが、やはり県内はもとより、まだまだ

全国的にもスタートしている先進的な例が少な

く、どのような内容で進めていったらよいもの

かというところがなかなか難しいところでござ

いました。 

  この事業につきましては、先進例を学ぶとい

うことで先進校視察もありまして、この担当す

る４校につきまして、管理職を中心に東京都へ

出向きまして視察してまいりました。その結果、

この心の健康観察がどのような内容が適してい

るか、またどのような問題があるかというふう

なところを話を聞いてまいりまして、現在、Ｉ

ＣＴ支援の委託している業者のほうとやっと中

身が出来上がりまして、今月中には４校全ての

学校にソフトを導入することができます。３学

期、１月から早速、朝のスタートということで

できますので、そちらのほうを期待していると

ころでした。 

  やはり早まって行わなくてよかったなという

のが実はございまして、結構失敗した、時間帯

も難しいとか、内容によっては児童生徒がもう

どうでもよくなってしまうとか、いろいろなこ

とがございましたので遅れてしまいましたが、

まずはしっかりとスタートしてまいりたいと思

います。よろしくお願いします。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） しっかりと先進地の

視察にも行かれたということで、内容もこれか

らということで、スタート、３学期からかなと

思うんですけれども、本当に小さな子供たちが

発するＳＯＳに気づくためのすばらしいツール

であると思います。 

  今回、その４校で推進されたことを基にしな

がら、予算面、様々あると思うんですけれども、

今後、全ての学校において導入をしていただい

て、児童生徒が発するＳＯＳの早期発見、早期

支援につなげていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  あと、最後になりますが、タブレット端末を

活用した児童生徒の相談窓口ということで、私

も昨年の９月の一般質問で提案をさせていただ

きまして、本年、先ほど教育長からありました

けれども、多分このことなのかなと思って聞い

ていたんですけれども、９月より開催されてい

ると伺いましたが、まだ期間的にも二、三か月

かなということで様々あるかと思うんですけれ

ども、この中での利用状況等についてお知らせ

ください。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 オンラインによる悩み相

談につきましては、髙橋議員がおっしゃいまし

たように、昨年度、議会の中で御質問、御意見

いただく中で、それを機会にスタートしたもの

でございます。本当にありがとうございます。 

  ６月にスタートして５か月を終えましたが、

ここまで延べ相談数は55回になります。約８割

が小学校課程、２割が中学校課程の児童生徒が

活用しております。 

  中身といたしましては、いじめられたという

ようないじめの相談もございますが、それ以外

にもやっぱり学校生活をしていく上での悩みと

か、先輩・後輩の悩みとか、本当に子供たちは

いろいろなことで悩んでいるんだなということ

を我々が本当に勉強させてもらうような、そん
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な機会にもなっております。 

  これらにつきましては、一個人の相談員の回

答とならないように、相談員３名、また指導主

事が入りまして、どういうふうな返事をしたら

いいかということも検討しながら慎重に回答さ

せていただいているところでございます。 

  非常に、お礼のメールなんかも、返事なんか

も来たりしながら、大変効果があるなと思って

おりますので、今後とも大切にしてまいりたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

１５番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

佐藤卓也議長 髙橋富美子議員。 

１５番（髙橋富美子議員） 本当に子供たちも、

直接、教育相談の方もいらっしゃってあれです

が、なかなかやっぱり、面と向かって相談体制

ってなかなか厳しいものがあるということで提

案をさせていただきまして、この５か月間で55

件というお話を伺いました。本当にこれからも

子供たちに寄り添う教育ということで、しっか

りと取り組んでいっていただきたいと思います。 

  今回は、本当に子供たちの将来にわたる、健

康であったり、様々な面で一般質問をさせてい

ただきまして、答弁をいただきまして、これか

らそこを期待をしてまいりたいと思います。 

  大変ありがとうございました。 

佐藤卓也議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議を明日12月12日から17日

まで休会したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を12月12日から17日まで休

会し、12月18日午前10時から本会議を再開いた

しますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時４８分 散会 
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令和６年１２月定例会会議録（第５号） 

 

 

令和６年１２月１８日 水曜日 午前１０時００分開議 

議 長 佐 藤 卓 也     副議長 今 田 浩 徳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   亀  井  博  人  議員 

  ３番   今  田  浩  徳  議員     ４番   鈴  木  啓  太  議員 

  ５番   坂  本  健 太 郎  議員     ６番   田  中     功  議員 

  ７番   山  科  春  美  議員     ８番   鈴  木  法  学  議員 

  ９番   辺  見  孝  太  議員    １０番   渡  部  正  七  議員 

 １１番   新  田  道  尋  議員    １２番   八  鍬  長  一  議員 

 １３番   伊  藤  健  一  議員    １４番   山  科  正  仁  議員 

 １５番   髙  橋  富 美 子  議員    １６番   佐  藤  卓  也  議員 

 １７番   小  野  周  一  議員    １８番   小  嶋  冨  弥  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 科 朝 則  副 市 長 石 山 健 一 

総 務 課 長 西 田 裕 子  総 合 政 策 課 長 川 又 秀 昭 

財 政 課 長 小 関   孝  税 務 課 長 津 藤 隆 浩 

市 民 課 長 伊 藤 リ カ  環 境 課 長 岸     聡 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 横 山   浩  

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 鈴 木 則 勝 

健 康 課 長 佐 藤 朋 子  農 林 課 長 柏 倉 敏 彦 

商 工 観 光 課 長 小 関 紀 夫  都 市 整 備 課 長 髙 橋   学 

上 下 水 道 課 長 阿 部 和 也  
会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 加 藤   功 

教 育 長 津 田   浩  
教 育 次 長 
兼教育総務課長 渡 辺 政 紀 

学 校 教 育 課 長 杉 沼 一 史  社 会 教 育 課 長 今 田   新 

監 査 委 員 須 田 泰 博  
監 査 委 員 
事 務 局 長 伊 藤 幸 枝 

選挙管理委員会 
委 員 長 武 田 清 治  

 

 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 井 上   徹 
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農 業 委 員 会 
会長職務代理者 笹   行 也  

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 大 江   周 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 山 科 雅 寛  局 長 補 佐 髙 橋 智 江 

主 事 小 野 一 樹  主 事 秋 葉 佑 太 

 

議 事 日 程 （第５号） 

令和６年１２月１８日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

   （総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第 １ 議案第６６号督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例について 

日程第 ２ 議案第６７号新庄市市税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ３ 議案第６８号新庄市民文化会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ４ 議案第６９号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例に 

      ついて 

日程第 ５ 議案第７０号新庄市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第７１号新庄市雪の里情報館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい 

      て 

日程第 ７ 議案第７２号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第７３号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第７４号新庄市民文化会館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１０ 議案第７５号雪の里情報館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１１ 請願第４号学校給食の無償化を求める請願 

 

   （産業厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

日程第１２ 議案第７６号新庄市入会林野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例等を廃止する条例に 

      ついて 

日程第１３ 議案第７７号新庄市昭和活性化センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

      について 

日程第１４ 議案第７８号新庄市エコロジーガーデン設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

      について 

日程第１５ 議案第７９号新庄市住みやすいまちづくり基金条例について 

日程第１６ 議案第８０号新庄市水道給水条例の一部を改正する条例について 

 

   （質疑、討論、採決） 

日程第１７ 議案第６０号令和６年度新庄市一般会計補正予算（第９号） 
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日程第１８ 議案第６１号令和６年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１９ 議案第６２号令和６年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２０ 議案第６３号令和６年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２１ 議案第６４号令和６年度新庄市水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第２２ 議案第６５号令和６年度新庄市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第５号）のほか 

日程第２３ 議案第８５号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

日程第２４ 議案第８１号令和６年度新庄市一般会計補正予算（第１０号） 

日程第２５ 議案第８２号令和６年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２６ 議案第８３号令和６年度新庄市水道事業会計補正予算（第４号） 

日程第２７ 議案第８４号令和６年度新庄市下水道事業会計補正予算（第３号） 
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開      議 

 

 

佐藤卓也議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

  欠席通告者はありません。 

  なお、農業委員会会長が欠席のため、農業委

員会から笹 行也会長職務代理者が出席してお

りますので、御了承願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第５号）によって進めます。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

佐藤卓也議長 日程第１議案第66号督促手数料の

廃止に伴う関係条例の整備に関する条例につい

てから日程第11請願第４号学校給食の無償化を

求める請願までの11件を一括議題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長山科正仁議員。 

   （山科正仁総務文教常任委員長登壇） 

山科正仁総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案10件、

請願１件です。 

  審査のために、12月12日午前10時より、議員

協議会室において委員８名出席の下、審査を行

いました。 

  初めに、議案第66号督促手数料の廃止に伴う

関係条例の整備に関する条例については、財政

課及び税務課職員の出席を求め、補足説明を受

けた後、審査を行いました。 

  質疑は特になく、採決の結果、全員異議なく

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第67号新庄市市税条例の一部を改

正する条例については、税務課職員の出席を求

め、補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員より、地方税共通納税シス

テムでの収納に当たって、税情報が全国に流れ

るということはないのか等の質疑があり、税務

課からは、収納された税金が納付されるという

仕組みになっており、税情報が流れるというこ

とはないと認識しているとの説明がありました。 

  また、別の委員からは、私立学校の改正に伴

う規定の見直しとはどういうことか、私立学校

と新庄市の関わりが分からないとの質疑に、税

務課からは、私立学校法の改正に伴い条文が増

えたため、本市条例に条ずれが起きたことによ

る改正であるとの説明がありました。 

  その後、採決の結果、全員異議なく可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第68号新庄市民文化会館設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、財政課及び社会教育課職員の出席を求め、

補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員より、使用料を下げている

部屋があるが、どういう理由からかといった質

疑があり、社会教育課からは、フルコスト計算

によって、稼働日数や稼働率、利用者負担の割

合、それぞれの部屋の面積から算出しており、

使用料が増える部屋もあれば、下がる部屋もあ

るとの説明がありました。 

  その他、営利目的での使用料についての質疑

がありましたが、採決の結果、賛成多数により

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第69号新庄市生涯学習センター設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

については、財政課及び社会教育課職員の出席

を求め、補足説明を受けた後、審査を行いまし
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た。 

  質疑は特になく、採決の結果、賛成多数によ

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第70号新庄市公民館設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例については、

財政課及び社会教育課職員の出席を求め、補足

説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員より、調理実習室の使用料

が下がっているが、先ほどの文化会館と同じ理

由なのかといった質疑があり、社会教育課から

は、同じ手法で積算しているとの説明がありま

した。 

  ほかに質疑はなく、採決の結果、賛成多数で

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第71号新庄市雪の里情報館設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いては、財政課及び社会教育課職員の出席を求

め、補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  質疑は特になく、採決の結果、賛成多数によ

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第72号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例について

は、財政課及び社会教育課職員の出席を求め、

補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員より、使用料の無料につい

ては異議はないが、無料なため、仮予約を入れ

てキャンセルをするといった行為に対する対策

等の考えはあるのかといった質疑があり、社会

教育課からは、施設管理者からは、悪気があっ

てそういう使い方をしている団体は今まで見受

けられないし、利用者同士の調整会議において、

そういう行為に対して徹底している話はしてい

るとの説明がありました。 

  その他、別の委員からは、施設使用の利便性

が向上したなど、施設管理もきちんとやってこ

そ、市民の方は使用料が上がっても納得するも

のと思うといった意見がありました。 

  採決の結果、賛成多数により可決すべきもの

と決しました。 

  次に、議案第73号新庄市都市公園条例の一部

を改正する条例については、財政課及び社会教

育課職員の出席を求め、補足説明を受けた後、

審査を行いました。 

  審査に入り、委員より、市民プールの使用料

について、最上郡内でプールがあるところが少

ないため、市外の小中学生も無料にすべきとい

う考えはなかったのかといった質疑があり、社

会教育課からは、このたびの見直しは、全て統

一した方法で進めてきているとの説明がありま

した。 

  その他質疑はなく、採決の結果、賛成多数で

可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第74号新庄市民文化会館の管理を

行わせる指定管理者の指定については、社会教

育課職員の出席を求め、補足説明を受けた後、

審査を行いました。 

  審査に入り、委員より、指定管理者候補の選

定において、評価項目の「支出予算の算定根拠

が適正か」という項目、3.5と低いがどうなの

かといった質疑があり、社会教育課からは、評

価委員の皆様が、収支予算の中身も御覧になっ

ていただいた上での点数となっているとの説明

がありました。 

  その他、委員から、駐車場も含めた管理全体

の方法や、人件費等を含めた指定管理者制度を

有効に活用していけるよう、長期的な視点を持

って考慮していってほしいなどといった意見が

ありました。 

  その他質疑はなく、採決の結果、全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第75号雪の里情報館の管理を行わ

せる指定管理者の指定については、社会教育課

職員の出席を求め、補足説明を受けた後、審査

を行いました。 

  質疑は特になく、採決の結果、全員異議なく

可決すべきものと決しました。 
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  最後に、請願第４号学校給食の無償化を求め

る請願については、教育総務課及び学校教育課

の職員の出席を求め、審査を行いました。 

  質疑は特になく、採決の結果、請願第４号に

ついては、全員異議なく採択の上、執行機関に

送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求

すべきものと決しました。 

  以上で、総務文教常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果について、報告を終

わります。 

  よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 ただいまの総務文教常任委員長の

報告に対して、質疑に入ります。 

  初めに、議案第66号督促手数料の廃止に伴う

関係条例の整備に関する条例について、質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第66号督促手数料の廃止に伴う関係条例

の整備に関する条例については、委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第67号新庄市市税条例の一部を改

正する条例について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号新庄市市税条例の一部を改正する

条例については、委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第68号新庄市民文化会館設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員、賛成ですか、反対

ですか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 反対です。 

佐藤卓也議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 それでは、原案に反対討論として、

佐藤悦子議員。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第68号の新庄市民

文化会館の使用料の値上げ部分について、反対

したいと思います。 
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  理由というか、よい点はあります。一部、稼

働率や面積比から値下げしたなどの点はいいと

思います。ここは、利用しやすくしようという

姿勢が感じられます。高くその点は評価したい

と思います。 

  しかし、使用料、社会教育施設、次から、こ

れから出てくる生涯スポーツ施設、全体の利用

料の値上げによる増収の見込みは約150万円弱

と聞きましたが、社会教育活動の停滞を招き、

増収にならないことが懸念されます。実質賃金

も年金も下がり、空前の値上げラッシュによっ

て、住民の６割ぐらいが、あるいはそれ以上が

生活が苦しいと答えている中で、社会教育関係

の利用料値上げは、実質、活動を縮小させるも

のになってしまうと感じられます。 

  それからもう一つは、教育は無料であるべき

と考えます。学ぶことは、個人の利益ではなく、

社会を発展させる原動力です。個人の能力を高

め、健康を維持し、地域の人とのつながりをつ

くるとともに、地域社会の課題をつかみ、解決

を図る活動を進めるための学ぶ場として、社会

教育施設が税金で造られ運営されています。本

来、社会教育施設及び生涯スポーツ施設などは

無料であるべきと考えます。 

  そういう意味から、この場は議案第68号につ

いてでありますが、私は、次の社会教育施設関

係、議案第69号、第70号、第71号、さらに生涯

スポーツ施設関係の使用料の値上げについても

反対したいと思っています。 

  ここで言わせていただきますが、小中学生の

体育施設についてですが、無料というのは大変

いいと思います。あと、高校生半額を継続する

というのもいいと思います。 

  しかし、市外の小中学生の体育施設の利用料

を無料から外して高校生並みに上げたことは、

残念なことだと私は思っています。ほかの自治

体にない、新庄市のよいところとして、市外小

中学生も無料を継続すべきだったと感じていま

す。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  反対討論がありましたので、電子表決システ

ムにより採決を行います。 

  議案第68号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反

対の議員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第68号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、議案第69号新庄市生涯学習センター設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 
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  議案第69号新庄市生涯学習センター設置及び

管理に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、委員長報告のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第69号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反

対の議員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第69号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、議案第70号新庄市公民館設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号新庄市公民館設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例については、委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第70号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反

対の議員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第70号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、議案第71号新庄市雪の里情報館設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第71号新庄市雪の里情報館設置及び管理

に関する条例の一部を改正する条例については、

委員長報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第71号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反

対の議員は反対のボタンを押してください。 
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   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第71号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、議案第72号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号新庄市体育施設設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例については、委

員長報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第72号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反

対の議員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第72号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、議案第73号新庄市都市公園条例の一部

を改正する条例について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第73号新庄市都市公園条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第73号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反

対の議員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第73号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、議案第74号新庄市民文化会館の管理を

行わせる指定管理者の指定について、質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第74号新庄市民文化会館の管理を行わせ

る指定管理者の指定については、委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第74号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第75号雪の里情報館の管理を行わ

せる指定管理者の指定について、質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第75号雪の里情報館の管理を行わせる指

定管理者の指定については、委員長報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第75号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第４号学校給食の無償化を求める

請願について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第４号学校給食の無償化を求める請願に

ついては、委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第４号は委員長報告のとおり採択とし、執

行機関に送付の上、その処理経過及び結果の報

告を請求することに決しました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

佐藤卓也議長 日程第12議案第76号新庄市入会林

野等高度利用促進対策事業分担金徴収条例等を

廃止する条例についてから日程第16議案第80号

新庄市水道給水条例の一部を改正する条例につ

いてまでの５件を一括議題といたします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長新田道尋議員。 

   （新田道尋産業厚生常任委員長登壇） 
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新田道尋産業厚生常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、産業厚生常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案５件

です。 

  審査のため、12月13日午前10時より、議員協

議会室において委員９名出席の下、審査を行い

ました。 

  初めに、議案第76号新庄市入会林野等高度利

用促進対策事業分担金徴収条例等を廃止する条

例については、農林課職員の出席を求め、審査

を行いました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第76号については、全員異議なく原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第77号新庄市昭和活性化セン

ター設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例については、農林課及び財政課職員の出

席を求め、審査を行いました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第77号については、全員異議なく原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第78号新庄市エコロジーガーデ

ン設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例については、商工観光課及び財政課職員の

出席を求め、補足説明を受けた後、審査を行い

ました。 

  審査に入り、委員から、市内・市外居住者の

使用料区分の有無についての質疑がありました

が、他に質疑はなく、採決の結果、議案第78号

については、全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  続いて、議案第79号新庄市住みやすいまちづ

くり基金条例については、都市整備課職員の出

席を求め、補足説明を受けた後、審査を行いま

した。 

  審査に入り、委員からは、基金を利用して空

き家対策に関する事業を行う場合、どのように

執行していくのかとの質疑がありました。都市

整備課からは、２億円という限りある基金であ

るため、期間を設定し、短期的に集中して効果

を上げることも一つの手段であると現在考えて

いるとの説明がありました。 

  他の委員からは、今後、この基金に積立てす

ることはあるのかとの質疑がありました。都市

整備課からは、まずは土地開発公社の残余財産

の有効活用ということでこの基金を設置する。

今後、有効であるということが見えてくれば協

議をしていくことになると思うが、まずは２億

円を基金として活用させていただきたいとの説

明がありました。 

  他に、国、県のリフォーム、省エネに関する

事業との関わり合いについて、空き家の略式代

執行をする際の財源とすることについて、小檜

室地区の宅地開発に関する民間への支援につい

ての質疑がありましたが、採決の結果、議案第

79号については、全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  最後に、議案第80号新庄市水道給水条例の一

部を改正する条例については、上下水道課職員

の出席を求め、補足説明を受けた後、審査を行

いました。 

  審査に入り、委員からは、検針員の賃金は毎

月検針と比べて２分の１になるということかと

の質疑がありました。上下水道課からは、検針

の回数が約半分近くになることもあるが、年齢

層の幅が広いこともあり、検針員の方の年齢に

合わせた形で業務を分担するということで、金

額は落ちるが、対応はできると考えているとの

説明がありました。 

  他の委員からは、現在より少ない人員で検針

業務が可能とのことだが、現在の13人から人数

増を減らす予定かとの質疑がありました。上下

水道課からは、来年度に人数を減らす考えはな

いが、将来的に高齢化により業務ができなくな
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り、担い手の方も少ないため、だんだん減って

くるのではないかと思うとの説明がありました。 

  また、経費の削減が見込めるとあるが、どの

くらい削減となる見込みかとの質疑があり、上

下水道課からは、今年度と同じ単価の場合の効

果額は、４月から検針業務を２か月に１回とす

るわけではないため、２分の１にはならないが、

560万円ほどと見込んでいるとの説明がありま

した。 

  その他、検針員の年齢構成について、スマー

トメーターの導入予定と導入コストについての

質疑がありましたが、採決の結果、議案第80号

については、全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  以上で、産業厚生常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果について報告を終わ

ります。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 それでは、ただいまの産業厚生常

任委員長の報告に対し、質疑に入ります。 

  初めに、議案第76号新庄市入会林野等高度利

用促進対策事業分担金徴収条例等を廃止する条

例について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第76号新庄市入会林野等高度利用促進対

策事業分担金徴収条例等を廃止する条例につい

ては、委員長報告のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第76号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第77号新庄市昭和活性化センター

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第77号新庄市昭和活性化センター設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いては、委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第77号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反

対の議員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第77号は委員長報

告のとおり可決されました。 
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  次に、議案第78号新庄市エコロジーガーデン

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第78号新庄市エコロジーガーデン設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いては、委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第78号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の議員は賛成のボタンを、反

対の議員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第78号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、議案第79号新庄市住みやすいまちづく

り基金条例について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第79号新庄市住みやすいまちづくり基金

条例については、委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第79号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第80号新庄市水道給水条例の一部

を改正する条例について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第80号新庄市水道給水条例の一部を改正

する条例については、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第80号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 
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日程第１７議案第６０号令和６年

度新庄市一般会計補正予算（第９

号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第17議案第60号令和６年度新

庄市一般会計補正予算（第９号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 11ページの21款４項３

目、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

4,746万円の内容、そして新庄市の使い道につ

いて、どうでしょうか。 

  次に、15ページの３款１項４目、障がい者自

立支援給付事業費7,723万円の内容についてお

願いします。 

  次に、同じく15ページの３款１項４目、日中

一時支援事業委託料191万円の内容についてお

願いいたします。 

  次に、21ページの８款６項１目、道路除排雪

業務委託料５億4,777万1,000円についてですが、

朝何時まで道路除雪としているのか、生活道も

含めて７時半までできないか、お尋ねします。 

  23ページの10款２項２目、小学校ネットワー

クアセスメント業務委託料98万円、それから同

じく教育関係ですが、24ページの10款３項２目、

中学校のネットワークアセスメント業務委託料

90万9,000円、それから24ページの10款４項２

目に、義務教育学校で同じネットワークアセス

メント業務委託料84万円、これらの内容と委託

先はどのようになっているのか、お願いします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 おはようございます。 

  それでは、私のほうからは、初めに11ページ

の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

4,700万円ほどの部分について御説明申し上げ

ますが、これにつきましては、令和５年度実施

いたしました電力・ガス・食料品等価格高騰重

点支援給付金というふうなことで、低所得者世

帯７万円の給付事業の部分の実績、交付決定額

から令和５年度概算で頂いていた分の差額分を

過年度収入として今年度収納するものでござい

ます。 

  以上でございます。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 それでは、

障がい者自立支援費の扶助費の内容について御

説明いたします。 

  このたび、7,700万円ほど増額補正させてい

ただきましたが、今回の補正につきましては、

今回新たに令和６年度の報酬改定に伴う補正で

ございます。基本報酬の見直しによりまして、

全ての障害福祉サービス及び加算率の引上げや

加算項目の新設がありまして、全体的に増額に

なっております。あわせて、歳入のほうも補正

させていただいております。 

  次に、日中一時支援事業の委託料の増額でご

ざいますが、こちらは今年度新たに委託事業所

が１か所増えたこと、また、利用者及び利用時

間が増加したことによる増額補正ということに

なっております。 

  以上でございます。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 それでは、除雪の業務委

託ということの中で、早朝除雪についての御質

問でございました。 

  除雪の計画につきましては、毎年、例年でご
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ざいますが、午前２時半から４時半の間で10セ

ンチ以上の降雪があった場合に除雪を稼働する

ということでしてございます。 

  なお、これにつきましては、午前７時半まで

の完了を目標ということで設定をしていること

でございます。市道と生活道路、合わせて７時

半の完了目標ということで今現在もやっている

ということでございますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  以上です。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 渡辺教育次長兼教育総務課長。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 それでは、小

学校、中学校、義務教育学校におけます学校ネ

ットワークアセスメント業務委託の内容につい

て御説明申し上げます。 

  こちらにつきましては、来年度以降計画して

おりますＧＩＧＡスクール構想の第２構想とい

うことで、子供たち、児童生徒が使う情報機器、

タブレット機器の更新に当たりまして、その補

助要件といたしまして国のほうから、各学校に

おける通信速度が遅くないかとか、適正に活用

することができるかという調査をするようなこ

とが示されておりまして、それに対応するため

の業務委託でございます。 

  なお、委託業者につきましては、それらの通

信機器に関する調査ができる業者を委託すると

いうふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 生活道の道路除排雪業

務委託についてですが、７時半まで終わるよう

に目標にしているというお答えでした。生活道

もそうだというお話でした。 

  今回の議会報告をやったときに市民の方から、

生活道で７時半まで終わらないために、仕事に

行けなくなって、車渋滞して、住民で手で押し

てみたり、何か大変みんな苦労してしまったと

いうことで、生活道についても７時半まで終わ

るようにしていただきたいというお話でしたが、

できない、このように遅れてしまうところが出

ることについてどう考えているか、もう一度お

願いしたいと思います。 

  それから次に、ネットワークアセスメント業

務委託料についてですが、委託先についてはど

こだかというのは、もう一回お聞きしたいと思

います。 

  個人情報流出防止策は、どう考えておられる

でしょうか。相手企業の個人情報利用について

の規約は見ているでしょうか。 

  また、国の補助金に対する市の負担が多いと

感じるのですが、今後の利用について、市の負

担が増えるのでしょうか。 

髙橋 学都市整備課長 議長、髙橋 学。 

佐藤卓也議長 髙橋都市整備課長。 

髙橋 学都市整備課長 除雪の朝７時半までの完

了ということについて、７時半までに終わらな

い場合があるというようなことでございました。 

  やはり雪、その夜であったり、その前日であ

ったりということで、降る量によって、かなり

の量が降ってしまいますと、なかなか除雪に手

間がかかって順番どおりにいかない、時間がか

かって最後のほうは７時半まで終わらないとい

うような場面がやはり何度かあるということも

認識してございます。 

  連続して降っているときなどに関しましては、

前日から様々な対策をしながら、早めに出すと

かいうこともいろいろ試行錯誤しながら除雪に

対してはやっているところでございますので、

極力７時半までという目標については、今後も

目標として頑張っていきたいと考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 
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佐藤卓也議長 渡辺教育次長兼教育総務課長。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 まず、ネット

ワークアセスメントの業者については、やはり

この業務委託の予算がついた後に設定というふ

うになるかと思います。 

  個人情報につきましては、この内容につきま

しては、あくまで学校における通信速度が速い

かどうかということでございます。良好な環境

でインターネットのやり取りができるかという

ことを測るものですから、個人情報については

全く関係、その委託業者、調査するに当たって

の業者においては、個人情報に係るそういった

扱いはないと思っております。あくまで、学校

での環境、通信環境を見ていただくというもの

でございます。 

  あと、補助事業でございますけれども、補助

割合といたしまして、事業費の３分の１が国か

らの補助というふうになっておりまして、補助

の上限が１校当たり100万円と、その中で対応

していくことになろうかというふうに考えてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 道路除雪に、生活道も

含めて７時半まで終わるように、早めにすると

か頑張っていきたいというそのお言葉、大変力

強く感じておりますので、ぜひお願いしたいと

思います。 

  それから、ネットワークアセスメントについ

て、３分の２が市の負担になるわけです。この

ように、本当は国のほうでどんどん進めてきて

いるような内容について、市の負担が増えてい

くのがすごく心配なような気がするんですが、

今後の利用に、こういったタブレット関係、デ

ジタル関係の利用について、市の負担が増える

ということについてどのようにお考えか、お願

いします。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 渡辺教育次長兼教育総務課長。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 児童生徒、子

供たちのＩＣＴ関係の環境教育というか、ＩＣ

Ｔ関係における教育については、やはりある程

度、国からの事業を活用しながらという部分も

ございますけれども、やはり全国的に格差のな

いような形で、市の子供たちにおいても、そう

いうふうなＩＣＴ環境を提供できるようにしな

ければいけないという部分もございますので、

やっぱりこれだけ様々な機器が進んできている

中での負担というのは、ある程度やむを得ない

のではないかと考えているところでございます。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） 私のほうから２点、

御質問あります。 

  最初は、15ページの３款１項１目の家庭用冷

房機新規購入補助金と、17ページの３款３項２

目の生活保護事業費についてです。 

  初めに、家庭用冷房機の新規購入補助金なん

ですが、今年の６月補正で上がってきたもので、

そのときの説明だと180世帯分ということで、

３分の２の上限５万円という補助金だったと思

いますが、多分このままこの額、約600万円落

としていることになるので、120世帯分が使わ

れなかったということだと思うんですけれども、

どのようにこれを、補助金を活用された分析を

されているのかというところが１点。 

  あと、生活保護事業費の部分です。毎年１％

ぐらい上がっているということなんですけれど

も、現状どのような、生活保護費、生活保護の

方の増加とか、その辺のところの現状を教えて

ください。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 
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岸 聡環境課長 坂本議員から御質問いただきま

したエアコン補助についての件でございます。 

  こちらにつきましては、６月補正の後、補助

要綱を作成いたしまして、目的といたしまして

は熱中症対策ということでしたので、10月いっ

ぱいという期限を定めまして申請を受付したと

ころでございます。ですので、事業費があらあ

ら確定しましたので、今回、不用額について落

とさせていただいた次第でございます。 

  申請状況につきましては、全体で57件の申請

がございまして、適正にこちらのほうで審査し、

支給を行ったところでございます。内容といた

しましては、高齢者のほか、子育て世帯に対し

て助成したわけですけれども、57件のうち、50

件が高齢者向け、それ以外が子育て世帯等の世

帯になってございます。 

  交付率といいますか、執行率ですと大分少な

い数字になったところではありますが、もとも

と今回の予算につきましては、なかなかつかみ

どころのない、エアコンがついているかついて

いないかというのはなかなか実態がつかめない

部分の中、最大限の予算を確保させていただい

た、その中で五十数件の申請をいただいたとい

うことで、大分申請はいただいたのかなと認識

しているところでございます。 

  今後、来年度以降については、今回の内容を

精査いたしまして、考えていきたいと思ってお

ります。 

  以上です。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 それでは、

生活保護の現状ということで御質問いただきま

したので、お答えさせていただきます。 

  今回の補正の中身にもつながるんですが、現

状としては、どうしても高齢化、高齢の方が増

えております。そのため、どうしても医療扶助

費が増えてきているということが一つあります。 

  また、どうしても、単身、一人暮らしの方で、

年金のみでの生活が苦しい方、また病気とか、

仕事ができなくてどうしても生活扶助に頼って

しまう方が増加しているというのが最近の傾向

になっております。 

  以上でございます。 

５ 番（坂本健太郎議員） 議長、坂本健太郎。 

佐藤卓也議長 坂本健太郎議員。 

５ 番（坂本健太郎議員） ありがとうございま

す。 

  家庭用の冷房機の新規の購入の実績、ありが

とうございました。57件ということで、使って

もらってという、その57件をどういうふうに見

るかというところなんですけれども、個人的に

はやはりもうちょっと伸びてもよかったのかな

というのが私の認識です。 

  需要がそこまで伸びなかったというのか、機

械的に該当する世帯を多分抽出しての、その

180世帯というふうに多分見たんだろうなとは

思うんですけれども、ただ、180世帯にどのよ

うに伝わったかというのも重要だと思っていま

して、その補助のチラシとか、申請の仕方とか、

市民の方の声から聴くと、「なかなか分かりに

くかった」というのが正直何件かありまして、

「これはどういう補助金なんですか」というの

も届いていました。その辺の、来年に向けてと

いうこともありましたので、補助を使ってもら

うというところでの改善点ということで、どの

ようにお考えかというところ、１点です。 

  あと、生活保護のところ、ありがとうござい

ました。高齢化で医療扶助が上がっているとい

うことで、この傾向は多分変わらないのかなと。

医療費も高度化していくので、やはり生活保護

費の医療扶助の部分が増大していくというのは

傾向としてはうかがえるんですけれども、その

対策としまして、必要とする方に生活保護を扶

助するということは、まず第一では考えて、そ
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れが一番必要だと思っているんですが、そこに

至る前までのところで何か考えなどありました

らお聞かせください。 

佐藤卓也議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時０３分 休憩 

     午前１１時１３分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 まず１点目、申請件数でありま

すけれども、今回の事業を行うに当たりまして、

全国的に先進地がございます。そういった部分

の数字を見てみますと、20件から30件程度、１

年間で申請、行われているという数字を把握し

てございます。それに比べますと、今回、約倍

近い数字の申請をいただいているということで、

件数的には大分多かったのではないかなという

ふうに市としては認識しているところでござい

ます。 

  また、お知らせの仕方につきましては、今回

対象となる世帯、高齢者、一人暮らしの家庭

等々につきましては、エアコンついているかど

うかというのは事前把握ができなかったもので

すから、可能性のある方全員に対して通知をお

あげしているところでございます。また、その

ほかに市内の家電量販店でありますとか電気店、

そちらについても、こういった事業を行います

のでよろしくお願いしますみたいな広報のチラ

シも配布してございます。 

  また、介護関係で、社会福祉協議会等からお

話をお伺いしているんですけれども、そういっ

た部分においても、介護サービスでそれぞれの

御家庭に回っているわけですから事情が分かっ

ているということで、エアコンのない家庭につ

いては、つけたらどうでしょうかみたいなもの

を推していただいたというふうにもお話はお伺

いしてございます。 

  分かりづらかったという意見につきましては、

当課のほうにも寄せられてございます。お配り

したチラシにつきましては、市の補助事業とい

たしましてはごく一般的な内容の記載とはなっ

ていたわけなんですけれども、今回対象として

いた方々が、なかなかそういった手続に不慣れ

な、慣れていない高齢者を中心とした部分がご

ざいまして、それに対する配慮がちょっと足り

なかったのかなという、その点に関しては反省

しているところでございます。 

  今後、このような事業がある場合は、その点

も十分考慮した上での周知を行ってまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 医療扶助

についての対策ということで御質問ですが、確

かに、今回も補正させていただいているように、

医療費が重なってくる原因として、やはり高度

な医療を使うようになったこと、また入院が長

期化していることなど、当課のほうでも分析し

ております。 

  しかしながら、健康診断の勧奨でしたり、適

正な医療が受けられるような指導等は随時行っ

ておりますが、引き続き、今後も継続的に指導

していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） それでは最初に、19

ページの７款１項３目の観光費。次が、10款５

項社会教育費の２目の市民プラザ費。次が、同

じく25ページの10款５項11目の社会体育費。そ
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れから、同じく25ページの10款５項社会教育費

の体育施設費について質問いたします。 

  まず、19ページの７款商工費１項３目の観光

費、新庄まつり実行委員会負担金240万円、こ

れありますが、今年の新庄まつりに要した経費

の精算という説明が最初にありましたが、具体

的にどのような支出、特に大きなものは何に使

ったのかとか、もし分かりましたらお願いした

いと思います。 

  続きまして、25ページの10款５項の社会教育

費の市民プラザの照明ＬＥＤ化改修工事、

9,000万円減額になっています。これですね、

事業が実施困難であるための減額であるという

ような説明ありましたが、どのような理由で今

年できなかったのか、その辺についてお聞きし

ます。 

  続きまして、同じく10款５項11目の社会体育

費の新庄リレーマラソン大会実行委員会負担金

100万円、昨年、初めてリレーマラソン、キャ

ッスルサイドリレーマラソンを行ったわけです

が、昨年は初年度ということでいろいろトラブ

ルがあって、走った人が記録が取れなかったと

かそういうのもいろいろあったと思います。そ

れを踏まえて、今年は万全の体制で臨んだと思

うんですが、今回、負担金100万円あって、そ

の総括的なものがどのようなものであったのか

をお聞きしたいと思います。 

  最後になりますが、12目体育施設費の中の工

事請負費です。市民球場のＬＥＤ化工事とテニ

スコートの照明、減額の１億2,167万5,000円、

大変大きな金額になっていますが、これも今年

度の事業が困難であるために減額になっていま

すが、その理由ですね、なぜ工事ができなかっ

たのか。また、市民球場とテニスコート、両方

ともできなかったのか、その辺についてお聞き

したいと思いますので、よろしくお願いします。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 それでは、新庄まつり実

行委員会負担金の部分についての御質問でござ

いましたので、私のほうからお答えさせていた

だきます。 

  まず、昨日、ちょうど第３回目の祭りの実行

委員会がございまして、そちらでも決算見込み

を示されたところでございました。実行委員会

の予算では、歳出、支出のベースで約4,900万

円ほどと見込んでございましたが、それに対し

まして収入、歳入のほうですが、約4,600万円

ほどという形の決算見込みになってございます。 

  支払い、支出のほうでございますが、一番や

はり大きいのは祭りの運営事業費でございまし

て、各山車若連に交付される交付金、それから

囃子若連、それから神輿渡御等々含めまして、

約2,800万円ほどの経費が発生してございます。

あと、観覧席の部分につきましては約600万円

ほど、それから警備の雑踏警備、それから交通

整理、様々ございますが、その警備関係で約

780万円ほど、そして衛生管理費ということで、

以前から仮設トイレ等々を設置してございまし

たが、そこに併せて熱中症対策も昨年度以降組

み合わせましたので、この部分が約220万円ほ

どの経費がかかってございます。 

  という形で、その差額分の赤字補塡という部

分を今回の補正で計上させていただいたという

形になってございます。 

  以上でございます。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 私から、社会教育施設、

それから体育施設についての御質問にお答えさ

せていただきたいと思います。 

  まず、市民プラザのＬＥＤ化の改修工事、そ

れから市民球場のＬＥＤ化改修工事に関する工

事費の減額についての御説明でございますけれ

ども、８月の補正予算時に実施設計金額の変更

を承認いただきました。社会教育施設が５施設、
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体育施設が１施設の６施設を実施設計業務委託

ということで変更させていただきました。この

内容が、今年度改めて施設や設備の現場検証を

したところ、施設の日頃の利用状況や各部屋の

使われ方などを参考に、部屋ごとの明るさ、照

度や調光なども検討すべきとして、その実施設

計業務を行ってまいりますということでお願い

したところでございます。 

  その中で、市民プラザと市民球場に関しまし

て、実は当初予算から工事費が計上されていた

というようなことになってございまして、実施

設計業務がまだ現在進行中でございまして、こ

れにより工事の執行は不可能だと判断しまして、

減額補正とさせていただきます。 

  実施設計の終了を見て進めてまいりたいと考

えております。どちらも教育債の脱炭素債を活

用して90％を得ていくものでございますので、

早急に進めてまいりたいと考えております。 

  それからもう一つ、リレーマラソンに関する

御質問をいただきました。 

  総括、それから前年度のトラブルの対策とい

うことでございましたけれども、ハーフマラソ

ンの距離を、１周１キロ、21周半走るというこ

とでございますので、スタート地点とゴール地

点が違うんだよという周知は進めてまいったと

ころでございます。たすきに電子チップを入れ

る方式でやっている中で、今年度に関して、皆

さん完走していただいたということで、よかっ

たなと思っております。 

  ここにある補正予算の100万円に関しまして

は、例年、以前のハーフマラソン大会からもそ

うですけれども、沼田建設から御寄附をいただ

いた100万円の使い道ということでございまし

て、これも、新庄もがみベースということでキ

ッチンカーなどを用意した飲食店を伴う部分を

公園内に設置して、特設ステージを会場にして、

応援なさる方々も、選手の皆さんも有意義に集

っていただいたというふうに実感しております。 

  昨年よりは、参加人数も340人ということで

増えておりますし、年代も10代から、小学生か

ら、60代の皆さんのチームもありまして、大変

それぞれが、タイムを目標にするだけではなく

て、完走を目標にするというリレーマラソンの

利用のされ方が広がっているんだなと感じたと

ころでございます。 

  テニスコートと野球場の関係でございますけ

れども、野球場は減額されております。テニス

コートに関しましては、平成26年の設立という

ことで比較的新しい施設ということで、調光な

ど使われ方の審査を行わず進められるというこ

とで、現在、工事に進めておるところでござい

ます。テニスコートは、工事進捗中というよう

なことで御理解いただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） いろいろ御説明いただ

きまして、大体分かったつもりです。 

  新庄まつり実行委員会負担金、今年は熱中症

対策とかというようなのもいろいろ出てきて、

大体220万円ぐらいかかっているということで、

その分が簡単に言うと増額になったのかなと単

純に思ったんですけれども、観覧席について、

同僚の辺見議員のほうからも一般質問でいろい

ろと、今後、新庄まつり実行委員会のほうでも

どのようにしていくかと、あと、ふるさと納税

との絡みですね、ふるさと納税を使った観覧席

の、売り方と言ったらおかしいですけれども、

有効活用というのも考えていただきたいという

話も一般質問のほうであったと思います。その

辺も含めて、改めてどのように今お考えでしょ

うか。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 祭り当日、24日、25日の

観覧席の御質問でございますが、まず、コロナ
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禍以前ですと、25日もある程度の観覧者の方が

チケットを買っていただいていた状況ではござ

いました。ただ、コロナを経まして、その傾向

がかなり変わってきているものと我々のほうで

も認識してございます。 

  というのは、この酷暑も当然影響あるんだと

思いますが、以前のように団体客の皆様が25日

の当日に本まつりをアビエスで御覧になるとい

うようなスタイルが、今段階崩れてきていると。

トレンドとしては、特にインバウンド関係につ

きましては、ＦＩＴと呼ばれるような個人旅行

客向けのツアーがほとんどを占めているという

ような形でございますので、そういった面も勘

案しながら、今後の展開を考えていかなければ

ならないと考えてございます。 

  あと、今後のふるさと納税の部分につきまし

ては、当然、担当の総合政策課のほうともこれ

からも協議を進めながら、もっと活用できるも

のがあれば、そういう形で進めてまいりたいと

考えてございます。 

  以上でございます。 

１０番（渡部正七議員） 議長、渡部正七。 

佐藤卓也議長 渡部正七議員。 

１０番（渡部正七議員） 今年も、新庄まつり、

いろいろありましたので、大変御苦労をなされ

たと思います。まず、今後ともよろしくお願い

します。 

  それから、野球場とプラザですね、単純に考

えて、90％補助金というか、負担であれなんで

しょうけれども、これ、来年になるとまた金額

が上がってしまうとか、単純に私は不安を覚え

るんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

今田 新社会教育課長 議長、今田 新。 

佐藤卓也議長 今田社会教育課長。 

今田 新社会教育課長 ただいまの御質問でござ

いますが、令和６年度当初予算の金額を、ただ

いま減額というようなことでお示しさせていた

だいたところでございます。 

  実施設計をしていく中での見直しの工種がご

ざいますけれども、使っていただきやすいよう

に考えていくということでもございますので、

単純に交換ではないという部分がございますの

で、出てくる金額というのは、この現在の金額

よりは増加するものと考えております。よろし

くお願いします。（「終わります」の声あり） 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

２ 番（亀井博人議員） 議長、亀井博人。 

佐藤卓也議長 亀井博人議員。 

２ 番（亀井博人議員） 11ページ、歳入で１件

お願いします。 

  雑入です。最上広域市町村圏事務組合分担金

還付金として6,248万円ありますけれども、こ

の内容についてお願いします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 最上広域市町村圏事務組

合分担金還付金につきましては、昨年の分担金

支出、最上広域事務組合の事業の執行に伴いま

す精算金ということで、毎年、市町村宛てに通

知が来て、このような形で翌年度精算、還付と

いう形になっているものでございます。 

  以上でございます。（「はい、分かりました」

の声あり） 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美議員。 

７ 番（山科春美議員） 数点質問させていただ

きます。 

  10ページの18款１項１目一般寄附金について。

あと、12ページの２款１項７目の移住支援金に

ついて。あと次が、17ページの３款４項１目の

被災者生活再建支援金について。あと、18ペー

ジの４款２項２目の被災家屋解体業務委託料に

ついて。あと、18ページの４款１項５目の狩猟

免許取得更新補助金について。あと、20ページ

の７款１項４目の企業立地等雇用促進奨励金に
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ついて質問させていただきます。 

  最初の10ページの一般寄附金ですけれども、

７月25日の災害時の寄附金で、本当にたくさん

の方から御寄附をいただいて、本当にありがた

いことだと思うんですけれども、大体どのぐら

いの方から御寄附いただいたのか、そしてこれ

はどのように使われていくのかお聞きします。 

  次の12ページ、２款１項７目の移住支援金に

ついて、280万円ということですけれども、当

市に移住された世帯の方への移住支援金という

ことだと思うんですが、東京圏から来た方にそ

ういった支援金をお渡しするのだと思うんです

が、該当の方は大体どれくらいいたのか、何件

あったのかとか教えてください。 

  あと次の17ページの３款４項１目の被災者生

活再建支援金187万円ということで、こちらも

７月の大雨による中規模半壊以上の被害を受け

た世帯の生活再建の支援ということだったんで

すけれども、こちらも何件ぐらいあったのかと

いうことと、あと、国、県からの支援とかもあ

ったと思いますし、一般財源もあると思うんで

すが、補助割合について教えてください。 

  あと、18ページの４款２項２目の被災家屋解

体業務委託料358万6,000円のところも、こちら

も大雨被害によって全壊となった家屋の解体す

る費用ということですけれども、こちらも何件

あったのかとか、こちらの補助割合についても

教えてください。 

  あと、こちらの今言った２件は、これは災害

救助法の対象になったからこういうのがあるの

かということもちょっと教えていただけたらあ

りがたいです。 

  あと次は、18ページの４款１項５目の狩猟免

許取得更新補助金３万円ですけれども、こちら

は新しく狩猟免許を取得した方がいたのかどう

か、何名ぐらいいたのか、また、現在何名ぐら

い狩猟免許を持っている人がいるのかなど教え

てください。新たに狩猟免許を取った方のもの

なのか、教えてください。 

  あと次が、20ページの７款１項４目の企業立

地等雇用促進奨励金1,500万円ですけれども、

これは工場等の新設・増設に伴う新たな従業員

の雇用に対してお支払いするものだと思うんで

すけれども、どういうものなのか、そういった

該当する企業があったのか教えてください。 

  以上です。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 それでは、私からは、一番最

初の御質問、寄附金についてでございます。 

  寄附金の内容につきましては、議員おっしゃ

るとおり、災害対応のための寄附金として、あ

りがたく頂戴したものでございます。 

  件数につきましては、個人の方が８、企業・

団体が９と、チャリティーコンサートの関係者

の方が１です。チャリティーをやって、その中

から寄附、頂戴したという部分が１件でござい

ます。 

  その使い道ということでございますが、やは

り災害復旧のための財源として有効に使わせて

いただきたいと考えてございます。 

  以上です。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、私のほうから

は、移住支援金について御説明申し上げます。 

  移住支援金につきましては、東京圏から移住

してきた場合に、２人以上の世帯が100万円、

あと単身世帯については60万円ということで支

給される内容になっておりまして、今年度、東

京都から単身の方がそれぞれ１名ずつというこ

とで、今現在、60万円の２件の120万円となっ

ております。 

  あと、今現在手続を進めている方といたしま

して、神奈川県から、こちらも単身の方１名と

いうことです。あと、このたび補正予算を御可
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決いただきましたら、相談に来ている方といた

しまして御夫婦と子供２人ということで、子供

１人当たり100万円の加算という制度になって

おりますので、こちらにつきましては300万円

の予定という形になっております。 

  以上、480万円ということで費用を要する予

定になっておりますので、当初予算が200万円

ございましたので、差額分の280万円を増額補

正したいということの内容となっております。 

  以上でございます。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 まず最初に、被災者支援金のほ

うでございますけれども、こちら、内訳といた

しましては、全壊家屋１件、大規模半壊１件、

中規模半壊１件ということで、こちらの事業に

つきましては、国のほうの採択はなっておりま

せんので、県の事業として行うものとなってお

ります。事業費負担といたしましては、県が３

分の２、市が３分の１となってございます。 

  続きまして、解体の部分でございますけれど

も、こちらについては全壊家屋のみが対象とな

りますので、そちらは１棟分となってございま

す。こちらについては、救助法というわけでは

なくて、災害廃棄物処理等の法律に基づいて行

うものでございます。 

  続きまして、狩猟免許でございますけれども、

すみません、全体的な狩猟免許者数というのは

ちょっとあれなんですけれども……、一応、40

名ほど、猟友会の方々とイコールと思いますけ

れども、今回の対象となるのは新規に免許を取

得し、猟友会に入られた方が対象になります。 

  このたび、１名の方、入られたので３万円執

行で、残額がゼロなんですが、今現在、もうお

一方入る予定があるということですので、今回

補正として上げさせていただいた次第でござい

ます。 

  以上です。 

小関紀夫商工観光課長 議長、小関紀夫。 

佐藤卓也議長 小関商工観光課長。 

小関紀夫商工観光課長 それでは、企業立地等雇

用促進奨励金150万円の御質問がございました

ので、私のほうからお答えさせていただきます。 

  議員からもございましたが、この奨励金につ

きましては、工場等の新設・増設、それから移

設、あと本社機能の移転に伴いまして新たに新

庄市民である常時雇用従業員を雇用した企業に

対しまして、奨励金を交付するものでございま

す。 

  それで、奨励金の算定の対象となる従業員の

方なんですが、先ほど申し上げましたとおり、

新たに採用した常時雇用従業員のうち、市内に

住所を有している方という形で、継続して１年

以上の雇用をされた方を対象としてございます。 

  今回は、新たに工場の増設等々ございました

ので、その企業から、当然、設備投資をかけた

という形で申請をしていただいて、その後、当

課のほうで、設備投資と同時に従業員を雇いま

したという形で御報告を受けておりましたので、

そこを指定させていただいた上で、１年後の、

来年の１月になるんですが、それまで一応継続

して雇用する予定だということもお伺いしてご

ざいますので、今回の金額を補正させていただ

いたという形になってございます。 

  なお、今回の単価につきましては、１名につ

き50万円の掛ける３名で150万円の予算を計上

させていただいたという形になってございます。 

  以上でございます。 

７ 番（山科春美議員） 議長、山科春美。 

佐藤卓也議長 山科春美議員。 

７ 番（山科春美議員） すみません、さっき、

企業立地等雇用促進奨励金、私、1,500万円と

かと言って、間違ってすみませんでした。 

  ありがとうございます。寄附金も、本当にた

くさんの方がしてくださったんだなと思いまし

た。ありがとうございます。 
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  あと、狩猟免許のところですけれども、１名

と、またもう１人入るかもしれないということ

でありましたので、今また本当に熊の出没とか

そういったのもあってちょっと不安なところも

ありますので、ぜひまた進めていっていただき

たいと思います。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

１７番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

佐藤卓也議長 小野周一議員。 

１７番（小野周一議員） 私から３点ほどお聞き

します。 

  １点目は、19ページ、６款１項６目の水田農

業対策費。次に、22ページの10款１項２目の通

学手段確保対策事業費。次に、３番目に、23

ページの同じく教育費の、これは23ページから

24ページにかかるんですけれども、２項小学校

費、３項中学校費及び４項の義務教育学校費に

学校給食物価高騰対策支援事業費補助金が計上

されております。これは、細部にわたってお聞

きしたいと思います。 

  まず、最初の19ページの水田農業経営確立対

策事業費84万2,000円、これ、国、県のあれが

減額されておりますけれども、聞き方が間違っ

ていたらすみませんけれども、新庄市の場合、

生産目安が恐らく100％達成していると思うん

ですけれども、どうしてこの国、県の支出金が、

84万何がしが減額になっているのか、これにつ

いてまず１点。 

  次に、22ページの通学手段確保対策事業費

1,203万何がしが減額になっております。これ

を見ると、恐らくスクールバスが、買う予定し

ているのが買われなかったと、そういう関係の

減額補正だと思うんですけれども、これらにつ

いてもお聞きしたいと思います。 

  ３番目のページ数23、24の学校給食物価高騰

対策支援事業費補助金なんですけれども、この

補助金というのはどのような形で支給されるの

か。細部にわたって、恐らく子供たちの１食幾

らとなっていると思うんですけれども、それら

についてお聞きしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 初めに、農林課の水田農業対

策費の減額部分について御質問いただきました。 

  こちらについては、議員おっしゃるとおり、

生産の目安については100％達成したところで

ございますが、こちらの中の米新市場開拓等促

進事業費部分、いわゆる加工用米等の出荷部分

になりますけれども、こちらの部分が深掘りが

できずに、数量が少なくなったということから、

補助対象見込額の減額によりまして減額する部

分が大きなところでございます。 

  交付見込額が５万円ということで、当初こち

らのほうで見込んでおりました89万円を大きく

下回る減額となったことが大きな要因と見てお

ります。 

  以上でございます。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 渡辺教育次長兼教育総務課長。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 それでは、通

学バスの運行業務に関する部分でございますけ

れども、通学手段確保対策ということで、まず

は大きなものが２点ございまして、通学用車両

の運行業務委託料、こちらにつきましては344

万9,000円の減額でございます。こちらにつき

ましては、冬期間、中学生がスクールバスを利

用することによりまして、通常よりもやっぱり

利用人数が増えてくるということで、中学生の

運行は、登校におきまして、やっぱり同時、同

じ時間に通学しなければいけないということで、

今現在のスクールバスでは間に合わない部分に

対しまして、運行業者に委託いたしましてス

クールバスとして運行していただく部分を当初

見積もっていたんですけれども、今回、公共交
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通機関というか、路線バスの活用の方が増えた

り、中学生などの活用が増えたりですね、冬期

のスクールバスのコースをちょっと変更するこ

とによりまして、通常考えていたバスの業務委

託は２台、スクールバスということで２台考え

ていたんですけれども、１台で済むということ

で、その部分に対する減額、300万何がしの部

分でございます。 

  もう一つにつきましては、自動車の購入費と

いうことで、議員のおっしゃったような形で、

スクールバスとして毎年１台更新しているんで

すけれども、今年度当初からやっぱりどうして

も、スクールバス、マイクロバスの製造が製造

業者のほうで間に合っていないような状況が続

いておりまして、春から何件か、その車両を扱

っている業者に確認しておりましたけれども、

やっぱり年度内での納車の見込みが立たないと

いうことから、今年度につきましては１台の更

新を見送るということで減額させていただいた

ところでございます。 

  以上でございます。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 それでは、学校給食物価

高騰対策支援事業費補助金について御説明いた

します。 

  学校給食材料費の高騰に対する補助金でござ

いまして、材料費の物価高騰が続く中、新米価

格の値上がりがございました。これに対しまし

て、11月以降、今年度残り80食につきまして、

１食20円の補助金を行うものでございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

１７番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

佐藤卓也議長 小野周一議員。 

１７番（小野周一議員） それでは、農林課長に

お聞きします。 

  加工米の深掘り関係で、このようなマイナス、

80万何がしになったというけれども、加工米の

数量が多かったわけですか。 

  次に、スクールバスの件なんですけれども、

このように減額して、子供たちの通学に影響を

来さないのか。そして、最後の自動車購入費な

んですけれども、本来ならばこの購入費という

のは、来年度もこれ、予算計上なるわけですよ

ね、今の課長の話だと。その点、お聞きしたい

と思います。 

  物価高騰の食材費の高騰に対するあれはお聞

きしました。実は、今回の請願が、議会から給

食の無償化って出たんですけれども、その中の

１項目で、地元産である安心・安全な食材を使

ってくださいと、そういう１項目が入っており

ます。これらについてどう思われるのか、お聞

きしたいと思います。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 小野議員の御質問にお答えし

ます。 

  確かに、加工用米の数量、議員おっしゃると

おり、令和６年につきましては、令和５年より

も減っておりますので、その分が影響しまして

減額となっております。 

  以上でございます。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 議長、渡辺政

紀。 

佐藤卓也議長 渡辺教育次長兼教育総務課長。 

渡辺政紀教育次長兼教育総務課長 まず、業務委

託を１台、２台から１台に減らしたことによる

子供たちへの影響ということはないのかという

御質問でございますけれども、これはないとい

うふうに考えております。 

  もう１台、スクールバス、今回更新を見送り

ましたけれども、来年度以降どうするのかとい

うことにつきましては、これから今当初予算の

編成作業をしているところでございますけれど

も、こちらといたしましては、１台更新という

か、スクールバスの更新については１台増やし
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たところで要望しているところでございます。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 地産地消につきましては、

例えばお米については、地元のおいしいお米を

使わせていただいております。 

  また、野菜等の地元野菜等につきましては、

なかなか数が安定的にそろわないというふうな

部分などもございまして、全てというわけには

いきませんが、可能な限り使うような形で、各

学校の栄養士のほうで食材注文させていただい

ているところでございました。よろしくお願い

します。 

１７番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

佐藤卓也議長 小野周一議員。 

１７番（小野周一議員） 農林課長にお聞きしま

すけれども、いわゆる生産目安をクリアしてい

ていて、私は農家なんですけれども、大変申し

訳ないんだけれども、生産目安をクリアし過ぎ

たという数軒ありませんか。だから、加工米を、

一般的な数量よりも余計に加工米として提出し

ていたものだから、だから逆に、その国、県の

支出金が来なかったという、そういう感じ、受

けていいですか。生産目安の、結局、数量をク

リアし過ぎて、その結果、あまりにも多く深掘

りというか、し過ぎたから、その国、県からの

支出金がなかったという、そういう意味合いで

いいですか、これ。 

  あと、この食材費の、地元産のやっぱり安

心・安全なものを使ってくださいという、これ

は前から議会でも言っているし、じゃ米に関し

ては、どういうルートで新庄産の米、提供して

おりますか。 

  あともう一点、これも前に言ったことあるん

ですけれども、新庄市の場合、冬が長いもので

すから、露地野菜の栽培は大変難しいわけです

よね。だから、恐らくハウス内ですると思うん

ですけれども、栽培野菜のそういう計画的なも

のというのを生産者団体と今まで詰めて話し合

われたことはありますか。この２点、お願いし

ます。 

柏倉敏彦農林課長 議長、柏倉敏彦。 

佐藤卓也議長 柏倉農林課長。 

柏倉敏彦農林課長 生産の目安につきましては、

毎年、生産農家に配分しているわけで、令和５

年度の配分よりも、令和６年度の生産の目安の

配分については、主食用の栽培面積が増えてい

るというような配分になっております。令和５

年度のほうが転作する面積が多くて、令和６年

度では転作する面積が少なくなっているという

観点から、令和６年度の加工用米の数量が減っ

ているということで、その交付金の額が減って

いるというふうなことで御理解いただければと

思います。 

  以上です。 

杉沼一史学校教育課長 議長、杉沼一史。 

佐藤卓也議長 杉沼学校教育課長。 

杉沼一史学校教育課長 米に関しましては、県の

学校給食会を介しまして各提供させていただい

ているところでございますので、その際に、新

庄市のお米を使っていただけるようにというと

ころでお願いしているところでございます。 

  また、野菜等の供給につきましては、先ほど

申し上げました数量的に安定的な供給ですとか、

また、価格の問題などもございますので、簡単

に地元のものを全てというところは難しいとこ

ろでございました。 

  そういった中、生産団体様との協議等につき

ましては、現段階で学校教育課のほうでは行っ

ておりません。 

  以上でございます。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 

１４番（山科正仁議員） 12月の補正ということ

で、おおむね決算に関するような内容になりま
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すが、よろしくお願いします。 

  歳入のほうから２点、それから歳出のほうか

ら２点という点で、４点をお願いしたいと思い

ます。 

  まず、８ページと９ページで、歳入のほうで

すが、15款２項１目の総務費国庫補助金、１節

の総務管理費補助金、デジタル基盤改革支援補

助金、９ページが16款２項２目の民生費県補助

金で低所得者世帯の冬の生活応援事業費補助金、

この２点で、歳出のほうが、12ページです、２

款１項１目の一般管理費、２節の給料というこ

とで職員給与費です。それから最後が、22ペー

ジの９款１項２目災害対策費、17節の備品購入

費で備品購入です。 

  まずは、歳入のほうからの質問になりますが、

デジタル基盤改革支援補助金ということで

1,600万円、これが事業費の変更に伴って減額

だという説明でありましたが、かなり大きい金

額で1,600万円ということで、この変更はどの

ような変更であるかという点、一つ。 

  あとは、低所得者世帯の冬の生活応援事業費

補助金ということで500万円、これは灯油購入

費助成金の財源としての増額だという説明いた

だきましたが、この増額は対象とする世帯が増

えたのか、または補助額を単純に上げたのかと

いう点で、どちらであるかという点をお聞きし

たいと思います。 

  あと、歳出に関しては、職員給与費、12ペー

ジですが、今回の給与費で目立った点というか、

災害により時間外の手当が増えたということで

3,700万円ほど増額かなと、なっているんだと

思いますが、こちらは災害に起因した経費だと

いうことを考えれば、これは例えば特別交付税

とかによって後に財源措置されるような性質の

ものであるのかという点をお聞きしたいと思い

ます。 

  あと最後は、22ページの備品購入ですが、こ

れはライフジャケット、消防団員のライフジャ

ケットの現物の支給の経費に充てるんだと思い

ます。190万円ということでありますが、これ

はそれぞれ、このライフジャケットというもの

を着用して現場で想定される活動場面というの

はどのようなことでしょうか。 

  以上、４点お願いします。 

佐藤卓也議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、山科議員の御

質問にお答えいたします。 

  初めに、私のほうからは、８ページのデジタ

ル基盤改革支援補助金の1,670万円の減額につ

いてですけれども、こちらにつきましては、自

治体情報のシステムの標準化・共通化に係る補

助金で、対象経費の10分の10というものになっ

ております。 

  内容といたしましては２点ございまして、１

点目が既存システムの整理に要する経費、これ

が386万円の減額となっています。こちらにつ

きましては、契約している現契約、様々なシス

テムに関する契約の中で、システムの標準化が

原因で変更が余儀なくされているようなもの、

システムの標準化が原因でシステムを変更しな

ければいけないようなものについて、国の対象

となる部分でございまして、こちらについての

実績に基づいた減額となっております。 

  あともう一点が、市民課のほうに予算も盛っ

ております、歳出のほうにもありますけれども、

市民課の戸籍総合システムの標準化の業務分と

いうことで1,221万円の減額となっております。

こちらについては、今年度行う予定の事業のも
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のを２か年、今年と来年とに分けて行うことと

したことから、今年度分の実績に基づいて減額

幅がちょっと大きくなっているという内容にな

っております。 

  以上でございます。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 それでは、

低所得者世帯の冬の生活応援事業費補助金につ

いてお答えいたします。 

  本来、９月補正で事業費を計上させていただ

きましたが、通常ですと、県の補助金の通常分

と特別支援分、そちらに市の持ち出しを加えて

事業費として計上させていただいておりました

が、今回、補正予算計上させていただいたのが、

県の補助金の特別支援分でございます。 

  というのは、９月補正時期に県のこの特別支

援分の交付事業がまだ確定しておりませんでし

たので、このたび、12月、確定したことを踏ま

えて計上させていただいたものです。 

  以上です。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 それでは、３つ目のこのたび

の災害対応に係る職員の時間外勤務手当等が、

国からの補助なり交付金、受けられるかという

御質問に対しての御回答であります。 

  まず、新庄市は災害救助法の適用を受けてお

ります。御質問の人件費、国の補助関係なんで

すけれども、これは災害救助法に基づいて実施

する救助に当たり、やむを得ない経費について

は国が支弁することができるというふうになっ

ています。その経費とは、避難所、応急仮設住

宅の供与、炊き出し、食品、飲料水の供給、生

活必需品の給与などでございます。 

  こうした中で、職員が時間外を行った場合は、

時間外勤務手当も、その国の交付税措置の対象

になるというふうな内容でございます。 

  以上です。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 私からは、防災対策推進事業費

の備品購入費184万8,000円についての御質問に

お答えしたいと思います。 

  こちらの費用につきましては、さきに起きま

した７月大雨災害におきまして、避難所設営し

たわけですけれども、その際に使用しました備

蓄しておった毛布、こちらを使用した分につい

ての補塡の費用となってございます。 

  議員御質問の消防団ライフジャケットにつき

ましては、その上の９款１項２目非常備消防費、

こちらの備品購入費として46万2,000円を計上

してございます。 

  ライフジャケットをどういったときに着用す

るかという質問につきましては、消防団におき

ましては、水防団としても同じような役割がご

ざいますけれども、そういった中で、水防団活

動の中で着用することになろうかと思います。 

  具体的に申しますと、例えば本合海地区の内

水氾濫の危険性があった場合、常設のポンプを

動かすわけですけれども、このたびのは、それ

では賄い切れないという部分で、消防団が持っ

ている乾式のポンプも使って排水作業を行った

ところであります。そういった河川の近くで行

うような救助活動等については、当然着用すべ

きであろうと。また、さきの災害におきまして

は、指首野川の上流のほうでも氾濫いたしまし

たけれども、そういった際の住民の避難誘導、

こういった部分についても着用は必要ではない

かなと考えております。 

  また、遭難関係で消防本部から、遭難の救助

といいますか、捜索活動の協力を求められる場

合もございます。そういった水辺の部分の活動

につきましては、同じように着用が必要である

というふうに考えてございます。 
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  以上です。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 

１４番（山科正仁議員） 御答弁ありがとうござ

います。今、環境課長からありましたが、ちょ

っと私のほうが款項目をミスったようで、申し

訳ございません。 

  まず、歳入の、今、川又課長のほうから御答

弁ありましたが、システム関係の変更というか、

平準化に伴うものだという答弁をいただきまし

たが、これはこの変更で総務に関してどのよう

な影響が起こるのか、影響なしであればいいん

ですけれども、この減額により何らかの支障が

あるのかという点をまずお伺いしたいと思いま

す。 

  それから、低所得者世帯の冬の生活応援事業、

これに関しては確定された予算ということで、

このたびの補正でありましたが、これは県の県

補助金であって、恐らく他の市町村においても

このような補助が同じような条件でなされてい

るのかなと思います。ただ、当市の現状を踏ま

えて、豪雪地帯だという特性から、ある程度の

加算措置とかそういうのはないものなんでしょ

うか、お伺いしたいと思います。 

  それから、歳出になりますが、今の給与費に

関する答えは了解いたしました。できるという

点で、やるという話じゃないんでしょうけれど

も、恐らく組み入れられて交付になるのかな、

措置になるのかなというふうに判断しました。

ありがとうございます。 

  最後、ライフジャケットに関して、大変活動

の範囲が、消防団、広がるのかなと思います。

ただ、考える点は、今まで以上に危険度が増す

現場に出向かなければならなくなるような状況

がつくられるのではないかと、聞いて思ってお

りました。このライフジャケット、導入という

か支給するに当たって、団員側からの要請はあ

ったんでしょうか。 

  以上、４点お願いします。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 それでは、私のほうから

は、デジタル基盤改革支援補助金の減額につい

て、影響はないのかというふうな御質問でござ

いますけれども、こちらにつきましては、先ほ

ども御説明申し上げましたが、係る経費の10分

の10の補助というふうなことで、歳出予算につ

いて変更した分の経費に係る経費ですけれども、

不足がないように多めに盛っておいた部分につ

いて、実績に基づいて交付されてきたというふ

うな内容になっておりますので、当初予算で歳

入と歳出をそれぞれ多めに、歳出の経費が不足

にならないように盛っていたことから今回減額

となっている部分になりますので、そちらにつ

いては実績どおりの、変更については済んでお

りますので、影響はないものとして捉えており

ます。 

  以上でございます。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 県の補助

金の加算措置等があるかないかという御質問で

ございますが、以前はこういう事業を実施する

自治体に対して、上限5,000円の２分の１の通

常補助しかございませんでした。それが、令和

４年度から特別支援分ということで加算がござ

いますので、そちらのほうで対応しているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 消防団の活動範囲が広がるであ

ろう、あとライフジャケットの部分でございま

すけれども、２次被害、これが起きては大変問

題があります。重要な問題だと思いますので、
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そちらが起きないような形で消防団員の皆さん

には活動していただくというのは、市としても

留意していかなきゃいけないなと考えていると

ころでございます。 

  また、ライフジャケット、今回、市で備蓄し

ておりました10着を出しまして、消防本部の要

請がありましたので、警察官のあの捜索につい

ては10名参加してございます。 

  そういった中で、これからこのような災害が

起きた場合は、全員とまではいかなくてもやは

り一定量は必要であろうということは、消防団

の要望はいただいております。それを受けまし

て、今回、まず緊急的に30着、市のほうで準備

するということで予算計上させていただいた次

第でございます。 

  以上です。 

１４番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

佐藤卓也議長 山科正仁議員。 

１４番（山科正仁議員） 一応、４点は全て御回

答いただきましたので、理解いたしました。 

  ちょっと１か所だけですね、先ほど山科春美

議員が質問した内容で付け加えておきたいとい

う点で、10ページの一般寄附金に関してござい

ました。これは、大変ありがたい寄附金だなと

伺っておりますが、匿名の方が多いのかなと思

います。しかし、やはり市報等で感謝の意を込

めた公表というのも大事かなと思いますし、

我々も議員として、例えばその方々、会ったに

しても全然知らないでいるということも、おそ

れもありますので、ぜひともその辺も考慮して

いただきたいと思いますが、よろしくお願いし

ます。 

小関 孝財政課長 議長、小関 孝。 

佐藤卓也議長 小関財政課長。 

小関 孝財政課長 ただいま山科議員から頂戴い

たしました件につきましては、寄附を頂戴した

方々には市長からのお礼状をお出ししておりま

す。大変ありがとうございましたということで。

それから、中にはあじさい表彰等で受けられる

方も該当してくるので、そのような形で感謝の

意を表明したいというふうに考えております。 

  なお、公表につきましては、個人に係る部分

が多いので、これは十分に検討した上でないと、

今の段階ではお答えできないのかなと思います。 

  以上です。（「終わります」の声あり） 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） 私からは、１点お尋ね

します。 

  15ページの、先ほども坂本議員のほうから質

問ありました、家庭用冷房機の600万円の差額

についてであります。 

  答弁の中で課長は、配慮が足りなかったとい

うようなことも述べていました。私はそこが一

番肝じゃないかなと思うんです。せっかく、い

い政策ですよ、この暑いときに高齢者とか。そ

れを600万円も使い切らなかったという点はや

はり真剣に考えて、市民サイドの使い勝手のよ

いような政策ではなかったのではないかなと思

います。配慮が足りなかった、まさにそこだと

思うんです。 

  業者からも、一応、設置者が、資格ある人が、

まず電気屋、業者を頼むと、業者は今度いろい

ろ手続、行政のほうに来る、その手続の仕方が、

システムが非常に複雑で面倒くさいと。一般の

人が行っても、なかなかその窓口が、対応が

ニーズに応えていなかったという声が結構来る

んです。その辺をやはりしていかないと、いい

政策が結果的に喜ばない、消費しないで残ると

いうようなシステムは政策的にはいかがかなと。

私は非常に、この暑いときに対応してけったな

と思うけれども、それを使われなかったという

ところが問題ではないかなと。 

  だから、一つ言うんだけれども、配慮が足り

なかったという一つの点は、課長はどんなこと
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が行政として配慮足りなかったか。非常に業者

なり市民の手続が簡素化でなくて難しいと、窓

口に行ってもなかなかいい対応をしてけんねえ、

こういったことほんだら使わなくていいわとい

うような業者までいましたよ。私のところに来

るんだから。そういう点のシステム的な手続の

方法とか、そういった窓口対応というのはいか

がかなと。 

  あとは、申請はネットとかそういうものが、

窓口に来なくても自分でできるというようなシ

ステム的なものはあったのかなかったのか、ま

ずお聞きしたいと思います。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 小嶋市議の質問にお答えしたい

と思います。 

  私が「配慮が足りなかった」と申し上げた部

分につきましては、皆様に先ほど案内の文書を

差し上げたと御説明したところではありますけ

れども、そのお配りした文書の表現であります

とか書いてある内容が、我々行政からすればご

くごく一般的な表現ではあったんですが、そう

いった手続に不慣れな方についてはなかなかち

ょっと、言葉遣いであるとか、記載している内

容であるとかというのがちょっと足りなかった

のかなというふうに反省しているところであり

ます。ですので、そういったお声もあったので、

ちょっと追加でお知らせというかチラシ、もう

少し詳しく丁寧にしたものは追加でお配りさせ

ていただいたというところはございます。 

  あと、業者につきましても、行政のそういっ

た補助関係ですね、例えばよく言われるのが、

決定前着工は駄目ですよと、そういった部分が

なかなか御理解いただけない部分があったとい

う部分がありまして、そういった部分につきま

しても丁寧に説明、後ほどになりましたけれど

も、説明はさせていただいたところでございま

す。 

  ですので、今後については、今予算査定中で

すのであれですけれども、もし今後そういうも

のがあるとなれば、または似たような補助メニ

ューがある場合は、その点も踏まえて皆様のほ

うにお知らせするように頑張っていきたいなと

いうふうに考えてございます。 

  また、デジタルを活用した、例えばインター

ネットを通じてとか、そういった申請について

は、今回は対応してございませんでした。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） 課長はよ、そういうこ

とを理解していると思うんだけれども、やっぱ

り直接窓口に当たる方々が、やはり理解度、市

民のためのサービスという点が、いささか市民

には感じられないと。 

  だから、設置者はまず電気屋へ、業者へ行っ

て、そうしたら代行みたいなことで行政のほう

に行くけれども、その業者だって慣れているけ

れども、何や、新庄と。ほかの地域に行ってい

るけれども、例えば行政が行けなかったら、そ

の設置者に行って、何か困ったこともっとない

かとかあるとかって聞いてけろなというぐらい

のやっぱりシステムになっているけれども、残

念ながら我が新庄はそこまでいっていないと。

現実ですよ。だから、そういったことをなるべ

くこう、どうしていく、使ってくださいってお

金出したんだから、使ってもらって喜ぶような

ことをしないと、行政の信頼なんてなくなるん

じゃないかなと、私そう思うんです。私どもだ

って、「何だや」なんて言われれば、やっぱり

よ、信頼が失われるような立場ですからね、や

っぱりそれじゃ困るんだというようなことで。 

  あともう一つ、例えば設置者が業者に言って、

設置したと、できましたと。今度はお金払いま

すと。このお金払って、その領収書を持ってい

って、窓口に行って還付金を頂くんでしょう、
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ねえ。だから、例えば了解したら、やっぱり潤

沢なお金ある方ばかりじゃないわけですから、

その５万円分を引いて業者に払うというような

システムだって考えられなかったかなと。そう

すれば手間が省けるんじゃないかと。そういう

親切もあってもいいんじゃないかなと。 

  主に、そういったもののシステム的なものも

今回はどうだったんだか。お金もらって完結し

てから、またフィードバックするよと、これは

もちろんそうだと思うんだけれども、その前に、

じゃ補助金は分かったと、業者に払うから、そ

の差額だけ自己負担で払うというようなシステ

ムだってあってもいいんじゃないかと思うんだ

けれども、そういったことはなかったんでしょ

うかな。 

岸 聡環境課長 議長、岸 聡。 

佐藤卓也議長 岸環境課長。 

岸 聡環境課長 窓口対応についての不手際につ

いては、陳謝するしかないのかなと。今後、こ

のようなことがないように、指導監督に努めて

いきたいというふうに考えてございます。 

  また、補助金の支給の仕方ですね、こちらに

ついては、今年度については終わりましたので

そこはそことして、今後については、小嶋議員

からの提案も一であるのかなという部分があり

ますので、その際の制度設計の際には参考にさ

せていただきたいと思います。 

  以上です。 

１８番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

１８番（小嶋冨弥議員） 何も私はここでがんが

ん言うわけでなくて、やっぱりいい新庄市、市

民本位の市政になっていただきたいから申すわ

けであって、私の言ったことを全部通せとかっ

て、そんな、さらさらないんだけれども、工面

と知恵によって、やはり喜ばれるようなまちづ

くりをしていただきたいというのが根本なんで

す。 

  それで、やはり、窓口来るのはいいんだけれ

ども、ネット申請というようなものも一つ、今

後考えるべきでないかな。窓口を介さないで申

請できるというようなことも、今、ＤＸ時代で

すから、そういったことも一つ、今後そういっ

たものを入れて利便性を高めるというお考えは

いかがでしょうか。 

川又秀昭総合政策課長 議長、川又秀昭。 

佐藤卓也議長 川又総合政策課長。 

川又秀昭総合政策課長 窓口関係のＤＸについて

の御質問ですので、私のほうで御答弁申し上げ

ますけれども、小嶋議員、今御提案ありました

ように、やはり利便性を高める上で、来庁しな

くてもいい市役所、自治体というものについて

は、全国どこの自治体も今取り組んでいる中で、

やはり遅れないように、集中的に様々オンライ

ンで手続ができるような仕組み、新庄市として

も全庁的に今後取り組んでまいりたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

  以上でございます。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第60号令和６年度新庄市一般会計補正予

算（第９号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１８議案第６１号令和６年

度新庄市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第18議案第61号令和６年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 31ページの１款１項１

目一般管理費2,210万円で、補正も少しありま

す。ここでお聞きしたいことがあります。 

  というのは、12月２日からマイナ保険証だと

いうふうに全国的に進められているんですけれ

ども、この中で短期保険証の発行がなくなると

お聞きしました。新庄市ではどうなんでしょう

か。 

佐藤朋子健康課長 議長、佐藤朋子。 

佐藤卓也議長 佐藤健康課長。 

佐藤朋子健康課長 国民健康保険事業一般管理費、

このたびの補正に関しまして、短期保険証に係

る経費等は計上してございませんが、制度改正

により短期保険証は廃止されるものとなってお

ります。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 制度上、短期保険証は

廃止ということですが、短期保険証というのは、

１年以上国保税を未納な方などを対象にして発

行していたとお聞きしています。 

  また、全く保険証が切れていたという状況で

あっても、病院に行きたいという申出があれば、

直ちに紙の短期保険証、発行されていたんです

が、これ、なくなったらどうなるのでしょうか。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員に申し上げます。 

  今回は、短期保険証はこの補正予算には入っ

ておりませんので、質問内容を変えてお願いし

たいと思います。よろしいですか。（「はい」の

声あり）よろしいですか。短期保険証は入って

いませんけれども、よろしいですか。（「はい」

の声あり） 

  佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 短期保険証のことにつ

いて、補正には別に予算つけているわけではな

いということは先ほど健康課長からお聞きしま

した。そういう意味では、補正予算に反対だと

か賛成だとかということを言うわけではないの

です。 

  しかし、なくなったことで、これから未納の

方が、マイナ保険証が、保険証持っている方は

使うかもしれませんが、切れているということ

が直ちに行われるようなことになるのか。そう

なると医者にかかれなくなるだろうと思うんで

すけれども、そういうことについて心配などな

いんでしょうか。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員に申し上げますが、

再度申し上げますが、今回は国民健康保険の補

正予算です。（「はい」の声あり）ですよね。

（「はい」の声あり）その補正予算に質疑をお

願いしたいと思います。 

  先ほど、健康課長のほうからは、今回の補正

に関しては短期保険証のことは入っていないと

いうことでしたので、その内容からずれている

と判断されますので、質問の内容を変えて質問

をお願いしたいと思います。よろしいでしょう

か。（「はい」の声あり） 

  佐藤悦子議員。 



- 204 - 

１ 番（佐藤悦子議員） これで、残念ながら、

補正には出てくるようなお金はあるわけではな

いということは分かりました。 

  しかし、医者にかかれない人が出るようなこ

とのないようにお願いして、質問を終わります。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第61号令和６年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第３号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１９議案第６２号令和６年

度新庄市介護保険事業特別会計補

正予算（第２号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第19議案第62号令和６年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 39ページの２款１項１

目で、居宅介護サービス給付費で3,598万9,000

円というふうに増えていますが、これの内容、

そして居宅介護報酬の引下げの市内への影響は

どう見ておられるかということをお聞かせいた

だきたいと思います。 

  それから、２つ目ですが、この同じページの

２款１項５目で施設介護サービス給付費4,767

万1,000円というのが出ています。この内容は

どういった内容なのか。 

  そして、実は、市内のＹ事業所が閉鎖という

話を伺いました。その理由とか、影響とか、こ

の補正予算と関わりがあるか、利用者の対応な

ど、考えていることがありましたらお願いしま

す。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、横

山 浩。 

佐藤卓也議長 横山成人福祉課長兼福祉事務所長。 

横山 浩成人福祉課長兼福祉事務所長 それでは、

居宅介護サービス給付費等の御質問にお答えさ

せていただきます。 

  居宅介護サービス給付費でございますが、こ

ちら、当初見込んでおりました金額より利用の

所要額が増額したための補正となっております。

あと、施設介護サービス給付費、こちらも同様

に、当初見込んでいた給付費よりも所要額が増

えたことによる増額でございます。こちらのほ

うは、介護保険事業計画の中での運用でござい

ますが、各年度それぞれ、サービスの利用形態

なり、利用の量だったり、動きがございますの

で、それに伴う補正ということでございます。 

  あと、最後に御質問ありました事業所の閉鎖

については、今回の補正とは関係ございません。

影響にしても、いろいろ事業所のほうで手配し

て、問題なく進んでいるというふうな状況をお

聞きしております。 

  以上です。 
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１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） この補正には、残念な

がら、事業所の閉鎖について、関わって補正が

されているわけではないということをお聞きし

ました。 

  Ｙ事業所閉鎖の理由をお聞きしたところ、コ

ロナ禍の減収、プラス最賃の引上げが最近行わ

れたわけですが、これに対応できなくなってし

まったということもお聞きしました。そういう

意味では、居宅介護報酬の引下げなど、働く人

たちの賃金に充てられる報酬が下げられている

中で、一般には最賃引上げをせねばならないこ

ともやられる中で、事業所として報酬引下げの

影響が苦しいものにさせられたんだなという気

がいたします。 

  そういう意味では、介護報酬引下げによる、

介護事業所閉鎖につながるようなことが今後あ

ってはならないし、国に対して介護報酬引下げ

はやめていただきたいと、撤回せよと言うべき

だと私は感じるんですけれども、どうでしょう

か。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員に申し上げます。 

  こちらの補正予算は、そちらのほうは影響が

ございませんので、質問の趣旨を変えて質問を

お願いしたいと思います。（「終わります」の声

あり） 

  ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第62号令和６年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第62号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２０議案第６３号令和６年

度新庄市後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第20議案第63号令和６年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第63号令和６年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、
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議案第63号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２１議案第６４号令和６年

度新庄市水道事業会計補正予算

（第３号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第21議案第64号令和６年度新

庄市水道事業会計補正予算（第３号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号令和６年度新庄市水道事業会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２２議案第６５号令和６年

度新庄市下水道事業会計補正予算

（第２号） 

 

 

佐藤卓也議長 日程第22議案第65号令和６年度新

庄市下水道事業会計補正予算（第２号）を議題

といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第65号令和６年度新庄市下水道事業会計

補正予算（第２号）は、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後１時３７分 休憩 

     午後１時５３分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午後１時５４分 休憩 

     午後２時０４分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 
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日 程 の 追 加 

 

 

佐藤卓也議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営副委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長八鍬長一議員。 

   （八鍬長一議会運営委員長登壇） 

八鍬長一議会運営委員長 議会運営委員会におけ

る協議の経過と結果について報告申し上げます。 

  先ほど、午後１時40分から、議会運営委員６

名出席の下、執行部から副市長及び関係課長の

出席を求めて議会運営委員会を開催し、本日の

本会議における議事日程の追加について協議し

たところであります。 

  協議の結果、議案第85号新庄市一般職の職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例に

ついての議案１件、議案第81号令和６年度新庄

市一般会計補正予算（第10号）から議案第84号

令和６年度新庄市下水道事業会計補正予算（第

３号）までの補正予算４件を本日の議事日程に

追加することにいたしました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。よろしくお

願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告のありまし

た議案１件、補正予算４件を本日の議事日程に

追加することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案１件、補正予算４件を本日の議事日程に追

加することに決定いたしました。 

  ここで、追加日程を配付するため、暫時休憩

いたします。 

 

     午後２時０７分 休憩 

     午後２時０８分 開議 

 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２３議案第８５号新庄市一

般職の職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例について 

 

 

佐藤卓也議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第23議案第85号新庄市一般職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例につい

てを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 追加提案いたします議案第85号に

ついて御説明を申し上げます。 

  新庄市一般職の職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例について御説明申し上げま

す。 

  本案は、山形県人事委員会勧告等を勘案し、

本市の一般職の職員及び特別職の職員の給与に

つきまして、必要な改正を行うものであります。 

  主な改正の内容といたしましては、一般職の

職員の給料表につきまして、若年層に特に重点

を置きながら、全ての給料月額の引上げを行う

ものであります。 

  また、期末・勤勉手当の支給月数を年間0.15

月引き上げるとともに、寒冷地手当の月額を引

き上げるものであります。あわせて、特別職で

ある市長、副市長、教育長及び議員の期末手当

の支給月数を年間0.1月引き上げるものであり

ます。 

  これらの改正につきましては、公布の日から

施行し、令和６年４月１日から適用することと

いたします。 

  加えて、令和７年４月１日から施行する部分
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といたしまして、一般職、特別職ともに令和７

年度以降に支給する期末・勤勉手当につきまし

て、６月と12月の支給月数を平準化するため、

必要な改正を行うものであります。 

  以上、御審議いただき、御可決賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第85号につき

ましては、会議規則第37条第３項の規定により

委員会への付託を省略したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第85号は、委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 一般職の職員の給与引

上げは、年間にしてどのぐらいになるのか、そ

れから市長、副市長、教育長、それから議長、

副議長、議員の、年間にするとどのぐらいの引

上げになるというふうに見ておられるのか、そ

れぞれお願いします。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 西田総務課長。 

西田裕子総務課長 このたびの山形県人事委員会

勧告を鑑みまして、市の対応ということで、こ

のたびの影響額について申し上げたいと思いま

す。 

  初めに、一般職の職員の上がり幅ということ

でございますけれども、まず給料に関しまして

は3,161万3,000円、そして手当につきましては

2,620万6,000円、合計しまして5,781万9,000円

です。 

  そして、特別職の皆様のそれぞれの手当とい

うことの引上げ幅でございますけれども、年間

0.1月の引上げでございますので、額としまし

ては市長が12万8,800円、副市長が９万8,000円、

教育長が８万2,600円、議長が６万2,720円、副

議長が５万5,300円、議員が５万1,800円という

状況でございます。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

佐藤卓也議長 佐藤悦子議員。 

１ 番（佐藤悦子議員） 一般職の職員の皆さん

の引上げについては、今、物価が値上げされて

生活が全て苦しくなり、実質賃金、全国的にも

上がっていない、下がっていると言われている

中で、働く皆さんへの賃金引上げは必要だと考

えます。 

  しかし一方、特別職、市長をはじめ議員まで

の特別職については、市民から見れば高額な収

入であるというふうに見られる立場でもあり、

そこを引き上げていくというのは、ちょっと市

民として、市民の感情を考えたときに、我慢で

きないというか、許せないというか、そういう

ことになると思いますので、そこを分けて判断

することはできないでしょうか。 

  聞くところによると、最上町などはそこを分

けてそれぞれ判断したと聞いておりますが、分

けることはできないんでしょうか。 

西田裕子総務課長 議長、西田裕子。 

佐藤卓也議長 西田総務課長。 

西田裕子総務課長 このたびの特別職の期末手当

の引上げということでございますけれども、こ

れまでも、経済状況が悪化した場合で一般職に

引下げの勧告があったときには、引下げを行っ

てきたという経緯もございます。 

  そういったところもありますので、併せまし

てこのたびも引上げということとしたと考えて

おったところでございます。 

  以上です。 

佐藤卓也議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ
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て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第85号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第85号新庄市一般職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第85号については、原案のとおり決する

ことに賛成の議員は賛成のボタンを、反対の議

員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

佐藤卓也議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第85号は原案のと

おり可決されました。 

 

 

議案４件一括上程 

 

 

佐藤卓也議長 日程第24議案第81号令和６年度新

庄市一般会計補正予算（第10号）から日程第27

議案第84号令和６年度新庄市下水道事業会計補

正予算（第３号）までの補正予算４件につきま

して、会議規則第35条の規定により一括議題と

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。 

  よって、議案第81号から議案第84号までの補

正予算４件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 議案第81号から議案第84号までの

令和６年度一般会計及び介護保険事業特別会計

並びに水道事業会計及び下水道事業会計の補正

予算について、一括して御説明申し上げます。 

  本案は、先ほど御可決いただきました議案第

85号新庄市一般職の職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例の施行に伴い、各会計に

おきまして所要額を補正するとともに、一般会

計におきまして、７月の豪雨災害に係る農地及

び農業用施設の復旧に要する費用の補正をする

ものであります。 

  それぞれの会計の補正の内容でありますが、

議案第81号一般会計補正予算につきましては、

歳入歳出それぞれ15億6,219万7,000円を追加し、

補正後の予算総額を231億7,650万9,000円とす

るものであります。 

  歳入につきましては、このたびの補正の財源

といたしまして、地方交付税、災害復旧費分担

金、災害復旧費県補助金、財政調整基金繰入金

及び市債を充てることとしております。 

  歳出につきましては、各款ごとに職員給与費

を増額しております。 

  また、15ページから、11款災害復旧費におき

まして、農地災害復旧費として６億8,335万

9,000円、農業用施設災害復旧費として８億768

万9,000円を計上しております。 

  次に、議案第82号介護保険事業特別会計補正

予算につきましては、歳入歳出それぞれ23万

4,000円を追加し、補正後の予算総額を39億
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4,753万6,000円とするものであります。 

  続きまして、議案第83号水道事業会計補正予

算につきましては、収益的支出に190万7,000円、

資本的支出に14万円を追加し、議会の議決を経

なければ流用することのできない経費において、

職員給与費として204万7,000円を増額するもの

であります。 

  最後に、議案第84号下水道事業会計補正予算

につきましては、収益的支出に155万円、資本

的支出に18万6,000円を追加し、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費におい

て、職員給与費として173万6,000円を増額する

ものであります。 

  御審議いただき、御可決賜りますようお願い

申し上げます。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第81号令和６

年度新庄市一般会計補正予算（第10号）から議

案第84号令和６年度新庄市下水道事業会計補正

予算（第３号）までの補正予算４件につきまし

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第81号から議案第84号は、委員会への付託

を省略することに決しました。 

 

 

日程第２４議案第８１号令和６年

度新庄市一般会計補正予算（第１

０号） 

 

 

佐藤卓也議長 初めに、議案第81号令和６年度新

庄市一般会計補正予算（第10号）について、質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第81号は、討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第81号令和６年度新庄市一般会計補正予

算（第10号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第81号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２５議案第８２号令和６年

度新庄市介護保険事業特別会計補

正予算（第３号） 

 

 

佐藤卓也議長 次に、議案第82号令和６年度新庄

市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第82号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第82号令和６年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第82号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２６議案第８３号令和６年

度新庄市水道事業会計補正予算

（第４号） 

 

 

佐藤卓也議長 次に、議案第83号令和６年度新庄

市水道事業会計補正予算（第４号）について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第83号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第83号令和６年度新庄市水道事業会計補

正予算（第４号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第83号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２７議案第８４号令和６年

度新庄市下水道事業会計補正予算

（第３号） 

 

 

佐藤卓也議長 次に、議案第84号令和６年度新庄

市下水道事業会計補正予算（第３号）について、

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第84号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第84号令和６年度新庄市下水道事業会計

補正予算（第３号）は、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

佐藤卓也議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第84号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 
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佐藤卓也議長 ここで、市長より御挨拶がありま

す。 

  山科市長。 

   （山科朝則市長登壇） 

山科朝則市長 12月の議会を閉会するに当たりま

して、皆様方に一言御挨拶申し上げます。 

  上程いたしました議案について、全て御可決

いただきまして、ありがとうございます。速や

かに予算を執行してまいります。どうぞよろし

くお願いします。 

  今年最後の議会でもございますので、ちょっ

と１年を振り返らせていただきたいというふう

に思います。 

  今年１年を振り返りますと、１月１日に能登

半島の地震が発生したということでありまして、

私どもも過去に経験いたしました東日本大震災

を思い出すような災害、地震でありました。本

当に、被災地の皆様をはじめ、災害復旧に当た

られている皆様方の寒い中での様々な映像を見

ますと、私どもも人ごとでないなというふうな

ことを強く感じたところでございました。 

  その翌２日でありますけれども、今度は海上

保安庁の飛行機と民間機が衝突をすると、羽田

空港において衝突するという事故もございまし

た。これもまた、多くの方がお亡くなりになる

という大変な大惨事になってしまいました。 

  災害、そして事故から発生する１年でありま

したけれども、地域においては、４月に最上地

域初の４年制大学であります東北農林専門職大

学が開学をいたしました。皆さんもいろいろな

形で応援をいただいておるわけでありますけれ

ども、私ども新庄市といたしましても、大学と

どうやって連携していくかというようなこと、

これから課題だらけでございますけれども、一

緒にしっかりと、地域の財産、そして人材育成

の拠点としてしっかりと運営をしていくための、

我々もお手伝いをしていかなければならないと

感じているところでもございます。 

  翌、今度、春になりますと、農作業のシーズ

ンになりましたけれども、少雪で水がないとい

うことで、農業に携わる方々も、田植の前の水

張り等に関して、非常に水不足で難儀をされた

こと、思い出されます。 

  ７月には、昨年、国際友好協定を結びました

台湾南投県草屯鎮へ、私が団長になりまして、

そして議長、そして議員の皆様をはじめ、多く

の関係者の方々、25名の訪問団をつくりまして

公式訪問をして、しっかりと友好の絆を深めて

きたところでございました。 

  そしてまた、この11月には、災害で延期にな

っておりました、市内の小学生が草屯鎮に出か

けてスポーツ交流をしてきたということ、先般

も教育長から皆様方に報告もさせていただいた

ところでありますけれども、非常に有意義な時

間を送れたということで、小学生の皆さんも喜

んでおられるという話も伺っております。 

  そしてまた、７月25日には、最上・庄内地域

に大雨が、線状降水帯が発生しまして、新庄市

初の大雨特別警報を発令せざるを得ないような

状況となりまして、降り出しからの雨量が

420.5ミリというふうなことで、これも過去最

高の降水量となりました。 

  本当に災害で大変な状況になりましたけれど

も、残念なのは、若い２名の警察官の方が、災

害要請を受けて救助に向かわれて、亡くなられ

たということ、本当に私ども新庄市民の命を守

っていただくための行動として、それが殉職に

つながったということ、非常に残念であります

し、私たちもこのことを忘れることなくしっか

りと、２人の犠牲の下に成り立った、しっかり

とした災害対策を進めていかなければならない

と改めて思っているところでございます。 

  そしてまた、多くの方が被災されました。こ

れに関しても、お見舞いを申し上げるだけでな

くて、一日も早い災害復旧に向けて取組を進め

ていかなければならないと思います。 
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  御承知のとおり、河川、道路、それから土砂

災害、そして氾濫、床上・床下浸水、そして農

地への浸水ということで、非常に本市といたし

ましても被害状況が大変な状況でございます。

御承知のとおり、農林にしても、都市整備にお

きましても、国の査定が大体終了しまして、こ

れから工事発注に向けていよいよ復旧本番にな

ります。速やかな執行をしてまいりまして、一

日も早い災害からの復旧・復興に努めてまいり

たいと思います。 

  今回の災害で、本当に私をはじめ、多くの職

員が、皆様方も併せてだと思いますけれども、

学んだことは、市民の生命・財産を何としても

守るということ、それから流域治水の重要性、

やっぱり河川をしっかりと管理していかなけれ

ばならないということ、そしてまた災害に強い

道路を整備していかなければならないというこ

と、さらには地球温暖化対策を前提とした地域

づくりをしていかなければならないという取組

をより加速させなければならないと感じている

ところでございます。 

  市民の生命・財産を守るという点におきまし

ては、私ども今、皆様も御承知のとおり、来年

度、危機管理監、そして危機管理の課をつくり

まして、そしてしっかりと災害、あるいは様々

な危機管理に対応すべく、準備を進めていると

ころでございます。 

  そしてまた、流域治水におきましては、これ

は御承知であると思いますけれども、国が進め

る５か年の緊急加速化対策の最終年度に当たる

わけでありますが、それと別枠で、さらに最上

川の河道をしっかりと整備するということで別

枠予算が組まれておるということでありまして、

国で間もなく執行されるということであります。

支川も含めて、流域の管理、市直轄の管理もご

ざいますので、その辺のところとしっかり連携

しながら、流域の治水対策にしっかり取り組ん

でいかなければならないと思っています。 

  災害に強い道づくりと、道路づくりというこ

とでありますけれども、これに関しては、この

12月７日に、新庄古口道路、開通をいたしまし

た。非常に便利になったわけでありますけれど

も、何といっても、今回被害大きかった47号線

沿線に関して、この道路が一日も早く全線開通

することが災害に向けての取組でもあると、そ

して市が管理する道路におきましても、さらに

様々な共同管理をしていかなければならないと

いうふうに思ってもいるところでございます。 

  地球温暖化の取組に関しても、私ども、皆さ

んにも御案内申し上げていますとおりに、この

12月23日に、ゼロカーボンシティ宣言というこ

とで取組をさせていただいております。2050年

までの温室効果ガス排出ゼロにするということ、

平成27年にＣＯＰ21、パリ協定を皮切りに、令

和２年には山形県も、そして国においてもそれ

らに進んでいくという時代でございますので、

この宣言を皮切りに、我々も地域としてのしっ

かりとした、二酸化炭素排出量ゼロを目指した

地域づくりということも進めていかなければな

らないと思っておりますので、どうぞよろしく

お願いします。 

  ちょっと前後になりますが、８月には新庄ま

つりということでありまして、コロナ禍が明け

ていよいよフル開催ということになったわけで

あります。曜日配列にも恵まれまして、42万人

という人出があったということで、非常に喜ば

しく思ってもいるところでございます。 

  熱中症対策を含めて、様々課題はあったわけ

でありますけれども、今年はたまたま、雨が影

響したのか、いろいろなことが影響しまして、

雨に運行中降られはしたものの、それがかえっ

て温度を下げるような、高温にさせないような

状況をつくったということもあったなというふ

うに思っているところでございます。 

  様々、これから実行委員会を中心に、我々も

御提案しながら、新庄まつりのあるべき姿、そ
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して熱中症対策ということも含めて、取組を進

めていかなければならないと思っています。 

  新庄まつりに関しては、来年、270年という

ことで、皆様からいろいろ御心配や御提案をい

ただいておりますけれども、やはり節目の年で

ございますので、本当に我々新庄市としてでき

ること、そして議会の皆様から御協力をいただ

いてできること、しっかり力を合わせて、まつ

り実行委員会、そして各若連、囃子、そして神

輿渡御行列を支えながら進めてまいりたいと思

ってもいるところでございます。 

  そして、最後になりますけれども、来年は何

といっても開府400年の年でございます。新庄

の歴史、そして400年の重みというものをしっ

かりと振り返りまして、ここから新たな歴史の

転換点として、先の100年後、200年後につなが

るような、しっかりとした歴史の検証をしなが

ら、記念に残る400年にしていきたいと思いま

す。 

  あわせて、この件に関しても、議会の皆様と

共に、いろいろ知恵を出して、よい記念のイベ

ントにしてまいりたいと思うところでございま

す。 

  本当に、今年も１年間、大変お世話になりま

した。皆様、ちょっとまだ早いんですけれども、

よい年をお迎えください。そして、また来年も

皆さんと共に、元気で、この新庄市をしっかり

と前へ前へと進めてまいりたいと思いますので、

併せて御指導をよろしくお願い申し上げまして、

私からの12月議会閉会に当たりましてのお礼と

感謝の言葉とさせていただきます。 

  どうもありがとうございます。どうぞよろし

くお願いします。 

佐藤卓也議長 以上をもちまして、令和６年12月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

     午後２時３９分 閉会 
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